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図3　長者町　道成寺車

図4　伝馬町・駿河町　田植

図5　東照宮神輿
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吉川美穂　新出の「名古屋東照宮祭礼図屛風」について

図6─1　本図　呉服町　普化僧

図6─2　『雑志』　呉服町　普化僧

図6─3　「徳川別本」　呉服町　普化僧

薄田大輔　狩野惟信筆「戸山荘八景図巻」について─江戸狩野派の庭園図表現─

図1　狩野惟信筆「戸山荘八景図巻」第一図　大原 部分　徳川美術館蔵

図2　同上　第三図　御泉水 部分

図4　同上　第八図　弁天堂 部分
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図5　同上　第五図　御町屋 部分

図3　狩野惟信筆「戸山荘八景図巻」第六図　両臨堂・錦明山 部分

香山里絵　「尾張徳川美術館」設計懸賞

図1　第一等　佐野時平　透視図

図2　第一等　佐野時平　正面図・側面図
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香山里絵　「尾張徳川美術館」設計懸賞

図3　第二等　小野武雄　透視図

図4　第三等一席　岸田日出刀　透視図

図5　第三等二席　吉岡永吉　透視図

香山里絵　「尾張徳川美術館」設計懸賞

図6　選外佳作　雪野元吉　透視図

図7　選外佳作　雪野元吉　立面図　部分

図8　選外佳作　桂井幸治　透視図
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香山里絵　「尾張徳川美術館」設計懸賞

図9　選外佳作　原田恒三郎　透視図

図10　選外佳作　宮崎光二郎　透視図

図11　選外佳作　長砂松三郎　透視図
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原
　
　
　
史
　
彦

　

は　

じ　

め　

に

一　

本
図
の
形
態
と
由
緒

二　

三
方
ケ
原
合
戦
の
記
録

三　

江
戸
時
代
に
お
け
る
本
図
の
由
来

四　

近
代
以
降
の
本
図
の
由
来

五　

三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
誕
生

六　

本
図
の
図
像
解
釈

　

お　

わ　

り　

に

　
　
　

は　

じ　

め　

に

数
多
あ
る
戦
国
武
将
の
肖
像
画
の
中
で
も
徳
川
美
術
館
が
所
蔵
す
る
「
徳
川
家
康
三

方
ケ
原
戦
役
画
像
」（
以
下
、「
本
図
」
と
略
称
す
る
）（
挿
図
1
）は
、
極
め
て
特
異
な
作
品
で

あ
る
。
画
像
は
個
人
、
あ
る
い
は
故
人
を
顕
彰
・
追
悼
・
礼
拝
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
製
作
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
図
像
は
自
ず
と
そ
の
目
的
に
相
応
し
い
威
儀
を
正
し
た
姿

態
に
描
か
れ
る
。
し
か
し
、
本
図
の
家
康
は
、
顔
を
顰
め
憔
悴
し
た
よ
う
な
面
持
ち
の

様
に
描
か
れ
て
お
り
、い
つ
誰
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
「
顰
み
像
」

と
い
う
別
名
ま
で
付
け
ら
れ
る
ほ
ど
、
異
様
な
容
貌
・
姿
態
と
な
っ
て
い
る
。
本
図
は

三
方
ケ
原
合
戦
敗
戦
直
後
に
描
か
れ
た
と
す
る
由
来
を
伴
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
異
様
な

容
貌
・
姿
態
も
ま
た
由
来
に
基
づ
く
必
然
の
図
様
と
し
て
理
解
さ
れ
、
か
つ
家
康
の
人

挿図1　徳川家康三方ケ原戦役画像

香山里絵　「尾張徳川美術館」設計懸賞

図9　選外佳作　原田恒三郎　透視図

図10　選外佳作　宮崎光二郎　透視図

図11　選外佳作　長砂松三郎　透視図
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間
性
を
表
す
格
好
の
素
材
と
し
て
広
く
周
知
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
家
康
の
人
間
性
と
は
、
本
図
を
描
か
せ
た
動
機
が
賞
賛
す
べ
き
教
訓

性
を
含
み
、
天
下
人
と
な
る
に
相
応
し
い
資
質
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
す
な

わ
ち
、
本
図
は
元
亀
三
年（
一
五
七
二
）十
二
月
二
十
二
日
に
、
現
在
の
静
岡
県
浜
松
市

北
区
に
あ
る
三
方
ケ
原
台
地
で
行
わ
れ
た
武
田
信
玄
と
の
戦
い
で
大
敗
を
喫
し
た
家
康

が
、
居
城
の
浜
松
城
へ
逃
げ
帰
っ
た
直
後
に
、
家
臣
の
忠
告
を
聞
か
ず
に
出
陣
し
多
く

の
部
下
を
失
っ
た
己
の
慢
心
を
戒
め
る
た
め
、
そ
の
惨
め
な
姿
を
絵
師
に
描
か
せ
、
座

右
に
お
い
て
そ
の
後
の
訓
戒
と
し
た
、
と
い
う
人
間
味
あ
ふ
れ
る
逸
話
で
あ
る
。

「
慢
心
を
戒
め
る
」
と
い
う
自
律
性
と
、
わ
ざ
わ
ざ
惨
め
な
姿
を
形
に
残
す
と
い
う
自

虐
性
は
、
現
代
人
の
共
感
を
呼
び
、
本
図
は
歴
史
書
の
み
な
ら
ず
事
業
家
の
要
諦
に
も

通
じ
る
と
し
て
、
経
済
誌
な
ど
様
々
な
分
野
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
広
く
周
知
さ
れ
た
画

像
と
な
っ
て
い
る
。
現
在
日
本
で
最
も
著
名
な
画
像
の
一
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
現
在
徳
川
美
術
館
に
お
い
て
は
、
そ
の
描
法
な
ど
か
ら
元

亀
三
年
当
時
に
描
か
れ
た
作
品
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
・
十
七
世
紀
頃
の
作
品
と
み
な

し
て
い
る
た
め
、
由
来
と
製
作
年
代
と
の
間
に
隔
た
り
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
隔
た
り

を
好
意
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
本
図
は
元
亀
三
年
製
作
の
原
図
を
基
に
し
た
後
世
の

写
本
と
い
う
解
釈
と
な
る
。
家
康
座
右
の
作
品
は
本
来
徳
川
将
軍
家
周
辺
に
伝
来
す
べ

き
で
あ
り
、
家
康
の
遺
品
と
し
て
譲
ら
れ
た
と
い
う
記
録
も
無
い
中
、
分
家
で
あ
る
尾

張
徳
川
家
に
伝
来
し
て
い
る
明
白
な
理
由
を
見
い
だ
せ
な
い
。
も
し
本
図
が
写
本
で
あ

る
な
ら
ば
、
史
料
的
根
拠
が
無
く
と
も
、
尾
張
徳
川
家
に
伝
来
す
る
理
由
付
け
と
し
て

は
一
応
の
つ
じ
つ
ま
は
合
う
。
ゆ
え
に
、
原
本
は
失
わ
れ
た
が
写
本
が
分
家
に
伝
存
し

て
い
る
、
と
い
う
漠
然
と
し
た
解
釈
の
ま
ま
今
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
問
題
の
本
質
は
由
来
と
製
作
年
代
の
隔
た
り
に
留
ま
ら
ず
、
由
来
そ
の
も

の
の
真
偽
、
す
な
わ
ち
史
料
的
根
拠
も
ま
た
不
明
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
従
来
、
こ
の

問
題
は
尾
張
徳
川
家
の
口
伝
に
よ
る
、
と
い
う
理
解
で
処
理
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代

以
来
の
什
宝
を
諸
記
録
と
共
に
散
逸
さ
せ
る
こ
と
な
く
継
承
し
て
き
た
尾
張
徳
川
家
ゆ

え
に
、
口
伝
も
ま
た
充
分
な
史
料
性
を
持
つ
と
い
う
認
識
自
体
は
決
し
て
間
違
っ
て
は

い
な
い
。
実
際
に
具
体
的
記
録
は
無
い
が
、
家
風
・
年
中
行
事
・
道
具
の
取
り
扱
い
な

ど
、
江
戸
時
代
以
来
の
伝
統
が
口
伝
と
し
て
継
承
さ
れ
て
お
り
、
客
観
性
・
記
録
性
を

担
保
で
き
な
い
も
の
の
、
口
伝
は
大
名
文
化
の
資
質
を
伝
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
史

料
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
本
図
の
由
来
も
そ
の
一
つ
と
す
る
な

ら
ば
、
検
証
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
家
の
口
伝
と
し
て
継
承
さ
れ
た
由
緒
と
位
置
づ
け

る
こ
と
で
、
歴
史
の
継
承
形
態
の
一
つ
と
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

た
だ
、
次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
そ
の
口
伝
の
発
祥
が
い
つ
の
時
点
ま
で
遡
れ
る

か
、
口
伝
よ
り
派
生
し
た
二
次
史
料
が
存
在
す
る
の
か
否
か
を
、
ど
の
程
度
ま
で
検
証

で
き
る
か
で
あ
る
。
本
稿
は
ま
ず
こ
の
口
伝
成
立
の
背
景
と
継
承
経
緯
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
上
で
本
図
の
史
料
性
を
改
め
て
検
証
し
た
い
と
考
え
る

が
、
結
論
を
先
に
言
う
な
ら
ば
、
本
図
を
三
方
ケ
原
合
戦
と
関
連
づ
け
る
根
拠
は
存
在

し
て
い
な
い
。
口
伝
も
ま
た
そ
れ
ほ
ど
古
い
来
歴
が
確
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
つ
ま
り
、
本
図
は
「
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
」
と
す
る
史
料
的
根
拠
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
結
論
を
導
き
出
し
た
検
証
経
過
を
報
告
す
る
と
も
に
、
従
前
の
見

解
を
見
直
し
た
上
で
本
図
の
図
様
に
関
す
る
見
解
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
本
稿

は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
十
八
日
に
徳
川
美
術
館
で
行
っ
た
夏
期
講
座
「
徳
川
家
康
」

に
お
い
て
、「
徳
川
家
康
の
肖
像
─
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎
─
」
と
題
し
て
発

表
し
た
内
容
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
は
充
分
に
説
明
し
き
れ
な
か
っ
た
図
様

解
釈
に
つ
い
て
、
先
学
の
見
解
を
踏
ま
え
て
提
示
し
た
い
と
考
え
る
。
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一　

本
図
の
形
態
と
由
緒

本
図
の
現
状
は
絹
本
著
色
の
掛
軸
装
と
な
っ
て
お
り
、
徳
川
美
術
館
収
蔵
品
台
帳
で

は
本
紙
縦
一
尺
二
寸
四
分
五
厘（
三
七
・
八
糎
）、
本
紙
横
七
寸
一
分
八
厘（
二
一
・
八
糎
）、

表
装
縦
三
尺
五
寸
一
分（
一
〇
六
・
五
糎
）、
表
装
横
一
尺
五
分
五
厘（
三
二
・
〇
糎
）と
記

録
さ
れ
て
い
る
。
表
装
の
上
下
は
茶
地
絓
、
中
廻
は
紺
地
唐
草
文
金
襴
、
風
袋
及
び
一

文
字
は
白
茶
地
宝
尽
文
金
襴
で
、
軸
は
黒
塗
撥
型
で
あ
る
。
平
成
五
年（
一
九
九
三
）に

岡
墨
光
堂
で
修
理
を
行
い
、
旧
裏
打
紙
の
除
去
・
美
栖
紙
に
よ
る
増
裏
打
ち
、
宇
陀
紙

に
よ
る
総
裏
打
ち
、
本
紙
欠
失
部
分
の
補
絹
と
補
彩
、
軸
木
・
発
装
・
啄
木
糸
の
新
調

等
を
行
っ
た
。
こ
の
際
、
桐
太
巻
と
し
た
こ
と
で
、
現
在
は
新
調
の
桐
箱
に
収
納
さ
れ

て
い
る
が
、
元
は
「
神
君
御
影
」
と
金
泥
書
き
さ
れ
た
黒
塗
印
籠
蓋
造
の
内
箱
と
、
溜

塗（
台
帳
記
録
で
は「
掻
合
塗
」）葵
紋
付
印
籠
蓋
造
の
外
箱
に
収
納
さ
れ
て
い
た（
挿
図
2
）。

描
か
れ
た
像
主
は
、
通
常
の
武
将
画
像

と
は
趣
を
異
に
す
る
。
像
主
は
正
面
を
向

き
、
脚
部
の
高
い
香
炉
台
の
様
な
形
状
の

椅
子
に
腰
掛
け
、
頬
に
左
手
を
あ
て
、
左

足
を
右
足
の
上
に
置
く
半
跏
の
如
き
姿
で

あ
る
。
茶
地
の
鎧
直
垂
を
着
し
、
両
足
に

は
脛
当
を
付
け
て
藁
草
履
を
履
き
、
左
手

の
み
に
籠
手
を
着
用
し
両
手
に
弓
懸
を
は

め
て
い
る
。
ま
た
、
烏
帽
子
を
被
り
、
黒

塗
金
覆
輪
の
太
刀
拵
と
朱
塗
で
鮫
皮
柄
巻

の
合
口
拵
を
帯
び
る
な
ど
、
戦
場
往
来
の

姿
に
見
え
る
。
特
に
異
様
と
す
る
の
は
像
主
の
容
貌
で
、
白
い
上
前
歯
で
下
唇
を
噛
む

口
元
の
描
写
や
、
眼
窩
上
部
と
頬
骨
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
眼
が
窪
み
頬
が
こ
け

た
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
像
主
の
特
徴
を
表
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
何
か
特
殊
な
状
況

下
に
あ
る
姿
を
写
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
描
写
を
、
敗
戦
直
後
の
や
つ
れ
た

容
貌
と
解
釈
す
る
の
に
、
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
持
つ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

た
だ
し
、
本
図
に
は
賛
な
ど
の
一
切
の
文
字
情
報
は
無
く
、
作
者
の
落
款
も
無
い
。

元
亀
三
年
当
時
、
三
十
一
歳
だ
っ
た
家
康
の
年
齢
よ
り
か
な
り
老
け
た
容
貌
に
見
え
、

東
照
大
権
現
像
と
し
て
一
般
的
に
認
識
さ
れ
る
家
康
の
膨
よ
か
な
容
貌
と
も
相
違
す

る
。
他
の
画
像
に
描
か
れ
た
容
貌
と
の
相
似
性
か
ら
言
え
ば
、
家
康
よ
り
は
豊
臣
秀
吉

に
近
い
た
め
、
本
当
に
家
康
の
画
像
な
の
か
、
と
い
う
漠
然
と
し
た
疑
義
が
持
た
れ
て

い
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。

本
図
の
由
緒
に
対
し
て
初
め
に
異
論
を
提
示
し
た
の
は
、
藤
本
正
行
氏
で
あ
る
。
藤

本
氏
は
風
俗
面
か
ら
の
検
証
を
行
い
、
烏
帽
子
を
被
り
直
垂
を
着
し
、
籠
手
を
左
手
だ

け
に
は
め
る
の
は
「
超
古
典
的
な
武
装
で
、
元
亀
・
天
正
頃
に
は
絶
対
に
み
ら
れ
ぬ
」

と
断
じ
、
十
二
月
末
の
寒
風
を
つ
い
て
行
わ
れ
た
合
戦
な
の
に
素
足
に
草
鞋
は
不
自
然

で
、
本
来
な
ら
ば
革
足
袋
を
履
い
て
い
た
と
す
る
。
仮
に
三
方
ケ
原
合
戦
直
後
に
描
か

せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、「
風
俗
の
考
証
に
は
特
に
念
を
入
れ
、
そ
の
日
の
悲
惨
な
姿
を

再
現
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
は
ず
」
で
あ
る
の
に
、
描
か
れ
た
姿
は
「
三
方
原
合
戦
に

お
け
る
武
装
と
は
、
全
く
か
け
離
れ
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
と
、
合
戦
直
後

に
描
い
た
と
い
う
説
を
否
定
す
る
。
つ
ま
り
、
現
在
徳
川
美
術
館
に
伝
わ
る
本
図
は
、

仮
に
原
本
を
忠
実
に
模
し
た
写
本
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
原
本
自
体
が
厳
密
な
風
俗
考

証
の
上
で
描
か
れ
た
画
像
で
は
無
い
と
し
、
家
康
が
合
戦
直
後
に
命
じ
て
描
か
せ
た
と

い
う
由
緒
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
上
で
藤
本
氏
は
本
図
を
「
は
る
か
後
に
、
子
孫
へ
の
訓
戒
の
た
め
に
描
か
せ
た

（
1
）
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と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、（
中
略
）家
康
没
後
、
彼
を
追
慕
す
る
誰
か
が
描
か
せ
た
方
が

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。」
と
し
、「
こ
れ
が
仏
像
に
よ
く
見
ら
れ
る
半
跏
思
惟
の
姿
で
描
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
礼
拝
の
た
め
に
描
か
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。」
と
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
本
図
が
あ
く
ま
で
も
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
と

い
う
前
提
に
あ
る
中
で
の
見
解
で
あ
る
た
め
、
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
で
は
無
い
と
ま
で

断
言
し
て
い
な
い
も
の
の
、
伝
承
さ
れ
る
由
緒
を
半
ば
否
定
し
、
何
ら
か
の
礼
拝
像
と

す
る
見
解
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
は
傾
聴
に
値
す
る
。

つ
ま
り
、
本
図
は
、
由
緒
の
根
拠
ば
か
り
で
な
く
、
風
俗
考
証
の
面
か
ら
推
定
さ
れ

る
描
か
れ
た
時
期
に
対
し
て
も
疑
義
が
も
た
れ
る
画
像
で
あ
り
、
三
方
ケ
原
合
戦
に
関

わ
り
あ
る
画
像
で
あ
る
か
否
か
を
含
め
て
、
根
本
的
に
本
図
を
検
証
し
直
す
必
要
が
あ

る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

二　

三
方
ケ
原
合
戦
の
記
録

由
緒
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
三
方
ケ
原
合
戦
自
体
の
記
録
を
再
検
証
す
る
必
要

が
あ
る
。
な
お
本
稿
は
、
三
方
ケ
原
合
戦
の
史
的
考
察
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
な
い

た
め
、
合
戦
の
経
過
や
歴
史
的
意
義
に
関
す
る
検
証
は
割
愛
す
る
こ
と
を
予
め
ご
了
解

願
い
た
い
。
一
般
的
に
説
明
さ
れ
る
三
方
ケ
原
合
戦
と
は
、
武
田
信
玄
の
遠
江
国
侵
攻

に
よ
り
、
浜
松
北
方
の
三
方
ケ
原
台
地
付
近
に
お
い
て
、
家
康
勢
及
び
織
田
信
長
の
援

軍
が
武
田
勢
と
衝
突
し
、
家
康
側
が
大
敗
を
喫
し
た
合
戦
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
時
代

の
史
料
が
乏
し
い
た
め
、
合
戦
が
行
わ
れ
た
場
所
や
、
信
玄
に
よ
る
徳
川
領
侵
犯
の
意

図
な
ど
諸
説
あ
っ
て
合
戦
の
実
像
は
不
明
な
点
が
多
い
。
そ
の
中
で
一
人
歩
き
し
て
い

る
の
が
、
合
戦
直
前
に
家
康
が
「
慢
心
」
し
た
と
い
う
逸
話
で
あ
る
。

推
定
さ
れ
る
武
田
勢
の
兵
力
は
二
万
五
千
人
、
こ
れ
に
対
し
て
家
康
勢
は
、
織
田
方

の
援
軍
を
入
れ
て
も
一
万
一
千
人
程
度（
家
康
勢
は
八
千
人
程
度
）で
あ
る
た
め
、
兵
力
の

上
で
は
圧
倒
的
に
不
利
な
状
況
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
通
常
考
え
ら
れ
る
戦
略
と

し
て
、
居
城
の
浜
松
城
に
籠
城
し
て
武
田
勢
を
迎
え
討
つ
と
こ
ろ
、
予
想
に
反
し
て
武

田
勢
は
浜
松
を
素
通
り
す
る
行
軍
を
始
め
た
た
め
、
領
地
を
蹂
躙
さ
れ
て
ま
で
城
に
籠

も
る
こ
と
を
武
門
の
恥
と
し
た
家
康
は
、
家
臣
の
制
止
を
振
り
切
っ
て
出
陣
し
、
逆
に

武
田
勢
の
待
ち
伏
せ
に
遭
っ
て
自
ら
も
戦
死
し
か
ね
な
い
程
の
大
敗
を
喫
し
た
と
い
う

あ
ら
す
じ
に
付
随
し
て
、
こ
の
「
慢
心
」
の
話
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
若
輩
の

家
康
が
、
老
練
な
信
玄
の
術
中
に
は
ま
り
、
累
代
の
家
臣
を
数
多
く
討
死
さ
せ
て
し

ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
家
康
は
こ
の
敗
戦
を
以
後
の
教
訓
と
し
、
逆
に
信
玄
の
戦
略
を
学

ん
で
、
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
筋
立
て
と
な
る
。
こ
の
成
功
譚
は
、「
慢
心
」

の
戒
め
の
上
に
成
り
立
つ
話
と
し
て
、
そ
れ
な
り
に
真
実
味
を
も
っ
て
広
く
人
口
に
膾

炙
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
三
方
ケ
原
合
戦
に
限
ら
ず
、
現
在
我
々
が
認
識
す
る
戦
国
合
戦
に
関
わ
る

逸
話
は
、
何
か
一
つ
の
史
書
で
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
江
戸
時

代
以
降
の
様
々
な
出
版
物
や
、
芸
能
分
野
な
ど
に
お
い
て
語
り
継
が
れ
た
話
が
、
総
合

さ
れ
て
一
つ
の
筋
立
て
に
な
り
、
現
代
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
ま
ず
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
江
戸
時
代
以
降
の
軍
記
物
や
、
講
談
・
講
釈
の
類
に
お
い
て
も
付
加
さ
れ
る
話

が
多
分
に
あ
る
た
め
、
史
実
か
否
か
以
前
に
、
逸
話
の
原
初
形
態
を
ま
ず
検
証
す
る
必

要
が
あ
る
。

家
康
の
「
慢
心
」
に
類
す
る
話
と
し
て
は
、『
三
河
物
語
』
や
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
に

収
載
さ
れ
た
古
記
録
の
内
、「
落
穂
集
」・「
戸
田
本
三
河
記
」・「
武
徳
大
成
記
」・「
四

戦
紀
聞
」・「
大
三
川
志
」・「
松
平
記
」・「
官
本
三
河
記
」
な
ど
に
似
た
話
が
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
例
え
ば
『
三
河
物
語
』
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

（
2
）

（
3
）
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元
亀キ

三
年
壬〔
ミ
づ
の
え
さ
る
〕

申
十
二
月
廿
二
日
、
家
康
、
浜
松
よ
り
三
理［
里
］に
及
で
打
出
さ

せ
給
ひ
て
、「
御
合
戦
を
可
レ
被
レ
成
」
と
仰
け
れ
バ
、
各
々
年
寄
共
の
申
上
け
る

ハ
、「
今
日
之
御
合
戦
、
如
何
に
御
座
可
レ
有
候
う
哉
。
敵
之
人
数
を
見
奉
る
に
、

三
万
余
と
見
申
候
。
其
故［
上
］、
信
玄
ハ
老
武〔

む
し
や
〕者と
申
、
度
々
の
合
戦
に
な
れ
た

る
人
な
り
。
御
味
方
は
わ
づ
か
八
千
之
内
外
御
座
可
レ
有
哉
」
と
申
上
け
れ
バ
、

「
其
儀
ハ
何
共
あ
れ
、
多
勢

〔
ぜ
い
〕に
て
我
屋
敷
之
背〔
せ
ど
〕戸
を
ふ
ミ
き
り
て
通
〔
と
ほ
〕ら
ん
に
、
内

に
有
な
が
ら
、
出
て
と
が
め
ざ
る
者
哉や

あ
ら
ん
。
負〔
ま
〕く
れ
バ
と
て
、
出
て
と
が
む

べ
し
。
そ
の
ご
と
く
、
我
国
を
ふ
ミ
き
り
て
通

〔
と
お
〕る
に
、
多
勢
〔
ぜ
い
〕な
り
と
い
う
て
、
な

ど
か
出
て
と
が
め
ざ
ら
ん
哉
。
菟
角
、
合
戦
を
せ
ず
し
て
ハ
お
く
ま
じ
き
。
陣い

く
さハ

多
勢

〔
ぜ
い
〕・
無〔
ぶ
ぜ
い
〕勢に
ハ
よ
る
べ
か
ら
ず
。
天て
ん

道と
う

次
第
」
と
仰
け
れ
バ
、
各
〻
「
是
非
に

不
レ
及
」
と
て
、押ヲ
シ

寄ヨ
セ

け
り
。
敵
を
祝〔
ほ
う
だ
〕田ゑ
半
分
過
も
引
お
ろ
さ
せ
て
切〔
き
〕つ
て
か
ゝ

ら
せ
給
ふ
な
ら
バ
、
や
す
〳
〵
と
切〔

き
り
か
〕勝た
せ
給
ハ
ん
物
を
、
は
や
り
す
ぎ
て
、
早
〔
は
や
〕

く
か
ゝ
ら
せ
給
ひ
し
ゆ
へ
に
、
信
玄
、
度
々
の
陣
に
あ
ひ
付
給
へ
バ
、
魚
〔
ぎ
よ
り
ん
〕
鱗
に
備
〔
そ
な
へ
〕

を
立
て
引
う
け
さ
せ
給
ふ
。

つ
ま
り
、
家
康
が
出
陣
す
る
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
敵
は
「
三
万
余
」、
味
方
は
「
八
千

之
内
」
と
圧
倒
的
に
不
利
な
上
、
信
玄
は
「
老
武
者
」
で
戦
上
手
で
あ
る
、
そ
れ
な
の

に
な
ぜ
出
陣
す
る
の
か
と
「
年
寄
共
」
が
疑
義
を
呈
し
た
と
こ
ろ
、
家
康
は
敵
が
「
多

勢
〔
ぜ
い
〕に
て
我
屋
敷
之
背〔
せ
ど
〕戸
を
ふ
ミ
き
り
て
通
〔
と
ほ
〕ら
ん
」
と
す
る
の
に
、「
内
」（
城
）に
い
て
そ

れ
を
咎
め
な
い
の
は
い
か
が
な
も
の
か
、
負
け
よ
う
が
出
撃
し
て
咎
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
戦
は
人
数
の
多
寡
で
は
な
く
「
天て

ん

道と
う

次
第
」、
つ
ま
り
運
次
第
と
言
っ
て
出
撃

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
時
、
他
の
家
臣
も
「
是
非
に
不
レ
及
」

と
言
っ
て
賛
同
し
て
い
る
た
め
、
制
止
を
振
り
切
っ
て
ま
で
出
撃
し
た
こ
と
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
な
お
、
家
康
出
撃
に
関
す
る
記
録
は
『
朝
野
舊
聞
裒
藁
』
記
載
の
諸
記
録

に
お
い
て
差
異
が
あ
る
た
め
、
以
下
、
同
書
に
記
載
さ
れ
る
主
な
記
録
を
列
記
す
る
。

　

落
穂
集
曰 

十
二
月
廿
一
日
の
夜 

濱
松
御
城
に
於
て
軍
御
評
定
の
節 

先
達
而
尾

州
よ
り
参
た
る
加
勢
の
三
人
申
上
候
ハ 

武
田
方
三
万
に
餘
る
人
数
の
由
に
相
聞

候 

然
る
に
御
味
方
の
小
勢
を
以 

平
場
の
御
一
戦
と
有
ハ
如
何
と
存
候 

先
御
籠
城

被
遊
候
に
於
て
は
武
田
勢
押
寄
取
圍
可
申
候 

其
内
に
ハ
追
而
罷
立
候 

尾
州
よ
り

の
加
勢
の
者
共
儀
も
参
陣
可
仕
候 

其
勢
を
以 

敵
の
後
へ
取
詰
候
模
様
を
御
覧
合

ら
れ
候
て
城
内
の
諸
勢
一
度
に
突
て
出 

敵
を
切
崩
し
申
に
於
て
ハ
御
利
運
に
任

せ
ら
れ
す
し
て
は
叶
候
ま
し
き
旨
申
上
候
へ
ハ 

家
康
公
被
聞
召
被
仰
候
者 

各
被

申
趣
一
理
な
き
に
あ
ら
す 

然
れ
と
も
信
玄
か
人
数
ハ
如
何
な
と
に
て
も
あ
れ
敵

を
足
長
に
城
下
ま
て
も
踏
込
せ
て
防
戦
を
も
不
遂
し
て
籠
城
致
す
と
有
は
城
持
た

る
も
の
ゝ
本
意
に
あ
ら
す
と
存
る
間 

我
等
儀
城
外
へ
押
出
し
一
戦
を
遂
へ
き
に

て
候 

然
ハ
侍
足
軽
の
一
人
も
多
く
召
連
度
候
間 

尾
州
よ
り
各
被
罷
越
当
城
に
被

居
こ
そ
幸
の
儀
な
れ
ハ 

城
の
儀
ハ
何
れ
も
へ
頼
入
と
被
仰
候
ヘ
ハ 

加
勢
の
三
人

承
り 

仰
の
趣
御
尤
の
御
事
に
候 

然
る
に
於
て
ハ
我
等
と
も
儀
も
御
勢
に
加
り
罷

出
可
申
と
の
儀
に
て
尾
州
勢
を
合
セ
漸
々
八
千
餘
の
御
人
数
を
以 

大
野
と
申
所

へ
御
陣
被
成

　

武
徳
大
成
記
曰 

神
君
曰 

信
玄
吾
城
下
ヲ
推
通
ル
ハ
吾
ヲ
蔑
如
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ 

出
テ
一
戰
シ
テ
勝
負
ヲ
決
セ
ン
ト
怒
ラ
シ
メ
給
フ 

尾
州
ノ
援
将
佐
久
間 

瀧
川 

平

手
袖
ヲ
ヒ
カ
ヘ
テ
諫
ム 

信
長
吾
等
ニ
命
セ
ラ
ル
丶
ハ 

信
玄
ハ
老
将
也　
大
軍
也　

公
縦
戦
ハ
ン
ト
シ
タ
マ
フ
ト
モ
必
ス
漫
ニ
兵
ヲ
出
サ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス 

其
言
太
嚴

重
ナ
リ 
今
日
ノ
事
枉
テ
信
長
ノ
為
ニ
止
リ
タ
マ
フ
ヘ
シ
ト
云 

神
君
曰 

前
年
信
玄

兵
ヲ
耀
シ
テ
小
田
原
ノ
城
門
ニ
薄
ル
シ
カ
ル
ニ 

氏
政
固
ク
守
リ
テ
出
ス 

擧
世
此
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ヲ
怯
弱
ナ
リ
ト
ス 

今
敵
吾
宇
下
ヲ
蹴
散
ヲ
ミ
ス
丶
丶
過
シ
テ
一
矢
ヲ
モ
加
ヘ
ス

ハ
大
軍
ヲ
恐
ル
丶
ニ
似
タ
リ 

此
丈
夫
ノ
志
ニ
ア
ラ
ス 

卿
等
强
テ
戰
ヲ
止
メ
ハ
我

軍
門
ヲ
信
康
ニ
譲
テ
斗
藪
ノ
身
ト
ナ
ラ
ン
ト
怒
ラ
セ
ラ
ル 

然
ト
モ
三
子
ノ
者
止

テ
ヤ
マ
ス 
神
君
是
非
ナ
ク
鬱
々
ト
シ
テ
止
タ
マ
フ

　

官
本
三
河
記
曰 
廿
二
日
家
康
公
被
遣
鳥
井
四
郎
左
衛
門
回
候 

鳥
居
曰
諸
卒
雖

勇
進 

今
日
之
軍
不
可
然
云
々
故 

甲
兵
段
々
設
備
依
之
堅
陣
也 

味
方
山
際
一
重
危

先
手
以
軍
使
可
被
引
取
云
々 
此
上
是
非
合
戦
思
召 

敵
ホ
ツ
タ
ノ
郷
押
行
時
分
在

合
戦
尤
也
ト
云 

家
康
公
曰 

汝
日
来
頼
母
敷
思
処
臆
シ
タ
ル
ヤ
ト
怒
給
フ 

鳥
井
曰 

軍
之
不
知
勝
負
大
将
ト
テ
立
腹

ま
ず
「
落
穂
集
」
で
は
、
家
康
の
出
撃
を
止
め
た
の
は
、
織
田
信
長
か
ら
援
軍
と
し

て
遣
わ
さ
れ
た
諸
将
と
す
る
。
兵
力
で
劣
る
こ
と
か
ら
城
に
籠
城
し
て
、
信
長
か
ら
の

さ
ら
な
る
援
軍
を
待
ち
、
援
軍
が
到
着
す
れ
ば
一
気
に
突
撃
し
て
、
援
軍
と
で
武
田
勢

を
挟
み
撃
ち
に
す
る
方
策
を
援
軍
諸
将
が
献
言
し
た
と
こ
ろ
、
家
康
は
そ
れ
で
は
「
城

持
た
る
も
の
ゝ
本
意
に
あ
ら
す
」
と
言
っ
て
出
撃
し
、
援
軍
諸
将
も
納
得
し
て
追
随
し

た
と
し
て
い
る
。

「
武
徳
大
成
記
」
で
も
同
様
に
、
家
康
の
出
撃
を
止
め
た
の
は
信
長
か
ら
の
援
軍
諸

将
で
あ
る
が
、
こ
の
記
録
で
は
家
康
が
強
引
に
出
撃
し
よ
う
と
す
る
の
を
、
援
軍
諸
将

が
信
長
の
命
で
あ
る
と
し
て
家
康
の
袖
を
取
っ
て
諫
め
た
と
し
て
い
る
。
信
玄
が
小
田

原
城
を
攻
め
た
際
、
北
条
氏
政
が
討
っ
て
出
な
か
っ
た
こ
と
を
「
怯
弱
」
と
嘲
笑
さ
れ

た
例
を
家
康
は
挙
げ
て
、
も
し
出
撃
が
叶
わ
な
け
れ
ば
「
斗
藪
ノ
身
」、
す
な
わ
ち
出

家
・
隠
棲
す
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
援
軍
諸
将
は
耳
を
傾
け
な
か
っ

た
と
す
る
。

「
官
本
三
河
記
」
に
お
い
て
は
、
物
見
に
出
し
た
鳥
居
四
郎
左
衛
門
が
信
玄
と
戦
を

す
べ
き
で
は
無
い
と
報
告
し
た
事
に
対
し
て
家
康
は
激
怒
し
、
鳥
井（
居
）を
「
臆
シ
タ

ル
ヤ
」
と
罵
っ
た
と
こ
ろ
、
鳥
井（
居
）か
ら
「
軍
之
不
知
勝
負
大
将
」
と
罵
り
返
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
諸
記
録
に
よ
っ
て
出
撃
直
前
の
記
載
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
て
、
定
見

と
す
る
見
解
は
無
い
。
た
だ
し
、
出
撃
に
対
し
て
家
臣
の
合
意
の
有
無
は
と
も
か
く
何

ら
か
の
反
対
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
家
康
が
押
し
切
っ
た
、
も
し
く
は
押
し
切
ろ
う
と
し

た
と
い
う
構
図
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
大
敗
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
出
撃

す
る
と
い
う
家
康
の
決
断
を
「
慢
心
」
と
す
る
解
釈
も
成
り
立
つ
が
、
い
ず
れ
の
諸
記

録
に
お
い
て
も
、
こ
の
決
断
を
家
康
が
後
悔
・
反
省
し
た
と
い
う
記
述
は
無
い
。
む
し

ろ
籠
城
と
い
う
消
極
策
に
傾
き
そ
う
な
流
れ
を
、
勝
ち
負
け
を
度
外
視
し
て
、
武
門
の

意
地
と
し
て
押
し
通
し
た
こ
と
を
誉
れ
と
す
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
諸
記
録
は
、
合
戦
に
お
け
る
家
康
の
動
向
や
諸
士
の
武
功
を
記
す
が
、
家

康
の
人
徳
と
し
て
記
さ
れ
る
内
容
は
、
討
死
し
た
諸
士
の
家
族
を
労
る
話（「
武
功
雑
記
」

所
収
）、
浜
松
に
帰
城
し
た
後
、
城
門
を
開
け
放
し
て
篝
火
を
焚
き
、
秘
策
の
存
在
を

ほ
の
め
か
し
た
こ
と
で
武
田
勢
の
追
撃
を
か
わ
し
た
話（「
四
戦
紀
聞
」
所
収
）、
浜
松
帰

城
後
に
豪
胆
に
も
湯
漬
け
を
三
杯
食
べ
て
熟
睡
し
た
話（「
大
三
川
志
」
所
収
）と
い
っ
た

内
容
の
み
で
、
慢
心
の
戒
め
の
た
め
、
合
戦
直
後
の
姿
を
絵
師
に
描
か
せ
た
、
と
い
う

逸
話
は
い
ず
れ
の
記
録
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
家
康
の
人
徳
に
関
す
る
記
述
は
、
天
保
七
〜
八
年（
一
八
三
六
〜
三
七
）頃
に
大

学
頭
・
林
述
斎
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
家
康
の
言
行
録
『
披
沙
揀
金
』
に
収
載
さ
れ

て
い
る
。
本
書
は
、
家
康
の
神
格
化
が
進
む
中
で
、
賞
賛
す
べ
き
家
康
の
言
動
を
諸
記

録
よ
り
抜
粋
・
収
載
し
た
記
録
で
あ
る
。
も
と
よ
り
虚
実
取
り
混
ぜ
の
記
録
で
は
あ
る

が
、
江
戸
後
期
に
お
い
て
周
知
さ
れ
て
い
た
家
康
の
人
間
像
を
知
る
指
標
と
な
る
。
そ

（
4
）
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の
本
書
に
お
い
て
も
本
図
製
作
に
か
か
わ
る
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
慢
心
を
戒
め
る
た

め
惨
め
な
姿
を
あ
え
て
画
か
せ
て
座
右
に
置
く
と
い
う
行
為
は
、
何
よ
り
も
賞
賛
す
べ

き
家
康
の
人
徳
で
あ
り
、
積
極
的
に
喧
伝
さ
れ
て
良
い
内
容
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
記

載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
江
戸
後
期
の
時
点
で
、
徳
川
将

軍
家
周
辺
で
は
本
図
の
逸
話
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
本
図
の
由
緒
は
尾
張
徳
川
家
と
い
う
限
定
さ
れ
た

範
囲
の
み
で
の
逸
話
で
あ
る
の
か
、
こ
う
い
っ
た
逸
話
そ
の
も
の
が
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
仮
に
前
者
と
す
る
な
ら
ば
、
逸
話
の
出
所
を
尾
張
徳

川
家
の
諸
記
録
か
ら
探
る
必
要
が
あ
る
。

ち
な
み
に
比
較
的
信
憑
性
の
高
い
記
録
と
さ
れ
る
『
当
代
記
』
巻
一
に
、
旧
来
よ
り

紹
介
さ
れ
て
い
る
三
方
ケ
原
合
戦
に
関
す
る
異
聞
と
し
て
下
記
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。

十
二
月
。
二
俣
城
落
居
之
間
、
令
二
普
請
一
入
二
番
手
一、
同
廿
二
日
、
信
玄
都
田
打

越
味
方
か
原
江
打
上
、
濱
松
衆
為
二
物
見
一
十
騎
廿
騎
つ
ゝ
懸
來
取
合
之
間
、
是

を
可
二
引
取
一
之
由
曰
、
家
康
公
出
馬
之
處
、
不
慮
に
及
二
合
戰
一、
濱
松
衆
敗
北
、

千
餘
討
死
、
信
玄
人
數
二
萬
、
濱

松
衆
八
千
計
な
り
、

つ
ま
り
、
家
康
は
信
玄
が
三
方
ケ
原
へ
「
打
上
」
っ
た
の
を
「
物
見
」、
す
な
わ
ち

偵
察
に
向
か
わ
せ
た
が
、
小
競
り
合
い
と
な
っ
た
た
め
、
家
康
は
こ
の
物
見
部
隊
を
引

き
上
げ
さ
せ
よ
う
と
し
て
出
馬
し
た
と
こ
ろ
、「
不
慮
に
」
合
戦
と
な
っ
た
と
い
う
記

録
で
あ
る
。
こ
の
記
録
が
正
し
い
の
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
十
二
月
二
十
二
日
の
時
点

で
家
康
に
は
信
玄
と
合
戦
す
る
つ
も
り
は
な
く
、
物
見
部
隊
の
小
競
り
合
い
か
ら
偶
発

的
に
合
戦
と
な
り
、
結
果
と
し
て
大
敗
を
喫
し
た
こ
と
に
な
る
。

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
の
話
と
し
て
、
事
前
に
浜
松
城
内
に
お
い
て
出

馬
す
る
か
否
か
の
激
論
が
闘
わ
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
諸
書

に
記
さ
れ
る
合
戦
直
前
の
家
康
と
家
臣
ら
と
の
や
り
と
り
は
全
て
創
作
と
な
っ
て
し
ま

う
。
本
稿
は
先
述
の
通
り
、
三
方
ケ
原
合
戦
自
体
の
検
証
を
目
的
と
し
な
い
た
め
、『
当

代
記
』
記
載
内
容
の
信
憑
性
は
問
わ
な
い
が
、
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
こ
の
合
戦
は
記

録
の
上
で
不
確
か
な
部
分
が
多
く
、
伝
承
的
内
容
で
も
定
見
と
す
る
筋
立
て
が
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
図
製
作
に
関
わ
る
逸
話
が
記
録
の
上
で
存
在
し
て
い

た
と
し
て
も
、
極
め
て
限
定
的
で
あ
り
、
到
底
広
く
敷
衍
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
わ

け
で
あ
る
。

な
お
余
談
で
は
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
諸
記
録
に
見
え
な
い
著
名
な
逸
話
は
他
に
も

存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
家
康
が
三
方
ケ
原
か
ら
の
逃
走
途
次
、
恐
怖
の
あ
ま
り
脱

糞
し
た
と
す
る
逸
話
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
本
稿
執
筆
時
に
お
い
て
も
こ
の
出
典
を

明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
近
代
以
降
の
講
談
な
ど
で
語
ら
れ
た
こ
と
が
、

流
布
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

家
康
が
三
方
ケ
原
か
ら
の
逃
走
途
次
、
茶
店
で
小
豆
餅
を
食
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
武

田
勢
に
追
い
つ
か
れ
、
餅
の
代
金
を
払
わ
ず
に
逃
げ
た
た
め
、
茶
店
の
老
婆
が
家
康
を

追
い
か
け
て
家
康
に
追
い
つ
き
銭
を
払
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
逸
話
は
、
現
在
、
浜
松

に
残
る
「
小
豆
餅
」・「
銭
取
」
の
地
名
由
来
と
し
て
地
元
で
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

こ
れ
も
同
様
に
出
典
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
逸
話
は
地
元
伝
承
と
し
て

継
承
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
現
在
の
よ
う
な
筋
立
て
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
、
筋
立
て
の

成
立
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
時
代
で
は
な
い
可
能
性
は
あ
る
。
こ
の
類
の
逸
話
は
創
作
で
あ

る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
今
後
も
口
伝
・
民
話
の
一
つ
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
ろ
う
。

家
康
の
重
臣
・
酒
井
忠
次
が
、
敗
戦
に
よ
っ
て
味
方
が
戦
意
喪
失
と
な
っ
て
い
る

中
、
浜
松
城
の
櫓
に
登
っ
て
太
鼓
を
叩
き
、
味
方
の
士
気
を
高
め
、
武
田
方
に
は
伏
兵

（
5
）
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の
存
在
を
疑
わ
せ
て
窮
地
を
救
っ
た
と
い
う
「
酒
井
の
太
鼓
」
の
逸
話
も
ま
た
史
料
的

根
拠
は
明
ら
か
で
は
く
、
河
竹
黙
阿
弥
の
創
作
と
考
え
ら
れ
る
。『
三
河
後
風
土
記
』

が
出
典
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
同
書
に
太
鼓
打
ち
に
関
す
る
記
述
は

無
い
。
同
書
を
は
じ
め
諸
書
に
記
さ
れ
る
城
門
を
開
け
放
し
に
し
た
逸
話
を
脚
色
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
逸
話
は
、
明
治
六
年（
一
八
七
三
）三
月
に
河
竹

黙
阿
弥
作
「
太た

い
こ
の
お
と

鼓
音
知ち
ゆ
う
の勇
三さ
ん
り
ゃ
く
略
」
と
し
て
東
京
村
山
座
で
初
演
さ
れ
た
結
果
、
人
気
を

博
し
錦
絵
に
も
描
か
れ
る
な
ど
、
広
く
一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
酒
井
を
河

原
崎
権
之
助（
後
の
九
代
目
市
川
団
十
郎
）、
酒
井
と
対
立
・
和
解
す
る
鳴
瀬
東
蔵
を
五
代

目
尾
上
菊
五
郎
と
い
っ
た
名
優
が
演
じ
た
こ
と
も
人
気
を
後
押
し
し
、
後
に
新
歌
舞
伎

十
八
番
に
も
編
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
近
代
以
降
に
著
名
と
な
る
逸
話
も
存
在

し
て
い
る
。

　
　
　

三　

江
戸
時
代
に
お
け
る
本
図
の
由
来

本
図
の
伝
来
は
、
尾
張
徳
川
家
の
蔵
帳
よ
り
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
図
は
「
御
清

御
長
持
」
に
入
れ
て
保
管
さ
れ
て
お
り
、「
御
清
御
長
持
」
の
収
蔵
品
を
列
記
し
た
「
御

清
御
長
持
入
記
」（
挿
図
3
）が
最
古
の
記
録
で
あ
る
。「
御
清
御
長
持
」
と
は
、
尾
張
徳

川
家
伝
来
の
什
宝
の
中
で
、
家
康
の
遺
品
及
び
家
康
関
係
品
を
収
納
し
た
三
棹
の
長
持

か
ら
な
る
。
尾
張
徳
川
家
の
中
で
最
も
大
切
な
道
具
の
一
つ
と
し
て
、
江
戸
時
代
は
名

古
屋
城
二
之
丸
北
辺
に
あ
っ
た
不
入
火
御
土
蔵
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
第
一
の
長
持
に

は
家
康
の
画
像
や
書
状
類
な
ど
二
十
一
件
三
十
三
点
を
収
納
し
、
第
二
の
長
持
に
は
家

康
着
用
の
衣
類
十
件
百
十
一
点
、
第
三
の
長
持
に
も
家
康
着
用
の
衣
類
七
件
二
十
八
点

の
計
三
十
八
件
百
七
十
二
点
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。

現
在
、
徳
川
美
術
館
に
継
承
さ
れ
て
い
る
家
康
遺
品
の
中
で
、
御
側
御
道
具
と
し
て

（
6
）

（
7
）

継
承
さ
れ
た
茶
道
具
類
や
武
具
類
、
近
代
以
降
の
寄
贈
・
購
入
品
以
外
の
品
は
、
全
て

こ
の
長
持
に
保
管
さ
れ
た
品
々
で
あ
る
。
明
治
二
十
一
年（
一
八
八
八
）創
出
の
尾
張
徳

川
家
の
分
家（
男
爵
家
）に
分
与
さ
れ
た
掛
軸
二
点
、
明
治
十
二
年
に
岐
阜
町
愛
宕
山
内

東
照
宮（
現
・
伊
奈
波
神
社
摂
社
）に
奉
納
さ
れ
た
裃
一
具
、
損
壊
し
て
後
に
廃
棄
さ
れ
た

と
思
わ
れ
る
「
御
綿
帽
子
」
を
除
き
、
現
在
で
も
大
半
の
納
入
品
が
現
存
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
第
三
の
長
持
に
収
納
さ
れ
て
い
た
小
袖
・
羽
織
・
合
羽
な
ど
の
衣
類
二
十
五

領
の
内
、
十
三
領
は
原
型
を
保
っ
て
い
る
が
、
十
二
領
分
は
宝
暦
十
二
年（
一
七
六
二
）

時
点
で
損
壊
し
て
い
た
た
め
、
昭
和
十
二
年（
一
九
三
七
）に
文
様
の
あ
る
衣
装
の
表
地

を
「
残
缺
帖
」
に
貼
り
込
み
、
中
入
綿
十
二
領
分
と
裏
地
四
枚
を
別
置
し
て
い
る
。

「
御
清
御
長
持
入
記
」
は
、
江
戸
時
代
末
期
〜
明
治
初
期
頃
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ

る
蔵
帳
で
あ
る
が
、
同
書
の
奥
付
に
「
右
三
棹
之
品
（々
朱
書
追
記　

安
永
四
未
年
九
月

十
七
日
二
棹
ニ
相
成
候
）東
照
宮
御
召
物
之
儀
候
間 

御
大
切
御
清
御
筆
之
も
の
ニ
添 

一

所
ニ
御
虫
干
仕
候
様
ニ
与
寛
保
三
年
亥
九
月
被　

仰
付
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
寛
保
三

年（
一
七
四
三
）時
点
で
、
第
一
の
長
持
に
加
え
衣
類
を
収
納
し
た
長
持
三
棹（
安
永
四
年

挿図3　御清御長持入記
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九

［
一
七
七
五
］に
二
棹
に
ま
と
め
ら
れ
る
）を
御
清
道
具
と
し
て
い
た
。
以
後
、
名
古
屋
城
二

之
丸
御
殿
内
に
お
い
て
定
期
的
に
虫
干
し
さ
れ
た
よ
う
で
、
こ
の
時
点
で
「
御
清
御
長

持
」
の
原
型
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
書
に
は
御
殿
内
の
虫
干
し
配
置
図
で
あ
る

「
中
御
座
之
間
御
影
御
風
入
之
図
」
と
「
於
御
書
院
御
影
御
風
入
節
図
面
」
が
附
属
し
て

い
る
。

本
図
は
、
そ
の
後
の
台
帳
記
録
と
の
照
合
に
よ
り
、「
御
清
御
長
持
入
記
」
に
記
さ

れ
た
第
一
の
長
持
の
第
四
項
目
に
あ
る
「
一 

東
照
宮
尊
影
」
に
該
当
す
る
。
同
書
の

記
載
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る（
挿
図
3
）。

「
天
三
」（
貼
紙
）

四（
朱
書
）一　

東
照
宮
尊
影　
　
　

箱
入　

壹
幅

　
　
　
　
　
　

右
者

　
　
　
　
　
　

聖
聰
院
様
御
道
具
之
内
ニ
有
之
伺
之
上
相
納

　
　
　
　
　
　
　

文
化
二
年
丑
九
月

つ
ま
り
、
本
図
は
東
照
宮
、
す
な
わ
ち
家
康
の
画
像
と
認
識
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

あ
く
ま
で
も
「
尊
影
」
で
あ
り
、
三
方
ケ
原
合
戦
に
関
す
る
書
き
込
み
は
な
い
。
し

か
も
「
聖
聰
院
様
」
の
所
持
道
具
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
聖
聰
院
様
」
と
は
、

尾
張
徳
川
家
九
代
宗
睦（
一
七
三
三
〜
九
九
）の
三
番
目
の
嫡
男
と
な
っ
た
治
行（
一
七
六
〇

〜
九
三
）の
正
室
・
従
姫（
一
七
五
七
〜
一
八
〇
四
）で
あ
る
。
九
代
宗
睦
は
跡
継
ぎ
に
恵
ま

れ
ず
、
第
一
子
治
休（
一
七
五
三
〜
七
三
）・
第
二
子
治
興（
一
七
五
六
〜
七
六
）を
相
次
い

で
失
っ
た
後
、
安
永
五
年（
一
七
七
六
）に
分
家
の
高
須
松
平
家
五
代
を
継
い
で
い
た
甥

の
義
柄（
治
行
）を
養
子
と
し
て
迎
え
、
同
九
年
に
紀
伊
徳
川
家
七
代
宗
将（
一
七
二
〇
〜

六
五
）の
娘
・
従
姫
と
の
婚
礼
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
治
行
も
養
父
・
宗
睦
に
先
立
っ
て

（
8
）

（
9
）

寛
政
五
年（
一
七
九
三
）に
歿
し
た
こ
と
で
従
姫
は
尾
張
徳
川
家
当
主
夫
人
と
な
る
こ
と

は
な
く
、
文
化
元
年（
一
八
〇
四
）に
尾
張
で
四
十
八
歳
の
生
涯
を
閉
じ
た
。

「
御
清
御
長
持
入
記
」
で
は
、
従
姫
が
歿
し
た
翌
年
の
文
化
二
年
九
月
に
御
清
道
具

に
納
入
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
当
初
よ
り
「
御
清
御
長
持
」
に
収
納
さ
れ
て
い
た

わ
け
で
な
い
こ
と
が
判
る
。
後
入
れ
の
道
具
は
他
に
も
あ
り
、
現
在
「
徳
川
家
康
長
久

手
陣
中
画
像
」
と
す
る
「
東
照
宮
尊
影
」
が
、
文
化
十
年
八
月
に
尾
張
藩
重
臣
・
鈴
木

丹
後
守
よ
り
献
上
さ
れ
、「
徳
川
家
康
朱
印
状 

小
池
筑
前
守
宛
」
な
ど
一
連
の
小
池
家

史
料
六
点
は
明
治
初
年
以
降
の
納
入
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
家
康
に
関
す
る
品
が
増
え

る
際
に
は
「
御
清
御
長
持
」
に
組
み
入
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
図
も
、
そ
れ
ま
で
従
姫
の
手
持
ち
道
具
だ
っ
た
の
を
、
従
姫
歿
後
に
納
入
し
た
わ

け
で
、
代
々
尾
張
徳
川
家
に
伝
来
し
た
画
像
で
は
な
く
、「
聖
聰
院
様
御
道
具
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
従
姫
が
紀
伊
徳
川
家
か
ら
持
ち
込
ん
だ
婚
礼
道
具
の
一
つ
と
見
な
せ

る
。
本
来
、
尾
張
徳
川
家
に
あ
っ
た
画
像
を
、
あ
る
時
点
で
紀
伊
徳
川
家
に
譲
り
、
再

び
従
姫
が
尾
張
徳
川
家
に
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
考
え
も
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
れ

を
証
す
る
記
録
は
無
く
、
本
図
は
も
と
も
と
紀
伊
徳
川
家
に
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
尾
張
徳
川
家
に
お
い
て
も
十
八
世
紀
末
ま
で
、
本
図
の
存
在

を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

四　

近
代
以
降
の
本
図
の
由
来

「
御
清
御
長
持
」
は
、
明
治
五
年（
一
八
七
二
）に
名
古
屋
東
照
宮
に
移
さ
れ
て
保
管
さ

れ
た
後
、
尾
張
徳
川
家
に
戻
さ
れ
、
廃
藩
置
県
時
な
ど
に
お
け
る
什
宝
整
理
・
分
配
・

処
分
を
経
た
上
で
、
尾
張
徳
川
家
で
継
承
す
る
道
具
と
さ
れ
、
同
十
三
年
七
月
に
は
新

た
に
財
産
目
録
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
れ
が「
御
器
物
目
録
」全
九
冊
で
あ
る（
挿
図
4
）。

（
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）

（
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）



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
〇

道
具
を
天
・
地
・
仁
に
分
類
し
、
第
一
冊
か
ら
第
七
冊
に
「
天
」
の
道
具
、
第
八
冊
に

「
地
」
の
道
具
、
第
九
冊
に
「
仁
」
の
道
具
を
一
覧
す
る
中
、「
御
清
御
長
持
」
収
納
の

道
具
は
、
第
一
冊
の
筆
頭
に
「
御
太
切
御
清
メ
御
影
始
」
と
し
て
記
載
さ
れ
る
。
そ
の

記
述
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

蔵
第　

同
（
四
）號　

位
置　

同（
階
上
東
部
御
唐
櫃
位
置
）號　
第
（
印
）一

部
記
入
済

什
器
番
號　

三

　

品
目　

同
（
東
照
宮
尊
影
）

　
　
　
　
　

一
幅

　
　
　
　

長
篠
戦
役
陣
中
小
具
足
着
用
之
像　

画
工
不
詳（
朱
書
「
狩
野
」）密
画

　
　
　
　

上
下
茶
地
絓　

軸
黒
塗

　
　
　
　

中
紺
地
唐
草
模
様
金
襴

　
　
　
　

風
袋
一
文
字
白
地
宝
尽
模
様
金
ラ
ン

　

由
緒
及
記
事

　
　
　
　

聖
聰
院
様
御
道
具
之
内
ニ
有
之

　
　
　
　

伺
之
上
相
納　
　

黒
塗
御
箱
入

　
　
　
　

文
化
二
年
丑
九
月

　
　
　
　

總　

長
三
尺
五
寸
一
ト　
　

絹
地　

竪
一
尺
二
寸
四
ト
五
厘

　
　
　
　
　
　

巾
一
尺
五
ト
五
厘　
　
　
　
　

横
七
寸
一
ト
八
厘

こ
の
記
録
に
法
量
や
表
装
仕
様
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
「
徳

川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
」
と
す
る
本
図
が
、「
御
清
御
長
持
入
記
」
に
記
さ
れ
る

「
東
照
宮
尊
影
」
で
あ
る
と
判
明
す
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
本
図
の
名
称

を
「
同（
東
照
宮
尊
影
）」
と
し
つ
つ
も
、「
長
篠
戦
役
陣
中
小
具
足
着
用
之
像
」
と
い
う

副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
名
称
は
、
本
図
の
元
外
箱
の
上
面
に

も
「
家
康
公
長
篠
戦
役
小
具
足
着
用
之
像
」
と
の
貼
紙
が
あ
り（
挿
図
5
）、
文
化
十
年

（
一
八
一
三
）に
鈴
木
丹
後
守
よ
り
献
上
さ
れ
た
「
東
照
宮
尊
影
」
に
も
「
長
久
手
戦
役
陣

中
小
具
足
陣
羽
織
着
用
ノ
御
像
」
と
の
副
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時

点
で
五
点
存
在
し
た
「
東
照
宮
尊
影
」
を
識
別
す
る
た
め
の
名
称
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

元
外
箱
上
の
貼
紙
は
、
葵
紋
を
隠
す
よ
う
に
貼
ら
れ
て
い
る
た
め
、
江
戸
時
代
に
添

付
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
明
治
十
三
年
ま
で
の
什
宝
整
理
の
過
程
で
命
名
・
添
付
し

た
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
両
図
が
長
篠
・
長
久
手
合
戦
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
。
他
の
「
東
照
宮
尊
影
」
が
束
帯
像
と
徳
川
十
六
将
を
共
に
描
い
て
い

挿図4　御器物目録

挿図5　元内箱蓋表の貼紙



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
一

る
こ
と
で
区
別
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
武
装
姿
で
あ
る
二
画
像
を
区
別

す
る
た
め
、
現
存
す
る
「
長
篠
・
長
久
手
合
戦
図
屏
風
」
の
類
型
作
品
と
見
な
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
を
両
合
戦
に
な
ぞ
ら
え
た
、
と
い
う
程
度
の
単
純
な
命
名
で
あ
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
も
と
よ
り
史
料
的
根
拠
の
無
い
命
名
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
明
治
二
十
六
年（
一
八
九
三
）に
「
御
世
襲
財
産
付
属
物
」
と
な
る
が
、
こ

の
時
に
作
製
さ
れ
た
「
御
世
襲
財
産
付
属
物
目
録　

甲
の
部
」
で
は
さ
ら
に
記
述
が
細

か
く
な
り
、「
徳
川
家
康
長
篠
戦
役
陣
中
小
具
足
着
用
床
机
ニ
倚
ル
密
画
彩
色
ノ
像
」

と
表
記
さ
れ
る
。「
御
器
物
目
録
」
作
製
時
で
の
命
名
が
、
そ
の
後
微
妙
に
表
現
を
変

え
つ
つ
も
、
本
図
は
長
篠
合
戦
の
戦
役
画
像
と
し
て
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
本
図
が
初
め

て
世
の
中
に
紹
介
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
明
治
四
十
三
年
四
月
開
催
の
名
古
屋
開
府
三
百

年
祭
に
お
け
る
什
宝
陳
列
に
お
い
て
も
、
こ
の
名
称
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
陳
列
は
、

同
年
四
月
九
日
か
ら
三
日
間
、
尾
張
徳
川
家
大
曽
根
邸
で
実
施
さ
れ
、
そ
の
時
の
様
子

が
『
國
華
』
第
二
百
四
十
号
の
「
雜
錄
」
で
下
記
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

雜
錄

　

去
月
名
古
屋
開
府
の
三
百
年
祭
に
當
つ
て
開
か
れ
た
德
川
家
の
什
器
陳
列
は
、

主
と
し
て
敬
公
前
後
の
品
物
を
選
譯
し
た
る
も
の
に
て
、
固
よ
り
德
川
家
の
什
宝

を
悉
く
出
し
た
譯
で
は
な
い
。
倂
な
が
ら
其
陳
列
は
頗
る
見
る
べ
き
も
の
が
多
か

つ
た
。
先
づ
敬
公
以
前
の
も
の
と
し
て
最
も
珍
ら
し
く
感
じ
た
の
は
、
德
川
義
季

の
冑
、
秀
吉
所
持
の
銅
印
二
十
八
顆
、
秀
吉
所
持
の
蒔
繪
の
簞
笥
、
も
と
東
山
の

傳
來
品
で
秀
吉
よ
り
家
康
へ
傳
へ
た
茶
入
銘
横
田
等
で
あ
つ
た
が
、
就
中
秀
吉
所

持
の
簞
笥
は
頗
る
豪
壯
な
る
も
の
で
其
の
蒔
繪
と
云
ひ
金
具
と
云
ひ
優
に
當
代
の

工
藝
を
代
表
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
。
家
康
公
の
肖
像
が
三
幅
程
あ
る
、
其
の

中
に
長
篠
敗
戰
の
像
を
敬
公
が
特
に
當
時
苦
窮
の
狀
を
忘
れ
ざ
る
爲
に
畫
か
し
め

（
12
）

（
13
）

（
14
）

た
も
の
は
普
通
の
肖
像
と
異
つ
て
甚
だ
面
白
い
。（
後
略
）

こ
こ
に
お
い
て
も
見
解
が
発
展
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
長
篠
合
戦
の
陣
中
画
像
と
し

て
い
た
が
、「
長
篠
敗
戰
の
像
」
と
な
り
、「
敬
公
が
特
に
當
時
苦
窮
の
狀
を
忘
れ
ざ
る

爲
に
畫
か
し
め
た
も
の
」
と
し
て
、
敬
公
す
な
わ
ち
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直（
一
六
〇
〇

〜
五
〇
）が
、
父
・
家
康
の
「
苦
窮
」
を
忘
れ
な
い
た
め
に
描
か
せ
た
、
と
い
う
新
た

な
由
緒
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
長
篠
合
戦
は
現
在
の
愛
知
県
新
城
市
に
あ
る
長
篠
城

を
廻
る
武
田
勝
頼
勢
と
、
織
田
信
長
・
徳
川
家
康
連
合
勢
と
の
戦
い
で
、
天
正
三
年

（
一
五
七
五
）五
月
二
十
一
日
に
、
長
篠
城
西
方
の
設
楽
ケ
原
に
お
い
て
織
田
・
徳
川
連

合
勢
が
武
田
勢
を
破
っ
て
お
り
、
家
康
側
か
ら
す
れ
ば
敗
戦
で
は
な
い
。
ま
だ
歴
史
認

識
が
広
く
一
般
化
し
て
い
な
い
時
代
の
所
産
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
命
名
・
由
緒
も
ま
た
、

こ
の
時
点
で
新
た
に
付
与
さ
れ
た
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
、
尾
張
徳
川
家
十
九
代
義
親（
一
八
八
六
〜
一
九
七
六
）が
、
財
団
法
人
尾
張
徳

川
黎
明
会（
現
・
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
）を
設
立
し
、
徳
川
美
術
館
を
開
設
す
る
に

伴
う
美
術
館
所
蔵
作
品
の
評
価
を
、
昭
和
五
年（
一
九
三
〇
）ま
で
に
行
っ
た
記
録
「
第
一

挿図6　美術館所属什寶評價調



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
二

部　

美
術
館
所
属
什
寶
評
價
調　

三
冊
ノ
内
」（
挿
図
6
）で
も
「
家
康
公
長
篠
戦
役
小
具

足
着
用
ノ
像
」
と
し
た
上
で
、
評
価
額
が
千
五
百
円
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同

年
に
設
立
さ
れ
た
財
団
の
「
美
術
館
所
属
什
寶
」
の
目
録
に
お
い
て
も
、
本
図
は
長
篠

合
戦
の
画
像
と
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
昭
和
十
年
の
徳
川
美
術
館
開
館
直
前
ま
で
、

本
図
を
三
方
ケ
原
合
戦
に
関
連
さ
せ
る
認
識
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

五　

三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
誕
生

で
は
、
ど
の
時
点
で
本
図
が
三
方
ケ
原
合
戦
の
画
像
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
管

見
の
限
り
、
そ
の
初
出
は
徳
川
美
術
館
の
開
館
に
因
む
昭
和
十
一
年（
一
九
三
六
）一
月

六
日
付
の
「
新
愛
知
新
聞
」
と
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
の
記
事
で
あ
る
。
前
年
十
一
月
十

日
に
開
館
し
た
徳
川
美
術
館
は
、
第
一
回
展
覧
会
を
同
月
二
十
四
日
ま
で
、
第
二
回
展

覧
会
を
同
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で
開
催
し
た
後
、
新
年
の
一
月

（
15
）

七
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で
第
三
回
展
覧
会
を
開
催
し
た
。
本
図
は
、
こ
の
第
三
回

展
覧
会
に
お
い
て
開
催
初
日
か
ら
半
期
間
展
示
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
た
こ
と
が

無
い
珍
し
い
画
像
と
し
て
、「
新
愛
知
新
聞
」（
挿
図
7
）と
「
大
阪
毎
日
新
聞
」（
挿
図
8
）

に
お
い
て
、
画
像
写
真
、
あ
る
い
は
展
示
風
景
の
写
真
を
添
え
て
次
の
よ
う
に
紹
介
し

て
い
る
。

「
新
愛
知
新
聞
」　

昭
和
十
一
年（
一
九
三
六
）一
月
六
日

　

家
康
公
の
遺
品
や
遺
墨
等　

七
日
か
ら
德
川
美
術
館
黎
明
會
で　

祕
寶
の
展
覽
會
開
催

德と
く

川
美
術
じ
ゆ
つ
く
わ
ん
館
黎
明
會
で
は
七
日
よ
り
二
十
日
間
家
康
を
中
心
と
す
る
遺い

墨
遺い

品
の

展て
ん

覽ら
ん

會
を
催も
よ
ほす
こ
と
ゝ
な
つ
た
が
出
品
は
家
康
公
の
遺い

品
や
書
簡か
ん

を
中
心
と
し
て

秀ひ
で

忠
、
家
光
ら
の
歴れ
き

代
將せ
う

軍ぐ
ん

、
尾を

張は
り

家
前
田
家
、
松
平
家
等
か
ら
の
協け
う

賛さ
ん

出
品
が

あ
り
歴れ

き

史し

的て
き

に
觀み

て
も
非
常
な
價か

値ち

深ふ
か

き
も
の
で
從じ
う

來
門も
ん

外
不ふ

出
と
さ
れ
て
ゐ
た

家
康
公
が
三
方
ケ
原
で
戰せ

ん

死し

を
免ま
ぬ
かれ
た
難な
ん

苦く

の
狀
を
狩
野の

探た
ん

幽
が
畫
い
た
も
の

（
16
）

挿図7　新愛知新聞　昭和11年（1936）1月6日

挿図8　大阪毎日新聞　昭和11年（1936）1月6日
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家
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原
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役
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一
三

な
ど
そ
の
他た

家
康
公
の
軍ぐ
ん

令れ
い

狀
、
書
簡か
ん

な
ど
が
展て
ん

覽ら
ん

さ
れ
て
ゐ
る（
寫
眞
は
準
備

と
ゝ
の
つ
た
黎
明
會
館
）

「
大
阪
毎
日
新
聞
」　

昭
和
十
一
年（
一
九
三
六
）一
月
六
日

　

德
川
家
康
公
齒
ぎ
し
り
の
圖

〝
將せ
う

軍
文
化く
わ

〟
の
殿
堂ど
う

―
名
古
屋
德と
く

川
美
術
館
で
は
七
日
か
ら
三
週し
う

間
〝
家
康や
す

公

を
中
心
と
す
る
遺い

墨ぼ
く

遺い

品
展て
ん

覽ら
ん

會
〟
を
ひ
ら
く
。
出
品
者
は
東
京
德と
く

川
宗そ
う

家
を
は

じ
め
德と

く

川
御
三
家
、
松
平
諸し
よ

家け

前
田
家
お
よ
び
地
元
寺
院い
ん

諸し
よ

家
で
い
づ
れ
も
偉い

傑け
つ

家
康や
す

公
を
中
心
に
德と
く

川
三
百
年
の
史し

實じ
つ

を
い
き
〳
〵
と
物
語
る
處
女
出
品
だ
が
、

そ
の
中
の
逸い

つ

品
は
こ
ゝ
に
揭か
ゝ

げ
た
「
家
康や
す

公
齒は

ぎ
し
り
を
す
る
の
圖
」
…
…
三
方

ケ
原
の
敗は

い

戰せ
ん

で
失し
つ

意い

の
ど
ん
底そ
こ

に
あ
る
家
康や
す

公
を
描ゑ
が

い
た
も
の
で
、
尾び

州し
う

藩は
ん

祖そ

義よ
し

直な
ほ

公
が
父
の
艱か
ん

苦く

を
忘わ
す

れ
ぬ
た
め
狩か

野
探た
ん

幽ゆ
う

に
描ゑ
が

か
せ
た
も
の
だ
さ
う
だ

こ
れ
ま
で
長
篠
合
戦
の
陣
中
画
像
と
さ
れ
て
き
た
本
図
が
、
新
聞
掲
載
を
機
に
「
家

康
公
が
三
方
ケ
原
で
戰
死
を
免
れ
た
難
苦
の
狀
」
と
か
、「
家
康
公
歯
ぎ
し
り
を
す
る

の
圖
」・「
三
方
ケ
原
の
敗
戰
で
失
意
の
ど
ん
底
に
あ
る
家
康
公
を
描
い
た
も
の
」
と
し

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
両
新
聞
と
も
に
狩
野
探
幽（
一
六
〇
二
〜
七
四
）の
筆

と
し
、「
大
阪
毎
日
新
聞
」
に
お
い
て
は
、「
尾
州
藩
祖
義
直
公
が
父
の
艱
苦
を
忘
れ
ぬ

た
め
狩
野
探
幽
に
描
か
せ
た
も
の
」
と
い
う
情
報
ま
で
付
記
し
て
い
る
。
両
新
聞
の
記

事
が
似
た
表
現
を
と
る
こ
と
か
ら
、
記
事
を
執
筆
し
た
記
者
に
よ
る
恣
意
的
な
表
現
で

は
な
く
、
徳
川
美
術
館
側
か
ら
出
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
執
筆
し
た
と
み
て
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。
続
く
「
新
愛
知
新
聞
」（
挿
図
9
）の
一
月
十
四
日
の
特
集
記
事
で
は
、

美
術
館
関
係
者
に
よ
る
座
談
会
の
や
り
と
り
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
明
確
に
本

図
の
画
題
が
徳
川
美
術
館
側
か
ら
発
信
さ
れ
て
い
る
。

「
新
愛
知
新
聞
」　

昭
和
十
一
年（
一
九
三
六
）一
月
十
四
日

　

祖
先
を
語
る
座
談
會（
12
）

出
席
者　

侯　
　
　

爵　

德
川　

義
親　
　
前
名
古
屋
市
史

編　
纂　
長　
　

堀
田
璋
左
右

　
　
　
　

侯
爵
令
孫　

淺
野　

長
武

　
　
　
　

子　
　
　

爵　

織
田　

信
恒　
　
　
　

本
社
側

　
　
　
　

樞
密
顧
問
官　

阪
本
釤
之
助　
　

主　
　
　
　

幹　

田
中　
　

齊

　
　
　
　

前
田
侯
𣝣
家　

永
山　

近
彰　
　

總　
　
　
　

務　

大
島　

一
衛

　
　
　
　

同　
　
　
　
　

馬
杉　

太
郎　
　

國
民
統
制
部
長　

村
上
猶
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記　
　
　
　

者　

塚
野　

淸
三

　

三
方
ケ
原
の
戰
に
儂
し
や
痩
せ
た　

家
康
公
の
苦
戰
ぶ
り

（
前
略
）

田
中　

話は
な
しが
歴れ
き

史し

に
戾も
ど

り
ま
す
が
、
長
久く

手
、
小
牧ま
き

山
の
合
戰せ
ん

の
時
の
面
白
い
話は
な
し

は
あ
り
ま
せ
ぬ
で
せ
う
か
。

德
川　

小
牧ま

き

山
、
長
久く

手
の
合
戰せ
ん

も
こ
れ
も
あ
ま
り
あ
り
す
ぎ
て
…
…

阪
本　

歴れ
き

史し

を
讀
上
げ
る
や
う
に
な
り
ま
す
ね
。

德
川　

家
康
公
が
戰た

ゝ
かつ
た
う
ち
で
一
番
痛ひ
ど

い
目
に
遇
つ
た
の
は
三
方
ケ
原
の
合
戰せ
ん

で
あ
り
ま
し
た
。
元げ
ん

龜
三
年
三
月
甲
斐ひ

の
武た
け

田
信し
ん

玄げ
ん

と
の
戰た
ゝ
かひ
で
あ
り
ま

し
た
が
、
こ
の
時
家
康
公
は
戰た

ゝ
かひ
に
破や
ぶ

れ
て
散さ
ん

々
な
目
に
遇
つ
て
今
に
も

戰せ
ん

死し

し
さ
う
に
な
つ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
の
敗は
い

戰せ
ん

の
記き

念ね
ん

だ
と

い
ふ
の
で
、
ま
る
で
痩や

せ

衰
へ
て
、
と
て
も
ひ
ど
い
顏か
ほ

を
し
て
ゐ
る
御
畫ぐ
わ

像

が
遺
つ
て
を
り
ま
す
。
そ
れ
は
敗は

い

戰せ
ん

記き

念ね
ん

と
し
て
子
孫
へ
の
戒
め
の
た
め

に
殘の

こ

し
た
も
の
だ
と
思お
も

ひ
ま
す
が
、
よ
ほ
ど
面
白
い
物も
の

で
あ
り
ま
す
。

堀
田　

一
寸つ

と

類る
い

例れ
い

が
あ
り
ま
せ
ぬ
ね
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四

村
上　

そ
れ
は
最さ
い

近
世
に
出
て
を
り
ま
す
か
。

堀
田　

ま
だ
出
て
を
り
ま
せ
ぬ
。
そ
れ
は
後
で
家
康
が
探た

ん

幽
に
命め
い

じ
て
畫
か
せ
た

の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
…
…
家
康
公
は
御
承せ

う

知
の
通と
ほ

り
横
肥
り

の
方
だ
つ
た
で
せ
う
ね
。
德と

く

川
侯こ
う

爵し
や
く

御
畫ぐ
わ

像
で
外
に
變か
は

つ
た
の
は
あ
り

ま
せ
ぬ
か
。

德
川　

外
に
は
あ
り
ま
せ
ぬ
ね
。
あ
の
御
畫ぐ

わ

像
が
一
番
面
白
い
と
思
ひ
ま
す
が

…
…

　

家
康
三
方
ケ
原
敗
戰
記
念
の
肖
像
に
就
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
尾
張
德
川
黎
明
會
調
）

元
龜
三
年
三
月
武
田
信
玄
と
の
和
破
れ
、
信
玄
は
山
縣
昌
景
を
先
鋒
と
す

る
四
万
五
千
余
の
大
軍
を
率
ゐ
て
遠
州
に
攻
入
り
、
同
年
十
二
月
二
十
二

日
兩
軍
三
方
原
に
於
て
衝
突
す
。
家
康
軍
は
甲
州
軍
の
前
衛
二
、
三
を
撃

破
し
得
た
る
も
、
衆
寡
敵
せ
ず
戰
遂
に
破
れ
將
卒
夥
く
戰
死
す
。
此
時
甲

州
軍
の
部
將
秋
山
伯
耆
守
、
家
康
が
黑
鹿
毛
の
馬
に
跨
り
采
配
を
腰
に
し

て
と
つ
て
﨤
す
武
者
振
り
を
望
見
し
て
、
彼
は
敵
の
大
將
な
り
逃
が
す
な

追
詰
て
討
取
れ
と
怒
號
し
つ
ゝ
廹
り
來
る
。
家
康
窮
地
に
陷
り
遂
に
戰
死

の
覺
悟
を
爲
し
將
に
敵
中
に
引
返
さ
ん
と
す
る
や
、
側
近
の
夏
目
長
左
衛

門
な
る
も
の
大
音
に
て
、
此
處
討
死
の
場
所
に
あ
ら
ず
早
く
退
か
れ
よ
と

疾
呼
し
、
馬
上
の
家
康
を
無
理
に
濱
松
城
方
面
に
向
け
し
め
槍
を
揮
つ
て

馬
尻
を
打
ち
け
れ
ば
、
馬
駈
出
し
遂
に
敵
と
遠
ざ
か
る
を
得
た
り
。
長
左

衛
門
は
元
氣
に
も
此
處
に
踏
止
ま
り
敵
の
重
圍
に
陷
り
壯
烈
な
戰
死
を
遂

げ
た
り
。
家
康
辛
じ
て
城
内
に
入
る
こ
と
を
得
た
る
も
、
敵
軍
漸
く
城
に

近
づ
き
け
れ
ば
、
城
兵
城
門
を
閉
て
防
戰
せ
ん
と
せ
し
が
、
家
康
之
を
許

さ
ず
門
の
内
外
に
大
篝
火
を
設
け
し
め
、
悠
々
奥
殿
に
入
り
湯
漬
三
碗
を

喫
し
て
寢
に
就
き
、
鼾
聲
忽
ち
閫
外
に
聞
ゆ
。
侍
臣
一
同
其
沈
勇
に
驚
歎

挿図9　新愛知新聞　昭和11年（1936）1月14日
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し
た
り
。
間
も
な
く
城
下
に
攻
寄
せ
た
る
甲
州
軍
は
、
城
門
開
放
せ
ら
れ

篝
火
耀
き
て
人
影
を
見
ざ
る
異
樣
の
狀
態
に
疑
懼
の
念
を
懐
き
遂
に
其
軍

を
引
揚
げ
た
り
。
家
康
は
此
戰
に
於
て
忠
節
の
家
臣
夏
目
長
左
衛
門
の
爲

め
に
戰
死
を
免
れ
、
遂
に
覇
業
を
完
成
し
た
る
も
の
な
り
。
藩
祖
義
直
は

父
家
康
の
九
死
に
一
生
を
得
た
る
三
方
ケ
原
難
戰
を
銘
記
す
る
爲
め
、
狩

野
探
幽
に
命
じ
て
其
敗
戰
當
時
の
肖
貌
を
畫
か
し
め
た
る
も
の
な
り
。

堀
田　

上
野の

の
護ご

國
院
に
も
あ
り
ま
す
が

德
川　

上
野の

に
も
日
光
の
東
照せ
う

宮
に
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
敗は
い

軍
の
時
の
記き

念ね
ん

の
御
畫ぐ
わ

像
が
一
番
面
白
い
と
思お
も

ひ
ま
す
。
齒は

を
食く

ひ
締
め
て
と
て
も
ひ
ど

い
顏か

ほ

を
し
て
居
り
ま
す
。

田
中　

そ
れ
は
又
面
白
い
物も

の

が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

鈴
木　

一
月
に
は
名
古
屋
に
て
出
ま
す
が

田
中　

あ
ゝ
さ
う
で
す
か
。

阪
本　

こ
れ
は
よ
い
こ
と
を
聽き

き
ま
し
た

こ
の
座
談
会
に
お
い
て
、
徳
川
美
術
館
創
設
者
で
あ
る
徳
川
義
親
よ
り
、「
こ
の
時

家
康
公
は
戰た

ゝ
かひ
に
破や
ぶ

れ
て
散さ
ん

々
な
目
に
遇
つ
て
今
に
も
戰せ
ん

死し

し
さ
う
に
な
つ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
時
の
敗は

い

戰せ
ん

の
記き

念ね
ん

だ
と
い
ふ
の
で
、
ま
る
で
痩や
せ

衰
へ
て
、
と
て
も
ひ

ど
い
顏か

ほ

を
し
て
ゐ
る
御
畫ぐ
わ

像
が
遺
つ
て
を
り
ま
す
。
そ
れ
は
敗は
い

戰せ
ん

記き

念ね
ん

と
し
て
子
孫
へ

の
戒
め
の
た
め
に
殘の

こ

し
た
も
の
だ
と
思お
も

ひ
ま
す
が
、
よ
ほ
ど
面
白
い
物も
の

で
あ
り
ま
す
。」

と
し
て
本
図
は
紹
介
さ
れ
、
出
席
者
の
一
人
で
あ
る
前
名
古
屋
市
史
編
集
長
・
堀
田
璋

左
右
は
「
そ
れ
は
後
で
家
康
が
探た

ん

幽
に
命め
い

じ
て
畫
か
せ
た
の
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま

す
が
」
と
補
足
し
て
、
合
戦
直
後
で
は
な
く
、
後
に
家
康
が
狩
野
探
幽
に
描
か
せ
た
と

い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
後
の
「
尾
張
德
川
黎
明
會
調
」
と
す
る
記
事

で
は
、「
藩
祖
義
直
は
父
家
康
の
九
死
に
一
生
を
得
た
る
三
方
ケ
原
難
戰
を
銘
記
す
る

爲
め
、
狩
野
探
幽
に
命
じ
て
其
敗
戰
當
時
の
肖
貌
を
畫
か
し
め
た
る
も
の
な
り
。」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
家
康
で
は
な
く
尾
張
徳
川
家
初
代
義
直
が
狩
野
探
幽
に
描
か
せ
た
と

修
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
解
釈
に
立
つ
な
ら
、
藤
本
正
行
氏
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
合
戦
直
後

で
は
な
く
後
世
に
子
孫
へ
の
戒
め
と
し
て
描
か
れ
た
肖
像
と
す
る
説
と
も
、
現
在
、
徳

川
美
術
館
が
本
図
の
製
作
年
代
と
し
て
い
る
江
戸
時
代
・
十
七
世
紀
と
も
矛
盾
せ
ず
、

発
注
主
は
誰
で
あ
れ
製
作
時
期
に
無
理
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
問
題
は
な
ぜ
こ
の
画

像
を
三
方
ケ
原
合
戦
に
な
ぞ
ら
え
た
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
図

は
財
団
設
立
直
前
の
昭
和
五
年
頃
ま
で
長
篠
合
戦
の
陣
中
画
像
と
し
て
き
た
の
が
、
そ

の
五
年
後
に
は
三
方
ケ
原
合
戦
の
画
像
と
な
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
可
解
で

あ
る
。
仮
に
こ
の
間
に
、
美
術
館
職
員
に
よ
る
再
調
査
が
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
財
団

設
立
当
初
か
ら
の
事
務
書
類
等
を
含
め
台
帳
・
蔵
帳
記
録
等
が
ほ
ぼ
現
存
し
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
本
図
を
三
方
ケ
原
合
戦
に
結
び
つ
け
る
史
料
情
報
は
、
徳
川
美
術
館
に

伝
わ
っ
て
い
な
い
。

推
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
徳
川
義
親
、
も
し
く
は
当
時
の
徳
川
美
術
館
職
員
に
よ
る
勇

み
足
発
言
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
好
意
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
明
治
末
の
時
点
で
そ

の
特
異
な
容
貌
か
ら
本
図
に
「
敗
戰
」
の
画
像
と
い
う
情
報
が
付
記
さ
れ
た
た
め
、
従

来
の
長
篠
合
戦
の
陣
中
画
像
と
す
る
に
は
歴
史
的
整
合
性
が
と
れ
な
く
な
り
、
家
康
唯

一
の
大
敗
で
あ
っ
た
三
方
ケ
原
合
戦
と
す
る
こ
と
で
、「
齒
ぎ
し
り
を
す
る
の
圖
」
と

い
う
作
品
名
称
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
ま
た
、
徳
川
美
術
館
の
開
館
に
あ

た
り
、
あ
る
程
度
の
話
題
性
を
提
供
す
る
た
め
、
厳
密
な
検
討
が
加
え
ら
れ
な
い
ま

ま
、
印
象
を
先
行
し
た
作
品
名
称
を
公
に
出
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
蔵
帳
の
検
討
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
と
し
て
、
本
図
を
「
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
」
と
す
る
史
料
的
根
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拠
は
無
く
、
徳
川
美
術
館
開
館
時
に
発
生
し
た
極
め
て
新
し
い
創
作
的
な
口
伝
で
あ
る

と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
後
、こ
の
口
伝
は
徳
川
美
術
館
内
で
踏
襲
さ
れ
、最
初
に
発
行
し
た
蔵
品
図
録『
徳

川
美
術
館
』
別
巻
の
あ
と
が
き
解
説
で
は
「
徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
小
具
足
着
用

像
」
と
し
、昭
和
四
十
七
年（
一
九
七
二
）発
行
の
『
徳
川
美
術
館
名
品
図
録
』
で
は
「
徳

川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
」
と
し
て
完
全
に
定
着
し
た
作
品
名
称
と
な
る
。
ま
た

『
徳
川
美
術
館
名
品
図
録
』
の
解
説
で
は
、「
浜
松
城
に
逃
げ
帰
っ
た
家
康
が
、
こ
の
敗

戦
を
肝
に
銘
ず
る
た
め
そ
の
姿
を
描
か
せ
、
慢
心
の
自
戒
と
し
て
生
涯
座
右
を
離
さ
な

か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
が
こ
の
画
像
で
あ
る
。」
と
し
て
、
家
康
自
身
が
描
か
せ
た

と
す
る
解
説
と
な
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
一
度
も
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
敗
戦

を
肝
に
銘
ず
る
た
め
」
と
か
「
慢
心
の
自
戒
と
し
て
生
涯
座
右
を
離
さ
な
か
っ
た
」
と

い
う
情
報
が
付
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
在
、
世
間
に
流
布
し
て
い
る
本
図
の
説

明
は
、
お
お
よ
そ
こ
の
時
期
ま
で
に
形
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
方
ケ
原
合
戦
に

つ
い
て
、
初
め
て
体
系
的
な
研
究
を
行
っ
た
高
柳
光
壽
氏
の
『
戦
国
戦
記　

三
方
原
之

戦
』
の
発
行
が
昭
和
三
十
三
年
で
あ
り
、
現
在
周
知
と
な
っ
て
い
る
本
図
の
逸
話
が
本

書
に
は
一
切
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
本
書
発
行
当
時
に
は
ま
だ
口
伝
自
体

が
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
傍
証
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　

六　

本
図
の
図
像
解
釈

本
図
が
三
方
ケ
原
合
戦
に
関
わ
ら
な
い
画
像
と
す
る
な
ら
ば
、
本
図
の
図
様
を
ど
の

よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
良
い
の
か
が
次
の
課
題
と
な
る
。
た
だ
筆
者
は
調
査
史
料
の
限
界

か
ら
、
こ
の
命
題
に
対
し
て
有
効
な
回
答
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
検
討
の
前
提
と

な
る
の
は
、
本
図
の
像
主
が
家
康
で
あ
る
か
否
だ
が
、
本
図
の
元
内
箱
に
「
東
照
宮
御

影
」
と
金
泥
書
が
あ
り
、
尾
張
徳
川
家
の
蔵
帳
で
も
こ
の
名
称
が
踏
襲
さ
れ
、
御
清
御

長
持
に
お
い
て
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
事
実
か
ら
み
て
、
少
な
く
と
も
従
姫
が
尾
張

徳
川
家
へ
持
参
し
た
当
時
か
ら
尾
張
徳
川
家
で
は
本
図
を
家
康
画
像
と
認
識
し
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
本
図
の
元
内
箱
は
江
戸
時
代
・
十
八
世
紀
の
作
と
見
ら

れ
、
こ
の
内
箱
は
従
姫
が
尾
張
徳
川
家
に
持
参
し
た
当
時
の
箱
と
見
な
さ
れ
る
た
め
、

従
姫
自
身
も
ま
た
本
図
を
家
康
画
像
と
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ

れ
以
前
か
ら
紀
伊
徳
川
家
に
お
い
て
も
同
様
の
認
識
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
図
の
像
主
を
家
康
と
す
る
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
先
学
の
指
摘
が
一
つ
の
可
能
性

を
持
っ
て
い
る
。
先
に
紹
介
し
た
藤
本
正
行
氏
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
、
家
康
を
半
跏
思

惟
像
に
見
立
て
た
礼
拝
像
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
具
体

的
な
論
拠
を
提
示
し
、
本
像
を
礼
拝
像
と
位
置
づ
け
た
松
島
仁
氏
の
研
究
は
、
本
図
の

図
像
解
釈
を
進
展
さ
せ
る
重
要
な
指
標
を
提
示
し
て
い
る
。

松
島
氏
は
、
徳
川
将
軍
家
が
天
下
人
の
系
譜
を
継
承
す
る
に
あ
た
り
、
血
統
の
貴
種

化
と
と
も
に
文
化
の
貴
種
化
を
図
り
、
伝
統
的
権
威
の
一
つ
で
あ
る
文
化
を
統
べ
る

者
、
す
な
わ
ち
「
王
」
と
し
て
の
資
質
獲
得
を
、
江
戸
狩
野
派
を
通
じ
て
企
図
し
た
と

い
う
文
脈
の
上
で
、「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
」
の
製
作
を
例
に
と
り
、
徳
川
家
康
に
王
法

と
仏
法
を
統
合
し
た
超
越
者
と
し
て
の
性
格
を
付
与
し
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
松
島

氏
は
、「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
」
が
各
場
面
の
性
格
に
合
致
す
る
古
絵
巻
の
図
様
が
引
用

さ
れ
て
い
る
と
論
証
し
た
畑
麗
氏
の
研
究
や
、
聖
徳
太
子
を
神
仏
の
化
身
と
し
て
神
格

化
し
、
政
治
的
手
腕
や
仏
法
興
隆
に
献
身
し
た
教
養
人
の
よ
う
に
描
い
た
「
聖
徳
太
子

絵
伝
」
が
、「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
」
に
描
か
れ
る
家
康
を
造
形
す
る
上
で
の
出
典
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
カ
レ
ン
・
ガ
ー
ハ
ル
ト
氏
の
研
究
を
紹
介
の
上
、
こ
れ
ら
の

研
究
を
発
展
・
継
承
し
、
王
法
、
す
な
わ
ち
政
治
権
力
と
、
仏
法
、
す
な
わ
ち
宗
教
権

力
を
統
合
し
た
至
高
の
存
在
で
あ
り
象
徴
と
し
て
の
聖
徳
太
子
と
、
中
世
に
は
武
神
と
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し
て
の
信
仰
も
付
与
さ
れ
た
太
子
の
説
話
を
、
徳
川
将
軍
家
は
積
極
的
に
採
り
入
れ
た

と
検
証
し
た
。
松
島
氏
は
、「
家
康
を
聖
徳
太
子
に
な
ぞ
ら
え
て
え
が
く
こ
と
で
、
付

帯
す
る
〈
話
型
〉
に
よ
り
徳
川
将
軍
家
の
起
源
が
語
ら
れ
、
正
当
性
が
付
与
さ
れ
る
の

で
あ
る
。」
と
論
説
す
る
。

さ
ら
に
松
島
氏
は
、
神
格
化
さ
れ
た
藤
原
摂
関
家
の
始
祖
・
鎌
足
の
生
涯
と
、
そ
の

祭
祀
の
由
緒
を
語
る
「
多
武
峰
縁
起
絵
巻
」
に
も
着
目
し
、
こ
の
絵
巻
が
王
法
仏
法
相

似
論
に
枠
づ
け
ら
れ
た
「
聖
徳
太
子
絵
伝
」
と
の
類
縁
性
を
持
つ
こ
と
、「
多
武
峰
縁

起
絵
巻
」
も
ま
た
「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
」
の
筋
立
て
に
近
侍
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
、「
聖
徳
太
子
絵
伝
」
同
様
に
「
多
武
峰
縁
起
絵
巻
」
が
持
つ
王
権
お
よ
び
王
権
補

佐
と
し
て
の
物
語
軸
を
吸
収
し
た
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
図
様
は
単
な
る
引
用
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
持
つ
政
治
思
想
を
も
包
摂
し
、
東
照
大
権
現
に
よ
る
徳
川

日
本
の
創
建
神
話
に
再
編
・
更
新
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
と
推
論
し
た
。

図
像
解
釈
に
よ
る
王
権
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
浅
学
に
よ
り
総
体
的
に
松

島
氏
の
着
眼
点
に
対
し
て
建
設
的
な
批
判
・
批
評
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
松
島
氏
が

着
目
し
た
大
織
冠
像
、
す
な
わ
ち
藤
原
鎌
足
像
が
右
足
を
上
げ
た
半
跏
像
で
あ
る
こ

と
、
半
跏
の
礼
拝
像
の
一
つ
如
意
輪
観
音
は
、
中
世
に
お
い
て
聖
徳
太
子
の
生
ま
れ
変

わ
り
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
指
摘
に
注
目
す
る
。
そ
の
上
で
、
松
島
氏
は
本
図
を
取
り

上
げ
、「
忿
怒
の
表
情
を
浮
か
べ
な
が
ら
半
跏
思
惟
の
ポ
ー
ズ
を
と
り
、
礼
拝
像
に
ふ

さ
わ
し
く
正
面
観
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
同
像
は
、
如
意
輪
観
音
像
や
鎌
足
画
像
の
系
譜
に

家
康
を
位
置
づ
け
た
う
え
、
東
照
大
権
現
の
軍
神
的
性
格
も
付
加
し
た
も
の
と
も
考
え

ら
れ
よ
う
。」
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。

本
図
を
礼
拝
像
と
見
な
す
な
ら
ば
、
顰
め
た
よ
う
に
見
え
る
顔
は
、
悔
し
さ
で
は
無

く
忿
怒
で
あ
り
、
片
足
を
上
げ
て
顎
に
手
を
当
て
る
姿
は
如
意
輪
観
音
に
代
表
さ
れ
る

半
跏
思
惟
の
像
と
な
る
。
本
来
床
机
に
腰
掛
け
る
は
ず
が
、
脚
長
の
香
炉
台
の
よ
う
に

（
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見
え
る
飾
り
椅
子
に
腰
掛
け
て
い
る
こ
と
も
、
戦
陣
図
で
は
な
い
こ
と
の
傍
証
に
な
ろ

う
。
藤
本
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
片
籠
手
姿
と
い
う
「
超
古
典
的
な
武
装
」
で
描
か

れ
る
こ
と
も
、
武
神
と
し
て
の
礼
拝
姿
と
す
る
な
ら
ば
、
風
俗
考
証
上
そ
ぐ
わ
な
い
と

し
て
も
大
き
な
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
理
想
像
と
し
て
描
く
こ
と
で
、
よ
り
神
性
が
高

ま
る
手
法
と
解
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

挿図11　楠公図（旧二本松藩
　　　　丹羽家旧蔵）

挿図10　徳川家康長久手陣中画像

王
権
継
承
の
意
味
合
い
を
本
図
に
込

め
た
の
か
否
か
は
検
証
で
き
な
い
も
の

の
、
徳
川
日
本
の
創
建
神
話
創
出
の
一

翼
を
担
っ
た
江
戸
狩
野
派
の
影
響
下
に

あ
る
作
品
で
あ
る
な
ら
ば
、
武
神
と
し

て
家
康
を
描
く
行
為
が
行
わ
れ
て
い
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
徳
川
美

術
館
が
所
蔵
す
る
尾
張
徳
川
家
伝
来
の

家
康
画
像
の
内
、
本
図
と
同
様
に
作
品

名
に
疑
義
が
あ
る
作
品
に
、
先
に
紹
介

し
た
「
徳
川
家
康
長
久
手
陣
中
画
像
」

（
挿
図
10
）が
あ
る
。
松
樹
の
下
に
床
机



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
八

に
腰
掛
け
、
兜
は
被
ら
ず
陣
羽
織
を
羽
織
っ
た
甲
冑
姿
の
家
康
と
、
家
康
の
右
手
に

控
え
る
二
人
の
武
将
を
描
く
狩
野
安
信（
一
六
一
三
〜
八
五
）の
印
が
捺
さ
れ
る
陣
中
図
だ

が
、
本
図
同
様
、
長
久
手
合
戦
の
陣
中
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
ま
た
は
そ
れ
を
暗
示
す

る
図
柄
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
図
も
ま
た
、
本
図
を
「
徳
川
家
康
長
篠
戦
役
陣
中

小
具
足
着
用
床
机
ニ
倚
ル
密
画
彩
色
ノ
像
」
と
記
し
た
明
治
十
三
年
の
「
御
器
物
目
録
」

に
、
初
め
て
「
長
久
手
戦
役
陣
中
小
具
足
陣
羽
織
着
用
ノ
御
像
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て

い
る
た
め
、
本
図
同
様
、
こ
の
時
点
よ
り
長
久
手
合
戦
に
な
ぞ
ら
え
た
と
見
な
せ
る
。

こ
の
図
は
、
寛
文
期（
一
六
六
一
〜
七
三
）に
確
立
す
る
兵
学
思
想
や
歴
史
観
を
表
す

絵
画
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
楠
公（
楠
正
成
）像
に
、
似
通
う
構
図
を
持
っ
て
い

る
。
松
島
氏
は
、
楠
公
図
製
作
の
背
景
と
し
て
、
仏
教
に
変
わ
る
新
し
い
政
治
思
想
と

し
て
の
兵
学
思
想
の
確
立
を
挙
げ
、
そ
の
体
系
化
の
主
導
者
と
し
て
林
鵞
峰（
一
六
一
八

〜
八
〇
）や
、
絵
画
と
し
て
図
像
化
す
る
こ
と
に
江
戸
狩
野
派
の
関
与
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
図
は
、
松
島
氏
が
紹
介
し
た
松
樹
下
で
床
机
に
腰
掛
け
る
「
楠
公
図
」（
旧
二

本
松
藩
丹
羽
家
旧
蔵
品
）（
挿
図
11
）に
類
似
し
て
い
る
。
似
る
と
い
う
だ
け
で
、「
徳
川
家

康
長
久
手
陣
中
画
像
」
を
「
楠
公
図
」
の
模
倣
と
断
言
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

江
戸
時
代
に
は
、
優
れ
た
軍
略
家
と
し
て
の
従
来
の
評
価
の
み
な
ら
ず
、「
私
」
に
対

し
て
「
公
」
を
絶
対
化
し
兵
営
国
家
的
な
政
治
思
想
を
体
現
す
る
武
将
と
し
て
新
た
な

価
値
を
付
与
さ
れ
た
楠
公
が
礼
賛
さ
れ
て
い
く
と
指
摘
す
る
松
島
氏
の
研
究
成
果
を
首

肯
す
る
な
ら
ば
、
家
康
と
楠
公
を
相
似
さ
せ
る
思
想
が
生
じ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。「
徳
川
家
康
長
久
手
陣
中
画
像
」
と
旧
二
本
松
藩
旧
蔵
品
の
「
楠
公
図
」
が
、

と
も
に
楠
公
再
評
価
の
一
翼
を
担
っ
た
狩
野
安
信
筆
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
可
能
性
を

含
ん
で
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
江
戸
時
代
に
製
作
さ
れ
る
家
康
画
像
は
、
束
帯
像
に
せ
よ
陣
中
像

に
せ
よ
、
家
康
の
神
格
化
を
意
図
し
て
製
作
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
特
に
陣
中

図
は
、
特
定
の
合
戦
時
に
お
け
る
逸
話
を
示
し
た
歴
史
画
と
し
て
で
は
な
く
、
武
神
と

し
て
崇
敬
す
る
上
で
礼
拝
像
と
し
て
描
か
れ
た
と
見
な
す
方
が
、
松
島
氏
の
研
究
を
通

じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
徳
川
政
権
に
お
け
る
新
た
な
王
朝
絵
画
創
生
の
時
代
背
景
と
も

合
致
し
て
い
る
。
本
図
は
、
十
八
世
紀
の
時
点
で
紀
伊
徳
川
家
に
所
在
し
た
こ
と
ま
で

は
明
ら
か
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
来
歴
と
作
者
は
不
明
で
あ
り
、
紀
伊
徳
川
家
周
辺
で
製

作
さ
れ
た
作
品
と
推
定
さ
れ
る
も
の
の
、
十
七
世
紀
初
頭
の
江
戸
狩
野
派
が
果
た
し
た

役
割
を
鑑
み
れ
ば
、
徳
川
将
軍
家
周
辺
で
の
製
作
も
可
能
性
の
一
つ
に
は
挙
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
本
図
は
家
康
画
像
と
し
て
は
他
に
類
例
の
な
い
像
容
で
あ
り
、
現
存
す
る

家
康
画
像
の
い
ず
れ
と
も
相
似
し
な
い
容
貌
で
あ
る
た
め
、
十
八
世
紀
時
点
で
は
家
康

像
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
製
作
時
に
は
家
康
と
は
別
人
で
あ
っ
た
可
能

性
も
ま
た
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

お　

わ　

り　

に

以
上
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
本
図
を
三
方
ケ
原
合
戦
に
お
け
る
敗
残
の

姿
と
し
て
描
い
た
と
の
従
来
見
解
は
、
古
く
と
も
昭
和
十
一
年（
一
九
三
六
）一
月
以
前

に
遡
る
史
料
的
根
拠
が
な
い
た
め
、
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
図
は
、
江
戸
時
代
・

十
七
世
紀
初
頭
の
作
品
と
み
な
せ
る
も
の
の
、
尾
張
徳
川
家
に
当
初
よ
り
伝
来
し
た
作

品
で
は
な
く
、
安
永
九
年（
一
七
八
〇
）に
紀
伊
徳
川
家
よ
り
尾
張
徳
川
家
九
代
宗
睦
の

嫡
子
・
治
行
に
嫁
い
だ
聖
聰
院
従
姫
が
、
紀
伊
徳
川
家
よ
り
持
参
し
た
「
東
照
宮
御

影
」
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
は
単
に
家
康
の
画
像
と
し
か
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
尾
張

徳
川
家
蔵
帳
の
検
討
か
ら
、
明
治
十
三
年（
一
八
七
八
）前
後
よ
り
昭
和
五
年
に
尾
張
徳

川
黎
明
会
が
設
立
さ
れ
る
直
前
ま
で
、
本
図
は
長
篠
合
戦
時
の
画
像
と
認
識
さ
れ
て
い

た
。
そ
し
て
、
昭
和
十
一
年
一
月
に
前
年
に
開
館
し
た
徳
川
美
術
館
紹
介
の
新
聞
記
事

（
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徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

一
九

に
よ
っ
て
初
め
て
三
方
ケ
原
合
戦
の
画
像
と
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
本
図
に
関

し
て
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
十
八
世
紀
に
は
家
康
画
像
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
尾
張
徳
川
家
よ
り
前
に
紀
伊
徳
川
家
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
、
先
学
の
研
究

成
果
に
よ
れ
ば
、
本
図
は
戦
陣
図
で
は
な
く
礼
拝
像
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ

る
。本

図
の
名
称
遍
歴
か
ら
み
て
、
本
図
を
「
徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
」
と
し
た

の
は
、
尾
張
徳
川
家
十
九
代
義
親
、
も
し
く
は
当
時
の
徳
川
美
術
館
職
員
と
見
な
さ
ざ

る
を
得
な
い
。
ま
だ
史
料
検
証
法
が
確
立
さ
れ
る
以
前
で
あ
り
、
厳
密
に
史
料
調
査
を

行
っ
た
上
で
の
判
断
と
思
わ
れ
ず
、
印
象
先
行
に
よ
る
主
観
的
判
断
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
当
時
の
世
相
と
し
て
許
容
さ
れ
た
範
囲
の
創
作
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
が
、
結
果
と
し
て
八
十
年
も
の
間
、
根
拠
の
無
い
口
伝
が
継
承
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

同
様
に
徳
川
美
術
館
所
蔵
品
の
中
に
は
、
蔵
帳
で
の
史
料
的
裏
付
け
が
取
れ
な
い
伝

承
を
持
つ
作
品
が
他
に
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ
の
一
つ
が
、
石
川
五
右
衛
門
が
伏

見
城
の
豊
臣
秀
吉
寝
所
に
忍
び
込
ん
だ
際
、
摘
み
の
千
鳥
が
啼
い
た
為
、
秀
吉
は
難
を

逃
れ
五
右
衛
門
は
捕
ま
っ
て
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
伝
説
を
も
つ
「
青
磁
香
炉 
銘 
千
鳥
」

で
あ
る
。
こ
の
伝
承
・
伝
説
を
直
に
作
品
に
結
び
つ
け
る
江
戸
時
代
以
前
の
記
録
は
存

在
せ
ず
、
多
分
に
創
作
性
を
含
ん
だ
『
絵
本
太
閤
記　

七
編
巻
三
』
の
中
に
は
こ
の
逸

話
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
現
存
す
る
作
品
と
同
一
と
す
る
根
拠
は
何
も
無
い
。
も
と

よ
り
摘
み
か
ら
音
が
発
せ
ら
れ
る
構
造
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
想
像
上
の
産
物
と

み
な
す
方
が
自
然
で
あ
る
。

な
お
、「
千
鳥
」
と
い
う
銘
を
持
つ
香
炉
に
関
す
る
記
録
は
数
点
確
認
さ
れ
て
お
り
、

天
正
十
四
年（
一
五
八
六
）末
頃
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
山
上
宗
二
記
』
記
載
の
「
千
鳥

ノ
香
爐
」
を
、
尾
張
徳
川
家
伝
来
の
香
炉
と
し
た
場
合
、
本
書
が
最
古
の
所
在
記
録
と

（
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な
る
。
し
か
し
、
誰
の
所
有
で
あ
っ
た
か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
書
記
載
の
香

炉
が
徳
川
美
術
館
に
伝
来
す
る
香
炉
で
あ
る
確
証
は
な
い
。『
松
屋
名
物
集
』
に
は
「
平

信
長
公
」
の
項
に
「
千
鳥
「
香
炉
」」
と
あ
る
た
め
、
秀
吉
以
前
に
織
田
信
長
が
所
持

し
て
い
た
と
す
る
『
絵
本
太
閤
記　

七
編
巻
三
』
記
載
通
り
の
由
緒
を
持
つ
香
炉
の
存

在
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
同
様
に
徳
川
美
術
館
所
蔵
の
作
品
と
同
一
で
あ
る
か
は

判
ら
な
い
。
ま
た
、「
古
今
名
物
類
聚
」
に
は
「
聞
香
炉　

紹
鷗
所
持 

一 

千
鳥
青
磁　

尾
張
殿
」
と
あ
り
、
現
在
所
蔵
さ
れ
る
香
炉
と
同
一
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、

紹
鷗
所
持
の
由
緒
は
蔵
帳
に
は
な
く
、
本
書
に
お
い
て
も
秀
吉
所
持
の
確
証
は
得
ら
れ

な
い
。

尾
張
徳
川
家
の
蔵
帳
で
最
古
の
記
載
は
、
家
康
の
遺
産
目
録
『
駿
府
御
分
物
御
道
具

帳
』
四
「
色
々
御
道
具
帳
」
に
あ
る
「
一 

せ
い
し
の
香
炉 

壱
」
の
記
述
で
あ
る
。
簡

略
な
記
載
で
あ
る
た
め
、
果
た
し
て
こ
の
記
述
が
現
存
品
を
指
す
の
か
疑
問
が
残
る

が
、
こ
の
香
炉
は
「
上
御
数
寄
御
道
具
」、
す
な
わ
ち
尾
張
徳
川
家
に
お
け
る
第
一
級

の
道
具
と
し
て
継
承
さ
れ
、
享
保
年
間
以
降
に
「
御
譲
」「
権
現
様
御
譲
」
と
蔵
帳
に

附
さ
れ
る
た
め
、
十
八
世
紀
頃
よ
り
こ
の
香
炉
が
家
康
遺
産
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
記
録
に
お
い
て
も
豊
臣
秀
吉
所
有
の
記
載

は
な
い
。

つ
ま
り
、「
千
鳥
」
と
い
う
銘
を
持
つ
香
炉
は
茶
会
記
な
ど
の
諸
史
料
に
散
見
さ
れ

る
も
の
の
、
徳
川
美
術
館
収
蔵
品
と
結
び
つ
け
る
根
拠
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
、
厳
密

な
考
証
が
な
い
ま
ま
、
徳
川
美
術
館
収
蔵
品
と
記
録
の
上
で
著
名
な
同
名
の
香
炉
と

を
、
比
較
的
近
年
に
同
一
視
し
た
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
由
緒
で
は
無
い
も
の
の
、
徳
川
家
康
所
用
の
甲
冑
「
熊
毛
植
黒
糸
威
具
足
」

に
関
し
て
も
、
昭
和
五
十
五
年（
一
九
八
〇
）に
行
わ
れ
た
高
島
屋
創
業
一
五
〇
年
記
念

の
「
御
三
家
筆
頭
尾
張
徳
川
家
伝
来 

大
名
道
具
名
宝
展
」
の
ポ
ス
タ
ー
に
お
い
て
、「
こ

（
30
）

（
31
）



徳
川
家
康
三
方
ケ
原
戦
役
画
像
の
謎

二
〇

の
鎧
を
着
け
て
出
陣
し
た
家
康
を
、
秀
吉
は
〝
関
東
の
牛
〟
と
恐
れ
た
」
と
形
容
し
て

い
る
。
何
ら
か
の
史
書
を
典
拠
に
し
た
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
、
家
康

を
「
関
東
の
牛
」
と
評
し
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
甲
冑
の
印
象
か
ら
想
像
し
た
だ
け

の
標
語
で
あ
り
、
現
在
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
か
り
間
違
え
ば
史
実

と
し
て
定
着
さ
せ
る
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
、
当
時
の
時
代
相
と
し
て
厳

密
な
論
文
で
は
な
い
限
り
、
こ
の
程
度
の
創
作
ま
で
は
許
さ
れ
る
と
す
る
風
潮
が
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
考
え
が
連
綿
と
し
て
同
じ
土
壌
に
あ
る
な
ら
ば
、
三
方
ケ
原
合

戦
の
逸
話
創
作
が
あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
な
話
で
は
な
い
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
悪
意
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

現
在
既
知
と
し
て
敷
衍
し
て
い
る
物
語
・
由
緒
で
も
、
改
め
て
厳
密
な
史
料
的
検
証

を
行
う
必
要
が
あ
り
、
本
稿
で
は
採
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
か
な
り
世
に
知
ら
れ
た
作

品
伝
承
に
、
そ
の
史
料
的
根
拠
と
い
う
面
で
か
な
り
疑
義
が
あ
る
作
品
も
あ
る
。
そ
の

全
て
を
論
証
で
き
な
い
ま
で
も
、
少
な
く
と
も
徳
川
美
術
館
収
蔵
品
に
関
し
て
は
蔵
帳

を
基
に
、
あ
る
程
度
の
伝
来
経
緯
と
、
伝
承
の
真
偽
性
ま
で
は
押
さ
え
て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う
。

本
図
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
根
拠
が
な
い
と
は
い
え
八
十
年
に
わ
た
っ
て
継
承
さ

れ
、
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
口
伝
を
、
本
稿
の
み
で
変
更
・
修
正
す
る
こ
と
は
中
々
難

し
い
問
題
で
あ
る
。
口
伝
が
敷
衍
し
た
要
因
は
、
慢
心
を
戒
め
己
の
所
業
を
真
摯
に
反

省
す
る
こ
と
で
、
次
な
る
成
功
を
収
め
る
と
い
う
人
生
譚
が
、
日
本
人
の
心
に
響
い
た

こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
が
八
十
年
前
の
創
作
だ
っ
た
と
し
て
も
、
一
つ
の
画
像
解
釈
と
し

て
広
く
支
持
さ
れ
続
け
た
こ
と
は
確
か
で
、
こ
れ
も
ま
た
本
図
継
承
の
歴
史
の
一
部
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
そ
の
浪
漫
性
や
作
品
に
対
す
る
想
い
ま

で
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
残
さ
れ
た
課
題
は
、
本
図
の
位
置
づ
け
を
よ
り
明
確
に

す
る
こ
と
と
、
今
後
徳
川
美
術
館
に
お
い
て
本
図
を
ど
の
よ
う
に
紹
介
す
る
か
で
あ
る

註（
1
）　

藤
本
正
行
「
三
方
原
敗
戦
の
徳
川
家
康
像
は
家
康
が
描
か
せ
た
も
の
で
は
な
い
」（
別
冊
歴

史
読
本
16
号
『
間
違
い
だ
ら
け
の
歴
史
常
識
』　

新
人
物
往
来
社　

二
〇
〇
八
年
八
月
十
四

日
）。

（
2
）　

青
木
一
馬
・
岡
山
泰
四
・
相
良
亨
校
注
『
日
本
思
想
体
系
26　

三
河
物
語　

葉
隠
』　

岩

波
書
店　

一
九
七
四
年
六
月
二
十
五
日
。

（
3
）　

史
籍
研
究
會
『
内
閣
文
庫
所
藏
史
籍
叢
刊　

特
刊
第
一　

朝
野
舊
聞
裒
藁
』
第
三
巻　

汲

古
書
院　

昭
和
五
十
七
年
九
月
。

（
4
）　

全
国
東
照
宮
連
合
会
編
『
披
沙
揀
金
＝
徳
川
家
康
公
逸
話
衆
＝
』　

続
群
書
類
従
完
成
会

　

平
成
九
年
十
月
十
七
日
。

（
5
）　
『
當
代
記　

駿
府
記
』　

続
群
書
類
従
完
成
会　

平
成
七
年
十
月
十
日
。

（
6
）　

服
部
幸
雄
・
富
田
鉄
之
助
・
廣
末
保
編
『
新
訂
増
補 

歌
舞
伎
事
典
』　

平
凡
社　

一
九
八
三
年
十
一
月
八
日
初
版
第
一
刷　

二
〇
〇
〇
年
一
月
二
十
四
日
新
訂
増
補
版
第
一

刷
。

（
7
）　

什
器
旧
原
簿
一
─
一　

縦
三
一
・
四
糎　

横
二
一
・
三
糎
。

（
8
）　

什
器
旧
原
簿
一
─
五　

縦
九
五
・
〇
糎　

横
四
五
・
五
糎
。

（
9
）　

什
器
旧
原
簿
一
─
六　

縦
三
一
・
五
糎　

横
四
三
・
五
糎
。

（
10
）　

絹
本
著
色
。
本
紙
竪
一
尺
四
寸
七
分（
四
四
・
六
糎
）・
本
紙
横
二
尺
一
寸
六
分
五
厘

（
六
五
・
七
糎
）・
表
装
竪
四
尺
四
寸
五
分（
一
四
〇
・
〇
糎
）・
表
装
横
二
尺
六
寸
三
分

（
七
九
・
八
糎
）。
表
具
上
下　

茶
地
楽
器
文
緞
子
・
中
廻　

萌
黄
地
二
重
蔓
小
牡
丹
文
銀

襴
・
風
帯
及
び
一
文
字　

紫
地
宝
珠
文
金
襴
・
紫
檀
軸
。

（
11
）　

什
器
原
簿
一　

各
縦
二
六
・
五
糎　

横
一
九
・
三
糎
。

（
12
）　

什
器
原
簿
五
―
一　

各
縦
二
六
・
四
糎　

横
一
九
・
二
糎
。

（
13
）　

香
山
里
絵
「
徳
川
義
親
の
美
術
館
設
立
想
起
」（『
金
鯱
叢
書
―
史
学
美
術
史
論
文
集
―
』

第
四
十
一
輯　

徳
川
黎
明
会　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
）。

（
14
）　
『
國
華
』
第
二
百
四
十
号　

國
華
社　

明
治
四
十
三
年（
一
九
一
〇
）五
月
一
日
。

　
　

な
お
本
史
料
は
、
香
山
氏
に
よ
る
前
掲
論
文
に
お
い
て
も
着
目
さ
れ
、
考
証
さ
れ
て
い
る
。

が
、
こ
れ
は
本
稿
の
批
判
・
批
評
を
経
た
上
で
、
後
日
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。
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ケ
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一

（
15
）　

美
術
館
附
属
記
録
。
縦
二
七
・
五
糎　

横
二
〇
・
〇
糎
。

（
16
）　

徳
川
美
術
館
備
品（
一
般
図
書
）七
「
陳
列
品
配
置
図
綴
」。
同
史
料
に
は
第
一
回
展
覧

会
か
ら
、
昭
和
三
十
三
年（
一
九
五
八
）一
月
五
日
よ
り
同
月
三
十
一
日
ま
で
開
催
さ
れ
た

「
日
本
書
道
史
展
」
ま
で
の
会
場
図
面
百
六
十
二
枚
が
収
載
さ
れ
る
。
縦
三
一
・
五
糎　

横

四
一
・
〇
糎　

厚
六
・
〇
糎
。

（
17
）　

田
中
一
松
・
野
間
清
六
・
蔵
田
蔵
・
岡
田
謙
・
堀
江
知
彦
・
佐
藤
貫
一
・
飯
島
勇
・
小
山

富
士
夫
・
熊
沢
五
六
監
修
『
徳
川
美
術
館
』
別
巻（
昭
和
三
十
七
年［
一
九
六
二
］あ
と
が
き
）。

（
18
）　

徳
川
美
術
館
編
集
発
行
『
徳
川
美
術
館
名
品
図
録
』　

昭
和
四
十
七
年（
一
九
七
二
）四
月

二
十
九
日
。

（
19
）　

高
柳
光
壽
『
戦
国
戦
記　

三
方
原
之
戦
』　

春
秋
社　

昭
和
三
十
三
年
五
月
十
日
。

（
20
）　

藤
本
氏
註（
1
）前
掲
論
文
。

（
21
）　

松
島
仁
「
徳
川
将
軍
家
の
始
祖
・
家
康
の
神
格
化
と
徳
川
日
本
の
創
建
神
話
の
創
出
─

《
東
照
宮
縁
起
絵
巻
》を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
徳
川
将
軍
権
力
と
狩
野
派
絵
画
』
第
二
部　

ブ

リ
ュ
ッ
ケ
発
行
・
星
雲
社
発
売　

二
〇
一
一
年
二
月
一
〇
日
）。

（
22
）　

畑
麗
「
東
照
宮
縁
起
絵
巻
の
成
立
─
狩
野
探
幽
の
大
和
絵
制
作
─
」（『
國
華
』
第

一
〇
七
二
号　

國
華
社　

一
九
八
四
年
三
月
）。

（
23
）　K

aren M
. Gerhart, T

he E
yes of Pow

er: A
rt and E

arly T
okugaw

a A
uthority, 

H
onolulu: U

niversity of H
aw

ai’i Press, 1999, pp. 107-140.

（
24
）　

松
島
氏
註（
21
）前
掲
論
文
、
七
十
四
頁
。

（
25
）　

松
島
氏
註（
21
）前
掲
論
文
、
八
十
一
頁
。

（
26
）　

松
島
仁
「
徳
川
将
軍
権
力
の
権
威
化
と
新
し
い〈
王
朝
絵
画
〉の
創
生
」（『
徳
川
将
軍
権
力

と
狩
野
派
絵
画
』
第
三
部　

ブ
リ
ュ
ッ
ケ
発
行
・
星
雲
社
発
売　

二
〇
一
一
年
二
月
一
〇
日
）。

（
27
）　
『
目
録
』（「
𦾔
二
本
松
藩
主
子
爵
丹
羽
家
幷
ニ
某
家
御
藏
品
入
札
」　

東
京
美
術
倶
楽
部　

大
正
八
年
十
月
二
十
日
入
札
）掲
載
。

（
28
）　

徳
川
美
術
館
蔵
本
。
享
和
二
年（
一
八
〇
二
）六
月
刊
。

本
書
の
記
載
で
は
、「（
前
略
）太
閤
に
も
名
護
屋
の
御
陣
を
摩
恵
多
宰
相
に
任
せ
置
給
ひ 

伏
見
の
城
に
移
り
給
へ
バ 

五
右
衛
門
も
便
り
よ
し
と
心
に
よ
ろ
こ
び
宵
の
間
よ
り
伏
見

の
城
中
に
忍
び
入 

奥
殿
の
廊
下
の
妻
に
身
を
か
く
し
太
閤
の
形
勢
を
伺
ひ
け
る
に（
中

略
）五
右
衛
門
今
ハ
心
安
し
と
抜
足
し
て
寝
殿
を
窺
へ
バ 

太
閤
も
よ
く
寝
給
ひ
鼾
の
聲
高

く
聞
ゆ 

仕
す
ま
し
た
り
と
刀
の
柄
に
手
を
か
け
飛
か
ゝ
ら
ん
と
せ
し
所
に 

御
秘
蔵
の
千

鳥
の
香
爐
卓
に
居
へ
て
御
枕
元
に
置
せ
ら
れ
し
が 

不
思
議
な
る
か
な
此
香
爐
聲
を
發
し

て
鳴
事
数
聲 

さ
し
も
の
五
右
衛
門
思
ひ
が
け
な
き
事
な
れ
バ
勇
気
た
る
ミ
て
佇
ミ
し
に 

太
閤
む
く
と
起
立
給
ひ
宿
直
の
者
誰
か
あ
る
と
召
さ
る
ゝ
に（
後
略
・
傍
線
筆
者
加
筆
）」

と
し
、
こ
の
香
爐
は
元
は
今
川
義
元
所
蔵
で
、
そ
の
子
の
「
氏
郷
」
が
降
参
し
た
際
、
織

田
信
長
の
手
に
渡
り
、
本
能
寺
の
変
時
に
、
明
智
左
馬
之
介
が
安
土
城
よ
り
奪
っ
て
明
智

光
秀
の
居
城
・
坂
本
城
へ
移
し
た
後
、
秀
吉
に
攻
め
ら
れ
た
時
に
、
他
の
信
長
所
蔵
の
「
重

器
」
と
共
に
左
馬
之
介
か
ら
秀
吉
に
引
き
渡
さ
れ
た
と
い
う
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）　
「
山
上
宗
二
記
」（『
茶
道
古
典
全
集
』
第
六
巻　

淡
交
社　

昭
和
三
十
三
年
十
二
月
二
十
日

初
版　

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
日
三
版
）。

（
30
）　
「
松
屋
名
物
集
」（『
茶
道
古
典
全
集
』
第
十
二
巻　

淡
交
社　

昭
和
三
十
七
年
一
月
十
七
日

初
版　

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
日
三
版
）。

（
31
）　
「
古
今
名
物
類
聚　

拾
遺
之
部　

四
」　

金
花
堂
版（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
寛
政
三
年

（
一
七
九
一
）。

（
美
術
館　

學
藝
部
部
長
代
理
）





新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
三

新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

吉
　
川
　
美
　
穂

　

は　

じ　

め　

に

一　

名
古
屋
東
照
宮
祭
礼

　
（
一
）祭
礼
の
沿
革

　
（
二
）祭
礼
の
次
第

二　

本
図
の
概
要
と
行
列
の
描
写
内
容

三　

行
列
の
描
写
内
容
に
関
す
る
疑
問
点

四　

行
列
の
年
代
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は　

じ　

め　

に

江
戸
時
代
、
尾
張
徳
川
家
の
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
名
古
屋
で
は
、
名
古
屋
東
照
宮

の
東
照
宮
祭
、
天
王
社
の
天
王
祭
、
若
宮
八
幡
社
の
若
宮
祭
が
名
古
屋
三
大
祭
と
呼
ば

れ
、
大
い
に
賑
わ
い
を
見
せ
た
。
な
か
で
も
東
照
宮
祭
は
、
名
古
屋
最
大
の
規
模
を
誇

り
、
戦
前
ま
で
は
「
名
古
屋
祭
」
と
言
え
ば
こ
の
東
照
宮
祭
を
指
し
た
と
い
う
。
東
照

宮
祭
は
、
そ
の
名
の
通
り
東
照
宮
す
な
わ
ち
東
照
大
権
現
と
し
て
神
格
化
さ
れ
た
徳

川
家
康
を
祀
る
祭
礼
で
、『
尾
藩
世
記
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
元
和
四
年（
一
六
一
八
）四
月

十
七
日
の
家
康
の
三
回
忌
に
、
家
康
の
九
男
で
尾
張
徳
川
家（
以
下
、「
尾
張
家
」
と
略
称

す
る
）の
初
代
と
な
っ
た
徳
川
義
直
が
大
祭
を
行
っ
た
の
を
嚆
矢
と
す
る
。
以
後
、
藩
を

あ
げ
て
旧
暦
四
月
十
六
日
・
十
七
日
を
例
祭
日
と
し
て
毎
年
行
わ
れ
た
。
家
康
の
命
日

に
当
た
る
十
七
日
に
は
神
輿
三
基
の
渡
御
が
行
わ
れ
、
三
之
丸
の
東
照
宮
か
ら
城
下
・

末
広
町
の
御
旅
所
ま
で
を
、
神
輿
に
伴
い
藩
士
・
神
官
・
僧
侶
の
み
な
ら
ず
城
下
の
町

民
が
練
り
歩
く
華
麗
な
祭
礼
行
列
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
祭
礼
行
列
は

明
治
維
新
の
後
に
は
一
時
中
断
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
名
古
屋
の
街
並
み
と
と
も
に
当

時
祭
礼
に
出
さ
れ
て
い
た
山
車
九
輌
す
べ
て
が
焼
失
し
、
華
や
か
な
祭
礼
行
列
は
完
全

に
途
絶
し
た
。

往
時
の
祭
礼
行
列
を
描
い
た
絵
画
作
例
は
、『
張
州
雑
志
』（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）を

は
じ
め
森も

り

高た
か

雅ま
さ

筆
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
巻
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）な
ど
複
数
が
知
ら
れ

る
が
、
そ
の
製
作
期
は
三
百
年
あ
ま
り
に
わ
た
る
祭
礼
の
歴
史
の
う
ち
、
後
半
に
当
た

（
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新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
四

る
江
戸
中
後
期
以
降
で
あ
る
。

本
稿
で
紹
介
す
る
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」（
個
人
蔵
、
以
下
「
本
図
」
と
略
称

す
る
）は
、
近
年
新
た
に
発
見
さ
れ
た
屏
風
で
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
で
平
成
二
十
五

年
六
月
一
日
か
ら
七
月
二
十
一
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
「
尾
張
名
古
屋
の
絵
師
た
ち
─
高

雅
・
清
を
中
心
に
─
」
展
で
初
公
開
さ
れ
た
。
本
図
は
そ
の
祭
礼
行
列
の
構
成
か
ら

十
七
世
紀
後
半
の
様
相
を
示
す
と
み
ら
れ
、
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
を
描
い
た
現
存
最
古

の
作
例
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
存
作
例
の
多
く
が
巻
子
装
や
冊
子
装
で
あ
る
の
に

対
し
、
本
図
は
屏
風
装
で
あ
る
点
も
珍
し
い
。

本
稿
で
は
、
本
図
の
紹
介
を
か
ね
て
、
描
か
れ
た
祭
礼
行
列
か
ら
行
列
の
年
代
お
よ

び
製
作
年
代
の
推
定
を
行
う
。
ま
た
本
図
は
伝
来
の
過
程
で
改
装
さ
れ
、
画
面
構
成
に

切
り
詰
め
と
錯
簡
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
た
め
、
製
作
当
初
の
画
面
構
成
に
つ
い
て
復
元

的
考
察
を
行
い
、
本
図
の
特
質
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

一　

名
古
屋
東
照
宮
祭
礼

ま
ず
、
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼（
以
下
、「
本
祭
礼
」
と
略
称
す
る
）の
歴
史
と
次
第
を
、
諸

記
録
と
現
存
作
例
か
ら
確
認
し
て
い
く
。

（
一
）祭
礼
の
沿
革

元
和
五
年（
一
六
一
九
）九
月
十
六
日
、
名
古
屋
城
三
之
丸
に
家
康
を
祀
る
東
照
宮
の

社
殿
が
落
成
し
、
同
月
二
十
八
日
に
は
慈じ

眼げ
ん

大
師
天
海
を
導
師
と
し
て
正
遷
宮
が
行
わ

れ
た
。
祭
神
は
中
央
に
徳
川
家
康
、
左
に
日ひ

吉え

大
神（
山
王
権
現
）、
右
に
日
光
権
現
を

祀
っ
た
。
ま
た
、
天
台
宗
に
属
す
る
別
当
所
と
し
て
天
長
山
神
宮
寺
尊そ

ん
じ
ゅ
い
ん

寿
院（
以
下
、「
尊

寿
院
」
と
略
称
す
る
）が
設
け
ら
れ
、
日
光
山
輪
王
寺
門
跡
の
支
配
に
属
し
た
。
東
照
宮

別
当
は
社
家
の
上
に
位
し
、
東
照
宮
の
祭
祀
一
切
を
取
り
仕
切
っ
た
。
天
海
の
四
天
王

の
一
人
で
、
比
叡
山
日
増
院
よ
り
尾
張
の
密
蔵
院（
現
・
春
日
井
市
）に
移
り
、
両
院
を

兼
帯
し
て
い
た
上
乗
院
珍
祐
権
僧
正
が
義
直
の
信
任
を
受
け
、
初
代
別
当
職
に
就
き
、

以
後
、
尊
寿
院
は
密
蔵
院
の
住
職
が
代
々
別
当
を
兼
任
し
た
。
ま
た
、
同
年
に
は
神
輿

三
基
が
整
い
、
本
町
通
末
広
町（
現
・
名
古
屋
市
中
区
）に
御
旅
所（
別
当
寺 

帰
命
山
東
漸
寺
）

も
整
備
さ
れ
た
。

祭
礼
は
、
そ
の
前
年
、
徳
川
家
康
の
三
回
忌
に
当
た
る
元
和
四
年
に
始
ま
っ
た
と
伝

え
ら
れ
る
。
こ
の
時
は
法
会
を
中
心
と
し
た
行
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
毛

鎗 

十
筋
・
具
足
着 

十
人
・
下
七
間
町
の
雪
こ
が
し
の
警け
い

固ご

、
そ
し
て
神
輿
か
ら
成
る
、

ご
く
簡
素
な
行
列
を
も
っ
て
神
輿
渡
御
が
行
わ
れ
た
。

祭
礼
行
列
は
、
神
輿
の
ほ
か
に
、
当
初
は
名
古
屋
城
下
の
数
町
か
ら
出
さ
れ
た
「
警

固
」
と
呼
ば
れ
る
練
物（
趣
向
を
凝
ら
し
た
仮
装
行
列
の
一
種
、
以
下
、「
警
固
」
の
名
称
で

統
一
す
る
） 

の
み
が
伴
う
簡
単
な
行
列
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
各
町
か
ら
の
山
車
や
警

固
が
増
加
し
て
い
っ
た
。
と
り
わ
け
後
世
に
本
祭
礼
の
最
大
の
華
と
い
う
べ
き
存
在
と

な
っ
た
山
車
は
、
元
和
五
年
に
七
間
町
が
大
八
車
を
二
輌
組
み
合
わ
せ
西
行
桜
の
能
人

形
を
飾
っ
た
山
車
を
曳
き
出
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
こ
れ
が
人
気
を
得
た
た
め
、

次
の
年
に
は
弁
慶
と
牛
若
丸
が
立
ち
廻
り
を
演
ず
る
橋
弁
慶
の
山
車
と
な
っ
た
と
い

う
。
こ
の
弁
慶
、
牛
若
丸
が
後
に
工
夫
さ
れ
て
、
か
ら
く
り
仕
掛
け
で
動
く
人
形
と
な

る
と
、
他
町
も
こ
れ
を
ま
ね
て
次
々
と
競
い
、
か
ら
く
り
人
形
の
載
る
山
車
や
警
固
を

造
り
出
し
て
祭
り
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宝
永
四
年（
一
七
〇
七
）ま
で
に
は
山

車
九
輌
が
す
べ
て
登
場
し
、
こ
れ
に
加
え
て
各
町
が
繰
り
出
す
警
固
が
名
古
屋
の
本
町

通
り
を
練
り
歩
く
壮
大
な
行
列
が
完
成
し
た
。

な
お
、
本
祭
礼
の
山
車
は
、「
名
古
屋
型
」
と
呼
ば
れ
る
。
名
古
屋
型
は
二
層
構
造

で
一
木
四
輪
の
外
輪
、
唐
破
風
の
屋
根
を
細
い
四
本
柱
で
支
え
、
正
面
に
前
棚
と
称
す

（
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新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
五

る
一
段
低
い
棚
を
持
つ
。
屋
根
の
下
の
舞
台
に
主
役
の
か
ら
く
り
人
形
、
前
棚
に
も

麾ざ
い
ふ
り振
な
ど
の
か
ら
く
り
人
形
が
置
か
れ
る
。
ま
た
山
車
の
両
側
に
は
車
輪
に
人
を
巻
き

込
ま
な
い
よ
う
に
、
輪
懸
が
設
け
ら
れ
、
こ
れ
と
並
行
し
て
梶
棒
が
付
け
ら
れ
る
。
二

層
目
の
高
欄
下
は
水
引
幕
で
覆
い
、
全
体
も
大
幕
で
覆
う
形
式
で
あ
る
。
万
治
元
年

（
一
六
五
八
）に
桑
名
町
で
造
ら
れ
た
湯ゆ

取と
り

神み

子こ

車
が
こ
の
形
式
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
て

い
る
。

尾
張
家
七
代
宗
春（
一
六
九
六
〜
一
七
六
四
）の
代
に
当
た
る
享
保
十
八
年（
一
七
三
三
）

に
は
、
祭
礼
の
行
列
は
六
千
八
百
人
を
超
え
、
第
一
次
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
が
、
続
く
八

代
宗
勝（
一
七
〇
五
〜
六
一
）の
元
文
四
年（
一
七
三
九
）に
倹
約
令
が
出
さ
れ
、
祭
礼
の
人

数
が
半
減
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
尾
張
家
十
代
斉な

り

朝と
も（

一
七
九
三
〜
一
八
五
〇
）と
い
う
、
お

祭
り
好
き
の
藩
主
の
出
現
も
あ
り
、
藩
の
主
導
に
よ
っ
て
祭
は
再
び
大
規
模
化
し
て
い

き
、
天
保
年
間（
一
八
三
〇
〜
四
四
）に
第
二
次
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
六
千
人
を
有
す
る
大

行
列
と
な
り
、
全
国
で
も
有
数
の
祭
礼
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
藩
が
主
体
と
な
っ
て
開
催
さ
れ
た
本
祭
礼
は
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
一
時

中
断
し
、
明
治
九
年（
一
八
七
六
）に
は
名
古
屋
東
照
宮
も
三
之
丸
内
か
ら
郭
外
に
あ
っ

た
藩
校
の
明
倫
堂
跡
に
遷
座
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
東
照
宮
に
国
祖
で
あ
る

尾
張
家
初
代
義
直
の
神
霊
を
合
祀
し
た
の
を
機
と
し
て
明
治
十
四
年
に
祭
礼
が
再
興
さ

れ
る
と
、
新
し
い
警
固
で
の
行
列
が
始
め
ら
れ
、
往
時
の
華
や
か
さ
を
一
旦
は
取
り
戻

す
。
だ
が
、
昭
和
二
十
年（
一
九
四
五
）の
戦
災
で
山
車
九
輌
す
べ
て
が
焼
失
し
、
壮
大

華
麗
な
祭
礼
行
列
は
二
度
と
蘇
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
二
）祭
礼
の
次
第

尾
張
藩
士
・
高
力
猿
猴
庵（
種
信
／
一
七
五
六
〜
一
八
三
一
）の
『
尾
張
年
中
行
事
絵
抄
』

に
よ
れ
ば
、
祭
礼
は
四
月
初
め
に
祭
礼
の
車
元
が
囃
子
の
調
べ
、
人
形
の
か
ら
く
り
を

（
7
）

（
8
）

（
9
）

試
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
巾は
ば

下し
た

押
切
町
の
版
元
か
ら
祭
礼
の
絵
双

紙
を
売
り
歩
い
た
と
い
う
。
四
月
十
四
日
に
は
山
車
の
曳ひ

き

初ぞ
め

が
行
わ
れ
た
。
十
五
日
は

神
輿
三
基
が
祭
文
殿
に
渡
御
し
、
神
供
を
奉
る
。
十
六
日
に
は
早
朝
、
神
前
広
庭
に
舞

台
を
張
っ
て
東
照
宮
附
楽
人
に
よ
る
舞
楽
が
、
夜
に
は
仏
教
的
儀
礼
と
し
て
、
一い

っ
さ
ん山

衆し
ゅ
う
え会
に
よ
る
法ほ
っ
け華
懺せ
ん
ぼ
う法
と
三さ
ん
も
ん
い
っ
と
う

問
一
答
の
法
要
が
修
さ
れ
た
。
こ
の
日
は
町
人
の
参
詣
が

許
さ
れ
た
た
め
、
明
り
が
灯
さ
れ
た
東
照
宮
境
内
に
人
々
が
群
集
し
、
前
夜
祭
の
賑
わ

い
を
見
せ
た
。
ま
た
、
城
下
で
は
こ
の
日
、
警
固
の
足
揃
え
が
行
わ
れ
、
西
へ
東
へ
と

練
り
渡
る
警
固
が
実
に
壮
観
で
あ
っ
た
と
い
う
。
本
町
通
は
、
本
町
か
ら
末
広
町
ま
で

の
間
、
町
並
み
の
家
ご
と
に
竹
矢
来
を
一
様
に
結
び
、
町
家
は
諸
家
の
桟
敷
と
な
り
、

幕
や
屏
風
を
打
ち
廻
し
、
見
物
客
の
目
を
楽
し
ま
せ
た
。

四
月
十
七
日
の
祭
礼
当
日
、
未
明
に
は
「
道
見
」
と
称
し
、
奉
行
所
の
役
人
が
騎
馬

で
、
神
輿
渡
御
の
道
筋
の
検
分
を
行
い
、
辻
々
に
御
目
付
衆
数
百
人
が
警
護
に
当
た

る
。
こ
の
朝
、
東
照
宮
で
は
法
華
懺
法
、
三
問
一
答
の
儀
、
舞
楽
が
行
わ
れ
、
卯
の
刻

（
午
前
六
時
頃
）に
装
束
を
身
に
つ
け
た
藩
主
も
し
く
は
そ
の
名
代
と
し
て
老
臣
の
一
行

が
華
麗
な
行
列
を
仕
立
て
て
参
向
し
た
。
続
い
て
、
罪
人
の
恩
赦
の
儀
が
あ
り
、
東
照

宮
の
楼
門
前
に
て
別
当
の
尊
寿
院
僧
正
に
よ
っ
て
大
赦
の
命
が
告
げ
ら
れ
た
。

一
方
、
前
日
に
御み

園そ
の

御ご

門も
ん

桝ま
す

形が
た

に
こ
と
ご
と
く
集
結
し
た
山
車
は
、
十
七
日
の
寅
の

刻（
午
前
四
時
頃
）に
御
園
御
門
の
開
く
の
を
待
っ
て
三
之
丸
内
に
曳
き
込
ま
れ
た
。
山
車

を
は
じ
め
、
警
固
の
人
々
は
御
園
御
門
を
入
り
三
之
丸
西
土
井
筋
を
通
り
、
卯
の
刻（
午

前
六
時
頃
）に
内う
ち

片か
た

端は

に
揃
い
、
辰
の
上
刻（
午
前
七
時
頃
）に
車
を
曳
き
出
し
、
天
王
社
の

正
面
で
そ
れ
ぞ
れ
囃
子
と
人
形
の
か
ら
く
り
の
実
演
を
行
う
。
そ
の
後
、
市
中
へ
の
行

列
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
行
列
は
東
照
宮
よ
り
本
町
御
門
筋
を
通
り
、
本
町
御
門
よ
り

本
町
筋
へ
出
て
、
約
二
・
五
キ
ロ
の
道
筋
を
南
下
し
、
末
広
町
の
若
宮
八
幡
社（
現
・
名

古
屋
市
中
区
栄
）の
北
に
あ
る
御
旅
所
に
向
か
う（
表
1
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼 

巡
行
経
路
）。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
六

表1　名古屋東照宮祭礼 巡行経路

凡例：名古屋城下地図は『名古屋城下町復元プロジェクト報告書』（名古屋城下町調査実行委員会 平成19年3月28日）の「城下
町名古屋 早わかりマップ（18世紀後半～ 19世紀前半）を参考に作成した。

那
古
野
神
社

冨
沢
町



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
七

そ
の
後
、
御
旅
所
に
お
い
て
舞
楽
奉
奏
の
後
、
再
び
還
御
と
な
る
。
当
日
、
藩
主
も
在

国
の
と
き
は
上
覧
所
で
祭
礼
行
列
を
観
覧
し
た
。

祭
礼
行
列
の
構
成
や
順
序
を
記
す
諸
記
録
と
し
て
は
、
諸
本
や
諸
記
録
な
ど
の
引
用

を
ま
と
め
た
『
東
照
宮
御
神
事
記
』
や
小
寺
玉ぎ

ょ
く

晁ち
ょ
う（

一
八
〇
〇
〜
七
八
）の
蔵
書
で
あ
っ

た
『
御
祭
礼
全
書
』
等
が
あ
る
。
な
か
で
も
祭
礼
行
列
の
詳
細
な
順
番
を
記
す
最
も
古

い
記
録
は
、
諸
書
に
収
録
さ
れ
る
慶
安
三
年（
一
六
五
〇
）の
行
列
記
で
あ
る
。
前
年
の

慶
安
二
年
に
二
百
石
の
御
祭
礼
領
が
、
尾
張
藩
か
ら
町
中
へ
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
、こ
の
頃
に
祭
礼
行
列
が
整
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。『
御
祭
礼
全
書
』に
は「
御

祭
礼
行（

マ
マ
）烈
改
、
警
固
相
増
、
此
時
ヨ
リ
先
駆
町
奉
行
二
人
・
後
殿
鉄
砲
弓
頭
二
人
・
各

騎
馬
ニ
テ
供
奉
、
自
此
至
爾
今
毎
歳
供
奉
姓
名
奥
ニ
記
ス
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
よ
り
警

固
が
増
え
、
町
奉
行
や
鉄
砲
・
弓
頭
が
供
奉
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
諸
書
に
異
同
は
あ

る
も
の
の
、『
御
祭
礼
旧
記
』
を
例
と
し
て
慶
安
三
年
時
の
祭
礼
行
列
の
基
本
構
成
は

お
お
よ
そ
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
馬
上
の
町
奉
行
に
始
ま
り
、
各
町
が
担
当
す
る
榊
・
獅
子
舞
・
山
車
の
巡

行
、
そ
し
て
茶
屋
家
に
よ
る
大
母ほ

衣ろ

が
登
場
す
る
と
、
惣
町
代
を
先
頭
に
各
町
さ
ま
ざ

ま
に
仮
装
を
凝
ら
し
た
警
固
の
行
列
が
続
く
。
十
二
町
が
担
当
す
る
具
足
着
幟
指
の
後

に
は
、
い
よ
い
よ
行
列
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
う
べ
き
神
輿
の
登
場
と
な
る
。
神

主
と
神
馬
、
弓
・
長
刀
・
鉾
、
町
方
同
心
、
楽
を
奏
す
る
楽
人
の
後
に
続
い
て
、
東
照

宮
・
山
王
・
日
光
の
神
輿
三
基
の
渡
御
と
な
る
。
そ
の
後
は
別
当
を
中
心
と
す
る
行
列

で
、
大
童
子
・
小
童
子
・
小
結
の
後
に
尊
寿
院
別
当
の
乗
る
輿
、
そ
し
て
僧
侶
の
騎
馬

十
騎
、
同
じ
く
騎
馬
の
押
足
軽
頭
と
続
き
、
最
後
尾
は
町
方
同
心
で
列
は
終
わ
る
。

明
治
維
新
ま
で
、
お
お
か
た
の
行
列
の
順
序
と
基
本
構
成
は
大
き
く
改
変
さ
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
町
方
か
ら
出
さ
れ
る
山
車
は
三
輌
か
ら
九
輌
に
増
え
、
ま
た
各
町

が
繰
り
出
す
警
固
の
趣
向
も
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
を
遂
げ
て
い
る
。
諸
記
録
に
よ
っ
て
、

（
10
）

（
11
）

（
12
）

祭
礼
行
列
の
山
車
や
警
固
の
変
更
が
判
明
す
る
の
で
、
こ
れ
を
年
表
に
ま
と
め
た（
表
2

「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
関
連
年
表
」）。

　
　
　

二
　
本
図
の
概
要
と
行
列
の
描
写
内
容

本
図
は
、
六
曲
一
双
屏
風
で
、
本
紙
部
分
は
金
箔
地
に
押
絵
貼
と
な
っ
て
い
る
。
本

紙
は
紙
本
金
雲
著
色
で
、
法
量
は
各
隻
縦
一
二
二
・
六
糎
、
横
三
一
一
・
四
糎
で
あ

り
、
各
扇
で
縦
に
五
紙
を
継
い
で
い
る（
図
1
・
2
）。
個
人
蔵
で
、
伝
来
の
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。

画
面
は
、
金
雲
と
金
霞
に
よ
り
左
右
隻
と
も
に
上
下
三
段
に
区
分
け
さ
れ
、
四
月

十
七
日
の
祭
礼
行
列
が
一
望
で
き
る
よ
う
描
か
れ
て
い
る
。
行
列
は
左
隻
の
下
段
の
左

を
先
頭
と
し
、
一
双
を
通
じ
て
右
へ
と
、
以
下
、
つ
づ
ら
折
り
に
上
の
段
へ
と
続
く
。

す
な
わ
ち
中
段
で
は
方
向
が
右
か
ら
左
へ
と
転
じ
て
、
上
段
で
は
再
び
行
列
は
左
か
ら

右
へ
と
向
き
が
変
わ
り
、
右
隻
上
段
の
右
を
最
後
尾
と
す
る
。
背
景
は
金
霞
の
み
で
、

描
写
内
容
と
し
て
は
行
列
を
主
体
と
し
、
名
古
屋
東
照
宮
や
本
町
御
門
、
本
町
通
り
の

街
並
み
、
御
旅
所
と
い
っ
た
場
所
を
特
定
で
き
る
よ
う
な
建
造
物
は
一
切
描
か
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
行
列
の
前
景
と
し
て
金
雲
と
相
前
後
す
る
よ
う
な
恰
好
で
、
樹

木
が
布
置
さ
れ
て
い
る
。
樹
種
は
松
や
竹
な
ど
常
緑
の
樹
木
が
占
め
る
な
か
で
、
右
隻

第
三
・
四
扇
に
わ
た
っ
て
、
紫
の
藤
の
花
が
描
か
れ
て
お
り
、
わ
ず
か
に
季
節
感
が
表

出
さ
れ
て
い
る
。

本
図
の
行
列
に
は
、
十
二
枚
の
貼
札
が
貼
ら
れ
、
ま
た
貼
札
の
痕
跡
が
右
隻
に
九
か

所
、
左
隻
に
十
か
所
あ
る
。
貼
札
の
墨
書
を
、
行
列
の
順
に
み
て
い
く
と
「
町
ぶ
ぎ
や

う
」「
五
十
人
目
付
」「
御
さ
か
き
」「
上
ば
た
町
」「
長
ぢ
ゃ
町
」「
く
わ
な
町
」「
本
町
」「
ふ

し
み
町
」「
ご
ふ
く
町
」「
も
ろ
町
」「
い
づ
み
町
」「
ち
や
屋
町
」
と
な
る
。
最
初
の
三



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
八

和暦 西暦 事項

元和4 1618
4月17日、名古屋東照宮の法会始まる。
下七間町《雪こがし》を出す。

元和5 1619
9月16日、名古屋東照宮社殿落成。
下七間町《雪こがし》から【西行桜】へと変更。
神輿三基完成、御旅所造営。

元和6 1620 下七間町【西行桜】から【橋弁慶車】へ変更。
寛永元 1624 桑名町・西鍛冶町・桶屋町《ささら摺》を出す
寛永15 1638 諸町《鷹匠》始まる。

慶安3 1650 祭礼行列改まり、警固増える。※山車・警固については表2『祭礼旧記』の慶安3年の行列記
を参照。

承応元 1652 五条町・和泉町・上畠町【雷神車】新造。

万治元 1658
桑名町《ささら摺》から【湯取神子車】へ変更。
桶屋町・西鍛冶町《ささら摺》を《茸狩》に変更。
本町（上本町）《鯛釣》から【猩々車】へ変更。

万治2 1659 小牧町《草刈》を《弓持》に変更。

寛文元 1661
宮町《田植》を【石引車】に変更。
京町《長宮》から《金襴着禰宜》へ変更。

寛文12 1672 福井町・冨田町（本町4丁目）《鯛釣》から《小母衣》に変更。
元禄4 1691 伝馬町・駿河町《田植》を《官人》へ変更し、【梵天車】新造。
元禄15 1702 伝馬町・駿河町《官人》を《羽織着子供》へ変更。
元禄16 1703 長島町《空也上人鉢叩》を《頼光大江山入武者》へと変更。

宝永元 1704
中市場町《金襴着禰宜》から【石橋車】へ変更。
茶屋町《長刀指》を《唐人》へ変更。

宝永4 1707
京町《金襴着禰宜》を【小鍛冶車】へ変更。
宮町【石引車】から【竹生島車】へ変更。

享保2 1717 益屋町《鵜飼》を《小聖》へ変更。

享保17 1732
上長者町【道成寺車】から【二福神車】へ変更。
伝馬町【梵天車】から 【林和靖車】へ変更、駿河町《羽織着子供》を《若衆突袖》へと変更。
上七間町《小鳥落》から《寿老人唐子》へ変更。

享保18 1733
石町《鹿狩》を《狩場勢子》へ変更。
小桜町《雑色》を変更。し《素袍着》へと変更。

元文4 1739 倹約により、祭礼の人数を半減させる。

宝暦3 1753
小桜町《素袍着》から《業平東下》へ変更。
小市場町《川狩》から《羽織着》へ変更。

宝暦6 1756
宮町【竹生島車】を【唐子遊車】に変更。
常盤町《普化僧》を《頼朝八幡詣》へ変更。

宝暦13 1763 淀町、伏見町より分離し、《中巻》を《指南車》へ変更。

明和2 1765
桶屋町《茸狩》を《唐船に唐子遊び》へ変更。
関鍛冶町《山伏》を《布袋唐子》へ変更。

明和3 1766 上御園町・下御園町《刀指》から《葵祭御所車》へ変更。
明和5 1768 嶋田町《鉢叩》を《関羽》へ変更。
明和8 1771 瀬戸物町《汐汲》を《鵺退治頼政》へ変更。
明和年中 伊勢町《伊勢参宮》を《羽織着》へと変更。
安永2 1773 大津町《汐汲》を《六歌仙》へ変更。
安永3 1774 吉田町《川狩》を《住吉詣》へ変更。

表2　名古屋東照宮祭礼関連年表



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

二
九

枚
以
外
は
町
名
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
上
畠
町
」「
長
者
町
」「
桑
名
町
」「
本
町
」「
呉

服
町
」「
諸
町
」「
和
泉
町
」「
茶
屋
町
」
の
字
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
名
古
屋
の
城
下
に
属
す
町
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
神
輿
に
付
け
ら
れ
た
「
ち

や
屋
町
」
の
貼
札
だ
け
が
明
ら
か
に
貼
り
間
違
い
だ
が
、
ほ
か
は
正
し
く
貼
ら
れ
て
い

る
と
み
ら
れ
る
。
貼
札
に
加
え
て
祭
礼
に
関
す
る
諸
記
録
と
描
写
内
容
を
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
、
行
列
の
内
訳
は
次
の
よ
う
に
類
推
で
き
る
。

左
隻
左
下
よ
り
、
行
列
は
①
刺さ

す

股ま
た

持
に
始
ま
り
、
②
槍
持 

③
町
方
検
使
役 

④
町
方

足
軽 

⑤
町
奉
行（
馬
上
） 

⑥
五
十
人
目
付 

⑦
榊
と
続
く
。
右
隻
に
入
り
⑧
町
方
足
軽 

⑨

上
畠
町 

雷
神
車
⑩
長
者
町 

道
成
寺
車 

⑪
桑
名
町 

湯
立
神
子
車 

⑫
本
町 

猩
々
車 

⑬

下
七
間
町 

橋
弁
慶
車
と
五
輌
の
山
車
が
連
な
る
。
中
段
は
右
隻
右
か
ら
⑭
茶
屋
家
に

よ
る
母
衣
武
者
を
は
じ
め
、
以
下
各
町
か
ら
出
さ
れ
た
「
警
固
」
と
呼
ば
れ
る
仮
装
行

列
が
続
く
。
す
な
わ
ち
、
⑮
伏
見
町 

中
巻 

⑯
大
和
町 

唐
人 

⑰
惣
町
代 

⑱
小
桜
町 

雑

色 

⑲
福
井
町
・
冨
田
町 

小
母
衣 

⑳
上
御
園
町
・
中
御
園
町 

刀
差
子
供 

㉑
伊
勢
町 

参

宮 

㉒
呉
服
町 

普
化
僧
で
あ
る
。
左
隻
に
移
り
、
㉓
諸
町 

鷹
匠 

㉔
桶
屋
町
・
西
鍛
冶

町 

茸
狩 

㉕
石こ
く

町ち
ょ
う

 

鹿
狩 

㉖
伝
馬
町
・
駿
河
町 

田
植 

㉗
吉
田
町
・
小
市
場
町 

川
狩 

㉘

長
嶋
町
・
嶋
田
町 

鉢
叩 

㉙
練
屋
町 

比
丘
尼 

㉚
小
牧
町 

弓
持 

㉛
上
七
間
町 

小
鳥
落 

㉜
和
泉
町 

順
礼
の
警
固
で
あ
る
。
左
隻
上
段
か
ら
は
、
㉝
具
足
着
幟
指
の
警
固
に
次

い
で
、
㉞
上
下
着 

㉟
東
照
宮
神
主（
馬
上
） 

㊱
神
馬 

㊲
弓
持 

㊳
長
刀
持 

㊴
鉾
持 

㊵
矛

持 

㊶
楽
人 

㊷
御
同
朋 

㊸
町
代 

㊹
太
刀
持 

㊺
御
鷹 

㊻
御
幣
が
列
を
な
し
、
右
隻
に

移
っ
て
い
よ
い
よ
神
輿
の
登
場
と
な
る
。
ま
ず
、
㊼
御
旗
に
続
い
て
㊽
東
照
宮
神
輿
、

そ
し
て
㊾
太
刀
持 

㊿
小こ

結ゆ
い 

�
大だ
い

童ど
う

子じ

・
小し
ょ
う童
子
に
続
い
て
�
別
当
尊
寿
院
が
姿
を
現

す
。
そ
の
後
に
は
�
僧
騎
馬
が
続
き
、
�
御
先
手
足
軽 

�
太
刀
持 

�
御
幣 

�
御
旗
の

後
に
�
日
光
神
輿
が
登
場
す
る
と
、
�
御
先
手
足
軽
頭（
馬
上
）に
�
町
方
同
心
・
五
十

人
目
付
を
最
後
尾
と
し
て
行
列
は
終
わ
る（
挿
図
1
・
2
）。

天明4 1784
上御園町、牛車を廃し、《勅使》へ変更。
下御園町、上御園町と分離し《刀指》を単独で行う。
桶屋町、舟を廃し、《唐人》のみとする。

天明5 1785 関鍛冶町《布袋唐子》を布袋車を止め、《唐子》へ変更。
寛政7 1795 上御園町《勅使》から《刀指》へ戻す。
寛政8 1796 両替町《高野聖》を《武者》へ変更。
寛政9 1797 吉田町《住吉詣》を《刀指》へと変更。
享和2 1802 大津町《六歌仙》を《鹿狩（鉄砲持）》へ変更。
文化8 1811 益屋町《高野聖（小聖)》を《大峯入》へ変更。
文政4 1821 「名古屋東照宮祭礼図巻」製作を森高雅に下命。
文政5 1822 「名古屋東照宮祭礼図巻」完成。

元治元 1864
駿河町、伝馬町と分離し、《曽我兄弟狩場》を出す。
両替町《武者》を《犬追物》へ変更。

明治初年 明治維新で祭礼一時中断。
明治9 1876 10月5日　旧明倫堂の地へ東照宮遷座。
明治14 1881 神事再興、山車および警固の再設。
大正元 1912 祭礼6月1日となる。
昭和20 1945 戦災により、九輌の山車が焼失。

凡例：【　】は山車、　《　》は警固を示す。
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行
列
の
内
訳
を
推
定
す
る
根
拠
と
し
た
の
は
、『
御
祭
礼
旧
記
』
を
は
じ
め
『
東
照

宮
御
神
事
記
』・『
御
祭
礼
全
書
』・
高
力
猿
猴
庵
『
尾
張
年
中
行
事
絵
抄
』
と
い
っ
た

諸
記
録
や
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
巻
」
等
の
絵
画
類
で
あ
る
。
以
下
、
諸
記
録
や
諸

作
例
を
左
記
に
挙
げ
、
本
図
と
記
録
を
比
較
し
つ
つ
、
本
図
の
祭
礼
行
列
の
構
成
要
素

を
見
て
い
き
た
い
。
な
お
、
描
写
内
容
に
つ
い
て
は
、
警
固
の
内
容
の
み
な
ら
ず
、
衣

装
や
作
り
物
・
持
ち
物
等
、
既
知
の
作
例
と
は
差
異
が
あ
る
た
め
、
な
る
べ
く
詳
述
す

る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、
名
称
は
な
る
べ
く
年
代
的
に
近
い
諸
記
録
に
倣
っ
た
。

Ⓐ『
御
祭
礼
旧
記
』

　
　

福
原
敏
男
氏
架
蔵
本
。「
安
永
七
年（
一
七
七
八
）戊
戌
五
月
十
二
日
写
之 

青
山
善

右
衛
門
」
と
あ
る
が
、内
容
と
し
て
は
天
明
五
年（
一
七
八
五
）ま
で
の
記
載
が
あ
る
。

慶
安
三
年
、
延
享
二
年（
一
七
四
五
）の
行
列
記
、
祭
礼
の
編
年
を
記
す
。
以
下
、『
旧

記
』
と
略
称
す
る
。

Ⓑ『
東
照
宮
御
神
事
記
』

　
　

中
村
家
旧
蔵
。
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
。
慶
応
元
年（
一
八
六
五
）頃
成
立
。
慶
安

三
年（
一
六
五
〇
）、
享
保
十
八
年（
一
七
三
三
）、
慶
応
元
年
の
行
列
記
を
載
せ
る
。
以

下
、『
神
事
記
』
と
略
称
す
る
。

Ⓒ『
御
祭
礼
全
書
』

　
　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
。
名
古
屋
の
記
録
魔
の
一
人
小
寺
玉
晁
の
蔵
書
本
。
明
治

十
五
年（
一
八
八
二
）頃
成
立
。
慶
安
三
年
の
行
列
記
の
ほ
か
、祭
礼
状
況
を
三
段
に
分

け
、
詳
述
す
る
。
す
な
わ
ち
上
段
に
享
保
十
八
年
か
ら
元
文
三
年（
一
七
三
八
）ま
で
、

中
段
に
元
文
四
年
に
行
列
を
半
減
さ
れ
て
か
ら
以
降
の
行
列
の
状
況
を
順
に
従
っ
て

列
記
し
、
下
段
に
は
上
中
二
段
の
行
列
に
該
当
す
る
各
役
や
町
内
の
練
物
な
ど
の
来

歴
を
記
す
。
以
下
、『
全
書
』
と
略
称
す
る
。

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）
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挿図1　本図　右隻

上段　㊼御旗 ㊽東照宮神輿 ㊾太刀持 ㊿小結 �大童子・小童子 �別当尊寿院 �僧騎馬 �御先手足軽 �太刀持
�御幣 �御旗 �日光神輿 �御先手足軽頭（馬上） �町方同心・五十人目付

中段　⑭茶屋家 母衣武者 ⑮伏見町 中巻 ⑯大和町 唐人 ⑰惣町代 ⑱小桜町 雑色 ⑲福井町・冨田町 小母衣
⑳上御園町・中御園町 刀差子供 ㉑伊勢町 参宮 ㉒呉服町 普化僧

下段　⑧町方足軽 ⑨上畠町 雷神車⑩長者町 道成寺車 ⑪桑名町 湯立神子車 ⑫本町 猩々車 ⑬下七間町 橋弁慶車

⑳
⑲ ⑱

⑰
⑯ ⑮

⑭

⑬
⑫⑪⑩⑨

⑧

㉒ ㉑















挿図2　本図　左隻

上段　㉝具足着幟指 ㉞上下着 ㉟東照宮神主（馬上） ㊱神馬 ㊲弓持 ㊳長刀持 ㊴鉾持 ㊵矛持 ㊶楽人 ㊷御同朋 ㊸町代
㊹太刀持 ㊺御鷹 ㊻御幣 

中段　㉓諸町 鷹狩 ㉔桶屋町・西鍛冶町 茸狩 ㉕石町 鹿狩 ㉖伝馬町・駿河町 田植 ㉗吉田町・小市場町 川狩
㉘長嶋町・嶋田町 鉢叩 ㉙練屋町 比丘尼 ㉚小牧町 弓持 ㉛上七間町 小鳥落 ㉜和泉町 順礼

下段　①刺股持 ②槍持 ③町方検使役 ④町方足軽 ⑤町奉行（騎馬） ⑥五十人目付 ⑦榊
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新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

三
二

Ⓓ
高
力
猿
猴
庵
著
『
尾
張
年
中
行
事
絵
抄
』

　
　

東
洋
文
庫
蔵
。
名
古
屋
の
記
録
魔
の
一
人
高
力
猿
猴
庵
に
よ
る
著
述
。
日
付
順
で

祭
礼
の
次
第
を
記
す
と
と
も
に
、
山
車
や
警
固
の
来
歴
を
詳
述
す
る
。
以
下
、『
行

事
絵
抄
』
と
略
称
す
る
。

Ⓔ
伊
勢
門
水
著
『
名
古
屋
祭
』

　
　

名
古
屋
で
活
躍
し
た
日
本
画
家
・
伊
勢
門
水（
七
代
目
水
野
宇
右
衛
門
／
一
八
五
九
〜

一
九
三
二
）が
、
本
祭
礼
を
は
じ
め
名
古
屋
周
辺
の
祭
に
つ
い
て
考
察
し
た
著
作
で
あ

る
。
町
単
位
で
祭
礼
状
況
を
詳
述
し
、
慶
応
元
年
と
明
治
二
十
五
年
の
行
列
記
を
載

せ
る
。

Ⓕ
内
藤
正
参
編
著
『
張
州
雑
志
』

　
　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
。
尾
張
藩
士
の
内
藤
正
参（
東
甫
／
一
七
二
八
〜
八
八
）編

著
。
寛
政
元
年（
一
七
八
九
）序
。
百
巻
の
内
巻
二
十
〜
二
十
三
に
本
祭
礼
が
採
り
上

げ
ら
れ
、
行
列
が
描
か
れ
る
。
行
列
の
年
代
は
宝
暦
六
年
〜
十
二
年（
一
七
五
六
〜

六
二
）と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、『
雑
志
』
と
略
称
す
る
。

Ⓖ「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
巻
」
四
巻

　
　

徳
川
美
術
館
蔵
。
作
者
不
明
。
行
列
の
年
代
は
安
永
三
年
〜
天
明
三
年（
一
七
七
四

〜
八
三
）と
考
え
ら
れ
る
が
、
所
々
、
貼
紙
を
附
し
て
警
固
に
つ
い
て
変
更
点
な
ど

の
注
記
が
あ
る
。
以
下
、「
徳
川
別
本
」
と
略
称
す
る
。

Ⓗ
森
高
雅
筆
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
巻
」
九
巻

　
　

徳
川
美
術
館
蔵
。
森
高
雅（
一
七
九
二
〜
一
八
六
四
）が
尾
張
家
十
代
斉
朝
へ
の
献
上

本
と
し
て
製
作
。
九
巻
本
の
う
ち
総
巻
は
、
東
照
宮
か
ら
本
町
御
門
を
抜
け
て
本
町

通
を
御
旅
所
ま
で
進
む
祭
礼
行
列
を
背
景
と
と
も
に
描
く
。
残
る
八
巻
は
行
列
の
み

を
描
く
。
文
政
五
年（
一
八
二
二
）製
作
。
以
下
、「
高
雅
本
」
と
略
称
す
る
。

（
17
）

（
18
）

（
19
）

ま
た
、
推
定
の
根
拠
と
し
て
、
Ⓐ
『
旧
記
』
慶
安
三
年
の
行
列
記
、
Ⓑ
『
神
事
記
』

の
享
保
十
八
年
の
行
列
記
、
Ⓕ
『
雑
志
』
の
行
列
の
墨
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
行
列
の
順
に

従
っ
て
表
に
ま
と
め
、
本
図
の
行
列
と
比
較
で
き
る
よ
う
に
し
た（
表
3
「
名
古
屋
東
照

宮
祭
礼
行
列
記
対
照
表
」）。

① 

刺
股
持
・
②
槍
持
・
③
町
方
検
使
方
・
④
町
方
足
軽

　
　

行
列
は
唐
突
に
始
ま
り
、
先
頭
の
左
隻
下
段
左
端
に
刺
股
持
一
人
、
そ
の
後
に
朱

塗
長
柄
に
黒
鳥
毛
を
つ
け
た
長
柄
槍
持
十
五
人
が
続
い
て
描
か
れ
る
。
諸
記
録
に
よ

れ
ば
、
先
払
い
に
は
「
刺
股
」
の
ほ
か
、「
道
奉
行
」
と
「
突
棒
持
」
が
同
行
す
る

は
ず
な
の
で
、
画
面
の
切
り
詰
め
が
想
定
さ
れ
る
。
刺
股
・
長
柄
槍
と
も
に
青
・

白
の
横
縞
の
羽
織（
小
倉
羽
織
）を
着
用
す
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
松
の
木
陰
に
、
上

下（
裃
）着
二
人
に
黒
の
羽
織
着
十
三
人
が
描
か
れ
る
。『
神
事
記
』
に
「
上
下
ノ
シ

メ　

検
使
方
」「
町
方
足
軽 

黒
羽
織
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
下
着
が
「
町
方
検
使

方
」、
羽
織
着
が
「
町
方
足
軽
」
と
わ
か
る
。

⑤ 

町
奉
行（
馬
上
）

　
　
「
町
ぶ
き
や
う
」
の
貼
札
が
あ
り
、
馬
上
の
上
下
着
二
人
が
描
か
れ
る
。
諸
記
録

に
「
町
奉
行
騎
馬（
馬
上
）」
と
記
さ
れ
る
町
奉
行
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
供
回
り
が

つ
き
、
黒
馬
の
町
奉
行
に
は
、
揃
い
の
紺
の
半は

ん

纏て
ん

に
身
を
包
ん
だ
奴
姿
の
挟
箱
持（
先

箱
）二
人
・
徒
歩
二
人
・
草
履
取
一
人
・
柄
杓
持
一
人
・
槍
持
二
人
の
計
八
人
が
随

行
す
る
。
前
方
に
は
四
菱
文
の
白
の
羽
織
着
五
人
、
黒
の
羽
織
着
一
人
が
徒
歩
で
伴

う
。

　
　

白
馬
の
供
回
り
と
し
て
は
、
同
じ
く
紺
の
半
纏
着
の
挟
箱
持（
先
箱
）二
人
・
歩
行

一
人
・
柄
杓
持
一
人
・
草
履
取
一
人
・
槍
持
一
人
の
計
七
人
で
あ
る
。
こ
れ
に
卍
柄

の
白
の
着
物
に
黒
の
羽
織
着
の
五
人
が
伴
う
。



新
出
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名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
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風
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に
つ
い
て

三
三

⑥ 
五
十
人
目
付

　
　

上
下
着
の
二
人
の
傍
ら
に
「
五
十
人
目
付
」
の
貼
札
が
あ
る
。
後
方
に
薄
茶
に
三

鱗
文
の
羽
織
着
五
人
・
半
纏
着
の
槍
持
二
人
・
草
履
取
二
人
が
伴
う
。

　
　

以
上
、
①
〜
⑥
ま
で
が
武
家
方
の
担
当
と
な
り
、
基
本
的
に
刀
は
二
本
差
で
あ

る
。
し
か
し
、
槍
持
を
除
く
半
纏
着
で
奴
姿
の
従
者
は
、
刀
は
一
本
差
で
あ
る
。

⑦ 

榊

　
　

青
々
と
し
た
葉
に
白
の
幣ぬ

さ

を
数
多
く
つ
け
た
榊
が
白
張
十
一
人
に
よ
っ
て
担
が
れ

る
。
羽
織
着
二
人
・
上
下
着
二
人
が
同
行
す
る
。
こ
の
後
方
に
続
く
右
隻
第
六
扇
の

先
頭
に
描
か
れ
る
白
張
五
人
も
榊
の
一
行
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧ 

町
方
足
軽

　
　

⑦
榊
の
白
張
に
続
い
て
、
上
下
に
身
を
包
ん
だ
十
人
が
描
か
れ
る
。『
神
事
記
』

に
あ
る
「
町
方
足
軽
」
と
考
え
ら
れ
る
。

⑨ 

上
畠
町 

雷
神
車

　
　
「
上
ば
た
町
」
の
貼
札
が
あ
る
。
山
車
は
、
雷
神
が
黒
馬
に
乗
っ
た
「
雷
神
車
」

で
あ
る
。
雷
神
の
周
り
に
六
個
の
太
鼓
が
輪
に
し
て
飾
ら
れ
る
。「
雷
神
車
」
は
囃

子
が
な
く
、
雷
神
が
太
鼓
を
叩
き
、
そ
れ
に
伴
っ
て
、
下
部
の
彩
色
さ
れ
た
雲
形
が

左
右
に
動
く
と
い
う
か
ら
く
り
で
あ
る
。
曳
手
・
梶
取
十
四
人
は
、
肩
に
雲
取
文
、

大
き
く
雷
文
を
表
し
た
揃
い
の
白
の
半
纏
を
着
る
。
そ
の
傍
ら
を
頭
頂
部
に
中
剃
り

の
あ
る
若
衆
髷
の
子
供
が
行
く
が
、
こ
の
う
ち
薄
黄
の
小
袖
着
四
人
は
、『
神
事
記
』

に
見
え
る
「
子
供
警
固
」
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
赤
白
横
縞
の
半
纏
を
着
た
床
几

持
四
人
が
そ
れ
ぞ
れ
交
互
に
な
っ
て
列
を
な
す
。
さ
ら
に
前
方
に
半
纏
着
二
人
、
ま

た
羽
織
着
一
人
が
伴
う
。

　
　

な
お
、
表
2
で
は
煩
雑
を
避
け
る
た
め
割
愛
し
た
が
、
各
山
車
の
先
頭
に
は
、
町

代
と
従
者
の
一
行
が
先
頭
を
行
く
約
束
で
あ
る
。「
雷
神
車
」
の
町
代
は
本
図
で
は

確
認
さ
れ
な
い
も
の
の
、
後
方
の
上
下
着
一
人
は
若
衆
の
列
と
重
な
り
、
一
見
、
雷

神
車
の
一
行
に
見
え
る
。
し
か
し
、続
く
⑩
の
長
者
町
の
町
代
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

長
者
町
で
数
に
入
れ
る
。

⑩ 

長
者
町（
後
、
上
長
者
町
） 

道
成
寺
車

　
　
「
長
ぢ
ゃ
町
」
の
貼
札
が
あ
る
。
長
者
町
の
山
車
は
、
後
年
、
恵
比
寿
・
大
黒
の

「
二
福
神
車
」
で
知
ら
れ
た
が
、
描
か
れ
て
い
る
の
は
大
鐘
に
取
り
巻
く
大
蛇
、
こ

れ
に
手
を
合
わ
せ
て
祈
る
老
人
の
人
形
で
あ
り
、
ま
た
山
車
の
一
段
下
が
っ
た
前

棚
に
、
麾ざ

い

振ふ
り

人
形
が
置
か
れ
る（
図
3
）。『
行
事
絵
抄
』
に
「
む
か
し
は
鐘
巻
道
成

寺
に
し
て
、
屋
台
も
な
く
、
鐘
に
大
蛇
が
ま
と
ひ
あ
り
て
、
首
を
う
ご
か
す
側
か

ら
、
僧
形
あ
り
て
祈
る
人
形
の
み
。
囃
子
も
じ
や
が
ら
を
打
な
ら
し
て
、
其
う
た
笛

の
唱
歌
さ
へ
、
長
者
町
の
か
ね
ま
き
お
が
む
に
ゆ
る
せ
と
、
諸
人
に
き
ら
は
れ
し

が
、
今
は
十
人
好
の
福
の
神
、
ゑ
び
す
、
大
こ
く
の
人
形
、
袋
か
ら
宝
ぶ
ね
が
出
る
、

素
人
ず
き
の
よ
き
観み

も
のと
な
れ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
図
の
描
写
は
享
保
十
七
年

（
一
七
三
二
）に
「
二
福
神
車
」
に
変
更
さ
れ
る
以
前
の
「
道
成
寺
車
」
に
合
致
す
る
。

な
お
、『
全
書
』
に
は
「
最
初
ハ
蛇
ノ
形 

頭
ハ
女
ノ
姿
ノ
由 

貞
松
院
殿
御
嫌
ニ
付

竜
頭
ニ
カ
ワ
ル
」
と
あ
り
、
当
初
、
か
ら
く
り
は
蛇
に
女
の
頭
を
つ
け
て
い
た
が
、

尾
張
家
初
代
義
直
の
側
室
・
貞
松
院（
一
六
〇
八
〜
八
四
）が
嫌
っ
た
た
め
、
女
の
頭

は
龍
頭
へ
と
変
更
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
本
図
は
龍
頭
で
描
か
れ
て
い
る
。

　
　

長
者
町
の
先
頭
は
、
⑨
で
先
述
し
た
上
下
着
の
町
代
一
人
に
、
従
者
で
あ
る
羽
織

着
一
人
・
半
纏
着
の
若
党
一
人
が
行
く
。
曳
手
の
十
二
人
は
雷
雲
も
し
く
は
渦
巻
文

の
揃
い
の
半
纏
で
あ
る
。
こ
れ
に
羽
織
着
の
六
人
が
伴
う
。

⑪ 

桑
名
町 
湯ゆ

取と
り

神み

子こ

車

　
　
「
く
わ
な
町
」
の
貼
札
が
あ
る
。
山
車
に
は
屋
台
を
設
け
、
白
幣
を
持
っ
た
神
職

役
の
人
形
を
据
え
る
。
そ
の
奥
に
は
、
忌
竹
を
立
て
て
注
連
縄
を
張
り
、
そ
の
下
に
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三
四

本
図

Ⓐ『
御

祭
礼

旧
記

』
の

う
ち

慶
安

3年（
1650）

Ⓑ『
東

照
宮

祭
礼

神
事

記
』

の
う

ち
享

保
18年（

1733）
Ⓕ『

張
州

雑
志

』　
1774

～
83年

頃
出

し
物

出
し

物
担

当
町

名
出

し
物

担
当

町
名

出
し

物
担

当
町

名
御

用
人

・
御

右
筆

町
方

足
軽

町
方

道
奉

行
釚

棒
挟

股
持

①
刺

股
持

町
方

足
軽

長
柄

鎗
持

②
槍

持
指

股
・

長
柄

鎗
町

奉
行

足
軽

③
町

方
検

使
方

検
使

方
町

奉
行

下
使

④
町

方
足

軽
町

方
足

軽

⑤
町

奉
行（

馬
上

）
町

奉
行

騎
馬

川
澄

平
左

衛
門

鳥
井

藤
左

衛
門

町
奉

行
馬

上
町

奉
行（

馬
上

）
町

奉
行

馬
上

町
奉

行（
馬

上
）

⑥
五

十
人

目
付

押
者

押
之

者
五

十
人

御
目

付（
馬

上
）

五
十

人
御

目
付

五
十

人
御

目
付（

馬
上

）
町

方
足

軽
町

方
足

軽
宰

領
⑦

榊
御

榊
杉（

松
）原

町
御

賢
木

末
広

町
榊

末
広

町

⑧
町

方
足

軽
上

下
着

鍋
屋

町
（

上
下

着
）

鍋
屋

町
町

方
足

軽
御

獅
子

下
長

者
町

御
獅

子
下

長
者

町
獅

子
下

長
者

町
⑫

本
町

　
猩

々
車

橋
弁

慶
車

下
七

間
町

橋
弁

慶
車

下
七

間
町

橋
弁

慶
車

下
七

間
町

子
共

警
固

伝
馬

町
　

駿
河

町
小

童
練

物
伝

馬
町

駿
河

町
林

和
靖

車
林

和
靖

車

⑨
上

畠
町

　
雷

神
車

雷
車

上
畠

町
子

供
警

固
和

泉
町

雷
神

車
上

畠
町

　
五

条
町

和
泉

町
雷

車
⑩

長
者

町
　

道
成

寺
車

道
成

寺
車

長
者

町
二

福
神

車
上

長
者

町
二

福
神

車
上

長
者

町
⑪

桑
名

町
　

湯
取

神
子

車
湯

立
神

子
車

桑
名

町
湯

立
神

子
車

桑
名

町
竹

生
嶋

車
宮

町
唐

子
遊

車
宮

町
小

鍛
冶

車
京

町
小

鍛
冶

車
京

町
獅

子
車

中
市

場
町

石
橋

車
中

市
場

町
⑬

下
七

間
町

　
橋

弁
慶

車
猩

々
車

本
町

猩
々

車
本

町

⑭
茶

屋
家

　
母

衣
武

者
母

衣
長

か
た

な
茶

屋
新

四
郎

鉄
棒

引
・

羽
織

着

茶
屋

鉄
棒

引

茶
屋

町
茶

屋
家

守
羽

織
着

母
衣

茶
屋

家
来

母
衣

白
母

衣
茶

屋
手

代
大

母
衣

表
3　

名
古

屋
東

照
宮

祭
礼

行
列

記
対

照
表
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三
五

⑰
惣

町
代

町
惣

年
寄

花
井

七
左

衛
門

惣
町

人
花

井
勘

左
衛

門
名

古
屋

惣
町

代
花

井
八

郎
左

衛
門

⑱
小

桜
町

　
雑

色
雑

職
警

固
長

者
町

四
丁

目
雑

色
小

桜
町

業
平

練
物

小
桜

町
⑲

福
井

町
・

冨
田

町
　

小
母

衣
小

縨
冨

田
町

小
母

衣
練

物
福

井
町

　
冨

田
町

武
者

大
将

・
武

者
・

負
持

・
刀

指
長

嶋
町

大
江

山
武

者
練

物
長

嶋
町

⑳
上

御
園

町
・

中
御

園
町

　
刀

差
子

供
刀

指
騎

馬
上

御
園

町
　

中
御

園
町

刀
指

子
供

上
御

園
町

下
御

園
町

刀
指

練
物

上
御

園
町

中
御

園
町

⑮
伏

見
町

　
中

巻
中

巻
伏

見
町

二
切

中
巻

伏
見

町
　

淀
町

中
巻

持
練

物
伏

見
町

　
淀

町
⑯

大
和

町
　

唐
人

唐
人

大
和

町
　

茶
屋

町
唐

人
・

大
将

大
和

町
唐

人
練

物
大

和
町

長
刀

塗
師

又
五

郎
後

藤
鍵

屋
唐

人
・

大
将

茶
屋

町
唐

人
練

物
茶

屋
町

㉑
伊

勢
町

　
参

宮
参

宮
伊

勢
町

参
宮

伊
勢

町
伊

勢
参

練
物

伊
勢

町

㉒
呉

服
町

　
普

化
僧

普
化

僧
呉

服
町

　
竹

屋
町

普
化

僧
・

大
普

化
僧

呉
服

町
普

化
僧

練
物

呉
服

町
普

化
僧

・
大

普
化

僧
常

盤
町

普
化

僧
練

物
常

盤
町

㉓
諸

町
　

鷹
匠

鷹
匠

諸
町

鷹
匠

・
鷺

釣
諸

町
鷹

狩
練

物
諸

町

㉔
桶

屋
町

・
西

鍛
冶

町
　

茸
狩

さ
ゝ

ら
桑

名
町

　
桶

屋
町

西
鍛

冶
町

茸
狩

桶
屋

町
西

鍛
冶

町
茸

狩
練

物
桶

屋
町

茸
狩

練
物

西
鍛

冶
町

弓
持

警
固

小
牧

町
矢

籠
持

小
牧

町

㉕
石

町
　

鹿
狩

鹿
狩

石
町

狩
場

勢
子

・
鉄

炮
持

・
狩

場
勢

子
石

町
鉄

炮
持

狩
場

勢
子

練
物

石
町

㉖
伝

馬
町

・
駿

河
町

　
田

植
田

植
伝

馬
町

　
宮

町
駿

河
町

川
狩

吉
田

町
川

狩
練

物
吉

田
町

㉗
吉

田
町

・
小

市
場

町
　

川
狩

川
狩

下
小

牧
町

　
小

市
場

町
川

狩
小

市
場

町
川

狩
練

物
小

市
場

町
㉘

長
嶋

町
・

嶋
田

町
　

鉢
叩

鉢
叩

長
嶋

町
　

下
町

鉢
叩

・
空

也
上

人
嶋

田
町

鉢
叩

練
物

嶋
田

町
㉙

練
屋

町
　

比
丘

尼
比

丘
尼

練
屋

町
比

丘
尼

・
小

比
丘

尼
練

屋
町

熊
野

比
丘

尼
練

物
練

屋
町

㉚
小

牧
町

　
弓

持
茶（

草
）刈

山
口

小
牧

町
㉛

上
七

間
町

　
小

鳥
落

小
鳥

お
と

し（
威

）
上

七
間

町
寿

老
人

・
唐

人
・

鹿
上

七
間

町
寿

老
人

練
物

上
七

間
町

㉜
和

泉
町

　
順

礼
順

礼
上

畠
町

　
五

条
町

　
和

泉
町

順
礼

上
畠

町
順

礼
練

物
和

泉
町

　
上

畠
町

　
五

条
町

　
順

礼
五

条
町

山
伏

関
鍛

冶
町

山
伏

頭
・

山
伏

関
鍛

冶
町

山
伏

練
物

関
鍛

冶
町

鵜
飼

益
屋

町
小

聖
益

屋
町

高
野

ひ
し

り
練

物
益

屋
町

潮
汲

大
津

町
　

瀬
戸

物
町

汐
汲

大
津

町
潮

汲
練

物
大

津
町

鯛
釣

上
本

町
二

丁
目

三
丁

目
　

四
丁

目
汐

汲
瀬

戸
物

町
汐

汲
練

物
瀬

戸
物

町

祢
宜

中
市

場
町

祢
宜

京
町

聖
両

替
町

大
聖

両
替

町
高

野
聖

練
物

両
替

町
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三
六

㉝
具

足
着

幟
指

具
足

着
幟

指
塩

町
ほ

か
10町

幟
差

具
足

着
下

御
園

町
ほ

か
12町

旗
差

練
物

玉
屋

町
ほ

か
11町

㉞
上

下
着

神
主

上
下

着
上

下
着

永
安

寺
町

素
袍

着

㉟
東

照
宮

神
主（

馬
上

）
上

下
着

　
永

安
寺

町
弓

持
神

主
　

吉
見

某
　

中
間

　
　

小
田

原
町

　
車

町
神

主
　

馬
上

　
吉

見
氏

㊱
神

馬
御

神
馬

御
神

馬
神

馬
　

㊲
弓

持
御

弓
小

塚
町

御
弓

　
小

塚
町

御
弓

持
小

塚
町

㊳
長

刀
持

御
長

刀
袋

町
御

薙
刀

袋
町

御
長

刀
持

袋
町

㊴
鉾

持
御

矛
松

原
町

御
鉾

松（
万

）屋
町

御
鉾

持
万

町

㊵
矛

持
御

矛
小

田
原

町
・

車
ノ

町
御

鉾
持

新
町

ほ
か

5町
町

方
足

軽
御

旗
　

白
虎

・
青

龍
御

鷹
住

吉
町

　
大

久
保

見
町

御
旗

　
玄

武
・

朱
雀

御
同

朋
御

旗
　

白
陳

・
騰

蛇
検

断
方

㊶
楽

人
楽

人
楽

人
楽

人
大

鞁
・

鉦
鼓

新
町

　
九

十
軒

町
楽

器
釣

鉄
炮

塚
町

ほ
か

5町
㊷

御
同

朋
御

同
朋

町
方

足
軽

御
同

朋
㊸

町
代

御
太

刀
上

本
町

　
勘

右
衛

門
町

代
鍋

屋
町

ほ
か

28町
町

々
町

代
鍋

屋
町

ほ
か

28町
㊹

太
刀

持
町

方
同

心
御

太
刀

　
国

行
花

井
勘

右
衛

門
素

袍
着

小
船

町
ほ

か
4町

㊺
御

鷹
御

鷹
御

中
間

町
　

大
久

保
見

町
町

方
与

力
御

太
刀

　
国

行
花

井
勘

左
衛

門
㊻

御
幣

御
幣

素
袍

着
中

須
賀

町
　

葭
町

鷹
居

大
久

保
見

町
　

住
吉

町
㊼

御
旗（

白
虎

・
青

龍
）

町
方

手
代

御
旗

　
白

虎
・

青
竜

樽
屋

町
御

旗
　

青
龍

　
白

虎
江

川
町

　
樽

屋
町

㊽
東

照
宮

神
輿

東
照

宮
御

神
輿

御
幣

社
人

御
幣

東
照

宮
神

輿
　

本
重

町
ほ

か
3町

東
照

宮
神

輿
久

屋
町

ほ
か

4町

㊾
太

刀
持

御
太

刀
上

七
間

町
　

新
十

郎
町

代
伊

倉
町

ほ
か

5町
町

々
町

代
伊

倉
町

ほ
か

11町
御

太
刀

　
宗

近
倉

田
新

十
郎

素
袍

着
小

船
町

　
大

船
町

素
袍

着
大

船
町

　
小

船
町

御
太

刀
　

宗
近

倉
田

新
九

郎

御
幣

御
旗

　
玄

武
・

朱
雀

江
川

町
御

旗
　

朱
雀

・
玄

武
江

川
町

　
樽

屋
町

御
幣

社
人

御
幣

山
王

御
神

輿
山

王
神

輿
上

田
町

　
本

重
町

山
王

神
輿

上
田

町
ほ

か
4町

�
太

刀
持

御
太

刀
大

和
町

　
佐

次
右

衛
門

町
代

九
十

軒
町

ほ
か

9町
町

々
町

代
九

十
軒

町
ほ

か
9町

御
太

刀
　

正
恒

岡
田

佐
次

右
衛

門
素

袍
着

小
船

町
　

大
船

町
素

袍
着

小
船

町
　

船
入

町
御

太
刀

　
正

恒
岡

田
左

次
右

衛
門

�
御

幣
御

幣
御

旗
　

勾
陳

・
騰

蛇
樽

屋
町

　
江

川
町

御
旗

　
勾

陳
・

騰
蛇

江
川

町
　

樽
屋

町
�

御
旗（

勾
陳

・
騰

蛇
）

御
幣

社
人

御
幣

�
日

光
神

輿
日

光
御

神
輿

日
光

神
輿

本
重

町
ほ

か
4町

日
光

神
輿

本
重

町
ほ

か
4町

御
祭

礼
領

　
庄

屋



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

三
七

㊿
小

結
大

童
子

鍋
屋

町
　

名
古

屋
町

大
童

子
鍋

屋
町

　
上

田
町

大
童

子
鍋

屋
町

　
上

田
町

小
童

子
鍋

屋
町

　
久

屋
町

小
童

子
鍋

屋
町

　
久

屋
町

小
童

子
鍋

屋
町

　
久

屋
町

�
大

童
子

・
小

童
子

小
結

桑
名

町
ほ

か
9町

小
結

桑
名

町
ほ

か
9町

素
袍

着
新

町
ほ

か
4町

�
別

当
尊

寿
院

社
僧

　
長

柄
輿

乗
上

下
着

永
安

寺
小

結
大

津
町

ほ
か

9町
上

下
着

永
安

寺
町

　
永

田
町

尊
寿

院
先

供
永

安
寺

町
素

襖
新

町
七

切
　

　
新

通
町

大
僧

正
　

乗
輿（

輦
）

別
当

　
尊

寿
院

新
町

ほ
か

7町

�
僧

騎
馬

増（
僧

）騎
馬

末
寺

　
馬

上
五

十
人

御
目

付
尊

寿
院

末
寺

　
僧

騎
馬

�
御

先
手

足
軽

押
足

軽
頭

騎
馬

朝
柴

与
五

左
衛

門
長

屋
六

左
衛

門
御

先
手

足
軽

御
先

手
御

足
軽

�
御

先
手

足
軽

頭（
馬

上
）

騎
馬

　
御

先
手

足
軽

頭
御

先
手

御
足

軽
頭

�
町

方
同

心
・

五
十

人
目

付
町

方
同

心

御
側

足
軽

頭

町
奉

行
同

心

吟
味

方
　

馬
上

五
十

人
目

付
・

町
方

同
心

町
方

足
軽

押
之

者
馬

上
　

御
年

寄
衆

押馬
上

　
五

十
人

御
目

付
格

五
十

人
御

目
付

凡
例

・
行

列
の

出
し

物
は

、
主

要
な

記
事

の
み

に
と

ど
め

、
供

奉
や

人
数

は
省

略
し

た
。

・
本

図
の

出
し

物
に

付
し

た
番

号
は

、
本

文
中

の
番

号
に

一
致

し
、

屏
風

の
復

元
案

の
順

に
列

記
し

た
。

・
各

行
列

記
に

お
い

て
時

代
の

変
遷

に
よ

り
当

初
よ

り
存

在
し

な
か

っ
た

出
し

物
に

つ
い

て
は

、
枠

内
に

斜
線

を
付

し
た

。
・

本
図

に
お

い
て

、
屏

風
の

改
装

に
よ

り
欠

落
し

て
い

る
と

み
ら

れ
る

出
し

物
に

つ
い

て
は

、
枠

内
を

灰
色

で
示

し
た

。
・（

　
）は

、
適

宜
筆

者
が

補
っ

た
。

湯
立
釜
を
置
い
て
両
手
で
笹
葉
を
持
っ
た
神
子
役
の
人
形
、
さ
ら
に
前
棚
に
鼓
・
太

鼓
・
笛
の
囃
子
の
人
形
を
置
く
。「
湯
取
神
子
車
」
は
「
雪
と
ち
ら
し
て
、
殊い

と

い
さ

ぎ
よ
き
か
ら
く
り
な
り
」（『
行
事
絵
抄
』）と
あ
る
よ
う
に
、
湯ゆ

立た
て

を
行
う
神
子
が
両
手

に
持
っ
た
笹
葉
で
釜
の
中
を
か
き
ま
わ
す
と
、
湯
気
の
象
徴
と
し
て
「
湯
の
花
」
と

呼
ば
れ
る
白
紙
の
細
片
が
釜
か
ら
吹
き
上
が
る
か
ら
く
り
で
知
ら
れ
る
。

　
　

町
代
と
み
ら
れ
る
上
下
着
二
人
と
半
纏
着
の
床
几
持
二
人
に
続
き
、
梅
鉢
文
の
半

纏
着
の
曳
手
・
梶
取
十
三
人
に
、
羽
織
着
三
人
が
伴
う
。

⑫ 

本
町 

猩
々
車

　
　
「
本
町
」
の
貼
札
が
あ
る
。
屋
台
の
あ
る
山
車
で
、
最
上
段
に
大
瓶
と
猩
々
二
体
、

前
棚
に
麾
振
人
形
が
置
か
れ
る
こ
と
か
ら
「
猩
々
車
」
と
わ
か
る
。
女
猩
々
が
柄
杓

で
瓶
の
酒
を
汲
み
盃
に
移
し
て
酒
を
飲
み
、
男
猩
々
が
瓶
に
両
手
を
か
け
て
頭
を
入

れ
、
逆
立
ち
と
な
っ
て
酒
を
飲
む
と
い
う
か
ら
く
り
で
あ
る
。

　
　

町
代
と
み
ら
れ
る
上
下
着
一
人
・
羽
織
着
七
人
・
半
纏
着
一
人
が
伴
う
。
曳
手

十
四
人
は
石
畳
模
様
に
茶
色
の
子
持
筋
を
肩
に
表
し
た
揃
い
の
半
纏
、
梶
取
一
人
は



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

三
八

茶
の
格
子
半
纏
で
あ
る
。

⑬ 
下
七
間
町　

橋
弁
慶
車

　
　

山
車
の
下
半
分
は
金
雲
に
隠
さ
れ
て
い
る
が
、
屋
台
の
な
い
上
部
に
、
橋
の
欄
干

に
軽
々
と
乗
る
義
経
と
、
こ
れ
に
対
峙
す
る
七
つ
道
具
を
背
負
い
大
長
刀
を
持
つ
鎧

姿
の
武
蔵
坊
弁
慶
の
人
形
か
ら
、
下
七
間
町
の
「
橋
弁
慶
車
」
と
判
明
す
る
。
山
車

の
前
棚
に
は
麾
振
人
形
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
　

上
下
着
四
人
に
続
い
て
、
若
衆
髷
で
半
纏
着
の
床
几
持
一
人
・
羽
織
着
二
人
・
半

纏
着
三
人（
う
ち
二
人
は
大
鳥
毛
持
）が
列
を
な
す
。
梶
取
三
人
は
白
に
軍
配
の
模
様
を

表
し
た
半
纏
を
着
用
す
る
。
金
雲
を
挟
ん
で
橋
弁
慶
車
の
傍
ら
に
羽
織
着
二
人
が
描

か
れ
る
。

⑭ 

茶
屋
家　

母
衣
武
者

　
　

二
本
の
幣
と
「
茶
屋
」
と
記
し
た
額
に
大
き
な
母
衣
を
背
負
っ
た
武
者
一
人
が
歩

む
。
そ
の
前
方
に
は
、
上
下
着
一
人
に
羽
織
着
二
人
、
槍
持
・
草
履
取
の
半
纏
着
二

人
が
、ま
た
後
方
に
は
上
下
着
二
人
が
描
か
れ
る
。
大
母
衣
と
「
茶
屋
」
の
額
か
ら
、

茶
屋
家
か
ら
出
さ
れ
る
「
母
衣
武
者
」
と
わ
か
る
。

　
　

茶
屋
家
は
徳
川
家
康
に
仕
え
た
茶
屋
四
郎
次
郎
の
三
男
新
四
郎
長
吉
が
立
て
た
分

家
で
、
名
古
屋
を
代
表
す
る
豪
商
で
あ
っ
た
。
こ
の
母
衣
武
者
以
下
が
各
町
か
ら
出

さ
れ
る
警
固
と
な
る
が
、
茶
屋
家
の
み
町
単
位
で
な
く
、
一
家
か
ら
警
固
を
出
す
。

『
神
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
先
頭
の
上
下
着
の
人
物
は
茶
屋
家
守
に
当
た
る
。
ま
た
諸

記
録
に
は
母
衣
は
大
小
二
つ
と
記
さ
れ
る
が
、
本
図
に
は
一
つ
し
か
描
か
れ
て
い
な

い
。

⑮ 

伏
見
町　

中
巻

　
　
「
ふ
し
み
町
」
の
貼
札
が
あ
る
。
髭
を
た
く
わ
え
、
揃
い
の
帽
子
に
子
持
筋
の
あ

る
黒
の
半
纏
に
、
肩
に
長
大
な
刀
を
差
し
か
け
た
十
人
が
二
列
で
歩
む
。
肩
に
当
た

る
刀
の
根
元
の
部
分
に
は
、
黒
と
金
の
帯
が
螺
旋
状
に
巻
か
れ
て
い
る
。
伏
見
町
の

警
固
は
「
中
巻
」
で
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
刀
の
一
種
で
あ
る
中
巻
を
表
し
た

と
み
ら
れ
る
。

　
　

中
巻
の
警
固
に
並
ん
で
上
下
着
一
人
・
羽
織
着
一
人
・
半
纏
着
の
草
履
取
一
人
の

三
人
組
、
後
方
に
羽
織
着
一
人
が
描
か
れ
る
。
前
者
の
三
人
組
の
う
ち
上
下
着
の
人

物
は
、
他
の
絵
画
史
料
か
ら
「
町
代
」
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
諸
記
録
に
よ
る
と
、
町

代
に
随
行
す
る
草
履
取
や
挟
箱
持
は
「
若
党
」
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
半
纏
着

は
若
党
と
み
な
さ
れ
る
。
⑨
雷
神
車
と
同
様
、
以
下
の
行
列
で
は
各
町
か
ら
出
さ
れ

る
警
固
が
隙
間
な
く
続
き
、
前
後
の
警
固
が
重
な
っ
て
描
か
れ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ

の
集
団
の
見
分
け
が
つ
き
に
く
い
が
、
上
下
着
以
下
の
三
人
組
は
ほ
と
ん
ど
の
警
固

に
付
随
す
る
。
必
ず
上
下
着
の
町
代
が
先
頭
を
行
く
約
束
な
の
で
、
こ
れ
を
目
安
に

集
団
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
る（
以
下
、
こ
の
組
合
せ
を
「
町
代
以
下
三
人
組
」
と
略
称
す
る
）。

　
　

ま
た
、
こ
の
前
方
に
刀
を
二
本
差
に
し
、
左
手
を
上
に
斜
め
に
両
手
を
広
げ
た

ポ
ー
ズ
を
と
る
若
衆
髷
の
四
人
が
行
く
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
よ
う

に
⑳
上
御
園
町
・
中
御
園
町
の
「
刀
差
子
供
」
と
み
ら
れ
る
。

⑯ 

大
和
町　

唐
人

　
　

先
頭
に
傘
を
差
し
か
け
ら
れ
た
拱
手
の
人
物
が
歩
む
。
こ
の
ほ
か
傘
持
・
太
鼓
持

の
二
人
が
描
か
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
異
国
情
緒
あ
ふ
れ
る
唐
人
風
の
服
を
着
て
お

り
、「
唐
人
」
の
警
固
と
知
ら
れ
る
。
町
代
以
下
三
人
組
が
同
行
す
る
。

⑰ 
惣
町
代

　
　

上
下
着
一
人
を
先
頭
に
、
羽
織
着
二
人
・
長
刀
持（
半
纏
着
）一
人
・
草
履
取（
半
纏

着
）一
人
・
挟
箱
持
一
人
の
供
回
り
が
つ
く
た
め
、「
惣
町
代
」
と
考
え
ら
れ
る
。

⑱ 

小
桜
町　

雑ざ
つ

色し
き

　
　

侍
烏
帽
子
に
揃
い
の
衣
装
を
着
、
細
棒
を
手
に
持
つ
十
三
人
が
二
列
と
な
る
。
先



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

三
九

頭
の
二
人
の
み
、
そ
れ
ぞ
れ
幣
と
扇
を
持
つ
。
衣
装
は
、
肩
裾
に
黒
で
大
き
く
四
菱

を
あ
し
ら
っ
た
大
柄
で
、
直
垂
か
素
襖
か
判
断
が
難
し
い
が
、
腰
紐
が
白
で
あ
る
た

め
直
垂
と
み
ら
れ
る
。『
神
事
記
』
に
「
雑
色
三
十
人
出
ス　

初
ニ
享
保
十
八
丑
歳

素
袍
ニ
カ
ハ
ル
」
と
あ
る
の
み
で
、
享
保
十
八
年
以
前
の
衣
装
に
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
た
め
推
測
は
難
し
い
が
、
⑰
惣
町
代
の
直
後
に
続
く
こ
と
か
ら
小
桜
町
の
「
雑

色
」
と
判
断
し
た
。

⑲ 

福
井
町
・
冨
田
町　

小
母
衣

　
　

母
衣
武
者
六
人
が
一
列
に
続
く
。
背
に
は
母
衣
に
加
え
て
、
銘
々
に
松
・
瓢
簞
に

金
切
紙
・
団
扇
・
金
熨
斗
・
波
に
兎
・
糸
巻
・
サ
イ
コ
ロ
と
い
っ
た
飾
り
が
つ
く
。

武
者
一
人
に
つ
き
、
床
几
持
と
お
そ
ら
く
宰
領
と
呼
ば
れ
る
羽
織
着
各
一
人
の
計
六

人
が
付
き
添
う
。

⑳ 

上
御
園
町
・
中
御
園
町　

刀
差
子
供

　
　

若
衆
髷
の
男
子
八
人
が
、
刀
を
二
本
差
に
し
、
左
を
斜
め
上
に
し
て
大
き
く
両
手

を
突
き
出
し
た
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
歩
む
こ
と
か
ら
、
上
御
園
町
・
中
御
園
町
の
「
刀

差
子
供
」と
み
ら
れ
る
。
先
述
し
た
⑮
伏
見
町 

中
巻
の
前
を
行
く
四
人
も
同
じ
ポ
ー

ズ
を
と
る
こ
と
か
ら
刀
差
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
独
特
の
ポ
ー
ズ
は
、
歌
舞
伎
の
所

作
で
あ
る
六
方
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
左
右
の
手
足
を
交
互
で
な
く
、
右
手
右

足
、
左
手
左
足
を
同
時
に
振
り
出
す
ナ
ン
バ
歩
き
の
所
作
で
あ
る
。
仮
装
の
衣
装
は

統
一
さ
れ
ず
、
個
々
で
柄
の
異
な
る
色
鮮
や
か
な
半
纏
と
股
引
が
目
を
引
く
。
上
下

着
の
町
代
以
下
三
人
組
が
同
行
す
る
。

㉑ 

伊
勢
町　

参
宮

　
　

貼
札
が
な
い
も
の
の
、
呉
服
町
の
直
前
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
伊
勢
町
の
警
固

と
判
断
し
た
。
伊
勢
町
の
警
固
は
、
諸
書
で
は
「
参
宮
」
も
し
く
は
「
参
宮
子
供
」

と
記
さ
れ
る
。
菅
笠
を
か
ぶ
り
、
華
や
か
な
小
袖
を
着
流
し
た
伊
勢
参
り
の
旅
装

で
、
棹
先
に
小
さ
な
荷
と
牡
丹
や
菊
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
花
を
つ
け
て
担
ぐ
子
供
四
人

を
描
く
。
町
代
以
下
三
人
組
は
見
ら
れ
な
い
が
、
床
几
持
一
人
と
宰
領
役
と
み
ら
れ

る
羽
織
着
一
人
が
伴
う
。

㉒ 

呉
服
町　

普
化
僧

　
　
「
ご
ふ
く
町
」
の
貼
札
あ
り
。
呉
服
町
の
警
固
は
慶
安
三
年
か
ら
「
普
化
僧（
薦
僧

と
も
）」
と
知
ら
れ
る
。
白
の
小
袖
に
墨
染
の
衣
を
重
ね
、
深
編
笠
を
か
ぶ
っ
て
尺

八
を
吹
く
成
人
の
普
化
僧（
大
普
化
僧
）二
人
が
先
頭
を
行
き
、
そ
の
後
に
尺
八
を
吹

く
子
供
の
普
化
僧
と
床
几
持
五
人
が
続
く
。
子
供
の
普
化
僧
は
、
僧
形
と
は
い
え
、

思
い
思
い
に
華
美
を
凝
ら
し
た
小
袖
と
袈
裟
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
傍
ら
に
町
代
以

下
三
人
組
の
ほ
か
、
羽
織
着
四
人
が
同
行
す
る
。

㉓ 

諸
町　

鷹
匠

　
　
「
も
ろ
町
」
の
貼
札
あ
り
。
諸
町
の
警
固
は
、
呉
服
町
同
様
、
慶
安
三
年
よ
り

「
鷹
匠
」
と
知
ら
れ
る
。
本
図
に
は
、
若
衆
髷
の
鷹
匠
役
六
人
が
左
手
に
鷹
を
止
ま

ら
せ
、
右
手
に
先
が
二
股
に
な
っ
た
細
棒
を
持
ち
二
列
と
な
り
、
後
方
に
犬
曳
き
一

人
が
描
か
れ
る
。
鷹
匠
役
の
間
に
床
几
持
五
人
が
配
さ
れ
、
前
方
に
上
下
着
の
町
代

一
人
に
羽
織
着
二
人
・
半
纏
着
一
人
が
伴
う
。

㉔ 

桶
屋
町
・
西
鍛
冶
町　

茸た
け

狩が
り

　
　

前
後
に
大
き
な
茸
と
季
節
の
花
々
を
振
り
分
け
に
し
て
担
い
だ
六
人（
先
頭
の
二
人

は
若
衆
髷
、
そ
れ
以
外
は
笠
を
つ
け
る
）が
二
列
と
な
り
、
そ
の
間
に
床
几
持
五
人
が
配

さ
れ
る
。
先
頭
に
は
上
下
着
の
町
方
以
下
三
人
組
が
同
行
す
る
。
慶
安
三
年
に
は
両

町
と
も
警
固
は
「
さ
さ
ら
摺
」
で
あ
っ
た
が
、
本
図
の
描
写
内
容
は
『
行
事
絵
抄
』

の
「
万
治
元
年
よ
り
、
茸
狩
と
て
、
籠
に
ま
つ
だ
け
の
作
り
物
を
入
れ
、
棒
に
て
荷

な
ふ
。
後う

し
ろに
は
、
造
り
花
を
か
ざ
る
。
こ
れ
を
花
荷
な
ひ
と
い
ふ
」
の
記
事
に
該
当

し
、「
茸
狩
」
と
判
断
で
き
る
。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
〇

　
　

町
代
以
下
三
人
組
・
魚
を
振
分
で
担
ぐ
者
一
人
・
網
に
魚
二
匹
を
持
つ
者
一
人
・

四
手
網
を
持
つ
者
一
人
・
大
き
な
緋
鯉
を
刺
し
た
銛
を
持
つ
者
一
人
・
床
机
持
三

人
・
竹
竿
に
魚
を
釣
る
者
二
人
が
描
か
れ
る
。『
行
事
絵
抄
』
の
吉
田
町
の
項
の
「
む

か
し
は
川
狩
と
て
、
魚
を
取
る
う
げ
と
い
ふ
も
の
と
、
造
り
花
と
を
荷
な
ひ
、
後
よ

り
魚
荷
な
ひ
一
人
、
鯉
、
鱸す

す
きな
ど
の
作
り
も
の
を
持
行
し
」
に
、
ま
た
小
市
場
町
の

「
各
々
釣
竿
を
か
づ
き
、
へ
ん
て
つ
を
下
し
」
に
該
当
す
る
。
吉
田
町
は
慶
安
三
年

の
行
列
記
に
は
登
場
せ
ず
、
開
始
年
は
分
か
ら
な
い
が
、『
神
事
記
』
享
保
十
八
年

の
行
列
記
に
記
事
が
あ
り
、
安
永
三
年（
一
七
七
四
）ま
で
「
川
狩
」
だ
っ
た
と
知
ら

れ
る
。「
う
げ
」
と
は
「
さ
で
網
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
す
く
い
網
」
で
、
前
方
を
行

く
網
持
は
『
雑
志
』
か
ら
吉
田
町
の
印
、
ま
た
大
き
な
緋
鯉
は
『
全
書
』
に
「
印　

魚
指
一
人　

但
し
大
鯉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
小
市
場
町
の
印
と
確
認
で
き
る
。

㉘ 

長
嶋
町
・
嶋
田
町　

鉢
叩

　
　

町
代
以
下
三
人
組
・
赤
色
の
着
物
に
薄
手
の
羽
織
を
身
に
着
け
、
菖
蒲
や
牡
丹
な

ど
の
花
を
細
竹
に
つ
け
て
担
ぐ
若
衆
髷
の
七
人
・
床
机
持
四
人
・
大
き
な
茶
筅
を

象
っ
た
印
を
担
ぐ
者
・
鹿
に
乗
っ
た
僧
人
形
を
後
ろ
か
ら
棒
で
押
す
者
一
人
が
描
か

れ
る
。『
行
事
絵
抄
』
の
長
嶋
町
の
項
に
記
さ
れ
る
「
む
か
し
は
鉢
扣
、
茶
せ
ん
う

り
の
け
い
ご
に
し
て
、
空
也
上
人
鹿
に
乗
り
し
人
形
に
、
車
を
仕
か
け
て
引
た
り
し

由
」、
同
じ
く
嶋
田
町
の
「
初
は
、
長
嶋
町
の
、
空
也
上
人
の
鹿
に
乗
り
し
人
形
を

車
に
て
引
し
に
、
茶
筅
売
の
け
い
ご
添
行
し
、
一
所
の
け
い
ご
な
り
し
」
に
該
当
す

る
。

㉙ 
練
屋
町　

比
丘
尼

　
　

町
代
以
下
三
人
組
・
鶴
の
作
り
物
を
つ
け
た
大
傘
を
差
し
掛
け
ら
れ
る
尼
君
に
、

傘
持
一
人
・
笠
を
か
ぶ
っ
た
桶
持
四
人
・
床
机
持
四
人
が
描
か
れ
る
。『
行
事
絵
抄
』

に
「
も
と
は
小
比
丘
尼
の
笠
の
形
、
盃
の
ご
と
く
に
し
て
、
金
ぱ
く
を
お
き
た
る
頭

㉕ 
石こ
く

町ち
ょ
う
　

鹿
狩

　
　

鉄
砲
を
担
ぐ
勢
子
役
の
若
衆
髷
の
四
人
が
二
列
と
な
り
、
そ
の
間
に
床
几
持
三
人

が
配
さ
れ
る
。
先
方
に
町
代
以
下
三
人
組
、
後
方
に
は
猪
の
作
り
物
を
曳
く
者
一

人
・
弓
持
一
人
・
棒
持
一
人
・
獲
物
の
鹿
や
鷺
を
竹
棒
に
つ
け
て
釣
る
者
五
人
が
同

行
す
る
。『
行
事
絵
抄
』
の
「
今
も
鹿
狩
な
れ
ど
、
む
か
し
は
さ
ま
〴
〵
の
引
も
の
、

釣
も
の
あ
り
て
、
猪
、
犬
な
ど
の
作
り
物
を
車
に
仕
か
け
、
尻
に
竹
を
さ
し
て
、
後

よ
り
押
行
た
り
」
を
表
す
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
猪
等
の
作
り
物
は
、『
雑
志
』

以
下
、
後
世
の
絵
画
史
料
に
は
見
ら
れ
な
い
。

㉖ 

伝
馬
町
・
駿
河
町　

田
植

　
　

小
さ
な
瓢
簞
を
た
く
さ
ん
吊
る
し
た
大
傘
を
差
し
か
け
ら
れ
た
烏
帽
子
・
狩
衣
着

一
人
が
先
頭
に
立
つ
。
傘
に
続
い
て
赤
の
着
物
に
身
を
包
ん
だ
若
衆
髷
の
五
人
に
、

床
机
持
三
人
を
加
え
て
、
鍬
・
鋤
を
持
つ
者
二
人
、
背
後
に
牛
鋤
を
つ
け
た
黒
牛
を

引
く
三
人
、
そ
し
て
傘
持
一
人
・
町
代
以
下
三
人
組
が
同
行
し
て
一
団
を
な
す（
図

4
）。
農
具
が
描
か
れ
、
慶
安
三
年
の
行
列
記
に
伝
馬
町
・
宮
町
・
駿
河
町
の
警
固

は
「
田
植
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
田
植
」
と
わ
か
る
。
た
だ
し
、『
行
事
絵
抄
』

に
は
「
宮
町
、
唐
子
遊
之
車　

最
初
は
田
植
の
け
い
ご
な
り
し
が
、
寛
文
元
年
よ
り
、

石
引
の
車（
平
岩
主
計
頭
殿
を
作
る
と
御
祭
礼
全
書
に
あ
れ
ど
、
是
は
加
藤
清
正
の
故
事
也
）」

と
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
本
図
の
製
作
期
は
少
な
く
と
も
寛
文
期（
一
六
六
一
〜

七
二
）以
降
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
宮
町
は
省
き
、
伝
馬
町
・
駿
河
町
の
警
固
と
し

た
。

　
　

警
固
の
う
ち
、
若
衆
髷
で
赤
の
小
袖
を
着
た
五
人
は
、
一
見
田
植
に
そ
ぐ
わ
な
い

が
、『
名
古
屋
祭
』
に
は
、「
男
子
を
女
装
せ
し
め
、
笄
髷
に
結
び
い
ろ
〳
〵
の
農
具

を
持
つ
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
該
当
す
る
。

㉗ 

吉
田
町
・
小
市
場
町　

川
狩



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
一

に
、
造
花
を
さ
し
て
、
一
入
古
風
な
り
し
。
先
に
老
た
る
比
丘
尼
の
、
腰
を
か
ゞ
め

て
行
を
、
お
う
れ
う
と
言
な
ら
わ
せ
り
」
と
あ
る
。
笠
に
造
り
花
は
な
い
も
の
の
、

練
屋
町
の
「
比
丘
尼
」
の
警
固
を
表
す
と
み
ら
れ
る
。

㉚ 

小
牧
町　

弓
持

　
　

町
代
以
下
三
人
組
・
左
手
に
弓
や
矢
筒
、
右
手
に
矢
を
持
っ
た
弓
持
六
人
・
床
机

持
四
人
が
描
か
れ
る
。
慶
安
三
年
の
行
列
記
で
は
小
牧
町
の
警
固
は
「
草
刈
」
で

あ
っ
た
が
、『
行
事
絵
抄
』
に
よ
れ
ば
「
万
治
二
年（
一
六
五
九
）よ
り
、
尻し
こ
も
ち

篭
持
・

半は
ん
き
ゅ
う弓・
荷に
な
い
ゆ
み弓等
の
、
け
い
ご
に
替
る
」
と
あ
り
、
ま
た
『
全
書
』
に
も
「
万
治
二
亥

年
弓
持
ニ
成
」
と
あ
り
、「
弓
持
」
の
警
固
と
わ
か
る
。

㉛ 

上
七
間
町　

小
鳥
落

　
　

町
代
以
下
三
人
組
・
さ
ま
ざ
ま
な
小
鳥
の
入
っ
た
鳥
籠
を
振
分
あ
る
い
は
肩
に
担

ぐ
者
四
人
・
竹
棹
に
吊
る
さ
れ
た
大
鳥
籠
を
担
ぐ
二
人
組
・
黐も

ち
ざ
お竿
と
呼
ば
れ
る
長
い

竿
を
持
っ
た
鳥
刺
し
役
一
人
・
床
机
持
三
人
が
描
か
れ
る
。
慶
安
三
年
の
『
旧
記
』

に
は
「
小
鳥
威
」、『
神
事
記
』
に
は
「
小
鳥
落
」
と
あ
る
。『
行
事
絵
抄
』
に
「
む

か
し
は
小
鳥
落
と
て
、
鳥
を
と
る
て
い
な
り
し
由
」
と
あ
る
よ
う
に
小
鳥
を
捕
獲
す

る
鳥
刺
し
の
仮
装
を
し
た
警
固
で
あ
る
。

㉜ 

和
泉
町 

順
礼

　
　
「
い
づ
み
町
」
の
貼
札
あ
り
。
町
代
以
下
三
人
組
に
、
笠
を
被
り
、
小
袖
に
袖
無

し
の
笈お

い
ず
り摺（

お
い
ず
る
）を
羽
織
り
、
首
に
納
経
の
木
札
を
か
け
、
手
に
草
花
を
持
っ

た
順
礼（
巡
礼
）姿
の
子
供
六
人
と
、
床
机
持
四
人
が
描
か
れ
る
。
和
泉
町
は
、
上
畠

町
と
五
条
町
の
三
町
で
「
順
礼
」
の
警
固
と
「
雷
神
車
」
と
を
隔
年
に
出
し
た
が
、

貼
札
か
ら
和
泉
町
と
判
断
で
き
る
。

　
　

こ
の
後
、
次
の
㉝
「
具
足
着
幟
指
」
と
の
間
に
、
少
な
く
と
も
関
鍛
冶
町
以
下
六

つ
の
警
固
が
存
在
す
る
は
ず
だ
が
、
本
図
で
は
欠
落
も
し
く
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

㉝ 

具
足
着
幟
指

　
　

塗
笠
に
具
足
を
身
に
つ
け
幟
を
指
し
た
武
者
姿
九
人
が
一
列
に
な
っ
て
歩
み
、
町

代
以
下
三
人
組
が
同
行
す
る
。
下
御
園
町
以
下
十
一
町
か
ら
出
さ
れ
る
「
具
足
着
幟

指
」
の
一
行
で
あ
る
。
町
ご
と
に
旗
色
が
変
わ
り
、
そ
の
う
ち
「
天
下
泰
平
」
と
染

め
抜
い
た
旗
は
下
御
園
町
で
あ
る
。『
名
古
屋
祭
』
に
よ
れ
ば
、
笠
と
胴
に
入
山
形

の
印
が
あ
る
具
足
は
、
尾
張
家
か
ら
貸
し
出
さ
れ
た
と
い
う
。
左
端
は
人
物
の
姿
が

後
ろ
半
身
の
み
で
あ
り
、
画
面
が
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
で

町
方
か
ら
出
さ
れ
る
警
固
は
終
わ
り
と
な
る
。

㉞ 

上
下
着
・
㉟ 

東
照
宮
神
主（
馬
上
）

　
　

冠
を
つ
け
、
黒
の
袍
に
身
を
包
ん
だ
東
照
宮
の
神
主
が
葦
毛
の
馬
に
乗
る
。
先
導

と
し
て
羽
織
着
六
人
・
上
下
着
十
一
人
・
半
纏
着
二
人
・
馬
の
曳
手
一
人
、
ま
た
後

方
に
は
白
張
姿
の
傘
持
・
太
刀
持
各
一
人
・
半
纏
着
奴
姿
の
槍
持
二
人
が
随
行
す

る
。
こ
の
う
ち
上
下
着
は
『
旧
記
』『
神
事
記
』
等
、
諸
記
録
に
見
え
る
「
上
下
着
」

で
あ
る
。

㊱ 

神
馬

　
　

紙し

垂で

で
飾
ら
れ
た
馬
三
頭
が
「
神
馬
」
で
あ
る
。
白
張
十
二
人（
内
三
人
は
馬
曳
）

が
同
行
す
る
。

㊲ 

弓
持

　
　

侍
烏
帽
子
に
素
襖
着
で
、
紙
垂
を
つ
け
た
弓
を
運
ぶ
三
人
が
一
列
で
歩
む
。

㊳ 
長
刀
持

　
　

折
烏
帽
子
に
狩
衣
着
で
、
紙
垂
を
つ
け
た
長
刀
を
運
ぶ
三
人
が
横
一
列
と
な
る
。

㊴ 

鉾
持

　
　

侍
烏
帽
子
に
素
襖
着
で
、
紅
白
の
紙
垂
を
つ
け
た
鉾
を
持
つ
三
人
が
長
刀
持
同
様

横
一
列
で
続
く
。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
二

㊵ 
矛
持
・ 

㊶
楽
人
・ 

㊷
御
同
朋

　
　

鳥
兜
を
か
ぶ
り
舞
楽
の
装
束
に
身
を
包
ん
だ
矛
持
十
一
人
が
二
列
と
な
る
。
続
い

て
笙
・
篳
篥
・
横
笛
各
二
人
の
楽
人
六
人
が
二
列
に
な
っ
て
楽
器
を
演
奏
し
な
が
ら

歩
む
。
僧
形
の
二
人
を
挟
ん
で
、
鉦
鼓
・
大だ

だ
い
こ

太
鼓
を
二
人
で
釣
り
、
一
人
が
撥
を
も
っ

て
演
奏
す
る
楽
器
釣
二
組
の
計
六
人
が
描
か
れ
る
。
剃
髪
頭
に
大
紋
を
身
に
着
け
た

二
人
は
、「
御
同
朋
」
す
な
わ
ち
同
朋
衆
と
み
ら
れ
る
。

㊸ 

町
代
・ 

㊹ 

太
刀
持

　
　

色
と
り
ど
り
の
上
下
に
身
を
包
み
、
刀
を
二
本
差
と
し
た
八
人
は
「
徳
川
別
本
」

か
ら
「
町
代
」
と
判
断
し
た
が
、『
雑
志
』・「
徳
川
別
本
」
の
絵
画
史
料
で
は
刀
は

一
本
差
で
あ
る
た
め
、
あ
る
い
は
『
旧
記
』
の
「
町
方
同
心
」
も
し
く
は
『
神
事
記
』

の
「
町
方
与
力
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
続
き
、
折
烏
帽
子
・
狩
衣
着
の
人
物

が
、
錦
の
袋
に
包
ん
だ
太
刀
を
持
ち
歩
む
。「
太
刀
持
」
は
、
各
神
輿
の
前
を
行
き
、

そ
れ
ぞ
れ
由
緒
あ
る
町
人
で
あ
る
大
和
町
の
岡
田
氏
・
本
町
の
花
井
氏
・
上
七
間
町

の
倉
田
氏
が
務
め
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た
。

　
　

烏
帽
子
・
狩
衣
着
で
手
に
中
啓
を
持
っ
た
十
一
人
が
続
く
。『
神
事
記
』
で
は
太

刀
持
の
前
後
に
素
袍
着
が
位
置
す
る
が
、
本
図
で
は
明
ら
か
に
狩
衣
で
あ
る
。

㊺ 

御
鷹

　
　

折
烏
帽
子
・
狩
衣
着
二
人
が
、
鷹
を
手
に
止
ま
ら
せ
歩
む
。

㊻ 

御
幣

　
　

折
烏
帽
子
・
狩
衣
着
一
人
が
御
幣
を
持
つ
。
そ
の
前
後
を
上
下
着
二
人
の
計
四
人

が
行
く
。

㊼ 

御
旗
・ 

㊽ 

東
照
宮
神
輿

　
　
「
ち
ゃ
屋
町
」
の
貼
札
が
あ
る
が
、
貼
り
間
違
い
と
み
ら
れ
、
前
を
行
く
青
龍
と

白
虎
の
旗
か
ら
、「
東
照
宮
神
輿
」
と
認
め
ら
れ
る
。
鳳
凰
が
つ
き
、
屋
根
に
葵
紋

を
表
し
た
神
輿
が
白
張
に
よ
っ
て
担
が
れ（
図
5
）、
担
ぎ
手
お
よ
び
供
奉
の
白
張
は

二
十
人
を
数
え
る
。

㊾ 

太
刀
持

　
　
「
東
照
宮
神
輿
」
の
白
張
に
続
く
一
団
は
、「
太
刀
持
」
と
み
ら
れ
、
上
下
着
六
人

に
続
い
て
、
折
烏
帽
子
・
狩
衣
着
の
太
刀
持
一
人
が
描
か
れ
る
。
そ
の
ほ
か
烏
帽

子
・
狩
衣
着
一
人
、
侍
烏
帽
子
・
素
襖
着
四
人
が
確
認
さ
れ
る
。

㊿ 

小
結
・
� 

大
童
子
・
小
童
子

　
　

小
結
烏
帽
子
に
色
と
り
ど
り
の
素
襖
に
身
を
包
ん
だ
子
供
四
人
と
、
続
い
て
中
啓

を
持
ち
、
天
冠
を
つ
け
た
半
尻
着
の
子
供
四
人
が
描
か
れ
る
。「
徳
川
別
本
」
や
「
高

雅
本
」
か
ら
前
者
は
「
小
結
」、
後
者
の
四
人
は
「
大
童
子
」
も
し
く
は
「
小
童
子
」

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
若
衆
髷
の
床
几
持
三
人
が
随
行
す
る
。

　
　
『
行
事
絵
抄
』
に
「
小
童
子
は
天
冠
な
し
。
大
童
子
は
天
冠
を
頂
く
」
と
あ
る
が
、

『
雑
志
』「
高
雅
本
」
で
は
そ
の
逆
で
、
天
冠
の
な
い
大
童
子
二
人
を
先
に
、
天
冠

を
つ
け
た
小
童
子
二
人
を
後
に
描
く
。「
徳
川
別
本
」
に
墨
書
は
な
い
が
、
描
写
は

『
雑
志
』
と
同
じ
で
あ
る
。
本
図
は
半
尻
着
四
人
と
も
に
天
冠
を
つ
け
て
い
る
が
、

当
初
は
天
冠
の
有
無
で
は
な
く
、
体
つ
き
で
大
童
子
と
小
童
子
を
区
別
し
て
い
た
可

能
性
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
四
人
を
「
大
童
子
・
小
童
子
」
と
し
て

お
く
。

� 

別
当
尊
寿
院

　
　

長
柄
輿
に
乗
る
僧
形
の
人
物
は
、「
別
当
尊
寿
院
」
の
僧
侶
で
あ
る
。
輿
の
担
ぎ

手
は
侍
烏
帽
子
・
素
襖
着
六
人
で
、
こ
れ
に
長
刀
、
傘
を
持
つ
白
張
三
人
が
伴
う
。

� 

僧
騎
馬

　
　

僧
の
乗
っ
た
騎
馬
六
騎
に
、
そ
れ
ぞ
れ
馬
の
曳
手
と
馬
柄
杓
持
の
半
纏
着
十
三
人

が
つ
き
、
こ
れ
に
羽
織
着
一
人
が
加
わ
り
、
総
勢
十
九
名
の
一
行
を
な
す
。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
三

� 
御
先
手
足
軽

　
　

上
下
姿
に
二
本
差
十
七
人
が
二
列
に
な
っ
て
歩
む
。『
雑
志
』か
ら「
御
先
手
足
軽
」

と
推
定
で
き
る
。

� 

太
刀
持

　
　

折
烏
帽
子
・
素
襖
着
六
人
に
取
り
囲
ま
れ
る
よ
う
に
、
烏
帽
子
・
狩
衣
着
一
人
が

錦
に
包
ん
だ
太
刀
を
持
っ
て
歩
む
。

� 

御
幣
・
� 

御
旗
・
� 
日
光
神
輿

　
　

御
幣
持
一
人
、
上
下
着
一
人
に
続
き
、
勾こ

う

陳ち
ん

・
騰と
う

蛇だ

を
表
し
た
旗
を
持
つ
二
人
が

描
か
れ
る
。
旗
の
柄
か
ら
「
日
光
神
輿
」
と
判
断
し
た
。
担
ぎ
手
は
、
白
張
十
四
人

で
あ
る
。
上
下
着
六
人
に
続
い
て
、
折
烏
帽
子
・
狩
衣
着
一
人
が
天
蓋
を
持
ち
、
こ

れ
に
小
結
烏
帽
子
に
素
襖
着
の
子
供
二
人
が
伴
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
二
人

は
㊿
「
小
結
」
の
一
部
と
み
ら
れ
る
。

� 

御
先
手
足
軽
頭（
馬
上
）

　
　
『
雑
志
』
か
ら
、
馬
上
の
人
物
は
「
御
先
手
足
軽
頭
」
と
わ
か
る
。
羽
織
着
二
人
、

半
纏
着
四
人（
う
ち
二
人
は
槍
持
）が
伴
う
。
た
だ
し
、
諸
記
録
に
よ
れ
ば
騎
馬
は
二

騎
の
は
ず
だ
が
、
本
図
に
は
一
騎
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。

� 

町
方
同
心
・
五
十
人
目
付

　
　

�
御
先
手
足
軽
頭
は
騎
馬
で
あ
り
、
比
較
的
見
分
け
が
つ
き
や
す
い
が
、
こ
れ
以

降
は
諸
記
録
や
絵
画
史
料
に
よ
っ
て
異
同
が
あ
り
、
判
断
が
つ
き
が
た
い
。
さ
ら
に

『
雑
志
』
に
は
横
一
列
に
並
ぶ
上
下
着
三
人
に
「
町
奉
行
同
心
二
人
」「
五
十
人
御
目

付
」
と
墨
書
が
あ
り
、
装
束
に
よ
る
判
別
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
、
本
図

の
後
尾
を
行
く
七
人
は
上
下
着
二
人
を
「
町
奉
行
同
心
・
五
十
人
目
付
」
と
し
、
そ

の
他
の
羽
織
着
・
半
纏
着（
槍
持
）の
五
人
は
そ
の
従
者
と
し
て
お
く
。

以
上
、
本
図
は
総
勢
七
百
十
二
人
に
よ
り
祭
礼
行
列
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
人
物
の

顔
貌
表
現
は
、
総
じ
て
卵
形
の
顔
に
、
目
は
上
下
二
線
を
引
き
、
そ
の
間
に
瞳
を
点

じ
、
頬
に
は
う
っ
す
ら
と
紅
を
差
し
、
口
を
紅
で
描
い
た
穏
や
か
な
相
貌
で
あ
る
。
表

情
に
は
乏
し
い
も
の
の
、
年
齢
や
身
分
に
よ
っ
て
髪
型
や
肌
色
を
描
き
分
け
、
人
々
の

顔
の
向
き
や
目
線
を
変
え
て
画
面
に
動
勢
を
与
え
て
い
る
。
な
か
で
も
衣
服
の
表
現
は

秀
逸
で
、
単
調
に
な
り
が
ち
な
上
下
や
羽
織
も
画
一
的
で
は
な
く
、
文
様
や
柄
な
ど
を

描
き
分
け
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
つ
け
て
い
る
。
ま
た
警
固
の
銘
々
が
手
に
持
つ
祭
礼
の

作
り
物
、
草
履
持
や
床
机
持
と
い
っ
た
警
固
従
者
の
持
ち
物
ま
で
丹
念
に
描
き
込
ん
で

お
り
、
細
部
描
写
に
優
れ
て
い
る
。

全
体
の
色
合
い
と
し
て
は
、
強
い
色
彩
の
対
比
を
避
け
、
具
色
と
よ
ば
れ
る
柔
ら
か

な
色
調
の
中
間
色
を
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
て
お
り
、
こ
れ
が
金
雲
・
金
霞
の
金
色
と
あ
い

ま
っ
て
、
明
る
く
華
や
か
な
印
象
が
あ
る
。

本
図
に
は
、
落
款
等
、
画
家
に
関
す
る
文
字
情
報
が
な
く
、
流
派
を
特
定
で
き
る
よ

う
な
際
立
っ
た
特
徴
も
見
い
だ
せ
な
い
。
強
い
て
い
う
な
ら
ば
、
本
図
の
画
家
と
し
て

は
、
細
部
描
写
や
明
る
い
色
調
か
ら
、
や
ま
と
絵
系
の
画
家
が
想
定
で
き
よ
う
。

　
　

三　

行
列
の
描
写
内
容
に
関
す
る
疑
問
点

本
図
の
行
列
は
、『
旧
記
』
を
は
じ
め
諸
記
録
に
み
ら
れ
る
基
本
構
成
に
照
ら
し
合

わ
せ
る
と
、
㉜
和
泉
町
の
「
順
礼
」
の
後
に
続
く
、
関
鍛
冶
町
か
ら
両
替
町
ま
で
の
六

つ
の
警
固
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
な
い
事
項
が
あ
り
、
ま
た
個
々
の
警
固
や
供
回
り
に

つ
い
て
も
人
数
の
省
略
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
図
の
描
写
に
は
、
画
面
構

成
上
の
省
略
で
は
な
い
不
可
解
な
点
が
左
記
の
よ
う
に
挙
げ
ら
れ
る
。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
四

1
、
右
隻
の
上
段
に
描
か
れ
た
神
輿
の
数
と
そ
の
配
置
で
あ
る
。
神
輿
の
数
は
元
和

四
年
当
初
か
ら
三
基
で
「
東
照
宮
神
輿
」・「
山
王
神
輿
」・「
日
光
神
輿
」
と
続
く

は
ず
だ
が
、
本
図
で
は
㊽
「
東
照
宮
神
輿
」
と
�
「
日
光
神
輿
」
の
二
基
の
み
で

あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
間
に
神
輿
附
き
で
は
な
い
㊿
「
小
結
」
か
ら
�
「
御
先
手

足
軽
」
ま
で
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

2
、
慶
安
三
年
の
行
列
記
以
降
、
諸
記
録
お
よ
び
絵
画
に
は
、
必
ず
⑦
榊
に
続
い
て

「
獅
子
」
が
示
さ
れ
る
が
、
本
図
で
は
獅
子
の
姿
が
な
い
。

3
、
慶
安
三
年
の
行
列
記
に
あ
る
よ
う
に
、
茶
屋
家
が
出
す
「
母
衣
武
者
」
の
後
に

は
、
必
ず
「
惣
町
代
」
が
登
場
し
、
続
い
て
町
々
か
ら
出
さ
れ
る
警
固
の
行
列
が

描
か
れ
る
は
ず
だ
が
、
本
図
で
は
⑭
茶
屋
家
「
母
衣
武
者
」
の
直
後
に
⑮
伏
見
町

「
中
巻
」・
⑯
大
和
町
「
唐
人
」
が
続
く
。
ま
た
大
和
町
の
「
唐
人
」
の
警
固
が
途

中
で
分
断
さ
れ
て
お
り
、
画
面
の
切
り
詰
め
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
諸
記
録
に

は
茶
屋
家
の
母
衣
は
大
小
二
つ
記
さ
れ
る
が
、
本
図
に
は
一
つ
し
か
描
か
れ
て
い

な
い
。

4
、
山
車
の
順
序
に
つ
い
て
、
ほ
か
の
絵
画
史
料
で
は
常
に
先
頭
に
描
か
れ
る
⑬
下

七
間
町
「
橋
弁
慶
車
」
が
、
本
図
で
は
後
尾
に
位
置
す
る
。

最
盛
期
九
輌
と
い
う
数
を
誇
っ
た
山
車
の
数
が
、
本
図
に
は
⑨
上
畠
町
「
雷
神

車
」・
⑩
長
者
町
「
道
成
寺
」・
⑪
桑
名
町
「
湯
取
神
子
車
」・
⑫
本
町
「
猩
々
車
」・
⑬

下
七
間
町
「
橋
弁
慶
車
」
の
五
輌
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
九
輌
が
出
揃
う

以
前
の
行
列
の
様
相
を
描
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、「
獅

子
」
や
「
山
王
神
輿
」
な
ど
行
列
に
不
可
欠
な
要
素
が
欠
落
し
て
い
る
点
は
見
過
ご
せ

な
い
。
こ
の
ほ
か
、
①
「
刺
股
持
」
で
左
隻
左
端
に
画
面
の
切
り
詰
め
が
想
定
さ
れ
る

の
を
は
じ
め
、
右
隻
に
い
た
っ
て
は
、
第
二
・
五
扇
の
金
雲
・
金
霞
が
左
右
で
つ
な
が

ら
な
い
。

そ
こ
で
、
右
隻
に
は
過
去
の
修
理
時
に
お
け
る
錯
簡
が
あ
る
と
考
え
、
金
雲
・
金
霞

が
連
続
す
る
位
置
に
並
び
変
え
て
み
た
。
す
る
と
、
右
隻
第
二
扇
は
第
四
扇
の
後
に
つ

な
が
る
が
、
第
六
扇
と
は
連
続
し
な
い
。
ま
た
、
第
一
扇
と
第
三
扇
の
間
も
図
様
が
連

続
し
な
い
。
こ
の
た
め
、
第
一
扇
の
左
側
、
第
六
扇
の
右
側
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
扇
分
の

欠
落
が
あ
る
と
み
て
、
復
元
案
を
想
定
し
た（
挿
図
3
・
4
）。
当
初
か
ら
本
図
は
六
曲

で
は
な
く
、
八
曲
と
考
え
る
と
、
右
隻
は
第
二
・
七
扇
が
欠
落
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
左
隻
は
現
状
で
も
画
面
は
連
続
し
て
い
る
も
の
の
、
右
端
の
第
六
扇
は
明
ら
か
に

図
様
が
中
断
し
て
い
る
。
ま
た
左
隻
の
第
一
扇
と
右
隻
の
第
六
扇
と
は
、
少
な
く
と
も

上
段
と
下
段
は
連
続
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
左
隻
上
段
の
㊻
「
御
幣
」
は
、

�
「
日
光
神
輿
」
と
同
様
、
神
輿
附
で
あ
り
、
㊼
「
御
旗
」
と
㊽
「
東
照
宮
神
輿
」
が

ひ
と
ま
と
ま
り
で
連
な
る
位
置
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
右
隻
下
段
の
白
張

は
、
ほ
か
の
絵
画
作
例
か
ら
み
て
も
、
⑦
「
榊
」
に
附
属
す
る
人
員
と
み
な
さ
れ
る
。

と
す
る
と
、
左
隻
は
八
曲
の
う
ち
第
七
・
八
扇
を
欠
落
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

欠
落
し
た
部
分
に
、
ど
の
よ
う
な
事
項
が
描
い
て
あ
っ
た
か
特
定
す
る
の
は
容
易
で

は
な
く
、
描
か
れ
た
時
代
の
行
列
構
成
に
も
左
右
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
錯
簡
を
正

し
、
欠
落
を
想
定
し
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
復
元
案
に
お
け
る
右
隻
の
第
七
扇
の
上

段
に
は
「
山
王
神
輿
」、
ま
た
下
段
に
は
「
獅
子
」
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
る
。
ま
た
、
⑮
伏
見
町
の
前
を
行
く
「
刀
差
子
供
」
は
⑳
上
御
園
町
・
中
御

園
町
の
警
固
の
一
部
、
�
「
日
光
神
輿
」
の
天
蓋
の
後
を
行
く
小
結
烏
帽
子
の
二
人
も

㊿
「
小
結
」
の
一
部
で
あ
っ
た
と
再
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、
行
列
全
体
の
流
れ
も
よ

く
な
り
、
1
〜
3
の
疑
問
は
解
消
さ
れ
る
。

ま
た
、
㉜
和
泉
町
の
「
順
礼
」
以
下
、
関
鍛
冶
町
か
ら
両
替
町
ま
で
の
六
つ
の
警
固

は
省
略
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
復
元
案
の
左
隻
第
七
・
八
扇
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が

（
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想
定
さ
れ
る
。
同
様
に
、
復
元
案
の
右
隻
第
二
扇
の
中
段
に
茶
屋
家
の
「
母
衣
武
者
」

一
人
、
そ
し
て
同
じ
く
第
二
扇
の
上
段
に
は
�
「
御
先
手
足
軽
」
の
一
行
の
一
部
、
第

七
扇
中
断
に
は
⑯
大
和
町
の
「
唐
人
」
に
続
い
て
、
茶
屋
町
の
「
長
刀
指
」
の
警
固
、

㉑
伊
勢
町
の
町
代
と
「
参
宮
」
の
警
固
の
一
部
が
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
4
の
山
車
の
順
序
は
、
錯
簡
を
正
し
て
み
て
も
⑫
本
町
の
「
猩
々
車
」
が

先
頭
と
な
る
の
み
で
、
⑬
下
七
間
町
の
「
橋
弁
慶
車
」
は
後
尾
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、『
全
書
』
下
段
の
本
町
の
項
に
山
車
の
順
序
に
関
す
る
興
味
深
い
記
事
が
見

出
さ
れ
る
。『
全
書
』
に
よ
れ
ば
「
此
車
出
来
下
七
間
町
ト
前
後
ノ
争
ニ
依
テ
奉
行
所

ヨ
リ
裁
許
有
テ
隔
年
ニ
先
車
ト
ナ
レ
リ　

○
甲
丙
戊
庚
壬
右
十
干
ニ
当
ル
年
ハ
先
車
ト

成
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
町
の
「
猩
々
車
」
が
出
来
上
が
っ
て
か
ら
、「
橋
弁
慶
車
」

と
行
列
の
順
を
め
ぐ
っ
て
争
議
が
あ
り
、
干
支
の
十
干
の
う
ち
甲
丙
戊
庚
壬
の
年
は
、

本
町
の
「
猩
々
車
」
が
先
頭
を
、「
橋
弁
慶
車
」
が
後
尾
を
行
く
こ
と
が
奉
行
所
よ
り

定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
復
元
案
に
お
い
て
も
、
⑬
「
橋
弁
慶
車
」
の
み
中
段
の
行
列

と
つ
な
が
る
よ
う
、
他
の
山
車
に
比
べ
て
一
段
高
い
位
置
に
描
か
れ
て
お
り
、
当
初
か

ら
後
尾
と
な
る
よ
う
描
か
れ
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。

　
　
　

四　

行
列
の
年
代
推
定

行
列
の
年
代
を
推
定
す
る
に
当
た
り
、
ま
ず
山
車
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
本
祭
礼
に

お
け
る
山
車
は
、
最
盛
期
に
九
輌
で
あ
り
、『
雑
志
』・「
徳
川
別
本
」・「
高
雅
本
」
な

ど
の
絵
画
史
料
に
は
す
べ
て
九
輌
揃
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
本
図
で
は

山
車
が
描
か
れ
る
右
隻
に
二
扇
分
の
欠
落
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
図
で
は
大
体
一
扇
に

つ
き
一
輌
の
山
車
が
配
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
現
状
の
五
輌
に
加
え
て
、
山
車
は
増
え

た
と
し
て
も
せ
い
ぜ
い
一
輌
か
二
輌
で
、
九
輌
に
は
満
た
な
い
。
こ
れ
は
省
略
さ
れ
た

挿図４　本図　左隻（復元案）

挿図３　本図　右隻（復元案）
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の
で
は
な
く
、
九
輌
が
揃
う
以
前
の
様
相
を
描
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

山
車
は
、『
名
古
屋
祭
』
や
『
名
古
屋
市
史
』
に
は
、
承
応
元
年（
一
六
五
二
）に
五
条

町
・
和
泉
町
・
上
畠
町
か
ら
「
雷
神
車
」、
ま
た
同
じ
く
『
名
古
屋
祭
』
に
は
明
暦
二

年（
一
六
五
六
）に
上
長
者
町
よ
り
「
道
成
寺
車
」
が
新
造
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
慶
安
三
年（
一
六
五
〇
）の
行
列
記
に
記
載
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
以
前
に
は
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

万
治
元
年（
一
六
五
八
）に
は
桑
名
町
が
「
さ
さ
ら
摺
」
の
警
固
を
止
め
、
⑪
「
湯
取

神
子
車
」
の
山
車
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
同
年
、
本
町（
当
時
は
上
本
町
）が
「
鯛
釣
」

の
警
固
か
ら
⑫
「
猩
々
車
」
の
山
車
へ
、
寛
文
元
年（
一
六
六
二
）に
宮
町
が
「
田
植
」

の
警
固
を
「
石
引
車
」
の
山
車
へ
、
元
禄
四
年（
一
六
九
一
）に
は
伝
馬
・
駿
河
町
が
㉖

「
田
植
」
の
警
固
を
「
官
人
」
へ
変
更
す
る
と
と
も
に
、「
梵
天
車
」
を
新
造
し
た
。
宝

永
元
年（
一
七
〇
四
）に
は
中
市
場
町
が
「
金
襴
着
禰
宜
」
を
「
石
橋
車
」
へ
、
ま
た
宝

永
四
年
に
は
京
町
が
「
金
襴
着
禰
宜
」
を
「
小
鍛
冶
車
」
へ
変
更
、
同
年
宮
町
は
「
石

引
車
」
を
「
竹
生
島
車
」
へ
と
変
え
、
九
輌
の
山
車
が
出
揃
っ
た
。
さ
ら
に
享
保
十
七

年（
一
七
三
二
）に
上
長
者
町
が
⑩
「
道
成
寺
車
」
を
「
二
福
神
車
」
へ
、
ま
た
伝
馬
町

が
「
梵
天
車
」
か
ら
「
林
和
靖
車
」
へ
と
山
車
を
変
更
し
た
。
宝
暦
六
年（
一
七
五
六
）

に
宮
町
が
「
竹
生
島
車
」
か
ら
「
唐
子
遊
車
」
に
変
え
た
の
を
最
後
に
九
輌
の
山
車
が

固
定
化
し
、
そ
の
後
、
戦
災
で
焼
失
す
る
ま
で
、
山
車
の
趣
向
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

こ
の
う
ち
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
宮
町
・
伝
馬
町
・
駿
河
町
の
三
町
で
あ
る
。
い

ず
れ
も
慶
安
三
年
は
「
田
植
」
の
警
固
で
あ
っ
た
が
、
寛
文
元
年
に
宮
町
が
「
石
引

車
」、
元
禄
四
年
に
伝
馬
・
駿
河
町
が
「
官
人
」
へ
の
変
更
と
と
も
に
「
梵
天
車
」
を

新
造
し
た
。
本
図
に
こ
れ
ら
の
山
車
・
警
固
の
姿
は
な
く
、「
田
植
」
の
警
固
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伝
馬
町
・
駿
河
町
が
「
官
人
」「
梵
天
車
」
へ
変
更
し
た
元
禄

四
年
の
前
年
ま
で
を
一
応
の
下
限
と
で
き
る
。

ま
た
、
本
図
の
五
輌
の
山
車
の
う
ち
、
最
も
遅
く
登
場
し
た
の
は
万
治
元
年

（
一
六
五
八
）の
本
町
の
「
猩
々
車
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
上
限
と
な
る
。
山
車
か
ら
判
明

す
る
行
列
の
年
代
は
、
万
治
元
年
か
ら
元
禄
三
年（
一
六
九
〇
）ま
で
の
三
十
二
年
間
と

な
る
が
、
こ
れ
で
は
年
代
の
開
き
が
大
き
す
ぎ
よ
う
。

そ
こ
で
、
次
に
町
々
か
ら
出
さ
れ
た
警
固
に
注
目
し
て
み
た
い
。
警
固
は
、
山
車
に

比
べ
て
設
備
が
大
掛
か
り
で
な
い
た
め
、
山
車
以
上
に
変
遷
が
著
し
い
。
大
半
の
警
固

が
慶
安
三
年
に
は
各
町
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
新
し
く
加
わ
っ
た
警
固
や
変

更
さ
れ
た
警
固
も
あ
り
、
そ
の
変
更
の
時
期
も
一
様
で
は
な
い
。
万
治
元
年
か
ら
元
禄

三
年
ま
で
を
中
心
に
、
先
述
の
宮
町
・
伝
馬
町
・
駿
河
町
以
外
に
変
更
の
あ
っ
た
警
固

を
左
記
に
挙
げ
る
。

⑲ 

福
井
町
・
冨
田
町
「
小
母
衣
」

　
　

慶
安
三
年
に
は
、
町
名
も
本
町
三
丁
目
・
四
丁
目
で
あ
り
、「
鯛
釣
」
の
警
固
を

上
本
町
と
出
し
て
い
た
が
、
寛
文
十
二
年（
一
六
七
二
）よ
り
「
小
母
衣
」
に
変
わ
っ

た
。
順
序
も
大
津
町
・
瀬
戸
物
町
の
後
だ
っ
た
の
が
、
小
桜
町
の
後
と
な
っ
た
。

㉔ 

桶
屋
町
・
西
鍛
冶
町
「
茸
狩
」

　
　

慶
安
三
年
に
は
、
両
町
と
も
桑
名
町
と
と
も
に
警
固
は
「
さ
さ
ら
摺
」
で
あ
っ
た

が
、
諸
記
録
に
あ
る
よ
う
に
万
治
元
年（
一
六
五
八
）か
ら
「
茸
狩
」
に
変
わ
る
。
桶

屋
町
は
そ
の
後
、
明
和
二
年（
一
七
六
五
）に
「
唐
船
に
唐
子
遊
び
」
へ
と
警
固
を
変

更
し
た
。

㉚ 

小
牧
町
「
弓
持
」

　
　

慶
安
三
年
は
「
草
刈
」
の
警
固
で
あ
っ
た
が
、
万
治
二
年
よ
り
「
弓
持
」
に
変

わ
っ
た
。
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㉜ 
和
泉
町
「
順
礼
」

　
　

和
泉
町
は
、
上
畠
町
と
五
条
町
の
三
町
で
、
慶
安
三
年
に
は
「
順
礼
」
の
警
固

だ
っ
た
が
、
そ
の
二
年
後
に
当
た
る
承
応
元
年（
一
六
五
二
）に
「
雷
神
車
」
が
新
造

さ
れ
、「
順
礼
」
の
警
固
と
「
雷
神
車
」
と
を
交
替
で
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
、
行
列
の
年
代
の
上
限
は
福
井
町
・
冨
田
町
の
「
小
母
衣
」
が
始
ま
っ
た
寛
文

十
二
年
、
下
限
は
伝
馬
町
・
駿
河
町
が
「
田
植
」
の
警
固
を
「
官
人
」
あ
る
い
は
「
梵

天
車
」
へ
と
変
更
し
た
元
禄
四
年
の
前
年
の
元
禄
三
年
ま
で
の
十
八
年
間
と
な
り
、
先

述
の
万
治
元
年
か
ら
元
禄
三
年
と
し
た
行
列
の
年
代
か
ら
大
幅
に
狭
ま
る
。

さ
ら
に
先
述
し
た
よ
う
に
、
本
図
で
は
本
町
の
「
猩
々
車
」
が
先
頭
で
描
か
れ
て
い

る
。
本
町
の
「
猩
々
車
」
が
先
頭
を
行
く
の
は
十
干
の
甲
丙
戊
庚
壬
の
年
で
あ
る
。
ち

な
み
に
寛
文
十
二
年
が
壬
子
で
あ
る
た
め
、
以
後
西
暦
で
偶
数
年
と
な
る
一
六
七
二
年

以
降
の
十
年
が
該
当
す
る
。
ま
た
、「
雷
神
車
」
は
上
畠
町
・
和
泉
町
・
五
条
町
で
年

毎
に
交
替
す
る
が
、
本
図
の
貼
札
に
は
「
上
ば
た
町
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
図
が
描

か
れ
た
年
の
山
車
の
担
当
は
上
畠
町
で
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
上
畠
町
の
「
雷
神
車
」
担

当
年
が
判
明
す
れ
ば
、
さ
ら
に
年
が
絞
り
込
め
る
。
諸
記
録
の
う
ち
『
旧
記
』
と
『
全

書
』
の
慶
安
三
年
の
行
列
記
で
は
、
雷
神
車
の
担
当
を
「
上
畠
町
」
と
の
み
記
す
。
慶

安
三
年
が
上
畠
町
の
担
当
年
と
想
定
し
て
、
担
当
年
を
三
年
毎
に
割
り
振
り
、
か
つ
本

町
が
先
頭
を
行
く
年
と
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、
推
定
年
代
の
う
ち
該
当
す
る
年
は

延
宝
二
年（
一
六
七
四
）・
同
八
年
・
貞
享
三
年（
一
六
八
六
）の
三
年
の
み
と
な
る
。
つ
ま

り
、
本
図
は
こ
の
三
か
年
の
い
ず
れ
か
の
行
列
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
可
能
性
が
高

い
。こ

の
行
列
年
代
は
、
本
祭
礼
を
描
い
た
絵
画
史
料
の
な
か
で
は
、
最
も
早
い
作
例
で

あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
文
字
史
料
の
み
で
伝
え
ら
れ
た
「
道
成
寺
車
」
を
は

じ
め
、
早
く
に
失
わ
れ
た
各
町
の
山
車
や
警
固
を
知
る
絵
画
史
料
と
し
て
も
貴
重
で
あ

る
。
ま
た
こ
の
行
列
年
代
の
範
囲
で
は
、
宮
町
が
寛
文
元
年
以
降
に
出
し
た
「
石
引

車
」
の
山
車
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
り
、
製
作
当
初
は
お
そ
ら
く
復
元
案
の
右
隻
第
二

扇
の
下
段
に
描
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
祭
礼
は
元
文
四
年（
一
七
三
九
）に
倹
約
の
た
め
、
人
数

が
半
減
さ
せ
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
山
車
の
曳
手
や
梶
取
の
衣
装
、
警
護
な
ど
の
衣
装

や
作
り
物
に
も
華
美
な
趣
向
が
制
限
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
後
世
の
絵
画
史
料
と
比
べ

て
み
る
と
、
倹
約
以
前
の
画
証
と
な
る
本
図
の
衣
装
や
作
り
物
の
華
や
か
さ
は
別
格
と

い
っ
て
も
よ
い
。
慶
安
三
年
以
降
、
記
録
上
、
変
更
の
な
か
っ
た
警
固
に
限
定
し
て
み

て
も
、
本
図
と
江
戸
中
期
以
降
の
山
車
の
曳
手
や
梶
取
、
あ
る
い
は
警
固
の
髪
型
や
衣

装
な
ど
の
趣
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
。
例
え
ば
、『
雑
志
』「
徳
川
別
本
」
と
、
呉
服
町
の

「
普
化
僧
」（
図
6
─
1
〜
3
）や
諸
町
の
「
鷹
匠
」（
挿
図
5
─
1
〜
3
）、
桶
屋
町
・
西
鍛
冶

町
の
「
茸
狩
」（
挿
図
6
─
1
〜
3
）な
ど
を
比
較
し
て
み
る
と
、『
雑
志
』
以
降
で
は
同

じ
警
固
内
で
衣
装
は
統
一
さ
れ
、
赤
一
色
の
衣
装
も
散
見
さ
れ
る
も
の
の
全
般
に
寒
色

系
の
色
味
が
多
く
、
文
様
の
大
き
さ
も
小
さ
く
な
っ
て
落
ち
着
い
た
印
象
が
あ
る
の
に

対
し
、
本
図
で
は
同
じ
警
固
内
で
衣
装
の
形
態
は
同
じ
で
も
、
柄
行
き
は
銘
々
に
異
な

り
、
大
柄
で
赤
や
中
間
色
を
多
用
し
た
色
と
り
ど
り
の
衣
装
を
身
に
つ
け
、
全
体
に
華

や
か
な
印
象
が
あ
る
。
本
図
の
警
固
の
衣
装
は
、
錦
や
唐
織
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
織
物

の
幾
何
学
的
な
反
復
文
様
、
ま
た
十
七
世
紀
後
半
に
流
行
し
た
寛
文
模
様
を
思
わ
せ
る

自
由
で
大
胆
な
柄
行
き
の
大
き
く
二
系
統
に
分
か
れ
、
前
者
は
警
固
の
仮
装
担
当
、
後

者
は
床
几
持
の
衣
装
に
多
く
見
ら
れ
る
。
床
几
持
の
衣
装
は
、「
鷹
匠
」
や
「
茸
狩
」

の
場
面
だ
け
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
も
、
将
棋
の
駒
・
葡
萄
・
梶
の
葉
・
源
氏
香
・

桜
・
鋸
歯
文
が
あ
り
、
器
物
文
様
に
植
物
文
様
・
幾
何
学
文
様
と
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
富
ん
で
い
る
。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
八

一
方
、
髪
型
も
中
剃
り
の
あ
る
若
衆
髷
に
次
の
よ
う
な
顕
著
な
特
徴
が
見
受
け
ら
れ

る
。
本
図
で
は
髷
を
結
っ
た
後
頭
部
の
髱た

ぼ

を
ひ
っ
詰
め
ず
、
後
ろ
に
大
き
く
張
り
出
し

ボ
リ
ュ
ー
ム
を
持
た
せ
た
髪
型
が
甚
だ
多
い（
挿
図
5
─
1
）。
こ
れ
に
対
し
、「
徳
川
別

本
」
で
は
髱
の
張
り
出
し
は
控
え
め
と
な
り
、
特
に
鷹
匠
の
子
供
が
後
頭
部
で
は
な
く

側
頭
部
の
鬢び

ん

を
張
り
出
し
た
髪
型
で
描
か
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る（
挿
図
5
─
3
）。

本
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
髱
の
長
大
化
は
元
禄
期
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
ま
た
「
徳
川
別

本
」
の
鬢
が
張
り
出
し
た
い
わ
ゆ
る
燈
籠
鬢
の
髪
型
は
、
京
都
の
女
子
供
の
間
で
宝
暦

年
間
に
流
行
っ
た
と
さ
れ
る
。
髪
型
や
衣
装
の
風
俗
描
写
は
祭
礼
の
た
め
の
仮
装
で
あ

る
こ
と
を
割
り
引
い
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
髪
型
が
示
す
時
代
傾
向
も
祭

礼
行
列
の
年
代
に
即
し
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
、
単
に
画
家
の
描
き
方
や
力
量
の
差
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
当
時
の
時
世
粧
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

本
図
の
風
俗
描
写
は
、
行
列
の
構
成
か
ら
推
定
し
た
寛
文
末
年
か
ら
元
禄
初
年
と

し
た
行
列
の
年
代
と
も
矛
盾
は
な
い
。
こ
の
年
代
は
、
ち
ょ
う
ど
尾
張
家
二
代
光
友

（
一
六
二
五
〜
一
七
〇
〇
）の
長
期
政
権
期（
一
六
五
〇
〜
九
三
）に
当
た
る
。
光
友
は
、
家

（
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挿図5─1　本図　諸町　鷹匠

挿図5─2　『雑志』　諸町　鷹匠

挿図5─3　「徳川別本」　諸町　鷹匠



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

四
九

康
時
代
の
城
下
町
の
過
半
が
焼
失
し
た
と
い
わ
れ
る
「
万
治
の
大
火
」（
万
治
二
年

〈
一
六
六
〇
〉）の
後
、
そ
の
再
建
に
尽
力
し
、
防
火
帯
の
広
小
路
を
碁
盤
割
の
南
端
に
新

た
に
作
り
、
城
下
町
発
展
の
基
礎
を
定
め
た
。
本
図
に
は
、
ま
さ
し
く
城
下
町
の
発
展

と
安
定
し
た
長
期
政
権
の
も
と
、
ま
す
ま
す
活
気
に
満
ち
溢
れ
よ
う
と
す
る
時
期
の
祭

礼
行
列
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
製
作
期
に
つ
い
て
は
、
洛
中
洛
外
図
屏
風
な
ど
で
は
、
必
ず
し
も
景
観
年
代

と
製
作
年
代
が
一
致
し
な
い
作
例
も
数
多
く
知
ら
れ
る
が
、
私
見
で
は
本
図
の
製
作
時

期
は
ほ
ぼ
行
列
の
推
定
年
代
の
範
疇
に
収
ま
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に

は
、
元
禄
四
年
に
伝
馬
町
・
駿
河
町
が
「
田
植
」
の
警
固
を
「
官
人
」
へ
変
更
し
、
か

つ
「
梵
天
車
」
の
山
車
を
出
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
単
に
警
固
の
変
更
で
は
な
く
、

新
た
に
山
車
が
登
場
し
た
こ
と
は
、
祭
礼
行
列
の
様
相
を
大
き
く
変
え
る
要
因
と
な

る
。
こ
う
し
た
大
き
な
変
更
に
、
本
祭
礼
の
行
列
を
描
か
せ
よ
う
と
し
た
発
注
者
、
あ

る
い
は
描
こ
う
と
し
た
画
家
が
鈍
感
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
く
、
元
禄
四
年
以
降
に
本
図

の
よ
う
な
行
列
内
容
が
描
か
れ
る
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
。

挿図6─1　本図　桶屋町・西鍛冶町　茸狩

挿図6─2　『雑志』　桶屋町・西鍛冶町　茸狩

挿図6─3　「徳川別本」　桶屋町・西鍛冶町　茸狩



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

五
〇

　
　
　

五　

本
図
の
画
面
構
成
の
特
質

本
祭
礼
を
描
い
た
絵
画
作
品
と
し
て
、
先
述
し
た
『
雑
志
』・「
徳
川
別
本
」・「
高
雅

本
」
の
ほ
か
、
東
京
国
立
博
物
館
本
、「
高
雅
本
」
の
下
絵
と
さ
れ
る
名
古
屋
市
博
物

館
本
が
現
存
作
例
と
し
て
知
ら
れ
る
。
冊
子
本
で
あ
る
『
雑
志
』
以
外
は
、
す
べ
て
巻

子
装
で
あ
る
。
巻
子
装
は
極
端
に
横
に
長
い
画
面
形
式
を
持
ち
、
長
く
連
続
す
る
行
列

を
描
く
の
に
最
も
適
し
て
い
る
。
巻
子
装
の
作
例
で
は
、
行
列
に
参
加
す
る
人
々
の
姿

を
町
や
集
団
の
単
位
ご
と
で
捉
え
、
そ
の
行
列
は
整
然
と
規
矩
正
し
く
列
を
な
し
て
描

か
れ
て
お
り
、
作
品
に
よ
っ
て
は
、
役
名
や
町
名
を
は
じ
め
、
山
車
や
警
固
の
名
称
・

参
加
者
の
氏
名
・
人
数
な
ど
が
墨
書
で
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
記
録
的
・
史
料
的
な
性

格
が
強
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
行
列
と
行
列
の
間
は
ま
ば
ら
で
閑
散
と

し
た
印
象
を
受
け
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
本
図
は
唯
一
の
屏
風
装
で
あ
り
、
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。
当
初
は

八
曲
一
双
の
屏
風
で
あ
っ
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
通
常
の
六
曲
一
双
よ
り
も
横
長
の
画

面
形
式
を
獲
得
し
て
い
た
と
い
え
る
が
、
巻
子
装
に
比
べ
れ
ば
屏
風
装
は
横
方
向
の
画

面
展
開
に
限
り
が
あ
る
。
行
列
を
構
成
す
る
各
単
位
の
人
数
を
省
略
す
る
だ
け
で
な

く
、
町
々
の
警
固
の
前
後
を
重
ね
合
わ
せ
た
り
、
本
来
先
頭
を
行
く
べ
き
町
代
を
警
固

の
列
に
並
列
さ
せ
た
り
と
、
本
図
に
お
い
て
行
列
が
短
縮
さ
れ
て
い
る
の
は
、
屏
風
形

式
に
描
く
に
あ
た
っ
て
の
画
家
の
工
夫
で
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
各
警
固
の
区
切
り
が
見

分
け
が
た
く
な
っ
て
い
る
が
、
人
物
の
密
集
ぶ
り
が
か
え
っ
て
、
祭
礼
の
賑
わ
い
と
熱

気
を
醸
し
出
す
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
屏
風
装
の
画
面
形
式
が
持
つ
特
長
に
、
一
望
の
も
と
に
描
写
内
容
の
全

容
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
一
覧
性
と
、
大
画
面
で
あ
る
が
ゆ
え
に
置
か
れ
た
場
の
雰

囲
気
を
一
変
さ
せ
る
装
飾
性
の
高
さ
が
あ
る
。
本
図
は
、
長
大
な
祭
礼
行
列
を
一
望
の

も
と
に
見
渡
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
上
段
・
中
段
・
下
段
の
間
に
金
雲
・
金
霞
を
置
い

て
、
画
面
の
区
切
り
と
す
る
と
と
も
に
、
画
面
に
華
や
ぎ
を
与
え
て
お
り
、
装
飾
性
の

獲
得
に
も
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
画
面
構
成
と
い
う
観
点
で
み
れ
ば
、
画
面
が
三
段
に
区
画
さ
れ
る
だ
け
で
、

せ
っ
か
く
の
大
画
面
を
生
か
し
き
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
行
列
の
描
写
は
巻
子
装

の
横
長
の
画
面
形
式
を
大
き
く
外
れ
ず
、
三
段
に
分
か
れ
た
枠
内
に
収
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
画
面
構
成
は
、
本
図
の
成
立
以
前
に
お
そ
ら
く
巻
子
装
の
先
行
作
例
が
あ

り
、
そ
の
強
い
影
響
下
に
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
巻
子
装

で
は
「
高
雅
本
」
の
総
巻
を
除
い
て
行
列
が
全
て
右
向
き
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
図
は

下
段
か
ら
左
向
き
・
右
向
き
・
左
向
き
と
向
き
が
変
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
巻
子
装
の

内
容
を
そ
の
ま
ま
屏
風
に
描
い
た
と
い
う
単
純
な
翻
案
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

復
元
案
を
想
定
し
て
本
図
の
左
右
隻
の
描
写
内
容
を
眺
め
て
み
る
と
、「
榊
」
や
「
東

照
宮
神
輿
」
に
伴
う
「
御
幣
」
等
、
祭
礼
を
構
成
す
る
要
素
が
左
右
隻
を
ま
た
い
で
描

か
れ
て
お
り
、
一
隻
だ
け
で
見
た
場
合
、
決
し
て
ま
と
ま
り
が
い
い
構
成
と
は
い
え
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
本
図
は
屏
風
と
い
う
大
画
面
を
前
提
に
画
面
構
成
さ
れ
た
の

で
は
な
く
、
先
行
す
る
巻
子
装
の
強
い
影
響
を
受
け
て
構
成
さ
れ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら

れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
東
照
宮
祭
礼
を
は
じ
め
都
市
の
祭
礼
行
列
に
は
、
近
世
の
文
化
や
都

市
、
そ
し
て
政
治
の
特
質
が
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
の
黒
田
日
出
男
・
ロ
ナ
ル

ド
・
ト
ビ
両
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
近
世
初
頭
に
日
本
全
国
一
斉
に
誕
生
し
た
諸
城
下
町

に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
祭
り
が
生
ま
れ
、
長
大
で
華
美
・
華
麗
な
祭
礼
行

列
が
現
れ
た
。
と
り
わ
け
、
徳
川
家
康
を
東
照
大
権
現
と
し
て
祀
る
幕
藩
体
制
に
お
い

て
、
東
照
宮
が
各
地
で
創
建
さ
れ
、
東
照
宮
の
「
祭
り
」
が
全
国
各
地
で
盛
大
に
行
わ

（
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新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

五
一

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
御
三
家
の
一
つ
で
あ
る
尾
張
家
の
城
下
町
・
名
古
屋
で
行
わ
れ

た
本
祭
礼
は
、
そ
の
代
表
的
な
祭
礼
で
あ
る
。
行
列
の
先
頭
に
は
町
奉
行
を
中
心
と
し

た
行
列
が
あ
り
、
最
後
尾
に
も
同
じ
く
御
先
手
足
軽
や
町
方
同
心
・
五
十
人
目
付
ら
が

付
き
従
っ
て
お
り
、
政
治
性
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

久
留
島
浩
氏
を
は
じ
め
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
都
市
祭
礼
の
多
く
は
、
官
が
主
導
し

た
官
祭
で
あ
り
、
本
祭
礼
も
そ
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
藩
主
が
在
国
の
場

合
は
、
祭
礼
当
日
、
大
礼
装
束
で
東
照
宮
に
参
拝
し
、
ま
た
上
覧
所
で
の
見
物
を
行
っ

て
お
り
、
藩
主
の
積
極
的
な
関
与
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
藩
士
は
行
列
へ
の
供
奉
、
道

筋
の
警
護
、
馬
を
提
供
し
た
。
一
方
、
町
方
は
「
役
」
と
し
て
参
加
し
、「
町
」
単
位

で
供
奉
の
出
し
物
を
出
し
て
お
り
、
本
祭
礼
は
官
と
町
の
二
重
構
造
に
よ
り
成
り
立
っ

て
い
た
と
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
行
列
そ
の
も
の
が
官
、
す
な
わ
ち
尾
張
家
の
権
威
の

象
徴
だ
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
本
図
に
お
け
る
官
と
町
の
描
き
方
は
、
官
の
主
導
と
な

る
①
町
方
役
人
か
ら
⑤
町
方
足
軽
が
左
隻
と
右
隻
第
六
扇
の
下
段
に
、
同
じ
く
㉟
東
照

宮
神
主
か
ら
�
町
方
同
心
・
五
十
人
目
付
ま
で
が
左
右
隻
上
段
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、

画
面
を
占
め
る
官
と
町
と
の
割
合
は
ほ
ぼ
半
々
で
あ
る
。
強
い
て
い
え
ば
、
神
輿
を
擁

す
る
㉟
東
照
宮
神
主
か
ら
�
町
方
同
心
・
五
十
人
目
付
ま
で
を
上
段
に
配
置
す
る
点
に

は
、
神
輿
へ
の
畏
敬
の
念
と
官
へ
の
配
慮
が
読
み
取
れ
る
。
一
方
、
町
方
の
描
写
に
目

を
向
け
れ
ば
、
と
り
わ
け
右
隻
下
段
の
山
車
五
輌（
当
初
は
六
輌
か
）は
他
に
比
べ
て
丈

が
高
く
、
下
段
に
配
置
す
る
の
が
画
面
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
最
良
で
あ
り
、
む
し
ろ
行
列

の
上
中
下
段
の
配
置
は
画
面
構
成
上
の
必
然
性
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。本

図
に
お
い
て
他
の
作
例
と
の
大
き
な
差
異
は
、
復
元
案
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
町

の
猩
々
車
が
先
頭
に
描
か
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
本
町
の
関
係
者
に
よ
る
発

注
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
肝
心
の
猩
々
車
は
樹
木
に
隠
さ
れ
る
よ
う
に
表
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
本
図
に
は
特
定
の
モ
チ
ー
フ
を
大
き
く
描
き
出
そ
う
と
す
る
よ
う
な
際

立
っ
た
描
写
も
見
受
け
ら
れ
な
い
。
結
論
と
し
て
は
本
図
の
画
面
構
成
に
は
、
官
と
町

と
の
比
重
の
差
は
さ
ほ
ど
な
く
、
ま
た
行
列
の
構
成
単
位
も
そ
れ
ぞ
れ
の
軽
重
を
問
わ

ず
等
価
に
描
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

他
方
、
本
図
の
特
徴
の
一
つ
に
、
背
景
に
行
列
の
出
発
地
で
あ
る
東
照
宮
の
社
殿
や

名
古
屋
城
、
城
下
の
町
並
み
と
い
っ
た
場
所
を
特
定
す
る
モ
チ
ー
フ
、
そ
し
て
祭
礼
行

列
を
問
わ
ず
、
行
列
を
描
い
た
絵
画
作
例
に
必
須
と
も
い
う
べ
き
見
物
人
の
姿
が
全
く

描
か
れ
な
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
復
元
案
に
示
し
た
通
り
、
行
列
の
先
頭
に
当

た
る
左
隻
第
七
・
八
扇
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
、
断
定
こ
そ
で
き
な
い
も
の
の
、
現
状

の
画
面
構
成
か
ら
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
東
照
宮
の
社
殿
や
町
並
み
な
ど
場
所
を
特

定
す
る
よ
う
な
景
観
は
描
か
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
都
市
で
の
祭
礼
行

列
と
い
う
共
通
項
が
あ
り
な
が
ら
、
京
都
の
町
並
み
の
中
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
展
開
さ

れ
る
祇
園
祭
礼
図
と
本
図
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

ま
た
、
地
方
祭
礼
と
い
う
観
点
で
は
、
同
じ
尾
張
領
内
に
祇
園
祭
と
並
ぶ
夏
祭
り
で

知
ら
れ
る
津
島
神
社
の
天
王
祭
が
あ
り
、
本
図
の
製
作
期
に
相
前
後
す
る
十
七
世
紀
後

半
以
降
の
絵
画
作
例
が
複
数
存
在
す
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
津
島
天
王
祭
は
、
津
島
神

社
の
東
を
流
れ
る
天
王
川
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
宵
祭
の
車
楽
船（
巻
藁
船
）五
艘

と
、
朝
祭
の
車
楽
船
六
艘
を
見
ど
こ
ろ
と
す
る
古
来
有
名
な
祭
礼
で
あ
る
。
絵
画
作
例

の
多
く
は
八
曲
一
双
も
し
く
は
六
曲
一
双
の
屏
風
装
で
、
津
島
神
社
と
天
王
橋
が
配
置

さ
れ
、
天
王
川
に
浮
か
ぶ
宵
祭
の
車
楽
船
と
朝
祭
の
車
楽
船
が
展
開
さ
れ
る
。
川
を
舞

台
と
し
た
津
島
天
王
祭
と
は
地
理
的
な
前
提
条
件
が
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
尾
張
領
内

で
行
わ
れ
、
本
祭
礼
よ
り
も
歴
史
の
古
い
津
島
天
王
祭
を
描
い
た
作
例
で
は
背
景
描
写

が
あ
る
の
に
対
し
、
本
図
で
は
場
所
を
特
定
す
る
よ
う
な
景
物
を
描
く
意
識
は
全
く
感

（
26
）



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

五
二

じ
ら
れ
な
い
。

ち
な
み
に
東
照
宮
祭
礼
図
で
背
景
描
写
が
あ
る
作
例
は
、『
雑
志
』
と
尾
張
家
十
代

斉
朝
の
命
を
受
け
て
描
か
れ
た
「
高
雅
本
」、
そ
の
伺
い
下
絵
と
目
さ
れ
る
名
古
屋
市

博
物
館
本
の
三
例
で
あ
る
。『
雑
志
』
で
は
、
行
列
の
先
頭
に
城
下
の
町
屋
内
か
ら
竹

矢
来
越
し
で
見
物
す
る
人
々
、
後
尾
に
通
り
で
行
列
を
見
物
す
る
人
々
の
様
子
が
描
か

れ
る
。
ま
た
下
絵
の
名
古
屋
市
博
物
館
本
で
は
七
巻
全
巻
に
わ
た
っ
て
、
名
古
屋
城
か

ら
東
照
宮
・
武
家
屋
敷
・
城
下
の
町
並
み
な
ど
の
背
景
描
写
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

献
上
本
と
な
る
「
高
雅
本
」
で
は
、
背
景
描
写
は
九
巻
の
う
ち
総
巻
と
呼
ば
れ
る
一
巻

に
限
定
さ
れ
、
残
り
八
巻
に
行
列
の
み
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
両
本
の
背
景
描
写
に
複

数
の
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
変
更
箇
所
は
、
天
守
を
表
し
た
名
古

屋
城
を
は
じ
め
、「
丸
に
酢
漿
草
紋
」
の
家
紋
を
は
っ
き
り
と
表
し
た
付
家
老
成
瀬
家

の
上
屋
敷
の
ほ
か
、
家
紋
か
ら
家
が
特
定
で
き
る
織
田
家
・
瀧
川
家
・
渡
辺
家
と
い
っ

た
上
級
家
臣
た
ち
の
屋
敷
、
ま
た
城
下
で
は
丸
に
井
桁
紋
を
染
め
抜
い
た
大
暖
簾
を
掲

げ
た
「
い
と
う
呉
服
店
」
で
あ
る
。「
高
雅
本
」
で
は
、
名
古
屋
城
の
場
面
が
削
除
、

武
家
屋
敷
も
家
が
特
定
で
き
る
よ
う
な
家
紋
が
隠
さ
れ
、
い
と
う
呉
服
店
に
い
た
っ
て

は
祭
礼
当
日
の
暖
簾
を
下
し
た
休
業
の
状
態
へ
と
変
更
さ
れ
た
。
下
絵
に
描
か
れ
た
名

古
屋
城
は
ま
さ
し
く
、
尾
張
家
の
権
威
を
如
実
に
示
す
象
徴
的
建
造
物
で
あ
り
、
こ
う

し
た
権
威
的
モ
チ
ー
フ
が
下
絵
の
段
階
で
画
家
の
側
か
ら
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ

れ
る
。
し
か
し
、
結
果
的
に
「
高
雅
本
」
で
は
名
古
屋
城
内
や
上
級
家
臣
の
家
紋
な
ど

藩
政
に
抵
触
す
る
部
分
が
削
除
さ
れ
、
東
照
宮
の
社
殿
や
武
家
屋
敷
・
藩
主
の
上
覧

所
・
本
丸
御
門
・
い
と
う
呉
服
店
な
ど
の
大
店
を
含
ん
だ
城
下
の
町
並
み
、
広
小
路
通

な
ど
の
背
景
が
描
か
れ
た
。「
高
雅
本
」
と
本
図
と
で
は
、
百
年
あ
ま
り
の
年
代
の
差

が
あ
り
、
同
列
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
本
図
に
背
景
が
描
か
れ
な
か
っ

た
理
由
の
一
つ
に
、
画
家
も
し
く
は
発
注
者
に
名
古
屋
の
町
並
み
を
描
く
こ
と
に
対
し

（
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（
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）

て
の
憚
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

歴
史
あ
る
京
都
や
津
島
と
異
な
り
、
名
古
屋
は
家
康
に
よ
る
名
古
屋
城
築
城
以
来
の

歴
史
の
浅
い
新
興
都
市
で
あ
り
、
名
古
屋
城
を
は
じ
め
場
所
を
特
定
で
き
る
景
物
は
軍

事
機
密
と
し
て
扱
わ
れ
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
先
に
指
摘
し
た
よ

う
に
、
本
図
の
先
行
作
が
巻
子
装
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
巻
子
装
の
作
例
に
背
景
描
写

が
極
め
て
少
な
い
こ
と
が
、
本
図
の
画
面
構
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
の
方
が
大

き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
図
に
は
貼
札
が
あ
る
こ
と
を
先
述
し
た
が
、
そ
の
記
述
は
町
名
や
役
名
と

い
っ
た
簡
単
な
内
容
で
あ
り
、
本
祭
礼
や
名
古
屋
の
町
名
を
全
く
知
ら
な
い
者
を
鑑
賞

対
象
と
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
巻
子
装
も
含
め
、
十
七
世
紀
後
半
の
類
例
が

な
い
現
状
で
断
定
は
控
え
る
が
、
本
図
は
名
古
屋
も
し
く
は
そ
の
近
辺
に
居
住
す
る
者

に
よ
る
、
巻
子
装
に
描
か
れ
た
行
列
の
全
貌
を
大
画
面
で
一
覧
し
た
い
と
い
う
要
望
、

あ
る
い
は
大
画
面
で
華
や
か
な
祭
礼
行
列
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
名
古
屋
の
町
の
繁
栄

ぶ
り
や
経
済
力
を
一
望
の
も
と
に
示
す
と
い
う
目
的
か
ら
八
曲
一
双
の
屏
風
と
し
て
再

構
成
し
描
か
れ
た
可
能
性
を
示
し
て
結
論
と
し
た
い
。

　
　
　

お　

わ　

り　

に

本
稿
で
は
、
新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
六
曲
一
双
に
つ
い
て
、
現
状

の
錯
簡
を
正
し
て
当
初
は
八
曲
一
双
だ
っ
た
と
し
、
復
元
案
を
示
し
た
。
そ
の
上
で
行

列
の
年
代
を
寛
文
十
二
〜
元
禄
三
年（
一
六
七
二
〜
九
〇
）ま
で
と
し
、
本
図
の
製
作
年

代
に
つ
い
て
も
そ
の
範
囲
内
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
同
じ
都
市
祭
礼
図
で
も
伝
統
あ
る

祇
園
祭
礼
、
あ
る
い
は
同
じ
領
内
で
行
わ
れ
た
津
島
祭
礼
に
比
較
し
て
、
屏
風
と
い
う

大
画
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
画
面
を
生
か
し
切
れ
ず
、
行
列
を
三
段
に
区



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

五
三

画
し
て
展
開
す
る
と
い
う
画
面
構
成
の
特
質
か
ら
巻
子
装
の
先
行
作
を
想
定
し
、
そ
の

影
響
下
に
製
作
さ
れ
た
と
推
定
し
結
論
と
し
た
。

名
古
屋
で
三
百
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
華
麗
な
祭
礼
行
列
を
展
開
し
た
名
古
屋
東
照

宮
祭
礼
は
、
そ
の
長
い
歴
史
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
絵
画
作
例
と
し
て
は
巻
子

装
に
ほ
ぼ
占
め
ら
れ
、
ま
た
そ
の
製
作
期
は
祭
礼
の
後
半
に
当
た
る
十
八
世
紀
後
半
以

降
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
大
画
面
の
屏
風
装
で
、
製
作
期
が
十
七
世
紀
後
半

と
推
定
さ
れ
る
本
図
の
出
現
は
、
近
年
稀
に
見
る
大
き
な
発
見
だ
っ
た
と
い
っ
て
間
違

い
な
い
。
祭
礼
の
仮
装
行
列
で
あ
る
点
は
割
り
引
い
た
と
し
て
も
、
十
七
世
紀
後
半
の

活
気
あ
ふ
れ
る
名
古
屋
の
人
々
の
風
俗
や
繁
栄
ぶ
り
を
確
か
に
伝
え
る
作
例
と
し
て
も

本
図
は
貴
重
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
江
戸
時
代
の
名
古
屋
の
都
市
景
観
と
風
俗
を
伝
え
る
作
品
と
し
て
は
、
尾

張
家
七
代
宗
春
の
治
世
、
享
保
十
七
〜
二
十
一
年（
一
七
三
二
〜
三
六
）頃
の
本
町
通
の

賑
わ
い
を
描
い
た
と
さ
れ
る
「
享
元
絵
巻
」（
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
蔵
）が
最
も
早
い
と

さ
れ
て
い
た
。
本
図
は
、「
享
元
絵
巻
」
の
景
観
年
代
を
三
十
年
以
上
も
遡
り
、
ま
た

格
段
に
豊
富
な
色
彩
と
細
部
描
写
に
優
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
中
期
の
名
古
屋
観
が
こ

れ
ま
で
「
享
元
絵
巻
」
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
今
後
、
そ
れ
を
鮮

や
か
に
塗
り
替
え
る
可
能
性
を
秘
め
た
貴
重
な
作
例
だ
と
い
え
よ
う
。

註（
1
）　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
『
名
古
屋
叢
書
三
編　

第
二
巻　

尾
藩
世
記 

上
』
名
古
屋
市
教

育
委
員
会　

昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
一
日
。
し
か
し
、
名
古
屋
東
照
宮
の
主
要
社
殿
の
完

成
は
元
和
五
年
で
あ
る
た
め
、
祭
礼
の
創
始
は
元
和
六
年
・
七
年
、
さ
ら
に
異
な
る
年
か
ら

と
江
戸
時
代
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

鬼
頭
秀
明
「
名
古
屋
城
下
と
宮
宿
の
山
車
祭
り
文
化
─
都
市
祭
礼
と
祭
礼
図
─
」（『
新
修
名

古
屋
市
史　

資
料
編　

民
俗
』　

名
古
屋
市　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
）。

（
2
）　

現
在
、
名
古
屋
市
東
区
筒
井
町
に
伝
わ
る
「
湯
取
車
」
は
、
天
保
二
年（
一
八
三
一
）に
桑

名
町
が
新
し
く
「
湯
取
神
子
車
」
の
山
車
を
建
造
し
た
際
に
、
当
時
の
情
妙
寺
前
へ
売
却
し

た
古
車
で
あ
る
。
現
存
す
る
山
車
の
中
で
最
も
古
い
歴
史
を
持
つ
が
、
本
祭
礼
の
山
車
と
し

て
は
数
え
な
い
。

（
3
）　

沿
革
と
次
第
に
つ
い
て
は
左
記
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。

① 

伊
勢
門
水
『
名
古
屋
祭
』
私
家
版　

明
治
四
十
三
年
一
月
十
五
日
。

② 

名
古
屋
市
役
所
編
『
名
古
屋
市
史　

風
俗
編
』
名
古
屋
市
役
所　

大
正
四
年
八
月
二
十

日 

昭
和
四
十
三
年
六
月
二
十
日
復
刻
。

② 

田
中
善
一
「
名
古
屋
東
照
宮
」（『
神
道
史
研
究
』
十
二
─
六
号　

神
道
史
学
会　

一
九
六
三
年
十
一
月
）。

④ 

鬼
頭
秀
明
「
第
十
一
章 

祭
礼
と
芸
能　

第
三
節　

山
車
と
造
り
物
風
流
」（
新
修
名
古
屋

市
史
資
料
編
編
集
委
員
会
編
『
新
修
名
古
屋
市
史　

本
文
編　

第
九
巻 

民
俗
編
』　

名
古

屋
市　

平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
）。

（
4
）　

名
古
屋
史
談
会
編
『
張
州
府
志
』
第
一
巻　

名
古
屋
史
談
会　

大
正
二
年
。

（
5
）　
「
敬
公
実
録
」
元
和
四
戊
午
条
の
よ
う
に
、
元
和
四
年
に
桑
名
町
・
西
鍛
冶
町
か
ら
「
さ

さ
ら
摺
」
の
警
固
が
出
さ
れ
た
と
す
る
史
料
も
あ
る
。
註（
3
）前
掲
田
中
氏
論
文
参
照
。

（
6
）　
福
原
敏
男
「
近
世
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
の
編
年
史
料
『
御
祭
礼
旧
記
』」（『
社
寺
史
料
研
究
』

8
号　

社
寺
史
料
研
究
会　

二
〇
〇
六
年
四
月
）。

　

福
原
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
尾
藩
世
記
』
で
は
「
雪
こ
か
し
警
固
」
を
「
雪
こ
か
し

ね
り
も
の
」と
記
す
。
す
な
わ
ち
、本
祭
礼
で
は
趣
向
を
凝
ら
し
た
練
物
自
体
を「
警
固
」「
警

護
」
と
し
て
い
る
。

（
7
）　

註（
3
）④
前
掲
論
文
参
照
。

（
8
）　

註（
2
）参
照
。

（
9
）　

高
力
種
信
・
小
田
切
春
江
『
尾
張
年
中
行
事
絵
抄
』（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
編
集
『
名
古
屋

叢
書
三
編　

第
五
巻　

尾
張
年
中
行
事
絵
抄
上（
解
読
編
）』　

昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一

日
）。

（
10
）　
『
新
修
名
古
屋
市
史　

資
料
編　

民
俗
』　

名
古
屋
市　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
。

解
題
・
翻
刻
が
掲
載
さ
れ
る
。

（
11
）　

註（
10
）前
掲
書
参
照
。



新
出
の
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
屏
風
」
に
つ
い
て

五
四

（
12
）　

註（
10
）前
掲
書
参
照
。

（
13
）　

本
図
よ
り
行
列
の
推
定
年
代
は
下
が
る
も
の
の
、名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
「
御
祭
礼
行
列
」

に
基
づ
き
、
祭
礼
の
警
固
の
装
束
を
検
討
し
た
論
文
に
左
記
が
あ
る
。

沖
本
清
美
「
近
世
中
期
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
の
装
束
：「
御
祭
礼
行
列
」
に
み
る
「
練
物
従
者
」

装
束
の
特
色
と
役
割
」（『
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
』
第
十
六
巻　

お
茶
の
水
女
子
大
学　

二
〇
一
四
年
三
月
三
十
一
日
）。

（
14
）　

註（
6
）前
掲
論
文
参
照
。

（
15
）　

註（
10
）前
掲
書
参
照
。

（
16
）　

註（
10
）前
掲
書
参
照
。

（
17
）　

註（
9
）前
掲
書
参
照
。

（
18
）　

註（
3
）①
前
掲
書
参
照
。

（
19
）　
『
張
州
雑
志
』
第
三
巻　

愛
知
県
郷
土
資
料
館
刊
行
会　

昭
和
五
十
年
九
月
二
十
八
日
。

（
20
）　

本
図
の
錯
簡
お
よ
び
山
車
の
順
序
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫 

司
書 

清
水
三
代

子
氏
よ
り
ご
教
示
賜
っ
た
。

（
21
）　

な
お
、
平
成
二
十
六
年
に
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
で
行
っ
た
『
尾
張
名
古
屋
の
絵
師
た
ち
』

展
で
本
図
を
初
公
開
し
た
際
に
は
、
左
隻
第
一
・
八
扇
を
欠
落
し
て
い
る
と
紹
介
し
て
い

た
。
こ
こ
で
訂
正
し
て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

（
22
）　

註（
3
）②
前
掲
書
参
照
。

（
23
）　

金
沢
康
隆
『
江
戸
結
髪
史
』　

青
蛙
房　

昭
和
三
十
六
年
二
月
二
十
五
日
初
版　

昭
和

五
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
六
版
。

（
24
）　

四
日
市
博
物
館
編
集
『
祭
礼
・
山
車
・
風
流　

近
世
都
市
祭
礼
の
文
化
史
』　

四
日
市
市

立
博
物
館　

一
九
九
五
年
十
月
二
十
八
日
。

（
25
）　

鳶
米
黒
和
三
「
都
市
の
祭
礼
文
化
─
土
浦
と
川
越
の
祭
り
絵
巻
か
ら
」（
黒
田
日
出
男
・
ロ

ナ
ル
ド
・
ト
ビ
『
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
別
冊　

通
巻
九
号　

行
列
と
見
世
物
』　

朝
日
新

聞
社　

一
九
九
四
年
六
月
二
十
日
）。

（
26
）　

・
久
留
島
浩
「
長
崎
く
ん
ち
考　

城
下
町
祭
礼
と
し
て
の
長
崎
く
ん
ち
」（『
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
〇
三
集　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館　

平
成
十
五
年
三
月

三
十
一
日
）。

・
清
水
禎
子
「
尾
張
に
お
け
る
奏
楽
人
の
活
動
に
つ
い
て
」（『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究

《
第
二
篇
》』　

清
文
堂
出
版　

二
〇
〇
四
年
三
月
二
十
日
）。

・
註（
6
）前
掲
論
文
参
照
。

・
清
水
禎
子
「
東
照
宮
祭
礼
と
城
下
町
名
古
屋
」（『
尾
張
藩
社
会
の
総
合
研
究　
《
第
三

篇
》』　

清
文
堂
出
版　

二
〇
〇
七
年
三
月
二
十
日
）。

・
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
集
『
行
列
に
み
る
近
世
─
武
士
と
異
国
と
祭
礼
と
─
』　

国

立
歴
史
民
俗
博
物
館　

二
〇
一
二
年
十
月
十
六
日
。

（
27
）　

鬼
頭
秀
明
「
名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
巻
の
下
絵
─
泥
江
縣
神
社
史
料
調
査
─
」（『
新
修
名

古
屋
市
史
だ
よ
り
』
一
三　

新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会　

平
成
十
年
三
月
）。

「
高
雅
本
」
は
、
文
政
四
年
正
月
に
高
雅
に
命
が
下
り
、
そ
の
参
考
資
料
と
し
て
、
各
町
が

山
車
や
警
固
の
人
数
を
書
き
上
げ
、
ス
ケ
ッ
チ
を
作
り
、
惣
町
代
花
井
氏
に
提
出
し
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
高
雅
は
組
織
的
に
集
め
ら
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
を
も
と
に
描
か

れ
た
。

（
28
）　

竹
内
美
砂
子
「
森
高
雅
─
画
風
展
開
と
「
東
照
宮
祭
礼
図
巻
」」（『
名
古
屋
市
博
物
館
研
究

紀
要
』
第
二
十
三
巻　

名
古
屋
市
博
物
館　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）。

〔
付
記
〕　

本
稿
執
筆
に
伴
い
、
本
図
の
ご
所
蔵
者
よ
り
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
名
古
屋
市
蓬
左

文
庫 

司
書 

清
水
三
代
子
氏
に
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。『
張
州
雑
志
』
の
写
真
は
名
古
屋
市

蓬
左
文
庫
よ
り
提
供
を
受
け
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
い
た
し
ま
す
。（

美
術
館　

學
藝
員
）



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

五
五

狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

薄
　
田
　
大
　
輔

─
江
戸
狩
野
派
の
庭
園
図
表
現

─

　

緒　
　
　

言

一　
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
の
製
作
背
景

　

①「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
の
基
本
情
報

　

②
戸
山
荘
の
歴
史

二　
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
の
形
式

三　

庭
園
図
の
表
現

　

①
江
戸
後
期
の
庭
園
図

　

②
庭
園
の
名
所
化

　

③
狩
野
派
の
庭
園
図

四　
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
の
絵
画
表
現
の
特
質

　

結　
　
　

語

　
　
　

緒　
　
　

言

漂
う
霞
の
間
隙
か
ら
四
季
豊
か
な
景
観
が
の
ぞ
く
狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図

巻
」（
徳
川
美
術
館
蔵
。
以
下「
惟
信
本
」と
略
称
）（
挿
図
1
─
1
）は
、あ
た
か
も
日
本
の
様
々

な
名
所
を
描
き
留
め
た
か
の
よ
う
な
絵
巻
で
あ
る
。
し
か
し
、
描
か
れ
た
景
観
は
現
在

の
東
京
都
新
宿
区
戸
山
一
帯
と
、
広
大
で
あ
り
な
が
ら
も
限
ら
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
、
こ
の
地
に
は
天
下
一
の
誉
れ
高
い
庭
園
を
持
つ
尾
張
徳
川
家
の
下
屋
敷
・

戸
山
屋
敷
が
置
か
れ
、
そ
の
庭
園
は
画
題
に
も
あ
る
「
戸
山
荘
」
や
「
戸
山
山
荘
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
。
制
限
さ
れ
た
土
地
の
中
に
山
や
谷
、
池
に
滝
、
森
林
に
平
原
と
あ
ら

ゆ
る
自
然
景
を
凝
縮
し
た
池
泉
回
遊
式
の
大
名
庭
園
は
、
大
名
家
の
当
主
が
私
的
に
自

然
を
楽
し
む
目
的
の
み
で
作
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
将
軍
や
他
国
の
大
名
を
接
待
し
、

宴
を
開
い
て
家
臣
を
労
う
な
ど
、
公
的
役
割
を
担
う
儀
礼
空
間
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で

は
、
茶
の
湯
・
詩
歌
・
作
陶
・
作
画
・
能
と
い
っ
た
様
々
な
文
化
芸
術
活
動
が
行
わ
れ
、

禽
獣
の
飼
育
や
薬
草
の
栽
培
、
植
物
園
の
造
営
な
ど
、
生
物
学
、
本
草
学
を
学
ぶ
場
で

も
あ
っ
た
。
ま
た
、
乗
馬
・
弓
馬
・
釣
り
な
ど
武
術
の
訓
練
や
ス
ポ
ー
ツ
ま
で
も
行
わ

れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
総
合
施
設
で
あ
っ
た
大
名
の
庭
は
、
自
ら
の
権
威
、
文
化
的

素
養
を
示
す
の
に
非
常
に
重
要
な
設
備
で
あ
り
、
莫
大
な
費
用
と
贅
を
尽
く
し
て
造
り

上
げ
ら
れ
た
。



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

五
六

第一図　大原・拾翠台 　挿図1─1　惟信本

　　　　　　　　 第二図　傍花橋・四堂



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

五
七

第三図　御泉水

第四図　王子権現・吟涼橋・随柳亭



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

五
八

　　　　　　　　　  第五図　御町屋・琥珀橋

第六図　両臨堂・錦明山



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

五
九

　　　　　　　　　 第七図　臥龍渓

第八図　弁天堂



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

六
〇

第四図　部分

第七図　部分



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

六
一

第五図　部分

挿図1─2　惟信本　附属　添状



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

六
二

本
稿
で
考
察
す
る
戸
山
荘
図
を
描
い
た
の
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
、
幕
府
に
仕
え
た

江
戸
狩
野
派
の
木
挽
町
狩
野
家
七
代
目
惟
信（
一
七
五
三
〜
一
八
〇
八
）で
あ
る
。
常
よ
り

将
軍
や
大
名
家
な
ど
の
権
威
を
表
象
、
視
覚
化
し
て
い
た
狩
野
派
が
、
大
名
庭
園
と
い

う
壮
大
か
つ
至
要
た
る
施
設
を
ど
の
よ
う
な
目
的
で
、
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
た
か

は
、
こ
れ
ま
で
詳
細
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
三
つ
の
視
点
か
ら
名
園

を
描
く
惟
信
本
を
考
え
る
。
ま
ず
惟
信
本
の
構
成
と
製
作
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
。
将

軍
家
や
大
名
家
に
仕
え
た
狩
野
派
で
あ
る
が
、
大
名
庭
園
図
の
現
存
作
例
は
意
外
に
少

な
い
。
狩
野
派
に
よ
る
庭
園
図
製
作
の
一
例
と
し
て
提
示
す
る
。
次
に
、
十
七
世
紀
よ

り
描
か
れ
て
き
た
狩
野
派
の
庭
園
図
と
、
十
八
世
紀
後
半
か
ら
登
場
す
る
新
た
な
庭
園

図
の
相
違
点
を
再
確
認
し
つ
つ
、
注
文
主
の
意
向
を
表
す
た
め
に
、
惟
信
が
戸
山
荘
を

ど
の
よ
う
に
描
い
た
の
か
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。
最
後
に
、
未
だ
研
究
の
殆
ど
な
い
惟

信
の
様
式
に
つ
い
て
、
惟
信
本
を
中
心
に
述
べ
て
い
き
た
い
。

　
　
　

一　
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
の
製
作
背
景

①「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
の
基
本
情
報

狩
野
惟
信
は
、
木
挽
町
狩
野
家
六
代
栄
川
院
典
信（
一
七
三
〇
〜
九
〇
）の
長
男
と
し

て
江
戸
に
生
ま
れ
た
。
幼
名
は
栄
二
郎
、
養
川
・
養
川
院
と
称
し
、
玄
之
斎
と
号
し

た
。
明
和
元
年（
一
七
六
四
）に
奥
御
用
、
天
明
元
年（
一
七
八
一
）に
法
眼
、
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）に
法
印
に
叙
せ
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
最
大
の
画
派
で
あ
る
江
戸
狩
野

派
を
率
い
た
惟
信
の
画
業
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
は
未
だ
な
い
が
、
尾
張
徳
川
家
と
も

深
く
結
び
付
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
尾
張
徳
川
家
当
主
の
休
息
の
場
で
あ
り
、
将
軍

や
大
名
た
ち
と
の
饗
応
、
交
流
の
場
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
戸
山
荘
を
、
惟
信

は
惟
信
本
お
よ
び
、「
戸
山
別
荘
両
臨
堂
之
景
」（
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
）に
お
い
て
少
な

く
と
も
二
度
も
画
で
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
現
存
す
る
尾
張
徳
川
家
伝
来
の
惟
信
作
品

は
、
管
見
の
限
り
で
は
惟
信
本
の
他
、
徳
川
美
術
館
蔵
の
「
仙
人
龍
虎
図
衝
立
」・「
雪

中
鷹
捉
搦
鶴
図
」・
雪
村
画
を
模
し
た
「
奏
楽
図
」、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
の
「
顔

子
・
閔
子
像
」、
個
人
蔵
の
二
点
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
尾
張
徳
川
家
の
数
百
冊
に

も
及
ぶ
蔵
帳
の
中
に
は
、
現
在
不
明
と
な
っ
た
惟
信
画
が
何
点
も
記
さ
れ
、
同
家
と
の

繋
が
り
の
強
さ
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、
江
戸
で
当
主
が
日
常
生
活
に
用
い
た
「
御
側
御

道
具
」
を
収
載
し
た
『
東
京
廻 

御
側
御
道
具
類
一
巻
』（
明
治
二
年〈
一
八
六
九
〉）に
は
、

惟
信
本
が
記
載
さ
れ
、
他
に
「
獅
子　

二
幅
対　

養
川
法
眼
筆
」・「
天
拜
布
袋　

一
幅

　

古
法
眼
元
信
圖　

養
川
法
眼
筆
」・「
弐
枚
折
御
屏
風　

山
水
四
愛
堂　

壱
双　

養
川

法
眼
筆
」
な
ど
が
確
認
で
き
る
。
で
は
、
次
に
惟
信
本
の
基
本
情
報
を
確
認
す
る
。

惟
信
本
の
形
状
は
、
紙
本
著
色
、
も
と
一
巻
の
巻
子
装
で
あ
っ
た
が
、
後
述
す
る

通
り
、
平
成
八
年
の
修
理
で
上
下
二
巻
に
仕
立
て
直
さ
れ
た
。
現
在
の
表
装
は
、
上

下
巻
と
も
表
紙
は
萌
黄
地
三
重
菱
繋
に
宝
尽
文
緞
子
、
見
返
は
金
砂
子
散
ら
し
、
軸

首
は
牡
丹
彫
唐
木
で
あ
る
。
上
巻
の
軸
首
は
元
使
い
で
、
下
巻
の
軸
首
は
平
成
八
年
の

修
理
の
際
に
新
調
さ
れ
た
。
法
量
は
、
縦
が
上
下
巻
と
も
三
九
・
八
糎
、
長
さ
が
上
巻

六
八
三
・
三
糎
、
下
巻
六
八
一
・
八
糎
で
あ
る
。
紙
は
上
巻
下
巻
共
に
七
枚
を
継
ぎ
、

一
紙
の
長
さ
は
九
六
・
九
〜
九
八
・
二
糎
で
あ
る
。
落
款
は
下
巻
巻
末
に
「
養
川
法
眼

筆
」・「
玄
之
斎
」
朱
文
円
印（
挿
図
2
）と
あ
る
。
箱
は
桐
印
籠
蓋
造
で
あ
る
。

挿図2　惟信本 落款部分
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挿図3　戸山荘　描き起こし図

① 大原　　　② 拾翠台　③ 御泉水　④ 傍花橋　⑤ 釈迦堂　⑥ 四堂
⑦ 王子権現　⑧ 吟涼橋　⑨ 随柳亭　⑩ 御町屋　⑪ 琥珀橋　⑫ 錦明山
⑬ 両臨堂　　⑭ 臥龍渓　⑮ 弁天堂　⑯ 餘慶堂　⑰ 五重塔　⑱ 彩雲塘



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

六
四

惟
信
本
は
戸
山
荘
か
ら
八
つ
の
景
観
を
選
ん
で
絵
画
化
し
て
お
り
、
次
に
こ
の
景
観

を
確
認
す
る
。
各
場
所
に
つ
い
て
は
、「
戸
山
御
庭
之
図
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）を
基

に
し
た
描
き
起
こ
し
図（
挿
図
3
）を
参
照
頂
き
た
い
。

第
一
図　

大
原
・
拾
翠
台

八
景
図
の
巻
頭
を
飾
る
の
は
、
高
い
視
点
か
ら
描
か
れ
た
見
晴
ら
し
の
い
い
平
原
で

あ
る
。
平
原
に
は
背
の
高
い
松
が
点
在
し
、
所
々
に
田
、
中
央
に
は
農
家
風
の
田
舎
家

も
見
ら
れ
る（
挿
図
4
）。
広
大
な
平
原
は
、
庭
園
の
北
部
に
広
が
る
①
「
大
原
」
に
限

ら
れ
る
。
手
前
に
あ
る
高
台
は
②
「
拾
翠
台
」
で
あ
る
。
大
原
御
物
見
と
も
呼
ば
れ
た

（
1
）

拾
翠
台
か
ら
は
、
高
田
馬
場
、
雑
司
ヶ
谷
ま
で
見
渡
せ
た
と
い
う
。
褪
色
の
た
め
見
え

難
い
が
、
田
舎
家
の
傍
ら
に
は
花
を
付
け
た
梅
樹
が
描
か
れ
季
節
は
冬
の
よ
う
で
あ

る
。
ま
た
、
拾
翠
台
が
手
前
に
あ
る
こ
と
か
ら
北
を
背
に
大
原
を
臨
ん
で
お
り
、
赤
く

染
ま
っ
た
画
面
右
上
の
空
に
よ
っ
て
日
暮
れ
だ
と
分
か
る（
図
1
）。

第
二
図　

傍
花
橋
・
四
堂

水
辺
に
竹
林
と
柴
垣
、
閉
ざ
さ
れ
た
質
素
な
門
が
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
進
む
と
、
遠

山
に
は
朱
の
塔
が
建
ち
、
手
前
に
は
水
景
が
広
が
り
、
橋
の
奥
に
は
舫
い
舟
も
確
認
で

き
る
。
そ
の
水
辺
に
架
か
る
橋
の
周
囲
に
は
桜
・
躑
躅
・
藤
棚
が
描
か
れ
、
春
か
ら
初

夏
の
植
物
が
一
度
に
花
を
咲
か
せ
る（
挿
図
5
）。

藤
棚
が
添
う
橋
は
、
戸
山
荘
の
中
心
か
ら
北
東
部
に
広
が
る
③
「
御
泉
水
」
の
北
側

の
岸
に
架
か
る
④
「
傍
花
橋
」
で
あ
る
。
山
間
に
見
え
る
塔
は
傍
花
橋
北
側
の
「
山
里
」

に
建
て
ら
れ
た
⑤
「
釈
迦
堂
」
で
、
二
重
塔
形
式
で
あ
っ
た
た
め
「
山
里
の
塔
」
と
か

「
釈
迦
塔
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
こ
こ
で
は
三
重
塔
の
よ
う
に
誤
っ
て
描
か
れ
て
い
る
が
、

「
尾
陽
公
和
田
戸
山
御
仮
山
図
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）な
ど
、
三
重
塔
で
描
く
図
は
少

な
く
な
い
。
画
面
左
側
に
描
か
れ
た
柳
と
中
国
風
の
四あ

ず
ま
や阿
の
屋
根
は
、
傍
花
橋
の
す
ぐ

南
西
方
向
に
あ
っ
た
⑥
「
四
堂
」
で
あ
る
。

第
三
図　

御
泉
水（
図
2
）

背
の
高
い
松
林
を
ぬ
け
る
と
鄙
び
た
家
屋
が
数
軒
、
水
辺
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
左

方
に
は
蛇
籠
が
浮
か
ん
だ
池
が
広
が
り
、
浅
瀬
に
蛍
が
飛
び
交
う
夏
の
夜
の
景
観
が
表

さ
れ
る
。
戸
山
荘
に
お
い
て
蛇
籠
や
蛍
を
名
所
の
指
標
と
し
て
記
し
て
い
る
史
料
は
な

く
、
こ
の
景
観
を
描
く
他
の
戸
山
荘
図
も
管
見
に
は
及
ば
な
い
。
た
だ
し
、
戸
山
荘
に

は
摂
津
小
田
の
蛙
、
宇
治
の
蛍
が
放
た
れ
て
い
た
と
い
い
、
蛍
は
園
内
を
彩
る
一
つ
の

（
2
）

（
3
）

挿図4　惟信本　第一図　大原　部分

挿図5　惟信本　第二図　傍花橋　部分
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六
五

名
物
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
園
内
の
水
景
は
至
る
所
に
あ
る
が
、
渺
々
た
る
湖

の
如
く
豊
富
な
水
を
湛
え
る
の
は
御
泉
水
が
ふ
さ
わ
し
く
、
御
泉
水
周
囲
の
景
観
を
描

い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
四
図　

王
子
権
現
・
吟
涼
橋
・
随
柳
亭

右
側
か
ら
水
上
に
建
立
さ
れ
た
鳥
居
と
、
画
面
奥
の
山
へ
と
続
く
参
道
が
描
か
れ

る
。
こ
れ
は
傍
花
橋
を
御
泉
水
沿
い
に
北
東
へ
進
む
と
現
れ
る
⑦
「
王
子
権
現
」
で
あ

る
。
画
の
左
方
に
は
⑧
「
吟
涼
橋
」
と
⑨
「
随
柳
亭
」
が
描
か
れ
る
。
名
の
由
来
に
も

な
っ
た
で
あ
ろ
う
青
々
と
茂
っ
た
葉
を
涼
風
に
な
び
か
せ
る
柳
の
様
子
が
、
初
夏
の
澄

ん
だ
空
気
を
も
写
し
て
い
る
。

第
五
図　

御
町
屋
・
琥
珀
橋

紅
葉
し
た
樹
木
が
点
在
し
、
秋
の
深
ま
り
を
目
前
と
し
た
景
観
が
広
が
る
。
画
面
右

か
ら
並
ぶ
町
屋
は
、
一
見
大
名
庭
園
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
光
景
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
戸
山
荘
の
西
部
に
あ
り
、
南
北
に
展
開
し
た
⑩
「
御
町
屋
」
で
あ
る
。
御
町
屋
は
、

長
さ
百
十
三
間
に
三
十
七
軒
も
の
商
家
な
ど
を
建
て
、
東
海
道
の
小
田
原
宿
に
見
立
て

た
と
い
う
虚
構
の
町
で
あ
る
。
宿
場
町
の
中
に
は
、
本
陣
・
問
屋
・
旅
籠
屋
・
米
屋
・

酒
屋
・
菓
子
屋
・
薬
屋
・
絵
屋
・
本
屋
・
植
木
屋
・
鍛
冶
屋
・
医
者
の
家
な
ど
が
造
ら

れ
、
御
成
や
園
遊
会
で
は
暖
簾
や
看
板
を
出
し
、
店
先
に
は
多
種
多
様
な
商
品
が
並
べ

ら
れ
た
。
御
町
屋
を
抜
け
る
と
実
際
に
立
て
ら
れ
て
い
た
高
札
が
描
か
れ
、
そ
の
上
部

に
は
長
い
橋
が
見
え
る
。
こ
の
橋
は
御
泉
水
の
中
央
に
架
か
り
庭
内
の
南
北
を
繫
い
だ

⑪
「
琥
珀
橋
」
で
あ
る
。

第
六
図　

両
臨
堂
・
錦
明
山（
図
3
）

秋
は
深
ま
り
、
錦
を
広
げ
た
か
の
如
く
染
ま
っ
た
山
が
聳
え
、
手
前
に
は
一
軒
の
茅

屋
が
ひ
っ
そ
り
と
建
つ
。
山
は
戸
山
荘
の
南
東
に
位
置
す
る
、
名
に
し
負
う
紅
葉
の
名

所
⑫
「
錦
明
山
」
で
あ
る
。
茅
屋
は
前
栽
の
朽
ち
た
樹
幹
と
大
き
な
奇
石
か
ら
、
庭
園

の
中
心
よ
り
も
や
や
南
東
に
位
置
し
た
⑬
「
両
臨
堂
」
と
特
定
で
き
る
。
寛
政
五
年
の

御
通
抜
に
随
行
し
た
佐
野
義
行
の
戸
山
荘
見
聞
記
『
戸
山
の
春
』
に
「
両
臨
堂
に
至
る

ま
へ
に
お
ほ
い
な
る
心
あ
る
か
た
ち
し
た
る
石
あ
り
そ
れ
に
添
て
枝
も
な
き
朽
木
の
松

た
て
た
り
嘗
大
田
道
灌
の
う
ゑ
た
る
よ
し
」
と
あ
る
。
庭
の
岩
は
獅
子
石
と
も
呼
ば
れ

て
い
た
。

第
七
図　

臥
龍
渓

水
辺
に
龍
が
臥
す
か
の
如
く
枝
を
垂
ら
し
た
松
が
生
え
、
飛
来
し
て
き
た
鴨
が
遊

ぶ
。
枯
れ
た
葦
の
葉
と
冬
鳥
は
い
よ
い
よ
秋
に
終
わ
り
を
告
げ
、
新
た
な
季
節
の
到
来

を
知
ら
せ
る
。
ま
た
、
鴨
は
一
種
類
で
は
な
く
、
色
の
異
な
る
数
種
を
描
き
分
け
て
い

る
。
こ
の
景
観
は
御
泉
水
北
西
側
の
⑭
「
臥
龍
渓
」
で
あ
る
。
臥
龍
渓
は
惟
信
本
の
よ

う
に
琥
珀
橋
の
西
側
の
土
坡
を
指
す
図
も
あ
る
が
、
か
つ
て
は
「
石
垣
島
」
と
呼
ば
れ

た
通
り
、
御
町
屋
の
北
東
側
の
石
垣
で
護
岸
さ
れ
た
場
所
を
指
す
図
も
あ
る
。
お
そ
ら

く
松
が
群
生
す
る
こ
の
一
帯
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
八
図　

弁
天
堂（
図
4
）

巻
末
を
飾
る
の
は
、
御
泉
水
の
南
西
に
浮
か
ぶ
弁
天
島
と
⑮
「
弁
天
堂
」
で
あ
る
。

真
っ
白
に
染
ま
っ
た
森
の
中
を
縫
う
よ
う
に
渓
流
が
流
れ
る
。
こ
の
流
れ
に
随
っ
て
目

を
進
め
る
と
、
や
が
て
雪
景
色
の
中
に
朱
の
映
え
た
橋
が
現
れ
、
鳥
居
と
弁
天
堂
が
建

て
ら
れ
た
島
へ
と
至
る
。
梅
の
よ
う
に
複
雑
に
屈
曲
す
る
樹
木
を
く
ぐ
り
抜
け
辿
り
つ

く
弁
天
堂
は
、
背
の
高
い
松
に
囲
ま
れ
、
神
聖
な
空
気
を
漂
わ
す
。

（
4
）
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以
上
の
如
く
、
惟
信
本
は
戸
山
荘
の
凡
そ
八
つ
の
景
観
を
四
季
と
組
み
合
わ
せ
て
描

か
れ
て
い
る
。
八
景
の
構
成
は
、
北
宋
か
ら
描
き
継
が
れ
た
瀟
湘
八
景
図
に
倣
っ
た
名

所
絵
の
一
つ
の
典
型
で
あ
り
、
日
本
で
は
近
江
八
景
や
金
沢
八
景
と
い
っ
た
様
々
な
八

景
が
作
り
出
さ
れ
た
。
大
名
庭
園
図
で
も
こ
の
八
景
図
の
構
成
は
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ

て
お
り
、
例
え
ば
広
島
藩
浅
野
家
の
庭
園
を
描
く
「
縮
景
園
八
勝
図
」（
広
島
市
立
図
書

館
浅
野
文
庫
蔵
）な
ど
の
よ
う
に
瀟
湘
八
景
に
擬
え
た
庭
園
図
も
製
作
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
惟
信
本
は
瀟
湘
八
景
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
単
に
八
つ
の
景

勝
を
選
ん
で
い
る
の
み
で
あ
る
。

で
は
、
次
に
惟
信
本
の
伝
来
を
辿
る
。
尾
張
徳
川
家
の
蔵
帳
に
お
け
る
惟
信
本
の
初

出
は
、
先
述
の
『
東
京
廻 

御
側
御
道
具
類
一
巻
』「
一　

戸
山
荘
八
景　

大
和
緞
子
黒

檀
軸
牡
丹
彫
物　

養
川
院
筆　

一
軸　

書
付
一
通
添　

浅
葱
絹
包
」
で
あ
る
が
、
後
述

す
る
附
属
の
添
状
に
よ
れ
ば
、
惟
信
本
は
寛
政
四
年
に
尾
張
徳
川
家
か
ら
幕
府
に
貸
し

出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
時
点
で
尾
張
徳
川
家
の
所
蔵
で
あ
っ
た
と
分
か
る
。
画
題

か
ら
も
尾
張
徳
川
家
の
命
で
製
作
、
献
上
さ
れ
た
作
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
製

作
年
は
、
落
款
か
ら
法
眼
に
叙
さ
れ
た
天
明
元
年
を
上
限
と
し
、
添
状
に
あ
る
幕
府
へ

貸
出
し
た
寛
政
四
年
を
下
限
と
す
る
。

惟
信
本
は
、
昭
和
十
年（
一
九
三
五
）徳
川
美
術
館
設
立
後
、
同
館
で
保
管
さ
れ
て
い

た
が
、
昭
和
二
十
三
年
二
月
に
蓬
左
文
庫
に
、
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
名
古
屋
市
へ
の
蓬

左
文
庫
一
部
譲
渡
に
伴
い
徳
川
林
政
史
研
究
所
に
移
管
さ
れ
た
。
平
成
八
年
に
保
存
修

理
が
施
さ
れ
、
修
理
後
の
平
成
十
一
年
に
保
存
と
管
理
の
専
門
性
、
公
開
と
普
及
の
推

進
な
ど
の
観
点
か
ら
再
び
徳
川
美
術
館
の
所
蔵
と
な
っ
た
。
平
成
八
年
の
修
理
で
は
二

巻
に
改
装
し
、
表
紙
や
紐
、
桐
箱
が
新
調
さ
れ
、
太
巻
添
軸
が
作
ら
れ
た
。
ま
た
、
絵

具
の
剥
落
止
、
料
紙
の
シ
ミ
や
汚
れ
の
除
去
、
破
損
箇
所
の
修
復
、
補
彩
が
行
わ
れ
て

い
る
。
修
理
前
の
表
装
は
鼠
茶
地
紗
綾
形
及
獅
子
牡
丹
錦
、
見
返
は
布
目
打
紙
金
箔

押
、
軸
首
は
牡
丹
彫
唐
木
で
あ
る
。
法
量
は
、
縦
三
九
・
八
糎
、
長
一
三
六
八
・
三

糎
。
箱
は
桐
印
籠
蓋
造
で
、
蓋
表
に
「
戸
山
荘
八
景
繪
巻
物　

狩
野
養
川
法
眼
筆　

一

軸
」
と
墨
書
が
あ
る
。
修
理
前
の
装
幀
は
、
獅
子
牡
丹
の
錦
の
表
紙
に
牡
丹
を
彫
っ
た

軸
首
な
ど
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
た
。

②
戸
山
荘
の
歴
史

大
名
庭
園
の
造
営
整
備
が
盛
ん
に
な
る
の
は
、
明
暦
三
年（
一
六
五
七
）の
大
火
で
江

戸
の
町
の
多
く
が
灰
塵
に
帰
し
た
後
の
寛
文
年
間（
一
六
六
一
〜
七
四
）以
降
で
あ
る
。
尾

張
徳
川
家
が
戸
山
に
屋
敷
地
を
持
っ
た
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
戸
山
屋
敷
が

本
格
的
に
屋
敷
地
と
し
て
整
備
さ
れ
た
の
は
、
寛
文
八
年
に
尾
張
徳
川
家
二
代
光
友

（
一
六
二
五
〜
一
七
〇
〇
）の
正
室
千
代
姫
の
曽
祖
母
で
牛
込
斉
松
寺
開
祖
の
祖
心
尼
か
ら

拝
領
地
約
四
万
六
千
坪
を
譲
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
十
一
年
に
は
幕
府
よ

り
隣
接
す
る
土
地
八
万
五
千
十
八
坪
を
拝
領
す
る
な
ど
、
合
わ
せ
て
十
三
万
六
千
坪
に

も
及
ぶ
広
大
な
敷
地
と
な
っ
た
。
戸
山
屋
敷
の
内
部
は
南
方
の
一
角
を
屋
敷
と
附
属
施

設
が
占
め
る
も
の
の
、
大
部
分
は
庭
園
で
あ
る
。
庭
園
の
造
営
は
光
友
に
よ
っ
て
急
速

に
進
め
ら
れ
、
寛
文
年
間
末
か
ら
延
宝
年
間（
一
六
七
三
〜
八
一
）に
主
要
施
設
が
、
元

禄
年
間（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
四
）に
は
残
る
殆
ど
の
施
設
が
完
成
し
た
。
こ
れ
ら
は
一
部

が
取
り
壊
さ
れ
、
中
に
は
再
建
さ
れ
た
施
設
も
あ
る
が
、
江
戸
時
代
を
通
じ
庭
園
自
体

に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。
光
友
以
降
、
戸
山
荘
を
活
用
し
た
の

が
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
尾
張
徳
川
家
七
代
宗
春（
一
六
九
六
〜
一
七
六
四
）で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
現
存
す
る
殆
ど
の
戸
山
荘
の
記
録
も
、
十
八
世
紀
中
期
以
降
に
な
る
。

戸
山
荘
の
内
部
を
詳
し
く
窺
い
知
る
に
は
、
訪
問
客
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
見
聞
記
を

紐
解
く
の
が
有
効
で
あ
る
。
戸
山
荘
は
早
く
か
ら
様
々
な
趣
向
を
凝
ら
し
た
名
園
と
し

て
知
ら
れ
、
人
々
の
憧
憬
の
眼
差
し
を
集
め
て
い
っ
た
が
、
拝
見
で
き
た
の
は
尾
張
徳

（
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狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

六
七

川
家
の
招
待
客
や
将
軍
の
御
成
に
扈
従
し
た
家
臣
な
ど
極
く
一
部
で
あ
っ
た
。
運
よ
く

戸
山
荘
を
拝
見
で
き
た
者
た
ち
は
、
そ
の
喜
び
か
ら
庭
の
様
子
を
見
聞
記
や
絵
図
と
し

て
記
録
し
た
の
で
あ
る
。
早
い
記
録
と
し
て
は
、
尾
張
徳
川
家
家
臣
の
久
世
舎
善
が
著

わ
し
た
『
戸
山
御
庭
記
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
享
保
二
十
年（
一
七
三
五
）三
月

に
宗
春
が
戸
山
荘
で
開
い
た
花
見
の
宴
の
時
の
記
録
で
あ
る
。
十
八
世
紀
中
期
の
記
録

は
他
に
、
寛
延
二
年（
一
七
四
九
）、
水
谷
友
之
右
衛
門
著
『
戸
山
御
屋
敷
取
建
以
来
伝

聞
之
記
』・
宝
暦
五
年（
一
七
五
五
）福
田
助
左
衛
門
著
『
御
庭
道
記
』
な
ど
が
知
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
明
治
四
年
模
写
の
「
宝
暦
比
戸
山
御
屋
敷
絵
図
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）は
、

宝
暦
年
間
の
戸
山
荘
の
様
子
を
視
覚
的
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ

る
。宗

春
の
次
に
戸
山
荘
を
活
用
し
た
の
は
尾
張
徳
川
家
九
代
宗
睦（
一
七
三
三
〜
九
九
）

で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
戸
山
荘
は
最
盛
期
を
迎
え
、
最
も
多
く
の
庭
園
史
料
が
製
作
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
多
く
の
大
名
庭
園
で
も
十
八
世
紀
末
以
降
に
庭
園
図
や
見
聞
記
が

次
々
と
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
権
力
者
た
ち
に
よ
る
庭
園
利
用
が
あ
り
、
特

に
十
一
代
将
軍
家
斉（
一
七
七
三
〜
一
八
四
一
）が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
。
家
斉
は
、
庭

園
史
家
の
針
ヶ
谷
鐘
吉
氏
に
よ
っ
て
「
園
癖
将
軍
」
と
評
価
さ
れ
た
通
り
、
庭
園
を
愛

し
た
将
軍
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
家
斉
が
江
戸
城
内
の
小
座
敷
の
庭
に
築
山
や
池
な

ど
を
作
ら
せ
楽
し
ん
だ
の
を
、
側
用
人
松
平
信
明
に
諌
め
ら
れ
た
と
い
う
『
文
恭
院
殿

御
実
紀
』
所
載
の
話
は
、
家
斉
の
庭
園
好
き
を
語
る
際
に
は
必
ず
引
用
さ
れ
て
い
る
。

家
斉
が
御
成
な
ど
で
諸
侯
の
庭
を
訪
れ
、
大
名
た
ち
は
こ
れ
に
応
え
る
た
め
に
、
庭
園

を
積
極
的
に
整
備
し
活
用
し
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
寛
政
の
改
革
を
推
し
進
め

た
松
平
定
信（
一
七
五
八
〜
一
八
二
九
）も
、
江
戸
と
所
領
地
白
河
に
合
わ
せ
て
五
つ
も
の

庭
園
を
造
り
、
御
抱
え
の
絵
師
た
ち
に
庭
園
図
を
製
作
さ
せ
る
な
ど
、
こ
の
時
期
の
大

名
庭
園
ブ
ー
ム
の
中
心
に
い
た
人
物
で
あ
る
。

（
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さ
て
、
家
斉
は
多
く
の
大
名
庭
園
の
中
で
も
余
程
戸
山
荘
が
気
に
入
っ
た
ら
し
く
、

寛
政
五
年
三
月
二
十
三
日
・
同
七
年
四
月
九
日
・
同
九
年
五
月
二
十
一
日
・
同
十
年
十

月
七
日
と
、
宗
睦
の
代
に
四
度
も
戸
山
荘
の
「
御
通
抜
」
を
行
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
優

れ
た
庭
園
の
姿
を
家
斉
が
天
下
一
の
名
園
と
激
賞
し
た
と
『
栗
山
文
集
』
巻
之
六
に
記

さ
れ
て
い
る
。
御
通
抜
と
は
将
軍
が
庭
先
を
通
り
抜
け
る
行
為
を
指
す
が
、
実
態
は
将

軍
を
自
邸
に
招
く
武
家
の
伝
統
儀
礼
「
御
成
」
と
同
じ
で
、
大
名
た
ち
は
最
大
限
の
も

て
な
し
で
歓
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
戸
山
荘
へ
の
御
通
抜
は
鷹
狩
の
際
に
通

り
抜
け
る
と
い
う
建
前
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
寛
政
五
年
の
御
通
抜
は
『
御
記
録
』
第

一
八
五
冊（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）に
宗
睦
の
嫡
男
五
郎
太
と
家
斉
の
長
女
淑
姫
の
結
納

に
つ
い
て
の
指
示
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
縁
組
祝
賀
が
事
実
上
の
名
目
で

あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

家
斉
の
戸
山
荘
へ
の
御
通
抜
で
は
、
随
行
し
た
人
々
に
よ
っ
て
多
く
の
庭
園
史
料
が

作
り
だ
さ
れ
た
。
寛
政
五
年
の
御
通
抜
で
は
、
旗
本
三
上
季
寛
が
『
和
田
戸
山
御
成

記
』・
同
じ
く
旗
本
の
佐
野
義
行
が
『
戸
山
の
春
』
を
著
し
、
奥
儒
者
成
島
和
鼎
が
戸

山
荘
の
絵
巻
を
製
作
し
て
い
る
。
寛
政
九
年
で
は
、
旗
本
で
御
小
姓
で
あ
っ
た
牧
野
成

著
が
『
尾
侯
戸
山
荘
記
』
を
著
し
、
さ
ら
に
自
ら
の
写
生
図
を
基
に
狩
野
派
の
絵
師
に

戸
山
荘
の
絵
巻
を
描
か
せ
た
。
寛
政
十
年
で
は
、和
鼎
の
子
で
奥
儒
者
成
島
勝
雄
が『
外

山
の
紅
葉
』
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
い
つ
の
御
通
抜
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
尾
陽

公
和
田
戸
山
御
仮
山
図
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）に
は
、
家
斉
の
歩
い
た
順
路
が
「
御

成
道
」・「
再
御
成
道
」
と
し
て
朱
線
で
印
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
次
々
と
筆

写
さ
れ
て
お
り
、
将
軍
が
誉
め
称
え
た
戸
山
荘
の
様
子
は
、
瞬
く
間
に
広
が
っ
て
い
っ

た
で
あ
ろ
う
。

尾
張
徳
川
家
の
『
御
日
記
』（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）に
は
、
同
時
期
に
諸
大
名
も
戸

山
荘
を
見
物
に
き
た
様
子
が
記
さ
れ
る
。
寛
政
五
年
十
一
月
二
十
一
日
に
は
幕
府
の
高

（
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狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

六
八

家
衆
、
御
数
寄
屋
坊
主
な
ど
計
二
十
四
名
が
訪
問
し
て
い
る
。
翌
年
五
月
二
十
三
日
に

は
薩
摩
家
二
十
六
代
藩
主
島
津
斉
宣
を
、
同
十
一
年
六
月
に
は
水
戸
徳
川
家
六
代
治
保

と
世
嗣
治
紀
を
招
い
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
、
水
戸
徳
川
家
分
家
の
常
陸
宍

戸
松
平
頼
救
・
陸
奥
守
山
松
平
頼
亮
ら
と
「
御
即
席
之
御
詩
作
」
を
行
っ
た
。

宗
睦
の
代
で
最
盛
期
を
向
か
え
た
戸
山
荘
は
、
そ
の
後
も
活
用
さ
れ
て
い
く
。
文

化
八
年（
一
八
一
一
）、
同
十
三
年
の
二
度
に
わ
た
り
、
屋
敷
と
庭
の
全
景
を
描
く
現
況

図
「
戸
山
御
屋
敷
絵
図
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）が
戸
山
奉
行
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
文
政
三
年（
一
八
二
〇
）の
「
戸
山
表
御
殿
図
」（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
）

は
、
御
殿
の
平
面
図
に
紀
伊
・
水
戸
徳
川
家
の
家
老
の
名
を
記
し
た
付
箋
が
貼
ら
れ
て

お
り
、
両
家
が
戸
山
邸
を
訪
問
し
た
と
窺
え
る
。
文
政
七
年
十
月
三
日
、
田
安
徳
川
家

斉
匡
が
来
遊
し
、
そ
の
前
日
に
田
安
家
家
臣
土
居
清
健
が
戸
山
荘
を
下
見
し
『
戸
山
枝

折
』
を
遺
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
十
二
代
将
軍
家
慶
は
、
天
保
十
四
年
と
弘
化
四
年

（
一
八
四
七
）に
戸
山
荘
を
訪
れ
て
い
る
。
弘
化
四
年
五
月
四
日
の
訪
問
で
は
、
随
行
し

た
加
藤
遠
江
守
泰
従
が
見
聞
記
『
家
慶
公
御
成
記
』
を
著
し
た
。
同
年
五
月
十
八
日
に

は
儒
学
者
佐
藤
一
斎
が
「
戸
山
邸
拝
観
之
詩
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）を
詠
ん
で
い
る
。
そ
し

て
、
幕
末
に
戸
山
荘
で
様
々
な
芸
術
活
動
を
し
て
い
た
の
が
尾
張
徳
川
家
十
四
代
慶
勝

（
8
）

（
一
八
二
四
〜
八
三
）で
あ
る
。
徳
川
林
政
史
研
究
所
に
は
慶
勝
が
撮
影
し
た
古
写
真（
挿

図
6
）が
残
さ
れ
て
お
り
、
戸
山
荘
の
実
際
の
姿
を
今
に
伝
え
て
く
れ
る
。
ま
た
、
慶

勝
が
自
作
の
漢
詩
や
歌
を
染
筆
し
た
「
戸
山
園
二
十
七
景
詩
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）や
「
戸

山
三
十
一
景
歌
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）も
残
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
戸
山
荘
の
歴
史
を
簡
単
に
辿
っ
た
が
、
外
交
の
み
な
ら
ず
芸
術
の
創
作
の
場

と
し
て
戸
山
荘
を
主
体
的
に
活
用
し
た
の
も
宗
睦
で
あ
っ
た
。
惟
信
の
父
狩
野
栄
川
院

典
信
筆
「
紅
葉
時
雨
之
図
」（
徳
川
美
術
館
蔵　

挿
図
7
）は
、
右
幅
落
款
の
「
奉
餘
慶
堂

　

即
画
栄
川
法
印
典
信
」、
左
幅
落
款
の
「
天
明
甲
辰
孟
冬
之
吉
奉
侍
餘
慶
堂　

即
画

栄
川
院
法
印
典
信
」
か
ら
、
天
明
四
年
十
月
、
戸
山
荘
の
⑯
餘
慶
堂
で
典
信
が
筆
を

揮
っ
た
席
画
で
あ
っ
た
と
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
典
信
を
招
い
た
の
は
、
時
の
当
主
の
宗

睦
で
あ
ろ
う
。
天
明
八
年
に
は
、
宗
睦
の
命
で
儒
学
者
・
細
井
平
洲（
徳
民 

一
七
二
八
〜

一
八
〇
一
）が
「
戸
山
荘
二
十
五
景
」
を
選
び
、
詩
を
賦
し
て
い
る
。
平
洲
は
安
永
九
年

挿図6　「戸山荘　琥珀橋」
　　　　（徳川慶勝撮影）

挿図7　狩野典信筆「紅葉時雨之図」



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

六
九

（
一
七
八
〇
）に
尾
張
徳
川
家
に
仕
え
た
人
物
で
、
天
明
三
年
に
は
平
洲
を
督
学
と
し
て

明
倫
堂
が
創
建
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
家
斉
の
御
通
抜
の
五
年
後
の
寛
政
十
年
九
月

二
十
八
日
に
は
、
宗
睦
は
江
戸
画
壇
の
重
鎮
で
あ
っ
た
谷
文
晁（
一
七
六
三
〜
一
八
四
〇
）

を
戸
山
荘
に
招
き
、
庭
の
景
観
を
写
生
さ
せ
た
。
文
晁
は
、
翌
年
五
月
に
全
二
十
七
図

の
清
書
二
巻
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
寛
政
十
一
年
に
徳
川
治
保
を
招
い
た
時
に

は
、
幕
府
の
絵
師
住
吉
広
行
・
板
谷
慶
舟
・
慶
意
を
呼
び
寄
せ
席
画
を
命
じ
て
い
る
。

さ
て
、
天
明
元
年
か
ら
寛
政
四
年
ま
で
の
作
で
あ
る
惟
信
本
に
は
、
こ
の
よ
う
な
時

代
背
景
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
惟
信
本
に
附
属
す
る

添
状（
挿
図
1
─
2
）を
確
認
し
よ
う
。

寛
政
四
年
子
九
月
廿
五
日
戸
山
御
屋
敷
江
松
平
越
中
守
殿
本
多
弾
正
大
弼
殿
参
上

之
節
戸
山
御
庭
十
景
狩
野
栄
川
院
筆
二
軸
同
八
景
狩
野
養
川
老
筆
一
軸
拝
借
有
之

同
十
月
二
十
六
日
返
上
在
之
候
右
御
巻
物
公
方
様
江
被
入
上
覧
候
由
殿
様
御
登
城

之
節
越
中
守
殿
御
直
ニ
被
申
上
候
伏
而
此
段
相
誌
置
者
也

寛
政
四
年
子
十
月

幕
府
の
老
中
で
あ
っ
た
松
平
定
信
と
本
多
忠
籌（
一
七
三
九
〜
一
八
一
二
）が
、
寛
政
四

年
九
月
二
十
五
日
に
惟
信
本
と
惟
信
の
父
・
栄
川
院
典
信
筆
「
戸
山
御
庭
十
景
」
を

併
せ
て
尾
張
徳
川
家
か
ら
借
用
、
十
一
代
将
軍
家
斉
の
上
覧
に
供
し
た
の
ち
、
十
月

二
十
六
日
に
返
却
し
た
と
あ
る
。
こ
の
上
覧
は
、
寛
政
五
年
の
第
一
回
御
通
抜
の
前
年

で
あ
る
。
家
斉
は
既
に
名
声
の
高
か
っ
た
戸
山
荘
に
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
御
通
抜
を

前
に
そ
の
様
子
を
描
い
た
画
を
提
出
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
惟
信
本
が
上
覧
の
た
め
に

製
作
さ
れ
た
か
は
、
こ
の
添
状
か
ら
は
分
か
ら
な
い
が
、
将
軍
に
庭
の
姿
を
伝
え
る
た

め
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ち
な
み
に
第
一
回
の
御
通
抜
の
時
、
戸

山
荘
の
主
要
施
設
で
あ
り
、
将
軍
の
休
息
場
と
な
っ
た
御
数
寄
屋
御
殿
の
餘
慶
堂
の
上

段
之
間
に
は
、
惟
信
の
写
す
「
古
法
眼
筆
福
禄
寿
山
水
図
」（
三
幅
対
）が
飾
ら
れ
て
い
た
。

さ
て
、
戸
山
荘
の
歴
史
と
と
も
に
庭
園
史
料
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
様
子
を
確
認
し

た
が
、
数
あ
る
戸
山
荘
の
記
録
の
中
で
、
惟
信
本
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
よ
り
惟
信
本
を
考
察
し
て
い
く
。

　
　
　

二　
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
の
形
式

大
名
庭
園
に
は
園
内
に
多
く
の
景
勝
地
、
す
な
わ
ち
「
名
所
」
が
定
め
ら
れ
て
い

た
。
戸
山
荘
に
も
多
く
の
名
所
が
あ
り
、
最
も
多
い
時
に
は
自
然
景
の
他
に
寺
社
や
茶

屋
な
ど
百
ヶ
所
以
上
も
の
施
設
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
名
所
の
内
有
名
な
の
は
、

先
述
し
た
天
明
八
年
に
宗
睦
の
命
で
細
井
平
洲
が
選
ん
だ
「
戸
山
荘
二
十
五
景
」
で
あ

る
。
戸
山
荘
の
一
部
の
名
所
は
、
時
代
に
よ
っ
て
呼
称
が
変
化
し
、
ま
た
別
称
も
あ
っ

た
が
、
二
十
五
景
選
定
後
は
「
戸
山
荘
二
十
五
景
」
の
名
称
が
多
く
用
い
ら
れ
た
。

二
十
五
景
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。
古
称
や
別
称
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
一
つ
一
つ
変
遷

を
辿
れ
な
い
の
で
、
括
弧
内
に
記
し
て
お
く
。

餘
慶
堂（
富
士
見
御
殿
）・
茯
苓
坂
・
琥
珀
橋（
中
橋
、
十
五
間
橋
）・
養
老
泉（
養
老

水
）・
傍
花
橋
・
随
柳
亭
・
望
野
亭（
大
原
御
茶
屋
）・
招
隠
里（
隠
里
御
茶
屋
）・
古
駅

楼（
外
郎
屋
）・
世
外
寺
・
称
徳
場（
御
馬
場
）・
両
臨
堂（
両
面
御
茶
屋
）・
修
仙
谷（
大

谷
）・
臨
遥
亭
・
錦
明
山（
天
神
山
）・
鳴
鳳
渓（
龍
門
）・
竹
猗
門
・
小
廬
山
・
吟
涼

橋
・
古
道
岐（
鎌
倉
海
道
、
川
越
街
道
）・
拾
翠
台（
大
原
御
物
見
）・
臥
龍
渓（
石
垣
島
）・

彩
雲
塘（
中
堤
）・
濯
纓
川（
大
井
川
）・
玉
円
峰（
箱
根
山
・
丸
ヶ
嶽
）



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

七
〇

こ
れ
ら
の
名
所
は
園
内
か
ら
満
遍
な
く
選
定
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
同
時
期
に
製
作
さ
れ
た
惟
信
本
は
、
前
章
で
確
認
し
た
如
く
、
大
原
・

拾
翠
台
・
傍
花
橋
・
四
堂
・
御
泉
水
・
王
子
権
現
・
吟
涼
橋
・
随
柳
亭
・
御
町
屋
・
琥

珀
橋
・
両
臨
堂
・
錦
明
山
・
臥
龍
渓
・
弁
天
堂
が
描
か
れ
て
い
た
。「
戸
山
荘
二
十
五
景
」

で
は
最
初
を
飾
っ
た
数
寄
屋
御
殿
の
餘
慶
堂
の
他
、
望
野
亭
・
龍
門
滝
・
鳴
鳳
渓
・
修

仙
谷
・
箱
根
山
・
彩
雲
塘
な
ど
主
要
名
所
が
惟
信
本
に
は
な
い
一
方
で
、
他
に
例
の
な

い
第
三
図
の
景
観
が
選
ば
れ
て
い
る
点
は
看
過
で
き
な
い
。
ま
た
、
名
所
は
園
内
の
至

る
所
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
惟
信
本
の
名
所
に
は
地
理
的
な
偏
り
が
見
ら
れ
る

の
は
、
描
き
起
こ
し
図
か
ら
も
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
点
か
ら
惟
信
本
の
名
所

選
定
の
意
図
を
読
み
取
る
。

ま
ず
、
各
名
所
の
描
か
れ
方
に
注
目
し
た
い
。
特
徴
的
な
の
は
、
第
二
図
か
ら
八
図

ま
で
が
名
所
を
近
接
し
て
捉
え
る
の
に
対
し
、
第
一
図
の
み
が
俯
瞰
視
点
で
描
く
構
成

で
あ
る
。
平
原
を
描
く
た
め
に
俯
瞰
構
図
を
用
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
季
節
に
注

目
す
る
と
第
二
図
か
ら
八
図
ま
で
で
春
夏
秋
冬
が
一
巡
し
、
第
一
図
は
や
は
り
差
別
化

が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
頭
に
俯
瞰
で
景
観
を
描
く
形
式
は
、
既
に
中
国
の
画

巻
で
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
明
代
末
以
降
に
量
産
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
蘇
州
片
」

の
清
明
上
河
図
で
は
、
冒
頭
に
郊
外
の
景
観
を
俯
瞰
で
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の

絵
巻
で
も
景
観
表
現
に
続
き
近
接
描
写
で
物
語
を
展
開
す
る
形
式
が
あ
る
。
例
え
ば

「
石
山
寺
縁
起
絵
巻
」（
石
山
寺
蔵
）で
は
、
第
一
図
の
始
ま
り
は
比
良
明
神
の
化
身
と
良

弁
上
人
が
託
宣
を
受
け
る
場
面
で
始
ま
る
が
、
続
い
て
重
畳
た
る
山
並
が
広
が
る
景
観

が
創
建
縁
起
と
霊
験
譚
の
前
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
惟
信
本
で
は
四
季
折
々
の
名
所
を

巡
る
前
に
、
鑑
賞
者
を
戸
山
荘
へ
と
誘
う
導
入
部
と
し
て
、
第
一
図
に
俯
瞰
図
の
大
原

を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
戸
山
荘
に
は
何
通
り
か
の
順
路
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、

寛
政
五
年
の
御
通
抜
な
ど
で
は
、
庭
園
北
側
に
あ
っ
た
神
明
車
力
御
門
よ
り
園
内
に
入

る
と
す
ぐ
海
原
の
如
く
広
が
っ
た
大
原
が
訪
問
者
を
迎
え
た
。
訪
問
客
は
こ
の
雄
大
な

光
景
に
ま
ず
圧
倒
さ
れ
、
別
世
界
に
入
り
込
ん
だ
感
覚
さ
え
覚
え
た
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
こ
れ
か
ら
巡
る
天
下
一
の
名
園
に
逸
る
気
持
ち
を
抑
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
惟
信
本
に
も
同
様
の
効
果
が
期
待
さ
れ
、
巻
頭
に
大
原
が
選
ば
れ
た
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
第
二
図
か
ら
い
よ
い
よ
戸
山
荘
に
踏
み
入
っ
て
い
く
。
ち
な

み
に
第
一
図
が
冬
の
日
没
で
始
ま
り
第
二
図
の
春
へ
と
繫
が
る
の
は
、
一
年
を
経
て
ま

た
新
た
な
年
を
迎
え
る
と
い
う
、
終
わ
り
な
き
戸
山
荘
の
繁
栄
を
意
図
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

で
は
、
第
二
図
以
降
に
注
目
す
る
と
、
七
景
は
い
ず
れ
も
御
泉
水
周
辺
の
名
所
と
い

う
共
通
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
た
だ
し
、
第
六
図
の
み
御
泉
水
を
描
い
て
い
な
い
。
こ

の
点
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
ま
ず
両
臨
堂
は
「
戸
山
荘
二
十
五
景
」
に
「
眼
界
蒼
池
與

茂
林　

両
臨
堂
上
画
蕭
森　

清
遊
盡
日
無
塵
事　

唯
有
松
風
入
玉
琴
」
と
あ
る
よ
う

に
、
御
泉
水
と
共
に
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
名
所
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
「
戸
山
園
中
図
」

（
個
人
蔵　

挿
図
8
）で
も
両
臨
堂
の
背
景
に
は
御
泉
水
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

戸
山
荘
の
四
季
を
展
開
さ
せ
る
惟
信
本
に
は
、
秋
景
に
戸
山
荘
随
一
の
紅
葉
の
名
所
錦

明
山
が
必
要
と
さ
れ
た
。
御
泉
水
か
ら
離
れ
て
い
る
錦
明
山
を
取
り
込
む
た
め
に
、
御

泉
水
と
共
に
鑑
賞
さ
れ
錦
明
山
と
も
接
し
て
い
た
両
臨
堂
を
同
時
に
描
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
錦
明
山
と
御
泉
水
は
両
臨
堂
を
挟
ん
で
反
対
に
位
置
し
て
い
た
た
め
に
、
惟
信
本

第
六
図
に
は
御
泉
水
が
描
か
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
秋
を
表
す
だ
け
な
ら

錦
明
山
の
み
で
事
足
り
る
は
ず
で
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
両
臨
堂
を
描
い
た
の
は
、
名
所

選
定
に
御
泉
水
周
辺
と
い
う
条
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
。
多
く
残
る
戸
山
荘
図

の
う
ち
両
臨
堂
と
錦
明
山
を
共
に
描
く
図
が
、
他
に
例
が
な
い
の
も
こ
の
推
測
の
補
強

材
料
と
な
り
得
よ
う
。
ま
た
、
先
例
の
な
い
第
三
図
は
、
御
泉
水
周
辺
の
主
要
な
名
所

を
一
通
り
選
ん
だ
た
め
、
御
泉
水
の
景
と
し
て
新
た
に
創
出
さ
れ
た
景
で
あ
っ
た
と
考



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

七
一

え
ら
れ
る
。
そ
こ
ま
で
し
て
、
御
泉
水
に
拘
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
御
泉
水
周
辺
か
ら
名

所
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
は
三
章
に
て
後
述
す
る
。

で
は
、
惟
信
は
ど
の
よ
う
に
戸
山
荘
を
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
惟
信
本
は
錦
明
山

と
両
臨
堂
を
一
図
に
描
い
た
た
め
、
景
観
に
誤
り
が
生
じ
て
お
り
、
幸
い
に
し
て
そ
こ

か
ら
製
作
方
法
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
惟
信
本
の
第
六
図
に
は
、
錦
明
山
の
中
に
朱
の
塔

が
建
つ（
図
3
）。
こ
の
塔
は
屋
根
の
描
写
か
ら
三
重
以
上
の
塔
と
分
か
る
が
、
園
内
に

は
山
里
の
二
重
塔
形
式
の
釈
迦
堂
、
御
町
屋
の
西
側
に
⑰
「
五
重
塔
」
が
建
つ
の
み
で

あ
り
、
い
ず
れ
も
錦
明
山
と
は
遠
く
離
れ
た
場
所
に
位
置
し
て
い
る
。
な
ぜ
惟
信
は
錦

明
山
に
塔
を
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
こ
れ
は
山
里
の
釈
迦
堂

を
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
述
し
た
佐
野
義
行
『
戸
山
の
春
』
の
一
文
の
続
き
に
は
、「
の
ほ
り
て
ま
へ
う
し

ろ
を
み
め
く
ら
す
に
か
た
へ
は
山
を
み
ほ
ろ
し
か
た
へ
は
池
水
を
み
て（
中
略
）遥
な
る

む
か
ひ
の
杜
の
木
の
ま
に
さ
き
の
釈
迦
堂
た
か
く
み
ゆ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
両
臨
堂
か

ら
は
山（
錦
明
山
）、
池
水（
御
泉
水
）、
遥
か
遠
く
に
山
里
の
釈
迦
堂
が
見
え
た
。「
戸
山

園
中
図
」（
個
人
蔵　

挿
図
8
）で
も
、
両
臨
堂
の
上
に
木
々
の
間
か
ら
釈
迦
堂
の
塔
の
屋

根
が
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
両
臨
堂
か
ら
は
塔
を
持
つ
山
里
、
塔
を
持
た
な
い
錦
明
山
が

見
え
た
が
、
惟
信
は
正
反
対
に
位
置
す
る
こ
の
二
つ
の
山
を
混
同
し
た
の
で
あ
る
。
で

は
、
な
ぜ
惟
信
は
遥
か
遠
方
に
小
さ
く
見
え
た
山
里
の
景
観
を
写
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
実
は
、
両
臨
堂
と
御
泉
水
よ
り
北
側
の
遠
景
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
構
成
し

た
図
も
あ
る
。
例
え
ば
、
文
化
九
年（
一
八
一
二
）儒
官
の
杜
温
直
筆
「
戸
山
図
記
」（
国

立
国
会
図
書
館
蔵　

挿
図
9
）で
は
視
点
を
高
く
取
り
近
景
に
両
臨
堂
、
中
景
に
御
泉
水
、

遠
景
に
山
里
の
塔
と
大
原
を
描
く
が
、
中
景
は
霞
で
隠
し
、
遠
景
を
拡
大
し
て
い
る
た

め
、
あ
た
か
も
両
臨
堂
後
方
の
山
に
塔
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。
地
図
で
確
認

す
れ
ば
、
す
ぐ
後
方
に
あ
っ
た
の
は
錦
明
山
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
図
を
見
て
、
惟
信

挿図8　「戸山園中図」　部分



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

七
二

は
錦
明
山
に
塔
が
あ
る
と
思
い
込
み
写
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
戸
山
図
記
」

は
惟
信
本
よ
り
製
作
年
は
下
が
る
が
、
惟
信
本
と
同
じ
く
釈
迦
堂
を
誤
っ
て
三
重
の
塔

で
描
い
て
お
り
、
景
観
表
現
は
既
に
硬
く
形
式
化
さ
れ
て
い
る
。
先
行
し
た
図
が
あ
っ

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
附
言
す
る
と
、
南
側
か
ら
の
視
点
で
描
か
れ
た
「
戸
山
園
中
図
」、「
戸
山
図

記
」
の
両
臨
堂
前
庭
に
は
奇
石
と
朽
木
が
あ
る
が
、
反
対
側
か
ら
描
か
れ
た
は
ず
の
惟

信
本
に
も
同
じ
位
置
関
係
で
同
図
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
「
戸
山
図
記
」
と
同

構
図
の
図
を
写
し
た
結
果
で
あ
る
。
ま
た
、
惟
信
本
で
は
両
臨
堂
の
後
ろ
に
四
阿
の
屋

根
が
描
か
れ
る
が（
図
3
）、
こ
れ
は
惟
信
本
第
二
図
で
確
認
し
た
通
り
、
実
際
に
は
釈

迦
堂
と
同
じ
く
御
泉
水
よ
り
も
北
側
に
あ
っ
た
四
堂
で
あ
る
。
加
藤
泰
従
の
見
聞
記

『
家
慶
公
御
成
記
』
に
は
、「
こ
ゝ
に
も
御
茶
亭
あ
り
。
是
ハ
正
面
に
御
庭
の
け
し
き
、

先
に
う
ち
過
し
御
池
の
あ
た
り
、
四
ッ
堂
な
と
眼
の
下
に
あ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
御

茶
亭（
両
臨
堂
）か
ら
四
堂
が
見
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
惟
信
は
本
来
両
臨
堂
の
対
岸
に

見
え
た
北
側
の
景
観
を
、
両
臨
堂
よ
り
南
側
に
あ
る
と
明
ら
か
に
勘
違
い
し
て
写
し
て

（
9
）

（
10
）

い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
惟
信
は
先
行
す
る
図
を
基
に
戸
山
荘
図
を
製
作
し
た
と
想
定
で

き
る
が
、
惟
信
は
戸
山
荘
を
訪
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
惟
信
が
戸
山
荘
に

訪
れ
た
可
能
性
が
窺
え
る
の
は
、『
戸
山
の
春
』
に
「
け
ふ
養
川
法
眼
も
御
供
に
あ
る

を
か
た
み
に
う
ち
か
た
ら
ひ
つ
つ
ゆ
く
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
惟
信
は
、

惟
信
本
完
成
後
の
寛
政
五
年
に
は
戸
山
荘
を
訪
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
戸
山
荘
は
一
部
を

除
き
身
分
の
高
い
武
士
た
ち
で
さ
え
も
容
易
に
は
立
ち
入
れ
ず
、
何
度
も
戸
山
荘
に
招

か
れ
て
い
る
絵
師
も
管
見
の
限
り
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
惟
信
本
の
誤
っ
た
景
観

描
写
と
併
せ
て
考
え
て
も
、
惟
信
が
戸
山
荘
を
実
見
し
庭
園
図
を
製
作
し
た
可
能
性
は

高
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
惟
信
は
何
を
参
考
に
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
注
目
す
べ
き
が
「
戸
山
御
庭
十
景
」
を
製
作
し
た
父
典
信
の
存
在
で
あ
る
。
先
述
し

た
通
り
、
典
信
は
天
明
四
年
十
月
に
戸
山
荘
の
餘
慶
堂
で
「
紅
葉
時
雨
之
図
」（
挿
図
7
）

を
製
作
し
て
い
る
。
惟
信
は
、
戸
山
荘
を
実
見
し
「
戸
山
御
庭
十
景
」
を
製
作
し
た
典

信
の
下
絵
や
写
生
図
を
利
用
し
て
惟
信
本
を
製
作
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ

し
、
実
見
し
た
典
信
の
図
を
参
考
に
描
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
景
観
に
誤
り
が

生
じ
た
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
こ
の
製
作
背
景
に
つ
い
て
は
新
た
な
資
料
を
待
ち
た

い
。さ

て
、
大
名
庭
園
を
絵
画
化
す
る
場
合
、
各
庭
園
固
有
の
景
観
を
正
確
に
写
し
取
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
将
軍
の
上
覧
に
も
供
さ
れ
た
惟
信
本
は
、
な
ぜ
景

観
の
誤
り
が
そ
の
ま
ま
許
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
表
現
を
仔
細
に
見
て

い
き
、
惟
信
本
に
は
何
が
求
め
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

挿図9　杜温直筆「戸山図記」　部分



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

七
三

　
　
　

三　

庭
園
図
の
表
現

①
江
戸
後
期
の
庭
園
図

戸
山
荘
は
惟
信
本
以
外
に
も
多
く
の
庭
園
図
や
絵
地
図
が
製
作
さ
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
寛
政
五
年
の
御
通
抜
に
随
行
し
た
成
島
和
鼎
の
写
生
図
を
基
に
描
か
れ
た
絵
巻
は

人
気
が
高
く
、「
戸
山
庭
園
図
巻
」（
徳
川
美
術
館
蔵　

挿
図
10
）な
ど
数
多
く
の
模
本
が
残

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
日
見
て
回
っ
た
名
所
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
描
き
込
ん
で
い
る
が
、

四
季
が
展
開
す
る
な
ど
創
作
も
見
ら
れ
る
。
戸
山
荘
を
俯
瞰
で
描
い
た
絵
巻
で
は
、「
戸

山
名
園
図
巻
」（
徳
川
美
術
館
蔵　

挿
図
11
）が
挙
げ
ら
れ
る
。
園
内
を
広
域
に
見
渡
す
地

図
的
性
格
が
強
い
こ
の
図
は
、
原
本
が
尾
張
藩
士
平
野
知
雄
筆
と
さ
れ
、
や
は
り
「
尾

侯
戸
山
苑
図
」（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）な
ど
同
図
柄
の
作
品
も
何
点
か
存
在
す
る
。
ま
た
、

御
町
屋
に
多
く
の
武
士
を
描
く
点
で
他
の
戸
山
荘
図
と
は
一
線
を
画
す
の
が
、「
尾
刕

戸
山
邸
絵
巻
」（
穴
八
幡
神
社
蔵
）や
木
挽
町
狩
野
家
九
代
晴
川
院
養
信
筆
の
模
本
「
戸
山

地
取
図
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）で
あ
る
。
長
羽
織
、
脚
半
と
い
う
鷹
狩
り
帰
り
に
相
応

し
い
武
士
の
服
装
か
ら
、
家
斉
の
御
通
抜
の
様
子
を
狩
野
派
の
絵
師
が
描
い
た
と
推

測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
多
く
の
戸
山
荘
図
が
現
存
す
る
が
、
表
現
は
多
岐
に
わ

た
っ
て
お
り
、
注
文
主
の
多
様
な
意
向
が
窺
え
る
。
そ
し
て
中
で
も
重
要
な
画
が
、
先

述
し
た
谷
文
晁
の
戸
山
荘
図
で
あ
る
。

寛
政
十
年
九
月
二
十
八
日
、
戸
山
荘
に
招
か
れ
た
文
晁
は
、
庭
の
景
観
を
写
生
し

た
。
こ
の
時
の
写
生
図
は
「
戸
山
山
荘
図
藁
」（
出
光
美
術
館
蔵
）と
さ
れ
、
翌
年
五
月
に

全
二
十
七
図
の
清
書
二
巻
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
清
書
本
は
現
存
不
明
で
あ
る
が
、

清
書
本
の
稿
本
と
見
ら
れ
て
い
る
の
が
「
戸
山
荘
図
巻
稿
本
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）で
、

「
戸
山
山
荘
図
藁
」
の
浄
写
稿
本
と
い
え
る
。
ま
た
、「
戸
山
荘
図
巻
稿
本
」
と
同
一
図

（
11
）

（
12
）

挿図10　「戸山庭園図巻」　部分

挿図11　「戸山名園図巻」　部分



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

七
四

柄
の
彩
色
模
本
が
、「
戸
山
荘
図
」（
新
宿
区
立
新
宿
歴
史
博
物
館
蔵
）や
先
述
し
た
「
戸
山

園
中
図
」（
個
人
蔵　

挿
図
8
）な
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
尾
張
徳
川
家
が
既
に
典
信
筆
「
戸
山
御
庭
十
景
」
や
惟
信
本
を
所
持
し

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
晁
に
庭
園
を
描
か
せ
た
の
は
狩
野
派
の
庭
園
図
と
は
異

な
る
役
割
を
期
待
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
文
晁
は
西
洋
画
の
透
視
遠
近
法
・
陰
影
法
を

習
得
し
、
そ
れ
を
駆
使
し
て
眼
前
の
風
景
を
実
証
的
に
描
く
「
公
余
探
勝
図
巻
」（
寛
政

五
年
・
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）な
ど
の
真
景
図
を
製
作
し
て
い
る
。「
公
余
探
勝
図
巻
」
を

め
ぐ
っ
て
は
、
写
真
の
よ
う
に
正
確
な
描
写
を
目
標
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
基

本
的
に
は
中
国
絵
画
を
淵
源
と
す
る
「
真
景
図
」
で
、
多
視
点
に
よ
る
俯
瞰
図
的
描
写

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
風
景
や
地
形
を

立
体
的
か
つ
正
確
に
伝
達
で
き
る
真
景
図
で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文

晁
は
こ
の
新
し
い
風
景
表
現
を
庭
園
図
に
も
利
用
し
て
い
っ
た
。
寛
政
六
年
頃
に
は
松

平
定
信
が
築
地
の
白
河
藩
下
屋
敷
に
建
て
た
浴
恩
園
の
庭
園
図
を
、
同
九
年
に
は
紀
伊

徳
川
家
中
屋
敷
の
西
園
を
写
生
す
る
な
ど
、
分
か
っ
て
い
る
だ
け
で
六
点
も
の
庭
園
図

を
製
作
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
本
画
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
一
連
の
戸

山
荘
図
や
西
園
の
写
生
図
「
青
山
園
荘
図
藁
」（
出
光
美
術
館
蔵
）、
谷
文
晁
画
模
本
「
浴

恩
園
図
記
」（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）か
ら
、
庭
の
景
観
を
正
確
に
写
し
た
臨
場
感
を
伴
う

庭
園
図
で
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
庭
園
図
の
評
判
が
宗
睦
の

耳
に
届
く
と
こ
ろ
と
な
り
、
文
晁
に
戸
山
荘
を
記
録
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
栗
山
文

集
』
収
載
の
「
戸
山
荘
図
跋
」
に
は
、
寛
政
十
一
年
冬
に
戸
山
荘
を
見
学
し
た
柴
野
栗

山（
一
七
三
六
〜
一
八
〇
七
）が
以
前
見
た
文
晁
の
戸
山
荘
図
の
画
稿
が
極
め
て
実
景
に
正

確
だ
っ
た
と
驚
嘆
し
、
清
書
本
の
稿
本
に
跋
文
を
寄
せ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
改
め
て

述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
惟
信
本
の
表
現
と
は
全
く
異
な
る
庭
園
図
で
あ
り
、
十
九
世

紀
以
降
主
流
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
記
録
性
・
実
利
性
を
追
求
し
た
新
た
な
庭
園
図
で

（
13
）



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

七
五

あ
っ
た
。
こ
の
「
文
人
た
ち
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
新
し
い
「
真
景
図
」
の
一
領
域
」
で

あ
る
庭
園
図
に
つ
い
て
は
、
今
橋
理
子
氏
に
よ
っ
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
尾
張

徳
川
家
の
上
屋
敷
市
ヶ
谷
屋
敷
の
庭
園
・
楽
々
園
に
も
、
や
は
り
透
視
遠
近
法
な
ど

を
用
い
て
写
実
的
に
描
い
た
宋
紫
岡（
生
年
未
詳
〜
一
八
五
〇
）筆
「
楽
々
園
四
季
真
景
図

巻
」（
名
古
屋
市
博
物
館
蔵
）が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
述
の
文
晁
画
模
本
「
戸
山
園

中
図
」（
挿
図
8
）は
奥
書
「
元
本
宗
藩
戸
山
別
園
景
望
谷
文
晁
所
畫
張
府
蔵
也 

使
泉
田

模
之
其
為
園
名
之
書
也 

大
学
頭
頼
亮
之
弟
千
次
郎
頼
融
所
録
矣 

于
時
天
保
乙
未
冬
模

子
之　

芳
潤
堂
」
か
ら
、
芳
潤
堂
す
な
わ
ち
尾
張
徳
川
家
分
家
の
高
須
松
平
家
十
代
義

建（
一
七
九
九
〜
一
八
六
二
）が
泉
田
に
命
じ
て
先
述
の
寛
政
十
二
年
に
戸
山
荘
に
招
か
れ

た
松
平
頼
亮
の
弟
頼
融
所
持
の
文
晁
画
の
模
本
を
写
さ
せ
た
庭
園
図
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
義
達
は
舶
来
の
鳥
を
自
ら
写
し
た
「
砂
糖
鳥
図
」（
徳
川
美
術
館
蔵
）を
残
す
な

ど
、
外
来
の
文
物
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
大
名
で
あ
る
。
尾
張
徳
川
家
周
辺
で
も
こ
の

よ
う
な
庭
園
図
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
一
方
の
狩
野
派
の
庭
園
図
に

は
何
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

②
庭
園
の
名
所
化

十
九
世
紀
に
全
盛
期
を
迎
え
た
庭
園
図
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
製
作
は
大
名
庭
園
の
造

営
が
盛
ん
に
な
っ
た
十
七
世
紀
後
半
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
橋
狩
野

家
初
代
安
信（
一
六
一
三
〜
八
五
）筆
「
太
田
備
牧
駒
籠
別
荘
八
景
十
境
詩
画
巻
」（
文
京
ふ

る
さ
と
歴
史
館
蔵　

挿
図
12
）、
木
挽
町
狩
野
家
二
代
常
信（
一
六
三
六
〜
一
七
一
三
）・
同

家
三
代
周
信（
一
六
六
〇
〜
一
七
二
八
）・
浜
町
狩
野
家
初
代
岑
信（
一
六
六
二
〜
一
七
〇
八
）

筆
「
六
義
園
図
」（
柳
沢
文
庫
蔵
）は
、
現
存
す
る
庭
園
図
の
中
で
は
最
も
早
い
作
例
で
、

庭
園
図
の
成
立
は
開
幕
当
初
よ
り
大
名
に
仕
え
た
狩
野
派
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
当
初
よ
り
庭
園
図
に
求
め
ら
れ
た
重
要
な
役
割
の
一
つ
が
、
庭
園

（
14
）

（
15
）

挿図12　狩野安信筆「太田備牧駒籠別荘八景十境詩画巻」　部分



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

七
六

の
「
名
所
化
」
で
あ
っ
た
。

今
橋
氏
は
、
自
ら
の
権
力
と
文
化
人
と
し
て
の
資
質
を
具
現
化
し
て
知
ら
し
め
す
装

置
で
あ
っ
た
庭
園
を
大
名
が
絵
画
化
し
た
の
は
、
物
理
的
に
は
掌
握
不
可
能
な
巨
大
な

庭
園
空
間
を
文
字
通
り
掌
中
に
収
め
る
た
め
に
、
必
然
的
に
選
択
さ
れ
た
縮
小
化
の
結

果
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
た
。
む
ろ
ん
、
た
だ
掌
握
し
て
傍
ら
に
置
く
の
で
は
な
い
。

今
橋
氏
も
指
摘
さ
れ
る
通
り
、
大
名
は
権
力
を
誇
示
す
る
庭
園
を
「
名
園
」・「
名
所
」

と
し
て
価
値
を
高
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
絵
画
化
が

行
わ
れ
た
。
本
来
、
名
所
は
開
か
れ
た
場
所
に
あ
り
、
人
々
の
感
動
を
誘
い
歌
に
詠
ま

れ
、
文
学
化
・
絵
画
化
さ
れ
て
定
着
し
て
い
く
。
し
か
し
、
閉
ざ
さ
れ
た
場
所
で
あ
る

大
名
の
庭
は
、
積
極
的
に
人
が
招
か
れ
、
和
歌
や
詩
・
絵
画
・
見
聞
記
で
庭
園
の
様
子

が
広
ま
る
こ
と
で
名
園
・
名
所
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
最
も
成
功
し
、

人
々
の
羨
望
の
的
と
な
っ
た
の
が
戸
山
荘
で
あ
る
。
先
述
し
た
如
く
、
多
く
作
ら
れ
た

見
聞
記
や
絵
図
は
次
々
と
筆
写
さ
れ
て
お
り
、
天
下
一
の
名
園
の
記
録
は
史
料
の
数
で

も
他
の
大
名
庭
園
を
圧
倒
し
て
い
る
。
庭
園
図
に
写
さ
れ
た
聞
き
し
に
勝
る
美
景
、
見

聞
記
に
記
さ
れ
る
茶
室
に
飾
ら
れ
た
名
宝
の
数
々
は
、
御
三
家
筆
頭
の
格
の
高
さ
を
知

ら
し
め
、
そ
の
名
を
世
に
轟
か
せ
た
。
さ
ら
に
戸
山
荘
か
ら
見
る
富
士
は
江
戸
百
富
士

に
選
ば
れ
、
江
戸
後
期
に
な
る
と
戸
山
荘
は
川
柳
に
も
詠
ま
れ
、
人
々
の
憧
れ
の
「
御

庭
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
尾
張
徳
川
家
以
外
の
第
三
者
に
よ
っ
て
次
々
と
庭
園
図
や

記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
の
も
、
珍
し
い
特
色
で
あ
る
。

戸
山
荘
以
外
で
は
、
柳
沢
吉
保
が
文
学
趣
味
を
投
影
し
て
造
園
し
た
六
義
園

も
、
絵
画
や
和
歌
に
よ
っ
て
名
園
化
が
図
ら
れ
た
庭
園
の
一
つ
で
あ
る
。
宝
永
三
年

（
一
七
〇
六
）、
柳
沢
吉
保
は
霊
元
上
皇
に
六
義
園
図
を
献
上
し
、
霊
元
上
皇
は
こ
の
画

か
ら
名
所
十
二
境
八
景
を
勅
撰
し
、
公
卿
た
ち
に
詠
じ
さ
せ
た
歌
を
吉
保
に
贈
っ
た
。

吉
保
が
七
年
も
の
歳
月
を
か
け
て
造
っ
た
庭
園
は
上
皇
の
勅
撰
に
よ
っ
て
正
し
く
名
園

と
な
り
、
作
庭
者
で
あ
る
吉
保
は
政
治
家
の
み
な
ら
ず
、
一
流
の
文
化
人
と
し
て
も
、

声
望
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
の
六
義
園
図
が
、
常
信
・
周
信
・
岑

信
筆
「
六
義
園
図
」
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「
六
義
園
図
」

は
柳
沢
文
庫
本
が
原
本
と
さ
れ
て
い
る
が
、
国
立
国
会
図
書
館
本
・
静
嘉
堂
文
庫
本
・

東
京
国
立
博
物
館
本
な
ど
、
数
点
が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
。
大
名
庭
園
が
名
園
と
な

る
過
程
で
狩
野
派
の
庭
園
図
が
利
用
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
模
本
に
よ
っ
て
上
皇
の
愛
で

た
名
園
の
姿
が
広
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

③
狩
野
派
の
庭
園
図

恐
ら
く
名
所
化
と
い
う
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
は
、
狩
野
派
の
み
な
ら
ず
、
園

主
の
命
で
製
作
さ
れ
た
多
く
の
庭
園
図
も
同
じ
で
あ
る
。
文
晁
の
庭
園
図
が
多
く
の
模

本
を
生
み
出
し
、
庭
園
の
姿
を
広
め
て
い
っ
た
の
が
何
よ
り
も
そ
れ
を
物
語
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
名
所
化
を
一
つ
の
目
的
と
し
た
当
初
の
狩
野
派
の
庭
園
図
は
、
西
洋
合

理
主
義
に
基
づ
く
写
実
的
表
現
が
未
だ
殆
ど
流
入
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
と
は
い
え
、

惟
信
本
と
同
じ
く
実
景
の
再
現
性
は
乏
し
く
、
ま
た
そ
れ
を
目
的
と
し
て
い
な
か
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
文
字
通
り
名
所
絵
的
性
格
が
強
い
た
め
で
、
狩
野
派
庭
園

図
の
特
徴
と
な
っ
た
。
名
所
絵
と
は
詩
歌
や
物
語
な
ど
の
題
材
に
も
な
っ
た
著
名
な
土

地
や
景
観
を
描
く
が
、名
所
の
持
つ
風
趣
を
捉
え
る
こ
と
が
第
一
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、

名
所
を
表
す
景
物
や
建
造
物
な
ど
を
描
き
な
が
ら
も
、
景
観
を
省
略
し
再
構
成
し
理
想

的
な
姿
で
表
現
で
き
た
。
特
に
、
狩
野
派
や
土
佐
派
で
は
こ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
名
所
絵
の
享
受
の
在
り
方
を
物
語
る
の
が
、
大
和
吉
野
の
景
を
描
い
た
狩

野
常
信
筆
「
吉
野
図
屏
風
」（
徳
川
美
術
館
蔵　

挿
図
13
）で
あ
る
。
吉
野
図
と
さ
れ
な
が

ら
も
、
画
上
の
建
造
物
な
ど
は
近
世
前
期
か
ら
同
時
代
ま
で
の
吉
野
図
や
絵
地
図
に
描

か
れ
た
そ
れ
と
類
似
し
て
お
ら
ず
、
本
当
に
吉
野
図
と
し
て
描
か
れ
た
か
は
不
明
で
あ

（
16
）

（
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）



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

七
七

る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
鑑
賞
者
た
ち
は
桜
の
咲
き
乱
れ
る
山
里
の
風
趣
を
、
桜
の
名
所

吉
野
の
景
と
重
ね
合
わ
せ
、
江
戸
時
代
か
ら
吉
野
図
と
し
て
成
立
し
鑑
賞
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

江
戸
狩
野
派
の
初
期
の
庭
園
図
と
い
え
る
安
信
筆
「
太
田
備
牧
駒
籠
別
荘
八
景
十
境

詩
画
巻
」
は
、
瀟
湘
八
景
図
に
擬
え
た
前
半
の
八
景
図
を
、
最
小
限
の
景
物
を
柔
ら
か

な
墨
描
と
淡
彩
を
用
い
て
、
そ
の
湿
潤
な
空
気
を
も
捉
え
よ
う
と
描
く
。
後
半
の
十
境

図
は
庭
園
の
地
形
の
特
徴
を
捉
え
て
描
か
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
景
観
は
デ
フ
ォ
ル
メ

さ
れ
、
各
名
所
の
景
物
を
象
徴
的
に
描
く
。
実
景
の
再
現
性
よ
り
も
、
詩
情
豊
か
な
庭

園
の
風
趣
を
よ
く
表
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
常
信
・
周
信
・
岑
信
筆
「
六
義
園
図

巻
」
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
景
と
は
異
な
る
こ
の
装
飾
・
改
変
の
部
分
に
、
注

文
主
の
意
向
や
庭
園
の
理
想
像
が
色
濃
く
流
れ
込
む
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
六
義
園

図
巻
」
は
、
狩
野
派
が
描
き
な
が
ら
も
や
ま
と
絵
的
描
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
と

指
摘
さ
れ
、
そ
れ
は
和
歌
の
思
想
に
基
づ
い
て
造
園
さ
れ
た
六
義
園
の
性
格
、
風
趣
を

何
よ
り
も
大
事
に
し
て
写
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
。
確
か
に
洲
浜
や
類
型
的
な
楕

円
型
を
連
ね
た
山
並
み
な
ど
、
実
景
よ
り
も
や
ま
と
絵
的
な
絵
画
表
現
が
優
先
さ
れ
て

い
る
。「
六
義
園
図
巻
」
が
献
上
本
で
あ
り
、
吉
保
が
絵
画
を
通
じ
て
和
歌
の
思
想
に

裏
付
け
さ
れ
た
庭
の
姿
を
霊
元
上
皇
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
画
法
の

選
択
は
必
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
安
信
の
庭
園
図
が
水
墨
画
法
を
多
用
し
て
い
る
の
も
、

林
鵞
峰（
一
六
一
八
〜
八
〇
）作
の
詩
を
林
梅
洞（
一
六
四
三
〜
六
六
）が
記
し
た
詩
巻
と
共

に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
惟
信
本
に
写
し
出
さ
れ
た
戸
山
荘
は
、
ど
の
よ
う
な
表
現
で
庭
園
の
性
格

を
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
惟
信
本
と
同
時
期
、
宗
睦
は
細
井
平
洲
に
「
戸
山
荘

二
十
五
景
」
を
選
ば
せ
、
新
た
な
戸
山
荘
の
名
所
づ
く
り
を
行
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

「
戸
山
荘
二
十
五
景
」
に
は
、
至
る
所
に
桃
源
郷
な
ど
隠
逸
嗜
好
が
読
み
取
れ
る
と
既

（
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）
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挿図13　狩野常信筆「吉野図屏風」



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

七
八

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
漢
詩
に
よ
る
名
所
づ
く
り
は
、
文
人
の
理
想
的
景
観
を
戸
山
荘

の
名
所
に
仮
託
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
視
点
か
ら
惟
信
本
を
読
み
解

く
と
、
最
も
興
味
深
い
の
は
第
一
図
大
原
で
あ
る
。
画
面
中
央
に
は
農
家
や
田
が
描
か

れ
、
長
閑
な
農
村
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
田
舎
屋
や
田
園
風
景
は
、
支
配

者
が
農
民
の
苦
労
を
知
る
た
め
の
教
戒
的
性
格
や
、
野
趣
を
楽
し
む
た
め
の
み
な
ら

ず
、
陶
淵
明
の
帰
去
来
な
ど
に
あ
る
隠
遁
嗜
好
、
田
園
志
向
の
表
れ
で
も
あ
り
、
多

く
の
大
名
庭
園
に
取
り
込
ま
れ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
文
晁
の
戸
山
荘
図
を
は
じ

め
、
他
の
庭
園
図
や
地
図
の
大
原
に
田
園
農
村
風
景
の
描
写
は
な
く
、
見
聞
記
を
見
渡

し
て
も
芝
が
広
が
る
光
景
が
記
録
さ
れ
、
農
村
の
風
景
に
言
及
す
る
史
料
が
な
い
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
原
に
お
け
る
田
園
風
景
は
、
惟
信
本
で
追
加
さ
れ
た
風
景
で

あ
る
。
次
に
第
二
図
で
は
絵
巻
を
少
し
ず
つ
広
げ
て
い
く
と
、
竹
林
の
奥
深
く
に
門
が

現
れ
る
。
そ
の
門
を
く
ぐ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
さ
ら
に
進
む
と
春
か
ら
夏
の
植
物
が

同
時
に
咲
く
超
現
実
的
世
界
に
辿
り
つ
く
と
い
う
桃
源
郷
的
演
出
が
さ
れ
て
い
る
。
第

三
図
や
第
六
図
で
も
、
人
里
離
れ
た
湖
水
の
畔
や
山
奥
の
隠
里
な
ど
の
隠
逸
の
風
情
を

醸
し
出
し
て
い
る
。
大
名
庭
園
は
元
々
そ
の
地
に
あ
っ
た
地
形
や
自
然
を
利
用
し
な
が

ら
も
、
庭
園
と
し
て
整
備
さ
れ
た
人
工
景
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
庭
園
図
は
ど
ん
な

に
美
し
い
自
然
を
描
こ
う
が
、
整
え
ら
れ
た
人
工
の
自
然
の
姿
ま
で
写
し
取
っ
て
し
ま

う
。
し
か
し
、
惟
信
本
は
第
一
・
三
・
六
図
の
よ
う
に
極
力
こ
れ
を
排
除
し
て
、
本
当

の
自
然
の
中
で
隠
逸
を
楽
し
む
か
の
如
き
趣
が
あ
る
。
第
八
図
の
弁
天
島
で
も
、
本
来

は
御
泉
水
に
浮
か
ぶ
開
け
た
場
所
に
あ
る
が
、
惟
信
本
で
は
山
中
の
渓
流
を
伝
い
よ
う

や
く
山
深
き
所
に
鎮
座
す
る
弁
天
堂
に
至
る
か
の
如
き
、
実
景
と
は
か
け
離
れ
た
描
写

に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
全
体
的
に
霞
と
金
霞
が
濃
く
立
ち
込
め
、
桃
源
郷
の
よ
う
な
幻
想
的
な
趣
で

あ
る
の
も
、
明
ら
か
に
前
期
狩
野
派
の
庭
園
図
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
惟
信
本
は
確

か
に
隠
逸
嗜
好
を
反
映
す
る
た
め
に
、
実
際
の
景
観
を
構
成
し
直
し
た
図
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
大
名
庭
園
に
理
想
郷
や
隠
逸
嗜
好
が
反
映
さ
れ
る
の
は
戸
山
荘
だ
け
で
は
な

い
た
め
、
惟
信
本
の
表
現
が
戸
山
荘
図
の
み
に
用
意
さ
れ
た
か
は
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な

る
ま
い
。
つ
ま
り
、
惟
信
が
他
の
大
名
庭
園
図
を
製
作
し
て
い
れ
ば
、
同
様
に
描
い
た

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
狩
野
派
は
庭
園
の
そ
の
ま
ま
の
景
観
を

映
し
出
す
こ
と
よ
り
も
、
景
観
を
理
想
像
に
託
し
て
庭
園
図
を
描
け
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
も
そ
も
戸
山
荘
は
ど
の
よ
う
な
思
想
で
造
園
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
戸

山
荘
の
創
建
当
時
の
記
録
は
不
足
し
て
お
り
、
経
緯
は
定
か
で
は
な
い
が
、
背
景
に
三

代
将
軍
家
光
の
長
女
で
尾
張
徳
川
家
二
代
光
友
の
正
室
千
代
姫
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。
寛
文
八
年
に
祖
心
尼
が
土
地
を
譲
渡
し
た
の
は
千
代
姫
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。

家
光
の
乳
母
で
あ
る
春
日
局
の
後
に
、
大
奥
で
権
勢
を
誇
っ
た
祖
心
尼
は
、
孫
娘（
お

振
の
方
）を
家
光
の
側
室
に
し
て
待
望
の
子
供（
千
代
姫
）を
も
う
け
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
千
代
姫
の
曽
祖
母
に
あ
た
る
。
同
十
一
年
に
幕
府
よ
り
約
八
万
五
千
坪
も
の
土
地

を
与
え
ら
れ
た
の
も
千
代
姫
に
対
し
て
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
戸
山
荘
成
立
の
背
景

に
は
千
代
姫
を
中
心
と
し
た
女
系
三
代
の
影
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
虚
構
の
宿
場
町
「
御
町
屋
」
が
造
ら
れ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
柳

沢
吉
保
が
五
代
将
軍
綱
吉
の
長
女
鶴
姫
を
は
じ
め
て
六
義
園
に
迎
え
る
際
、
町
屋
や
民

家
な
ど
を
再
現
し
て
、
姫
君
に
通
常
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
虚
構
の
浮
世
を
楽
し

ま
せ
た
の
が
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
加
え
て
、
庭
園
内
の
弁
財
天
を
安
置
し
た
時
、
当

主
光
友
自
ら
御
和
巾
を
か
け
、
そ
の
後
は
閉
ざ
さ
れ
た
と
い
う
話
は
、
女
性
の
神
で

あ
る
弁
財
天
に
地
母
神
的
役
割
が
託
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の

が
、
惟
信
本
の
末
尾
に
こ
の
弁
天
堂
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
弁
天
堂
が
わ
ざ

わ
ざ
冬
の
景
勝
地
と
し
て
巻
末
を
飾
っ
た
の
は
、
戸
山
荘
内
で
重
要
な
名
所
と
考
え
ら

れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
惟
信
本
が
御
泉
水
を
中
核
と
す
る
名
所
に
よ
っ
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狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

七
九

て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
も
、
水
の
神
で
あ
る
弁
財
天
の
性
格
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
む

ろ
ん
、
庭
の
中
心
と
な
る
池
の
周
囲
に
園
路
を
巡
ら
せ
て
庭
を
鑑
賞
す
る
池
泉
回
遊
式

庭
園
で
は
、
そ
の
絵
画
化
も
水
景
を
中
心
に
行
わ
れ
る
の
は
必
然
と
い
う
反
論
も
で
き

よ
う
。
掛
軸
装
の
庭
園
図
で
は
、
西
湖
図
の
よ
う
に
中
心
に
池
を
描
き
周
囲
に
名
所
を

描
き
巡
ら
す
図
も
多
い
。
し
か
し
、
ま
ず
戸
山
荘
で
は
園
内
の
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
名

所
の
う
ち
、
御
泉
水
周
辺
の
名
所
は
一
部
で
あ
る
。「
戸
山
荘
二
十
五
景
」
に
お
い
て

御
泉
水
に
関
す
る
名
所
は
半
分
以
下
で
あ
り
、
選
定
も
順
番
も
御
泉
水
を
中
心
と
し
て

い
な
い
。
さ
ら
に
、
見
聞
記
や
順
路
の
記
さ
れ
た
地
図
を
見
て
も
、
戸
山
荘
は
御
泉
水

を
中
心
に
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
絵
画
で
も
、
惟
信
本
以
外
に
御
泉
水
の

名
所
を
巡
る
戸
山
荘
図
は
な
く
、
尾
張
徳
川
家
の
市
ヶ
谷
屋
敷
の
庭
を
描
く
宋
紫
岡
筆

「
楽
々
園
四
季
真
景
図
巻
」
で
は
「
玉
蓮
池
」
は
一
部
に
描
か
れ
る
の
み
で
あ
る
。
尾

張
徳
川
家
が
回
遊
式
庭
園
の
性
格
に
随
っ
て
、
単
に
池
を
中
心
と
す
る
庭
園
図
を
求
め

て
い
た
と
捉
え
る
の
が
果
た
し
て
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
鑑
賞
方
法
に
併
せ
て
庭

園
図
の
構
成
を
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
。
惟
信
本
の
弁
天
堂
に
は
松
と
梅
の
よ
う
な
樹

木
が
描
か
れ
る
が
、
本
来
は
「
戸
山
御
庭
之
図
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）な
ど
の
絵
地

図
、
文
晁
筆
「
戸
山
山
荘
図
藁
」
や
「
戸
山
園
中
図
」
な
ど
を
見
て
も
⑱
彩
雲
塘
か
ら

弁
天
堂
に
か
け
て
は
百
日
紅
が
群
生
し
て
い
る
。
弁
天
堂
を
傍
花
橋
や
錦
明
山
の
よ
う

に
四
季
に
従
い
選
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、
百
日
紅
が
満
開
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
の
景
観

と
し
て
描
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
惟
信
本
で
は
大
原
と
弁
天
堂
の
み
、
梅
や

雪
と
い
う
季
節
を
表
象
す
る
景
物
を
わ
ざ
わ
ざ
描
き
足
し
て
、
冬
の
景
観
に
仕
立
て
直

し
、
巻
頭
と
巻
末
に
当
て
嵌
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
回
遊
式
庭
園
の
性
格
で
は

説
明
で
き
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
惟
信
本
の
多
く
は
一
図
の
中
に
複
数
の
名
所
を
描

く
が
、
御
町
屋
の
す
ぐ
東
に
あ
っ
た
弁
天
堂
を
第
五
図
の
中
に
描
か
ず
に
、
独
立
し
た

一
図
に
し
て
い
る
。
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信
仰
す
る
神
仏
を
祀
る
大
名
庭
園
は
多
い
が
、
大
名
庭
園
と
信
仰
に
関
す
る
問
題
に

つ
い
て
は
、
あ
ま
り
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
惟
信
本
が
信
仰
的
性
格
を
ど
こ
ま
で
表

し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
考
察
を
深
め
た
い
。
最
後
に
惟
信
が
こ
の
庭

園
図
で
行
っ
た
試
み
を
細
か
く
み
て
い
き
、
惟
信
本
の
特
色
を
示
し
て
お
こ
う
。

　
　
　

四　
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
の
絵
画
表
現
の
特
質

惟
信
本
の
製
作
年
は
先
述
の
通
り
、
天
明
元
年
か
ら
寛
政
四
年
ま
で
と
分
か
る
。
年

齢
的
に
も
正
し
く
画
技
が
成
熟
し
て
い
く
過
程
の
中
で
製
作
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

惟
信
の
画
業
の
考
察
は
殆
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
ひ
と
ま
ず
本
稿
で
は
惟
信
本
の
様

式
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
は
画
法
に
注
目
す
る
。
土
坡
や
山
、
樹
木
な
ど
自
然
景
物
の
モ
チ
ー
フ
は
基
本

的
に
筆
を
面
的
に
用
い
て
、
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
に
柔
ら
か
い
筆
致
で
描
出
し
て
い
る
。

や
ま
と
絵
や
漢
画
技
法
と
い
っ
た
描
法
に
拘
泥
せ
ず
に
、
の
び
や
か
に
活
き
活
き
と
描

こ
う
と
す
る
絵
師
の
思
惑
が
窺
え
る
。
ま
た
、
彩
色
法
は
主
体
で
あ
る
淡
墨
の
上
に
水

彩
画
の
よ
う
に
水
を
た
っ
ぷ
り
と
含
ま
せ
た
淡
い
色
を
重
ね
て
い
る
。
柔
ら
か
な
墨
と

彩
色
の
調
和
に
よ
っ
て
繊
細
な
画
風
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

モ
チ
ー
フ
以
外
で
の
用
墨
法
も
惟
信
本
で
は
特
徴
的
で
あ
る
。
第
八
図（
図
4
）で

は
、
木
々
の
周
囲
に
薄
墨
を
刷
き
余
白
で
積
雪
を
表
現
す
る
。
刷
い
た
墨
に
は
靄
の
よ

う
に
斑
を
作
っ
て
、
し
ん
し
ん
と
雪
が
降
り
陽
光
が
閉
ざ
さ
れ
た
薄
暗
い
様
子
が
表
さ

れ
、
同
時
に
陰
影
の
よ
う
に
奥
行
を
生
み
出
し
て
い
る
。
第
六
図（
図
3
）で
も
木
々
の

間
に
薄
墨
を
刷
い
て
、
木
が
生
い
茂
る
様
子
を
表
し
、
画
に
厚
み
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
ま
た
、
惟
信
は
淡
墨
を
金
泥
と
共
に
用
い
る
こ
と
で
、
墨
を
よ
り
表
情
豊
か
に
し

て
い
る
。
第
一
図
や
第
三
図
で
は
淡
墨
を
霞
の
よ
う
に
刷
き
、
そ
の
上
か
ら
金
泥
を
薄

（
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狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

八
〇

く
重
ね
る
こ
と
で
、
単
な
る
金
霞
で
は
な
く
ほ
の
か
に
明
る
い
夜
を
表
し
て
い
る
。
特

に
、
第
三
図
で
は
画
面
中
央
、
靄
の
よ
う
に
金
泥
を
さ
ら
に
薄
く
伸
ば
し
て
漂
わ
せ
る

こ
と
で
、
全
体
が
闇
に
包
ま
れ
な
が
ら
も
月
光
が
霞
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
よ
う
な
幻

想
的
情
景
を
見
事
に
描
出
す
る
。

次
に
、
惟
信
本
の
特
色
で
も
あ
る
細
や
か
な
自
然
表
現
を
指
摘
し
て
お
く
。
ま
ず
、

第
二
図（
挿
図
14
）の
傍
花
橋
の
す
ぐ
上
に
は
、
水
面
に
映
っ
た
樹
木
が
薄
く
描
か
れ
て

い
る
。
自
然
風
物
が
水
面
に
映
る
図
は
、
狩
野
安
信
筆
「
猿
猴
図
」（
土
佐
山
内
家
宝
物

資
料
館
蔵
）や
土
佐
光
起
筆
「
水
辺
白
菊
図
」（
三
井
記
念
美
術
館
蔵
）な
ど
が
あ
る
。
江
戸

前
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
表
現
で
あ
る
が
、
名
所
図
な
ど
の
風
景
の
添
景
と
し
て
用
い

ら
れ
る
の
は
狩
野
派
で
は
非
常
に
珍
し
い
。
ま
た
、
第
五
図（
図
5
）の
湖
面
に
映
る
月

で
は
、
水
面
に
金
泥
で
短
い
横
線
を
引
い
て
月
光
の
反
射
を
表
す
。
そ
し
て
、
そ
の
短

線
を
水
面
の
月
か
ら
左
上
へ
と
水
平
に
重
ね
て
伸
ば
し
て
い
く
表
現
は
、
波
の
高
低
に

よ
っ
て
月
光
が
途
絶
え
な
が
ら
直
線
に
伸
び
る
現
実
の
自
然
現
象
を
写
し
て
い
る
よ
う

で
も
あ
る
。
第
六
図（
挿
図
15
・
図
3
）の
紅
葉
の
舞
う
表
現
も
見
事
で
あ
る
。
近
景
に

舞
う
紅
葉
に
対
し
て
、
遠
景
で
は
小
さ
い
紅
葉
が
舞
い
、
次
第
に
風
で
遠
く
へ
と
運
ば

れ
遂
に
は
墨
の
み
で
描
か
れ
、
ま
る
で
靄
の
中
に
消
え
て
い
く
よ
う
な
効
果
を
生
ん
で

い
る
。
ま
た
、
樹
木
で
も
霞
で
隠
れ
る
所
は
水
を
た
っ
ぷ
り
と
含
ん
だ
薄
墨
で
暈
し
、

霞
か
ら
顔
を
出
し
た
上
方
の
幹
や
枝
は
彩
色
し
て
描
き
分
け
て
い
る（
挿
図
16
）。
第
八

図（
挿
図
17
）の
弁
天
堂
で
は
、
川
に
流
れ
る
楓
が
墨
の
み
で
描
か
れ
、
水
中
に
漂
う
葉

を
表
わ
す
。
他
に
も
、
流
れ
る
途
中
で
岩
に
引
掛
り
停
ま
っ
た
枝
な
ど
些
細
な
自
然
が

描
写
さ
れ
る（
挿
図
18
）。
同
じ
く
第
八
図（
挿
図
19
）で
は
、
画
中
の
至
る
所
に
胡
粉
を

飛
ば
し
て
雪
の
粒
が
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
描
写
は
中
世
絵
巻
な
ど
に
も
見
ら
れ
る

が
、
惟
信
本
で
は
雪
を
被
っ
た
樹
木
に
重
ね
る
よ
う
に
大
き
な
雪
の
粒
を
描
く
。
そ
し

て
、
そ
の
大
粒
の
雪
と
重
な
る
部
分
の
み
、
幹
と
枝
を
彩
色
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

挿図16　同右　第六図
錦明山　部分

挿図14　惟信本　第二図　傍花橋　部分

挿図15　同上　第六図　錦明山　部分

れ
は
、
積
も
っ
た
雪
が
重
み
で
落
ち
て
枝
と
幹
が
露
出
し
た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
一
瞬
を

表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
惟
信
本
に
は
絵
画
表
現
で
は
珍
し
い
が
、
現
実

の
自
然
界
で
は
至
る
所
で
起
き
て
い
る
極
く
日
常
的
な
現
象
が
、
さ
り
げ
な
く
散
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
描
写
が
江
戸
狩
野
派
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
正
直



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

八
一

大
き
な
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。
そ
し
て
、
惟
信
の
こ
の
細
や
か
な
演
出
に
気
付
い
た

時
、
第
七
図（
挿
図
20
）の
松
の
根
を
境
に
一
方
の
土
坡
の
み
に
薄
墨
を
刷
い
て
い
る
の

を
影
と
解
す
の
は
決
し
て
過
剰
な
解
釈
で
は
な
い
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、
第

三
図（
挿
図
21
）の
画
面
上
部
森
林
で
は
、
背
の
高
い
濃
彩
の
松
の
間
の
松
が
次
第
に
低

く
薄
く
な
っ
て
い
く
の
は
、
伝
統
的
な
や
ま
と
絵
の
遠
近
表
現
と
は
異
な
る
。

最
後
に
、
惟
信
本
で
は
移
り
変
わ
り
ゆ
く
時
間
ま
で
も
細
か
な
自
然
描
写
で
視
覚
化

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
第
八
図
で
は
、
前
半
は
雪
景
の
中
に
も
紅
葉
や

色
づ
い
た
蔦
が
描
か
れ
る
が
、
後
半
で
は
白
化
粧
を
施
し
た
真
っ
白
な
景
が
広
が
る
。

雪
景
の
川
の
中
に
紅
葉
が
流
れ
る
表
現
も
珍
し
く
、
秋
の
名
残
を
残
し
な
が
ら
次
第
に

冬
へ
と
進
む
季
節
を
一
図
の
中
で
表
し
て
い
る
。
画
面
右
の
橋
で
は
雪
が
半
分
ほ
ど
積

も
る
の
に
対
し
、
左
の
橋
で
は
全
体
に
積
も
っ
て
い
る
の
も
季
節
の
進
行
を
視
覚
化
し

て
い
る
。
全
体
の
構
成
で
は
第
五
図
が
秋
の
訪
れ
、
第
六
図
の
眩
い
ば
か
り
の
清
秋
の

紅
葉
か
ら
、
第
七
図
で
は
途
端
に
雪
景
に
な
ら
ず
、
冬
へ
と
向
か
う
図
を
挿
し
込
ん
で
、

ゆ
っ
く
り
と
時
間
の
流
れ
る
演
出
が
行
わ
れ
て
い
る
。

惟
信
本
と
同
じ
く
法
眼
時
代
の
「
富
士
十
二
ヶ
月
図
」（
静
岡
県
立
美
術
館
蔵
）も
季

節
・
時
候
の
異
な
る
十
二
通
り
の
富
士
を
見
事
に
描
き
分
け
て
い
る
。
ま
た
、
惟
信
本

第
六
図
両
臨
堂
の
山
裾
に
湧
き
上
が
る
実
感
の
こ
も
っ
た
濃
厚
な
雲
烟
表
現
は
、「
石

橋
山
・
江
島
・
箱
根
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）な
ど
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

挿図17　惟信本　第八図　弁天堂　部分

挿図18　同上　第八図　弁天堂　部分

挿図19　同上　第八図　弁天堂　部分



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

八
二

こ
れ
ら
の
作
品
以
上
に
、
惟
信
本
で
は
細
か
い
自
然
描
写
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
惟
信
が
大
名
庭
園
図
と
い
う
格
別
な
画
題
に
挑
む
に
あ
た
り
、
刻
々
と
変

化
す
る
自
然
の
表
情
と
美
し
さ
を
捉
え
る
こ
と
で
、
そ
の
期
待
に
応
え
よ
う
と
用
い
た

新
た
な
表
現
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
客
観
的
写
実
表
現
を
取
り
込
ん
で
い

く
真
景
図
へ
の
対
抗
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
の
自
然
描
写

は
後
の
狩
野
派
の
現
存
作
例
に
は
未
だ
確
認
で
き
て
い
な
い
。
惟
信
が
、
ど
の
よ
う
に

し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
を
吸
収
し
て
き
た
の
か
な
ど
、
惟
信
様
式
含
め
別
稿
で
改
め
て

考
察
し
た
い
が
、
例
え
ば
第
六
図
に
見
ら
れ
る
も
く
も
く
と
湧
き
上
が
る
よ
う
な
雲
烟

表
現
は
、
父
典
信
に
そ
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　

結　
　
　

語

江
戸
時
代
、
眩
し
い
ほ
ど
に
輝
き
を
放
っ
て
い
た
戸
山
荘
は
、
束
の
間
の
夢
に
漂
っ

て
い
た
よ
う
に
、
江
戸
の
終
焉
と
と
も
に
姿
を
失
っ
て
い
く
。
安
政
二
年（
一
八
五
五
）

の
大
地
震
以
降
に
は
、
台
風
や
火
災
な
ど
の
度
重
な
る
災
害
で
大
き
な
被
害
を
受
け

た
。
江
戸
開
城
後
、
戸
山
荘
は
徳
川
宗
家
に
譲
ら
れ
た
が
、
そ
の
姿
を
留
め
ず
に
ま
も

な
く
陸
軍
用
地
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
軍
事
施
設
な
ど
の
建
設
に
よ
り
、
遂
に
は
そ
の

面
影
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
惟
信
本
を
は
じ
め
、
多
く
の
戸
山
荘
図
が

我
々
の
眼
前
に
天
下
一
の
大
名
庭
園
の
姿
を
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
写
真
の

よ
う
な
正
確
な
景
観
の
復
元
で
は
な
く
、
絵
師
の
感
じ
た
、
あ
る
い
は
絵
師
に
求
め
ら

れ
た
姿
で
現
れ
る
。
イ
メ
ー
ジ
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
た
庭
園
像
は
、
多
角
度
か
ら
厚
み
を

も
っ
て
浮
か
び
上
が
り
、
実
景
以
上
に
我
々
に
庭
園
の
あ
る
べ
き
姿
、
あ
ろ
う
と
し
た

姿
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
狩
野
派
に
求
め
ら
れ
て
い
た
庭

園
図
の
役
割
の
一
端
で
あ
る
。
戸
山
荘
を
見
た
こ
と
の
な
い
当
時
の
人
々
も
同
様
に
、

（
27
）

挿図21　同上　第三図　御泉水　部分

挿図20　惟信本　第七図　臥龍渓　部分



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

八
三

挿図22　今村養寿筆「尾張侯上第園池図」

庭
園
図
の
理
想
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
想
い
を
馳
せ
、
庭
の
景
観
を
楽
し
ん
で
い

た
で
あ
ろ
う
。

惟
信
本
を
含
む
狩
野
派
庭
園
図
は
一
端
に
す
ぎ
な
い
が
、
大
名
に
仕
え
そ
の
成
立
に

関
わ
っ
た
絵
師
た
ち
の
庭
園
図
と
考
え
る
と
、
最
も
看
過
で
き
な
い
作
品
群
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
考
察
で
き
な
か
っ
た
が
、
惟
信
の
弟
子
で

寛
政
五
年（
一
八
九
三
）に
尾
張
徳
川
家
の
御
抱
絵
師
と
な
っ
た
今
村
養
寿
筆（
生
年
未
詳

〜
一
八
〇
八
）も
戸
山
荘
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
養
寿
筆
「
尾
張
侯
上
第
園
池
図
」（
国
立

国
会
図
書
館
蔵　

挿
図
22
）は
、
市
ヶ
谷
屋
敷
の
楽
々
園
と
戸
山
荘
が
描
か
れ
て
い
る
と

い
う
。
掛
幅
形
式
で
は
惟
信
筆
「
戸
山
別
荘
両
臨
堂
之
景
」（
江
戸
東
京
博
物
館
蔵
）や
惟

信
の
息
子
木
挽
町
狩
野
家
八
代
狩
野
栄
信
の
弟
子
菊
田
伊
洲（
一
七
九
一
〜
一
八
五
二
）筆

「
江
戸
藩
邸
芝
口
上
屋
敷
庭
園
図
」（
仙
台
市
博
物
館
蔵
）な
ど
が
あ
り
、
狩
野
派
の
庭
園

図
と
い
っ
て
も
一
括
り
に
で
き
な
い
ほ
ど
に
多
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
大

名
庭
園
を
絵
画
化
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
惟
信
本
の
位
置
付

け
が
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
28
）

（
29
）

註（
1
）　
「
戸
山
御
庭
之
図
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
）は
、
名
所
に
貼
ら
れ
た
付
箋
が
天
明
八
年
に

選
ば
れ
た
「
戸
山
荘
二
十
五
景
」
の
雅
名
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
享
和
三
年（
一
八
〇
三
）の

火
災
で
焼
失
し
た
人
麿
堂
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
惟
信
本
と
近
い
時
代
の
姿
を
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
人
麿
堂
な
ど
は
後
に
再
建
さ
れ
て
い
る
た
め
、
景
観

年
代
は
下
る
可
能
性
も
あ
る
。

作
品
解
説
№
50
「
戸
山
御
庭
之
図
」（『
徳
川
将
軍
の
御
成
』
徳
川
美
術
館　

平
成
二
十
四
年

十
月
） 
一
六
二
頁
。

（
2
）　

戸
山
荘
図
は
、
図
に
よ
っ
て
建
物
や
地
形
、
植
物
な
ど
の
自
然
景
物
に
相
違
が
あ
る
。
こ

れ
は
描
か
れ
た
時
期
あ
る
い
は
方
角
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、
観
覧
者
が
記
憶
を
頼
り
に
描

い
て
い
る
こ
と
、
自
身
の
ス
ケ
ッ
チ
を
元
に
他
の
絵
師
に
描
か
せ
た
た
め
に
間
違
い
が
生
ま



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

八
四

狩
野
梅
笑
國
信
の
門
人
に
戸
山
荘
の
図
を
描
か
せ
て
い
る
よ
う
に
、
惟
信
以
外
の
狩
野
派
絵

師
も
戸
山
荘
図
を
描
い
て
い
る
。

（
12
）　
榊
原
悟
「
谷
文
晁
筆　

青
山
園
荘
図
藁
・
戸
山
山
荘
図
藁
」（『
國
華
』
一
一
四
八
号　

國

華
社　

平
成
三
年
七
月
）。

（
13
）　

作
品
解
説
№
72
「
公
余
探
勝
図
」（『
生
誕
２
５
０
周
年　

谷
文
晁
』
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館

　

平
成
二
十
五
年
七
月
） 

二
一
二
頁
。

（
14
）　

今
橋
理
子
「
旅
す
る
庭
─
大
名
庭
園
〈
画
〉
と
〈
紀
行
〉」（『
ｉ
ｓ
』
七
七
号　

ポ
ー
ラ
文

化
研
究
会　

平
成
九
年
三
月
）。

・
同
「
江
戸
時
代
〈
庭
園
画
〉
研
究
序
説
」（『
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
』
創
刊
号　

平
成

十
一
年
三
月
）。

・
同
『
江
戸
絵
画
と
文
学
〈
描
写
〉
と
〈
こ
と
ば
〉
の
江
戸
文
化
史
』 

東
京
大
学
出
版
会 

平
成
十
一
年
十
月
。

（
15
）　

竹
内
美
砂
子
「
尾
張
藩
御
絵
師
と
庭
園
図
」（『
名
古
屋
市
博
物
館　

研
究
紀
要
』
第
一
四

巻　

平
成
三
年
三
月
）。

（
16
）　

李
偉
「
尾
張
藩
戸
山
荘
の
眺
望
に
関
す
る
研
究
」（『
日
本
研
究
』
第
三
四
集　

国
際
日
本

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー　

平
成
十
九
年
三
月
） 

一
三
一
頁
。

（
17
）　

前
掲
註（
14
）今
橋
氏
単
行
本 

一
七
四
〜
一
八
五
頁
。

（
18
）　
「
吉
野
図
屏
風
」
は
、
惟
信
本
も
記
載
さ
れ
る
『
東
京
廻 

御
側
御
道
具
類
一
巻
』
に
「
弐

枚
折
御
屏
風　

吉
野
之
絵　

壱
双　

常
信
筆
」、
狩
野
養
信
晴
川
院
筆
『
公
用
日
記
』
文
政

五
年
十
月
十
九
日
条
に
「
弐
枚
折
御
屏
風　

吉
野
詣
之　

養
朴
筆
」
と
あ
り
、
江
戸
時
代
か

ら
大
和
吉
野
の
景
を
描
い
た
二
曲
一
双
屏
風
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
分
か
る
。

（
19
）　

前
掲
註（
14
）今
橋
氏
単
行
本 

一
八
三
頁
。

（
20
）　

前
掲
註（
16
）李
偉
氏
論
文 

一
四
四
頁
。

（
21
）　

前
掲
註（
3
）小
寺
氏
単
行
本 

一
二
九
頁
。

（
22
）　

文
晁
の
弟
子
星
野
文
良
「
浴
恩
園
真
景
図
巻
」（
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
）は
実
景

に
基
づ
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
図
の
中
に
四
季
様
々
な
花
を
描
き
、
霞
で
風
景
の

一
部
を
隠
し
な
が
ら
構
成
す
る
な
ど
、
理
想
的
景
観
の
描
出
や
省
略
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
や
は
り
写
実
を
主
眼
と
し
た
画
で
あ
り
、
実
景
を
大
き
く
改
変
で
き
た
狩
野
派
の
庭

園
図
と
は
性
格
が
大
き
く
異
な
る
。
ま
た
、
内
藤
正
人
氏
に
よ
っ
て
六
義
園
を
舞
台
と
し
た

れ
て
い
る
と
推
測
す
る
。
惟
信
本
と
同
時
期
に
描
か
れ
た
図
を
見
て
も
、
傍
花
橋
に
藤
棚
を

描
く
図
と
描
か
な
い
図
が
混
在
す
る
。

（
3
）　

小
寺
武
久
『
尾
張
藩
江
戸
下
屋
敷
の
謎　

虚
構
の
町
を
も
つ
大
名
庭
園
』
中
央
公
論
社 

平
成
元
年
十
二
月　

七
〇
頁
。

（
4
）　

本
論
文
中
の
『
戸
山
の
春
』
の
文
章
は
、
徳
川
美
術
館
蔵
の
写
本
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

（
5
）　

戸
山
荘
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
詳
し
い
。

・
前
掲
註（
3
）小
寺
氏
単
行
本
。

・『
尾
張
徳
川
家
戸
山
屋
敷
へ
の
招
待
』
新
宿
区
教
育
委
員
会　

平
成
四
年
七
月
。

・『
江
戸
の
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド　

大
名
庭
園
』 

徳
川
美
術
館　

平
成
十
六
年
十
一
月
。

・
栩
木
真
「
発
掘
調
査
か
ら
み
た
戸
山
荘
」（『
徳
川
御
三
家　

江
戸
屋
敷
発
掘
物
語
─
尾
張

徳
川
家
へ
の
誘
い
─
』
新
宿
歴
史
博
物
館　

平
成
十
八
年
十
月
）。

（
6
）　

針
ヶ
谷
鐘
吉
『
庭
園
襍
記
』
西
ケ
原
刊
行
会　

昭
和
十
三
年
九
月
。

（
7
）　

家
斉
の
戸
山
荘
へ
の
御
通
抜
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
詳
し
い
。

・
佐
藤
豊
三
「
将
軍
家
斉
の
戸
山
屋
敷
「
御
通
抜
」
に
つ
い
て
」（『
金
鯱
叢
書
』 

第
二
十
一

輯　

財
団
法
人
徳
川
黎
明
会　

平
成
五
年
九
月
）。

・
原
史
彦
「
尾
張
徳
川
家
の
御
成
」（『
徳
川
将
軍
の
御
成
』
徳
川
美
術
館　

平
成
二
十
四
年

十
月
）。

（
8
）　
『
東
京
市
史
稿　

遊
園
編
第
三
』
東
京
市
役
所 

昭
和
四
年
十
月 

掲
載
。
見
聞
記
に
は
題

名
が
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
仮
称
と
し
て
『
家
慶
公
御
成
記
』
と
い
う
名
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
前
掲
註（
3
）小
寺
氏
単
行
本 

四
〇
・
四
一
頁
。

（
9
）　

惟
信
本
が
「
戸
山
図
記
」
と
同
じ
く
、
山
里
を
背
景
に
両
臨
堂
を
描
い
た
と
考
え
る
の
は

難
し
い
。
惟
信
本
で
は
両
臨
堂
と
山
の
合
間
を
霞
で
隠
し
て
い
る
が
、
霞
の
中
に
も
淡
彩
で

樹
木
を
描
き
両
臨
堂
と
山
は
陸
続
き
に
な
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
惟
信
は
、
山
と
両
臨
堂
の

間
に
御
泉
水
が
入
る
こ
と
を
想
定
し
て
描
い
て
は
い
な
い
。

（
10
）　

前
掲
註（
8
）『
東
京
市
史
稿　

遊
園
編
第
三
』
八
八
九
頁
。
引
用
し
た
本
文
も
同
書
に
拠

る
。

（
11
）　

前
掲
註（
3
）小
寺
氏
単
行
本 

四
四
〜
四
六
頁
。
こ
の
戸
山
荘
図
の
模
本
の
画
風
は
確
か

に
狩
野
派
風
で
あ
り
、
寛
政
五
年
の
家
斉
御
通
抜
時
の
様
子
と
す
れ
ば
原
本
の
筆
者
は
惟
信

と
考
え
ら
れ
る
が
、
寛
政
九
年
の
御
通
抜
に
随
行
し
た
牧
野
成
著
は
、
後
に
安
藤
梅
峯
な
る



狩
野
惟
信
筆
「
戸
山
荘
八
景
図
巻
」
に
つ
い
て

八
五

図
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
勝
川
春
章（
一
七
二
六
〜
九
二
）「
美
人
鑑
賞
図
」（
出
光
美
術

館
蔵
）で
は
、
実
景
を
繫
ぎ
合
せ
な
が
ら
蓬
萊
の
イ
メ
ー
ジ
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
と
指
摘
さ

れ
る（
内
藤
正
人
「「
美
人
鑑
賞
図
」
の
成
立
─
浮
世
絵
と
大
名
パ
ト
ロ
ン
を
め
ぐ
る
考
察
」

『
出
光
美
術
館
研
究
紀
要
』
第
十
号　

平
成
十
六
年
十
二
月
）。

（
23
）　

前
掲
註（
3
）小
寺
氏
単
行
本 

一
四
〜
一
八
頁
。
小
寺
武
久
「
戸
山
荘
に
つ
い
て
」（『
尾
張

徳
川
家
戸
山
屋
敷
へ
の
招
待
』
新
宿
区
教
育
委
員
会　

平
成
四
年
七
月　

四
二
頁
）。

（
24
）　

前
掲
註（
3
）小
寺
氏
単
行
本 

一
七
頁
。

（
25
）　

第
三
図
の
み
、
具
体
的
な
名
所
が
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
水
辺
に
ひ
っ
そ
り
と
建
つ
田
舎

屋
の
趣
は
、
御
泉
水
と
繋
が
る
濯
纓
川
を
南
に
辿
る
と
到
る
清
水
在
郷
家
と
様
子
が
似
る
。

「
尾
陽
公
和
田
戸
山
御
仮
山
図
」
で
は
清
水
在
郷
家
の
前
を
「
泉
水
」
と
記
し
、
ま
た
「
戸

山
庭
園
図
巻
」（
挿
図
10
）で
は
弁
天
堂
の
隣
に
清
水
在
郷
家
が
描
か
れ
て
い
る
。
惟
信
は
清

水
在
郷
家
を
御
泉
水
の
名
所
の
一
つ
と
認
識
し
て
描
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
26
）　

神
原
邦
男
『
大
名
庭
園
の
利
用
の
研
究
─
岡
山
後
楽
園
と
藩
主
の
利
用
』
吉
備
人
出
版 

平
成
十
五
年
六
月　

四
二
五
〜
四
六
一
頁
。

（
27
）　

惟
信
本
の
描
写
は
、
各
図
に
よ
っ
て
偏
り
が
あ
る
。
惟
信
本
は
第
二
・
四
図
の
柳
の
全
く

異
な
る
描
き
方
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
惟
信
を
中
心
に
複
数
の
絵
師
が
分
担
で
製
作
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
特
に
自
然
描
写
が
細
か
い
第
二
・
三
・
六
・
八
図
は
筆
も
冴

え
て
お
り
、
惟
信
が
描
い
た
と
見
做
せ
よ
う
。
た
だ
し
、
全
図
を
通
し
た
自
然
の
表
現
豊
か

な
構
成
は
、
惟
信
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

（
28
）　

第
三
巻
第
一
紙
に
「
養
寿
斎
」
朱
文
方
印
が
捺
さ
れ
、
第
三
巻
末
に
「
此
巻
筆
者
養
壽
斎

惟
完
狩
埜
栄
川
法
眼
門
人
而
尾
張
藩
畫
工
云
明
治
十
七
年
七
月
録
川
崎
千
虎
語
酔
園
識
」
と

記
さ
れ
る
。「
栄
川
法
眼
門
人
」
と
あ
る
が
、「
養
壽
斎
惟
完
」
か
ら
「
養
川
惟
信
」
の
弟
子

で
名
を
惟
寛
と
い
っ
た
今
村
養
寿
と
分
か
る
。
こ
の
絵
巻
に
つ
い
て
は
以
下
で
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。

・『
大
名
屋
敷
─
儀
式
・
文
化
・
生
活
の
す
が
た
─
』
新
宿
歴
史
博
物
館　

平
成
五
年
十
月
。

・
前
掲
註（
15
）竹
内
氏
論
文
。

（
29
）　

本
来
、
こ
れ
ら
の
作
品
も
考
察
に
含
め
、
惟
信
本
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る

が
、
実
見
し
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
描
か
れ
た
景
観
か
ら
本
当
に
戸
山
荘
を
描
い
て
い
る

の
か
な
ど
、
未
だ
解
決
で
き
て
い
な
い
疑
問
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
紹
介
す
る
に

と
ど
め
た
。

［
付
記
］　

本
稿
の
写
真
の
掲
載
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
・
文
京
ふ
る
さ
と
歴
史

館
・
個
人
の
御
所
蔵
家
よ
り
、
挿
図
3
の
描
き
起
こ
し
図
の
掲
載
に
つ
き
ま
し
て
は
、
名
古
屋

市
博
物
館
よ
り
格
別
の
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
い
た
し
ま
す
。

 

（
美
術
館　

學
藝
員
）

［
挿
図
所
蔵
一
覧
］

挿
図
6　

徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵

挿
図
8　

個
人
蔵

挿
図
9
・
22　

国
立
国
会
図
書
館
蔵

挿
図
12　

文
京
ふ
る
さ
と
歴
史
館
蔵

（
右
記
以
外
は
す
べ
て
徳
川
美
術
館
蔵
）





尾
張
徳
川
家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

八
七

尾
張
徳
川
家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

並
　
木
　
昌
　
史

　

は　

じ　

め　

に

一　

篳
篥
譜
の
概
要
と
特
色（
書
誌
情
報
・
内
容
・
伝
来
）

二　

本
譜
の
成
立
と
安
倍
季
村

　

お　

わ　

り　

に

　
　
　

は　

じ　

め　

に

音
楽
と
い
う
、
形
を
持
た
な
い
瞬
間
芸
術
を
長
く
留
め
、
ま
た
演
奏
に
よ
っ
て
再
現

す
る
手
段
の
た
め
に
、
音
の
一
つ
一
つ
を
様
々
な
方
法
で
可
視
化
し
、
時
に
は
文
字
に

置
き
換
え
、
記
録
す
る
「
楽
譜
」
が
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
考
案
さ
れ
た
。
こ
の
楽
譜
を

読
解
す
る
た
め
に
は
、
楽
譜
の
形
で
残
さ
れ
た
音
楽
に
対
す
る
知
識
な
り
理
解
が
不
可

欠
で
あ
る
。
伝
統
音
楽
と
し
て
の
邦
楽
の
場
合
、
師
か
ら
弟
子
へ
の
口
頭
に
よ
る
伝
承

が
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
音
楽
を
再
現
す
る
た
め
の
楽
譜
は
、
一
度
師
か
ら
の
伝

承
を
受
け
た
者
で
な
い
と
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
、
ま
た
邦
楽
に
限
ら

な
い
が
、
印
刷
に
よ
る
出
版
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
、
筆
写
と
い
う
手
段
で
し
か
楽
譜
を

入
手
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
部
外
者
が
入
手
し
、
こ
れ
を
読
解
す
る
こ
と

が
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
、
伝
統
音
楽
と
し
て
の
邦
楽
の
楽
譜
は
、
文
字

資
料
と
し
て
は
か
な
り
特
殊
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

尾
張
徳
川
家（
以
下
、「
尾
張
家
」
と
略
称
す
る
）に
伝
来
し
た
雅
楽
の
楽
譜
に
、
今
回
紹

介
す
る
篳ひ

ち

篥り
き

譜ふ

が
あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
雅
楽
に
は
総
譜（
ス
コ
ア
）に
あ
た
る
楽
譜

は
存
在
し
な
い
た
め
、
雅
楽
に
用
い
る
楽
器
の
一
つ
で
あ
る
篳
篥
の
譜
面（
パ
ー
ト
譜
）

と
い
う
の
が
正
し
い
。
そ
も
そ
も
江
戸
時
代
の
大
名
家
で
は
、
能
楽
は
重
要
な
催
事
に

上
演
さ
れ
る
演
劇
で
あ
り
式
楽
に
数
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
大
名
個
人
に
と
っ
て
も
必

須
の
知
識
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
雅
楽
は
大
名
に
と
っ
て
は
余
技
の
一
つ
に
す
ぎ

ず
、
あ
く
ま
で
も
趣
味
の
範
疇
に
留
ま
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
名
家
の

一
つ
で
あ
る
尾
張
家
に
お
い
て
も
、
雅
楽
は
、
い
わ
ば
余
技
と
し
て
学
ば
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
篳
篥
譜
」（
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
「
本
譜
」
と
略
称
す
る
）

は
、
尾
張
家
伝
来
の
篳
篥
の
楽
譜
で
、
徳
川
美
術
館
が
過
去
に
行
っ
て
き
た
楽
器
の
展

覧
会
で
出
陳
し
た
ほ
か
、
近
年
で
は
筆
者
が
『
愛
知
県
史　

別
編　

文
化
財
4　

典
籍
』



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

八
八

の
な
か
に
お
い
て
紹
介
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
時
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
本
譜
の

特
徴
を
充
分
に
論
述
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
紹
介
後
に
新
た
な
知
見
を
得
る
こ

と
が
で
き
た
た
め
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
こ
の
た
び
検
討
・
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　

一　

篳
篥
譜
の
概
要
と
特
色（
書
誌
情
報
・
内
容
・
伝
来
）

本
譜
の
内
容
的
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
ま
ず
基
本
的
な
書
誌
情
報
に
つ
い
て

触
れ
て
お
き
た
い
。

〔
本
譜
の
書
誌
情
報
〕

本
譜
は
一
冊
の
折
帖
装
の
冊
子
本
で
、
法
量
は
縦
一
八
・
五
糎
、
横
一
五
・
三

糎
。
表
紙
・
裏
表
紙
と
も
に
紺
紙
を
用
い
て
い
る（
挿
図
1
）。
本
文
の
料
紙
は
楮
、
全

八
十
一
折
。
表
面
の
み
に
墨
線
に
よ
る
界
罫
を
引
き（
挿
図
2
・
3
）、
譜
面
本
文
は
表

面
の
場
合
、
一
面
に
つ
き
六
行
で
書
写
さ
れ
て
い
る
。
裏
面
は
界
罫
線
を
引
か
な
い

が
、
一
面
に
つ
き
六
〜
八
行
書
写
さ
れ
て
い
る
。
外
題
・
内
題
と
も
に
無
く
、「
篳
篥

譜
」
の
名
は
大
正
時
代
に
尾
張
家
で
行
わ
れ
た
道
具
整
理
の
際
に
新
調
さ
れ
た
桐
二
方

桟
箱
の
蓋
表
に
書
か
れ
た
名
称
で
あ
る
。
本
譜
に
附
属
す
る
書
付
類
や
、
尾
張
家
に

入
っ
て
か
ら
の
伝
来
や
所
用
者
、
由
緒
来
歴
を
物
語
る
箱
書
や
附
属
史
料
は
一
切
無

（
1
）

挿図1　本譜　表紙

挿図2　本譜　冒頭

挿図3　本譜　冒頭（続き）

挿図4　本譜　巻末　年紀



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

八
九

い
。
巻
末
に
「
応（一
四
〇
二
）

永
九
年
壬
午
七
月
十
九
日
」
の
年
紀
を
記
す（
挿
図
4
）が
、
本
譜
の

筆
者
の
自
署
や
、
曲
目
の
相
伝
や
筆
写
の
事
情
を
記
し
た
跋
文
を
持
た
な
い
た
め
、
成

立
事
情
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

〔
本
譜
の
内
容
〕

本
譜
は
篳
篥
の
楽
譜
で
、
一
冊
に
計
百
四
十
九
曲
を
収
録
す
る
。
篳
篥
は
中
国
起

源
の
楽
曲
で
あ
る
唐と

う

楽が
く

、
朝
鮮
半
島
起
源
の
楽
曲
で
あ
る
高こ

麗ま

楽が
く

、
そ
し
て
日
本
古

来
の
楽
曲
で
あ
る
「
国く

に
ぶ
り
の風
歌う
た
ま
い舞
」
の
伴
奏
な
ど
に
幅
広
く
採
り
入
れ
ら
れ
た
。
こ
の

百
四
十
九
曲
を
収
録
順
に
区
分
す
る
と
、
唐
楽
曲
九
十
四
曲
・
神
楽
二
十
二
曲
・
高
麗

楽
曲
三
十
四
曲
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

収
録
曲
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

な
お
、
曲
名
は
表
記
通
り
と
し
た
が
、
旧
字
は
新
字
に
統
一
し
た
。
漢
字
の
宛
て
字

は
修
正
せ
ず
、
誤
写
と
思
わ
れ
る
箇
所
の
み
訂
正
し
た
。
ま
た
多
楽
章
か
ら
な
る
大
曲

「
皇お

う
じ
ょ
う麞
」
や
「
蘇そ

合こ

香う

」「
万ま
ん

秋じ
ゅ
う

楽ら
く

」「
皇お
う

帝だ
い

破は

陣じ
ん

楽ら
く

」「
団と

乱ら
で
ん旋
」
の
ほ
か
、「
五ご
じ
ょ
う常

楽ら
く

」「
輪り
ん

台だ
い

」
な
ど
、
一
具
が
数
楽
章
か
ら
な
る
組
曲
の
場
合
、「
同
」
の
字
を
補
っ

た
。
同
名
の
曲
で
あ
っ
て
も
、
楽が

く

拍び
ょ
う
し子
・
只た
だ

拍び
ょ
う
し子
の
奏
法
の
違
い
で
譜
が
二
種
類
あ
る

場
合
、
二
曲
と
数
え
た
。
な
お
詳
細
は
後
述
す
る
。

唐
楽
曲

〔
平

ひ
ょ
う
じ
ょ
う
調
…
平
調（
西
洋
音
楽
で
い
う
Ｅ
・
ミ
）を
基
音
と
す
る
調
子
〕

音ね

取と
り

・
品ぼ
ん

玄げ
ん

・
臨あ
が
じ
ょ
う

調
子
・
入
に
ゅ
う
じ
ょ
う
調
・
三さ
ん
だ
い
の
は

台
塩
破
・
同
急き
ゅ
う・
皇お
う
じ
ょ
う
の
は

麞
破
・
同
八は
ち
じ
ょ
う
帖
・
同

九き
ゅ
う
じ
ょ
う
帖
・
同
急
・
万ま
ん
ざ
い歳
楽ら
く

・
同
只
拍
子
・
慶
き
ょ
う

雲う
ん

楽ら
く

・
同
只
拍
子
・
裹か
と
う頭
楽ら
く

・
想そ
う
ふ夫

恋れ
ん

・
五ご
し
ょ
う
ら
く
の
じ
ょ

常
楽
序
・
同
詠え
い

・
同
破は

・
同
急
・
甘か
ん

洲し
ゅ
う・
同
只
拍
子
・
陪ば
い
ろ臚
・
廻か
い

骨こ
つ

・
扶ふ

南な
ん

・
老ろ
う
く
ん
し

君
子
・
小こ
ろ
う
じ

娘
子
・
鶏け
い

徳と
く

・
勇ゆ
う
じ
ょ
う
の
は

勝
破
・
同
急
・
永え
い

隆り
ゅ
う

楽ら
く

・
春
楊
柳
・
夜や
は
ん半
楽ら
く

只
拍
子
・
同
楽
拍
子
・
林り
ん
が歌
楽
拍
子

〔
盤ば

ん

渉し
き
ち
ょ
う
調
…
盤
渉（
西
洋
音
楽
で
い
う
Ｂ
・
シ
）を
基
音
と
す
る
調
子
〕

音
取
・
調ち

ょ
う
し子
・
上か
ん
じ
ょ
う
し

調
子
・
蘇そ
こ
う
の
じ
ょ

合
序
・
同
三さ
ん
の
じ
ょ
う
帖
・
同
四し
の
じ
ょ
う
帖
・
同
只
拍
子
・
同
五ご
の
じ
ょ
う
帖
・

同
破
・
同
急
・
万

ま
ん
じ
ゅ
う
ら
く
の
じ
ょ

秋
楽
序
・
同
破は

・
同
二に
じ
ょ
う帖
・
同
三さ
ん
じ
ょ
う
帖
・
同
四よ
ん
じ
ょ
う
帖
・
同
五ご
じ
ょ
う帖
・
同

六ろ
く
じ
ょ
う
帖
・
宗そ
う
め
い明
楽ら
く

・
同
只
拍
子
・
蘇そ
ま
く
し
ゃ
の
ね

莫
者
音
取と
り

・
同
序
・
同
破
・
採さ
い

桑そ
う

老ろ
う

音
取
・
同

当と
う
き
ょ
く
曲
・
輪り
ん

台だ
い
の
ね音
取と
り

・
同
詠え
い

・
同
吹ふ
き

渡わ
た
し・
青せ
い
が
い
は
の
ね

海
波
音
取と
り

・
同
詠
・
輪
台
・
早は
や

輪り
ん

台だ
い

・
青

海
波
・
白は

く
ち
ゅ
う柱・
竹ち
く
り
ん林
楽ら
く

・
千せ
ん
し
ゅ
う
ら
く

秋
楽
・
越え

殿て
ん

楽ら
く

・
剣け
ん

気き

褌こ
ん

脱だ
つ

・
秋
し
ゅ
う
ふ
う風
楽ら
く

・
鳥
ち
ょ
う

向こ
う

楽ら
く

・
採

桑
老
只
拍
子

〔
双そ

う
じ
ょ
う調…
双
調（
西
洋
音
楽
で
い
う
Ｇ
・
ソ
）を
基
音
と
す
る
調
子
〕

音
取
・
上
調
子
・
春

し
ゅ
ん
て
い庭
楽ら
く

只
拍
子
・
同
楽
拍
子
・
柳
り
ゅ
う

花か

苑え
ん

〔
壱い
ち

越こ
つ
ち
ょ
う
調
…
壱
越（
西
洋
音
楽
で
い
う
Ｄ
・
レ
）を
基
音
と
す
る
調
子
〕

皇お
う
だ
い
は
じ
ん
ら
く

帝
破
陣
楽
遊ゆ
う
せ
い声
・
同
序
・
同
破
・
同
二
帖
・
同
三
帖
・
同
四
帖
・
同
五
帖
・
同
六

帖
・
団と

ら
で
ん
の
じ
ょ

乱
旋
序
・
同
二
帖
・
同
三
帖
・
同
入じ
ゅ
は破
・
同
颯さ
っ
と
う踏
・
同
急き
っ
し
ょ
う声

神か
ぐ
ら楽音

取
・
庭に

わ

火び

・
榊さ
か
き・
諸も
ろ
あ
げ上
・
尻し
り
あ
げ上
・
延の
べ
か
ら韓
神か
み

・
早は
や

韓が
ら

神か
み

・
薦こ
も

枕ま
く
ら・
タ
カ
ニ
エ
ヒ
・
志し

都づ

の野
・
佐さ
ざ
な
み

々
波
・
蛬
き
り
ぎ
り
す・
殖う
え

舂つ
き

・
千せ
ん
ざ
い歳
・
又ま
た
の
べ
ぶ
き

延
吹
・
早は
や
う
た歌
・
星
ほ
し
の

小こ

ね音
取と
り

・
吉き

き々

利り

・

得と
く

銭ぜ
に
こ子
・
木ゆ
ふ
づ
く
り

綿
作
・
朝あ
さ
く
ら倉
・
其そ
の

駒こ
ま

高こ

ま麗
楽が
く
き
ょ
く曲

〔
高こ

麗ま

壱い
ち

越こ
つ

調ち
ょ
う…
西
洋
音
楽
で
い
う
Ｅ
・
ミ
を
基
音
と
す
る
調
子
〕

狛こ
ま

調ぢ
ょ
う
し子
・
新し
ん
と
り
そ

鳥
蘇
・
古こ
と
り
そ

鳥
蘇
・
進し
ん
そ
う走
禿と
く

・
退た
い
そ
う走
禿と
く

・
皇お
う
に
ん
て
い

仁
庭
破の
は

・
同
急
・
狛こ
ま

鉾ぼ
こ

・
阿あ

夜や

岐ぎ

理り

・
帰き
と
く
せ
き
の
は

徳
隻
破
・
同
急
・
志し

き

て
岐
伝
・
長ち
ょ
う
ぼ
う
ら
く
の
は

保
楽
破
・
同
急
・
崑こ
ん
ろ
ん
の
は

崙
破
・
同
急
・



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

九
〇

新し
ん
ま
か

靺
鞨
・
胡こ
ち
ょ
う
の
は

蝶
破
・
同
急
・
仁に
ん

和な
ら
く楽
・
延え
ん
ぎ喜
楽ら
く

・
埴は
ん

破な
り

・
胡こ

徳と
く

楽ら
く

・
都つ

志し

・
納な
そ
り
の

蘇
利

破は

・
同
急

〔
高こ

ま麗
双そ
う
ぢ
ょ
う
調
…
西
洋
音
楽
で
い
う
Ａ
・
ラ
を
基
音
と
す
る
調
子
〕

音
取
・
地ち

き
ゅ
う
の
は

久
破
・
同
急
・
蘇そ

志し

ま摩
・
登と
う
て
ん天
楽ら
く

・
白ほ
う
ひ
ん浜

〔
高
麗
平
調
…
下し

も

無む
（
西
洋
音
楽
で
い
う
Ｆ♯
・
フ
ァ♯
）を
基
音
と
す
る
調
子
〕

音
取
・
林り

ん
が歌

本
譜
が
収
録
す
る
唐
楽
曲
の
う
ち
、
平
調
・
盤
渉
調
・
双
調
の
そ
れ
ぞ
れ
冒
頭（
挿

図
2
・
3
）に
は
、
曲
名
の
目
録
を
掲
げ
て
い
る
が
、
各
曲
の
内
容
と
目
録
と
は
一
致
せ

ず
、
全
部
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
各
調
ご
と
の
目
録
は
次
の
通
り
で
あ
る（
割
注
部
分
は
、

〈　

〉
山
形
カ
ッ
コ
内
に
記
し
た
）。

　

平
調　

品
玄

三
台
塩　
　

皇
麞

万
歳
楽　
　

五
常
楽

王
照

（
マ
マ
）君　
　

甘
州

廻
忽　
　
　

慶
雲
楽

想
夫
恋　
　

夜
半
楽

裹
頭
楽　
　

永
隆
楽

陪
臚　
　
　

春
楊
柳

扶
南　
　
　

勇
勝

郎
君
子　
　

小
娘
子

鶏
徳

　

盤
渉
調
〈
律
羽　

准
冬　

水
音
・
調
子　

入
調
〉

蘇
合
香　
　

万
秋
楽

輪
台　
　
　

青
海
波

秋
風
楽　
　

鳥
向
楽

採
桑
老　
　

蘇
莫
者

白
柱　
　
　

宗
明
楽

竹
林
楽　
　

剣
気
禅

（
マ
マ
）脱

千
秋
楽　
　

越
殿
楽

　

双
調
曲
上　
〈
春
・
呂
・
東
方
・
木
・
聲
・
角
・
酢
・
青
・
性
〉

春
庭
楽　
　

柳
花
苑

春
鶯
囀　
　

賀
殿

迦
陵
頻　
　

胡
飲
酒

酒
胡
子　
　

武
徳
楽

地
久
〈
以
上
七
種　

渡
物
〉　

北
庭
楽

陵
王
破　
　

新
羅
陵
王
急

皇
仁
急

さ
ら
に
唐
楽
六
調
子
の
う
ち
、［
黄
鐘
調
］・［
太
食
調
］（
そ
れ
ぞ
れ
黄
鐘（
西
洋
音
楽
で

い
う
Ａ
・
ラ
）・
平
調（
西
洋
音
楽
で
い
う
Ｅ
・
ミ
）を
基
音
と
す
る
調
子
）の
諸
曲
が
漏
れ
て
い

る
の
も
注
意
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
が
、
本
譜
の
成
立
に
も
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
続
く
章
で
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

本
譜
は
一
貫
し
て
、
曲
の
冒
頭
に
曲
名（
題
名
）を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
表
面
の
冒
頭

か
ら
裏
面
の
双
調
「
柳
花
苑
」
ま
で
の
本
譜
の
前
半
は
、
曲
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
い



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

九
一

が
、
小
字
で
曲
の
由
緒
や
起
源
・
故

事
・
奏
法
上
の
注
意
・
舞
楽
に
も
奏
さ

れ
る
場
合
は
番
舞
な
ど
を
記
し
、
続
い

て
譜
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ

る
。
そ
の
一
例
を
、
次
に
挙
げ
る
。

万
歳
楽

十
拍
子
用
時
末
二
拍
子
上
、
或
半

帖
ヨ
リ
上
、
新
楽
、
拍
子
廿
、
中

曲
、
略
時
ハ
一
反
、
半
帖
ヨ
リ
三

度
拍
子
上
、
出
入
吹
調
子
、
入
時

臨
調
子
返
ニ
吹
也
、
入
時
入
調
ヲ

吹
ハ
本
説
也
、
隋
陽
帝
御
時
御
作

云
々
、
答
舞
延
喜
楽
、（
挿
図
5
）

 

（
以
上
、
句
読
点
は
筆
者
が
補
っ
た
）

（
2
）

事
ト
イ
ヘ
ト
モ
、
殿
上
人
吹
時
御
遊
ノ
説
云
也
、
楽
人
半
人
吹
之
時
、
御
字
ヲ
捨

云
也
、
又
云
、
大
唐
阿
育
王
ト
云
王
マ
シ
マ
ス
、
彼
王
ノ
病
悩
ノ
時
、
求
蘇
合
香

ノ
卒
ヲ
令
食
之
、
即
五
味
ア
リ
、
依
之
タ
チ
マ
チ
悦
ア
リ
、
然
ル
ニ
ヨ
テ
此
楽
ヲ

ツ
ク
ル
、
即
為
一
越
調
ノ
曲
ト
コ
ヽ
ニ
大
国
秦
ノ
初
ノ
皇
帝
ニ
五
人
ノ
愛
子
マ
シ

マ
ス
、
皆
領
調
子
所
謂
膳
子
王
ニ
双
曲
、
次
王
ニ
黄
曲
、
三
ノ
王
ニ
一
曲
、
四
ノ

王
ニ
ハ
平
曲
、
五
ノ
王
盤
曲
、
如
此
ア
タ
フ
ル
間
蘇
合
香
当
調
ノ
曲
、
依
之
笛
ノ

六
音
一
越
調
音
也
、
蘇
合
香
ト
云
季
ノ
字
ニ
付
テ
イ
ワ
レ
ア
リ
、
然
ル
ニ
我
朝
宇

治
ノ
宝
蔵
ニ
テ
蘇
合
ノ
冠
ヲ
ウ
シ
ナ
ウ
、
臨
時
伶
人
チ
ソ
ウ
シ
テ
此
モ
ト
ム
ル

時
、
縁
ノ
シ
タ
ヨ
リ
此
冠
ヲ
見
出
ス
、
此
ノ
冠
ニ
唐
草
ヲ
イ
ツ
ラ
、
其
草
ヲ
付
ナ

カ
ラ
舞
之
ヲ
時
ニ
方
座
香
薫
ス
、
彼
時
ヨ
リ
唐
草
香
ノ
字
ヲ
付
初
、
此
延
喜
ノ
御

門
御
時
也
、
依
之
冠
ヲ
唐
草
ト
云
也
、
現
当
二
世
ノ
イ
ノ
リ
ニ
専
此
曲
ヲ
奏
ヘ

シ
、
又
大
序
ア
リ
、
皆
末
序
吹
ア
リ
、
雖
有
大
説
昔
ノ
説
三
説
也
、
序
吹
ア
リ
、

秘
説
也
、
又
鬼
道
退
散
ノ
説
ト
者
一
々
ニ
譜
ノ
面
ニ
見
タ
リ
、
鬼
道
ノ
説
十
二
拍

子
ニ
イ
名
ア
リ
、
別
ニ
口
伝
ア
ル
ヘ
シ
、
譜
ニ
モ
ミ
ル
ヘ
シ
、
此
深
秘
々
々
師
ノ

説
ヲ
聞
ヘ
シ
、
又
四
帖
ニ
序
吹
ア
リ
、
穴
賢
々
々
秘
ヘ
シ

 

（
以
上
、
句
読
点
は
筆
者
が
補
っ
た
）

右
の
「
口
伝
」
は
、
盤
渉
調
「
蘇
合
香
」
の
譜
に
続
い
て
記
さ
れ
た
文
章
で
、
曲

の
由
緒
や
伝
説
が
、
奏
法
の
注
記
と
共
に
記
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
舞
楽
の
奏
法
の
諸

説
や
楽
曲
の
由
緒
を
集
大
成
し
た
楽
書
に
南
都
楽
所
の
楽
人
・
狛
近
真（
一
一
七
七
〜

一
二
四
二
）が
天
福
元
年（
一
二
三
三
）に
完
成
さ
せ
た
楽
書
『
教
訓
抄
』
が
あ
り
、
近
真
が

左
方
舞
を
家
の
芸
と
す
る
南
都
楽
所
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
蘇
合
香
」
の
奏
法
に

つ
い
て
の
諸
説
や
曲
の
由
緒
な
ど
を
詳
し
く
収
録
す
る
が
、『
教
訓
抄
』
に
も
記
さ
れ

て
い
な
い
「
蘇
合
香
」
の
創
始
に
ま
つ
わ
る
故
事
説
話
が
右
の
「
口
伝
」
に
収
録
さ
れ

（
3
）

代
表
的
な
唐
楽
の
舞
楽
曲
で
、
古
来
管
絃
曲
と
し
て
の
演
奏
記
録
も
多
い
平
調
「
万

歳
楽
」
に
付
さ
れ
た
註
記
で
あ
る
。
ま
た
楽
曲
の
譜
の
後
で
、「
口
伝
」
と
し
て
次
の

よ
う
な
奏
法
上
の
註
記
や
曲
の
由
緒
を
記
し
た
例
が
あ
る
の
で
、
長
文
で
は
あ
る
が
次

に
挙
げ
る
。

口
伝

第
三
ノ
喚
頭
ハ
時
ノ
喚
頭
ヲ
吹
也
、
同
御
遊
ノ
説
ト
者
初
早
々
ノ
喚
頭
二
反
ヲ

吹
、
一
反
御
遊
ノ
説
ト
云
也
、
又
御
遊
ノ
説
者
自
喚
頭
吹
也
、
但
遊
ノ
説
ト
者
同

挿図5　本譜　万歳楽
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て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
譜
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
独
自
の
情
報
が
あ
り
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
曲
の
起
源
が
『
教
訓
抄
』
の
解
説
と
は
異
な
っ
た
記
述
を
持
つ
例
と
し

て
、
次
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

三
台
塩

新
楽
、
中
曲
、
破
拍
子
十
六
、
急
拍
子
十
六
、
舞
立
之
様
、
舞
出
時
品
玄
、
入
時

調
子
、
破
有
喚
頭
、
二
返
吹
ヘ
シ
、
各
時
ハ
一
反
、
舞
立
者
大
鼓
管
絃
時
末
二
拍

子
上
、
急
ニ
喚
頭
ア
リ
、
三
反
吹
ヘ
シ
、
調
子
為
道
行
、
入
時
ハ
同
急
ヲ
モ
テ
入

事
ア
リ
、
此
本
説
也
、
以
調
子
入
事
秘
事
也
、
天
皇
后
作
、
大
国
楽
也
、
三
月
内

薗
四
帝
王
儲
君
妃
女
三
仁
然
三
台
居
此
舞
楽
初
会
故
ニ
号
三
台
塩
也
云
々

 
（
以
上
、
句
読
点
は
筆
者
が
補
っ
た
）

さ
ら
に
『
教
訓
抄
』
に
は
見
ら
れ
な
い
、
本
譜
の
み
に
あ
る
曲
の
由
緒
の
記
述
を
持

つ
例
と
し
て
は
、
次
の
八
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
皇
麞
破

楽
拍
子
、
中
大
曲
、
新
楽
、
中
曲
、
舞
立
様
先
笙
調
子
、
吹
篳
篥
調
子
吹
、　　

次
笛
音
取
計
吹
、
道
行
ニ
急
吹
出
テ
舞
出
入
之
時
重
急
吹
、
破
八
九
帖
各
拍
子
十

連
吹
、
今
世
破
一
反
・
急
三
反
、
八
帖
者
喚
頭
破
反
也
、
九
帖
ヨ
リ
大
鼓
ヲ
上
、

急
者
三
反
頭
ヨ
リ
大
鼓
上
也
、
当
曲
ハ
大
国
楽
也
、
音
生
工
所
作
楽
也
、
国
王
ノ

御
即
位
ノ
時
奏
此
曲
、
二
三
四
五
六
七
ノ
帖
大
国
皇
帝
聞
之
時
絶
了
着
鳥
向
舞
之

時
散
杖
也
云
々
、
答
舞
長
保
楽
、
破
一
反
之
時
ハ
末
二
拍
子
上

②
相
夫
恋

拍
子
十
一
、
反
時
ハ
二
拍
子
ヨ
リ
上
、
半
帖
ヨ
リ
上
、
恋
・
憐
字
通
用
、
新
楽
或

古
楽
、
中
曲
、
有
詠
云
云
、
昔
唐
土
ニ
一
人
女
号
無
彼
女
本
夫
号
有
量
勝
、
離
別

彼
女
相
嫁
、
今
他
妻
、
其
時
彼
女
弾
琴
、
本
夫
於
門
辺
聞
之
捨
他
妻
還
、
故
号
相

夫
恋
也

③
老
君
子

郎
・
老
字
通
用
、
拍
子
十
六
、
一
説
拍
子
八
、
又
説
拍
子
十
八
、
新
楽
、
小
曲

云
々
、
口
伝
云
、
我
朝
楽
也
云
云
、
嵯
峨
天
皇
隠
君
子
御
子
御
所
作
楽
也
、
故
号

君
子
、
隠
后
宮
以
老
御
太
子
也
、
彼
所
作
之
故
号
老
君
子
也

※
「
嵯
峨
天
皇
」
以
下
は
『
教
訓
抄
』
に
は
無
い
。

④
小
娘
子

娘
・
郎
字
通
用
、
或
胡
老
、
拍
子
八
、一
説
十
四
、
新
楽
、
口
伝
云
、
大
国
ニ
在

天
子
、
雖
成
長
舟
量
纔
ニ
三
尺
也
、
然
ニ
八
十
一
ニ
了
、
作
此
楽
、
仍
号
小
老
子

也
云
々
、
当
曲
ハ
四
拍
子
ニ
吹
也
、
又
藤
井
殿
説
ニ
ハ
用
八
拍
子

※
「
藤
井
殿
説
」
以
下
は
『
教
訓
抄
』
に
は
無
い
説
。

⑤
夜
半
楽

准
大
曲
、
拍
子
十
六
、
楽
拍
子
、
中
曲
、
拍
子
十
六
、
新
楽
、
承
和
御
門
御
時
退

出
音
声
用
之
云
云
、
口
伝
云
、
中
曲
者
譜
ア
リ
、
大
曲
ニ
吹
之
也
、
是
基
政
夢
説

ト
ハ
云
也
、
只
拍
子
小
曲
ニ
吹
事
ナ
シ
、
中
曲
者
不
秘
也

※
「
是
基
政
夢
説
ト
ハ
云
也
」
は
『
教
訓
抄
』
に
は
無
い
。

⑥
宗
明
楽

拍
子
十
、
新
楽
、
中
曲
、
法
会
用
之
、
大
唐
法
人
死
時
奏
此
楽
也

※
「
大
唐
法
人
死
時
奏
此
楽
也
」
は
『
教
訓
抄
』
に
は
無
い
。

⑦
蘇
莫
者

破
、
拍
子
十
二
、
但
普
通
ノ
只
拍
子
ヨ
リ
早
々
吹
也
、
当
曲
大
峯
ノ
道
ニ
テ
修
行

者
伝
之
、
即
日
蔵
聖
人
ノ
御
事
也
、
ナ
ノ
リ
道
賢
名
酒
吠
拍
子
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※ 「
即
日
蔵
聖
人
之
御
事
也
」
は
『
教
訓
抄
』
に
は
無
い
説
。

⑧
越
殿
楽

拍
子
十
二
、
新
楽
、
小
曲
、
天
竺
楽
也
、
民
食
ノ
時
吹
此
也

ま
た
、
特
定
の
家
で
伝
承
し
て
い
た
説
に
触
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
右
の
例
で
は
文
章

中
「
当
家
」
と
あ
る
が
、
本
譜
の
記
主
の
家
か
、
伝
授
し
た
師
の
家
で
伝
承
し
て
い
た

説
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

春
楊
柳

准
大
曲
ト
云
云
、
小
曲
ト
云
、
拍
子
十
二
、
三
度
拍
子
、
新
楽
、
一
説
中
曲
、
一

説
只
拍
子
、
同
中
曲
絶
了
云
云
、
有
喚
頭
云
云
、
口
伝
云
、
第
三
反
ノ
喚
頭
八
拍

子
ノ
吹
反
大
曲
ニ
吹
、
秘
説
也
、
又
小
曲
ニ
吹
、
当
家
ニ
用
之

以
上
の
ほ
か
、
右
に
掲
げ
た
「
夜
半
楽
」
の
解
説
に
登
場
す
る
基も

と
ま
さ政（

大お
お
が
の神

基
政
／

一
〇
七
九
〜
一
一
三
八
、
大
内
楽
所
の
楽
人
で
笛
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
、『
龍

り
ゅ
う
め
い
し
ょ
う

鳴
抄
』
ほ
か
の

著
作
が
あ
る
）の
説
や
、「
秋
風
楽
」
の
解
説
文
中
に
登
場
す
る
「
明め
い
せ
ん暹
譜
」
の
編
者
で

あ
る
南
都
興
福
寺
の
僧
・
明
暹（
一
〇
五
九
〜
一
一
二
三
、
大
内
楽
所
の
大
神
家
か
ら
笛
の
技

術
を
受
け
た
名
手
）の
笛
譜
の
名
が
曲
の
解
説
・
註
記
に
参
考
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
先
行
す
る
楽
譜
や
著
作
を
参
照
し
て
書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

後
半
に
収
録
す
る
壱
越
調
の
大
曲
「
皇
帝
破
陣
楽
」「
団
乱
旋
」
や
高
麗
楽
の
大
曲

「
新
鳥
蘇
」
は
、
一
具
が
多
楽
章
の
曲
で
あ
る
こ
と
や
上
演
頻
度
の
少
な
さ
も
あ
っ
て

か
、
上
演
時
の
注
意
点
を
細
か
く
記
し
て
い
る
の
は
前
半
部
に
共
通
す
る
が
、
続
く
神

楽
や
高
麗
楽
で
は
曲
の
由
緒
や
来
歴
な
ど
の
記
述
は
、
最
小
限
に
留
め
ら
れ
て
い
る
た

め
、
大
曲
に
見
ら
れ
る
詳
細
な
註
記
は
、
む
し
ろ
例
外
に
映
る
。

壱
越
調

皇
帝
破
陣
楽　

有
舞　

新
楽

一
帖
無
拍
子
、
以
是
為
於
舞
曲
、

笛
大
田
麿
説
絶
終
有
拍
子
、
一
口

傳
云
、
舞
出
了
落
居
時
打
シ
ム
、

序
三
十
拍
子
、
本
是
四
十
拍
子

也
、
彼
建
唐
使
忘
八
拍
子
、
仍
棄

十
拍
子
云
々
、
四
十
拍
子
時
以
廿

拍
子
為
半
帖
、
三
十
拍
子
時
十
六

拍
子
与
十
四
拍
子
之
中
為
半
帖
、

諸
葛
中
納
言
奉
勅
定
之
、
破
六
帖

廿
拍
子
于
至
四
帖
切
々
吹
之
、
五

帖
・
六
帖
者
連
吹
也
、
入
舞
時
吹

上
調
子
也（
挿
図
6
）

本
譜
後
半
の
記
主
に
と
っ
て
、
各
曲
の
由
緒
来
歴
や
奏
法
の
伝
承
な
ど
へ
の
関
心
が

前
半
の
記
主
ほ
ど
に
は
必
ず
し
も
高
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
自

明
の
事
柄
で
あ
っ
た
た
め
省
略
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
も
、
本
譜
の
前
半
と
後
半
と

で
異
な
る
記
主
の
性
格
を
考
え
る
上
で
、
看
過
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
各
曲
の

注
記
に
つ
い
て
は
、
本
譜
の
書
写
年
代
や
記
主
に
つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て
重
要
で
あ

る
た
め
、
再
度
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。

本
譜
の
記
譜
法
の
特
徴
と
し
て
は
、
音
名（
指
孔
名
）の
横
に
拍
節
を
示
す
胡
麻
点
や

拍
子（
太
鼓
を
打
つ
箇
所
）を
示
す
「
百
」
が
打
た
れ
、
音
名
の
下
に
は
小
さ
い
字
で
「
火

挿図6　本譜　「柳花苑」と壱越調「皇帝破陣楽」
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急（
早
く
奏
す
）」
を
意
味
す
る
「
火
」、
強
く
吹
く
記
号
「
打
」
の
字
の
略
字
で
あ
る

「
ノ
」（
ベ
ツ
と
音
読
）、「
変
」（
一
音
さ
げ
る
）の
略
字
で
あ
る
「
ユ
」、
音
を
長
く
伸
ば
す

記
号
で
あ
る「
引
」を
崩
し
た「
り
」が
補
わ
れ
て
い
る
。
反
復
を
指
示
す
る「
換
頭
」「
返

付
」「
重
頭
」
な
ど
、
龍
笛
や
笙
の
譜
面
に
も
共
通
す
る
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
音

の
高
さ
を
示
す
音
名（
孔
名
）と
拍
節
を
示
す
記
号
、
さ
ら
に
音
を
伸
ば
す
指
示
な
ど
か

ら
な
る
楽
譜
は
目
安
譜
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
桃
山
時
代
以
降
の
篳
篥
譜
に
登
場
す
る
、

「
唱
歌
」
を
示
す
仮
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
篳
篥
吹
奏
を
習
得
す

る
に
当
た
り
、
師
か
ら
口
伝
え
で
教
わ
り
、
旋
律
を
習
得
す
る
た
め
に
歌
う
「
唱
歌
」

の
仮
名
が
登
場
す
る
の
は
桃
山
時
代
以
降
で
、
京
都
・
伏
見
稲
荷
大
社
蔵
の
後
陽
成
天

皇（
一
五
七
一
〜
一
六
一
七
）筆
「
越
殿
楽
篳
篥
譜
」
が
最
古
例
で
あ
る
。

神
楽
は
、「
音
取
」「
庭
火
」「
星
小
音
取
」「
朝
倉
」
の
独
奏
曲
五
曲
を
除
く
と
、
全

部
が
歌
曲
の
伴
奏（
手
付
）の
譜
で
あ
る
。

楽
譜
に
つ
い
て
の
紹
介
で
あ
る
以
上
、
本
来
収
録
各
曲
の
検
討
が
あ
る
べ
き
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
煩
雑
を
避
け
る
の
と
、
ま
た
筆
者
の
力
量
の
遠
く
及
ば
な
い
分
野
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
続
い
て
本
譜
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

〔
本
譜
の
書
写
年
代
〕

本
譜
は
冒
頭
か
ら
巻
末
ま
で
を
、
同
一
人
物
が
同
時
期
に
書
写
し
た
譜
で
は
な
く
、

大
き
く
分
け
る
と
、
二
種
類
の
筆
跡
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
表
面
の

平
調
曲
の
目
録
か
ら
始
ま
る
冒
頭
か
ら
裏
面
の
双
調
「
柳
花
苑
」
ま
で
の
前
半
と
、
続

く
壱
越
調
「
皇
帝
破
陣
楽
」
か
ら
最
後
の
高
麗
平
調
「
林
歌
」
ま
で
の
後
半
と
に
分
か

れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
跡
は
同
時
代
の
筆
写
で
は
な
く
、
特
に
後
半
の
筆
跡
は
書
風
か

ら
検
討
し
て
、
巻
末
の
年
紀
「
応
永
九
年（
一
四
〇
二
）」
当
時
、
す
な
わ
ち
室
町
時
代

初
期
の
筆
跡
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
前
半
に
見
ら
れ
る
筆
跡
の
書
風

は
、
応
永
九
年
を
遡
る
時
期
の
筆
跡
と
考
え
た
い
。
使
用
さ
れ
て
い
る
料
紙
や
表
面
に

引
か
れ
て
い
る
界
罫
線
と
も
併
せ
て
考
え
る
と
、
前
半
の
書
写
年
代
は
室
町
時
代
の
応

永
九
年
を
遡
る
、
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
鎌
倉
〜
南
北
朝
時
代
頃
に
書
写
さ
れ
た
譜
を
得
た
持
ち
主
が
、
必

要
な
曲
や
足
り
な
い
と
思
わ
れ
た
曲
を
書
き
加
え
て
一
応
の
区
切
り
と
し
た
の
が
応
永

九
年
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
最
も
重
要
な
情
報
と
思
わ
れ
る
の
が
、
双
調
「
柳
花
苑
」
の
譜
の
後
に
あ
る

抹
消
部
分
で
あ
る（
挿
図
6
・
7
）。
抹
消
部
分
は
判
読
し
が
た
い
が
、
お
そ
ら
く
前
半

部
を
書
写
し
た
人
物
の
署
名
の
痕
跡
と
推
測
さ
れ
、
本
譜
の
後
半
を
追
加
・
書
写
す
る

た
め
に
抹
消
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
半
部
は
、
こ
の
抹
消
部
分
の
上
か
ら
重
ね
書

挿図7　本譜　「柳花苑」と抹消部

挿図8　本譜　神楽
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家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

九
五

き
す
る
の
で
は
な
く
、
一
行
分
の
余
白
を
残
し
て
、
壱
越
調
の
大
曲
二
曲（「
皇
帝
破
陣

楽
」
と
「
団
乱
旋
」）の
書
写
を
開
始
し
た
と
み
ら
れ
る
。
前
半
部
最
後
の
、「
柳
花
苑
」

の
譜
自
体
が
、
手
早
く
書
写
さ
れ
た
た
め
か
筆
跡
が
乱
れ
が
ち
で
あ
る
の
も
、
そ
も
そ

も
備
忘
用
の
譜
と
は
い
え
、
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
が
、
そ
の
事

情
な
り
理
由
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
。

以
上
述
べ
た
通
り
、
筆
跡
の
検
討
か
ら
、
書
写
は
二
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
こ

と
、
前
半
部
は
巻
末
の
年
紀
・
応
永
九
年
を
遡
る
時
期
に
書
写
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。

本
譜
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
唐
楽
曲
と
高
麗
楽
曲
の
間
に
、
一
連
の
神
楽
曲（
挿

図
8
）を
挟
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
譜
の
成
立
や
性
格
を
考
え

る
上
で
、
重
要
な
点
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
続
く
章
に
て
併
せ
て
検
討
を
加
え
て
い
き

た
い
。

〔
本
譜
の
伝
来
〕

本
譜
は
明
治
維
新
以
前
か
ら
尾
張
家
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
は
あ
る

が
、
尾
張
家
が
こ
の
譜
を
入
手
し
た
正
確
な
年
代
や
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
困
難

で
あ
る
。
尾
張
家
蔵
帳
の
一
つ
で
、
当
主
の
所
有
品
と
し
て
分
類
さ
れ
管
理
さ
れ
て
き

た
こ
と
を
示
す
「
御
側
御
道
具
帳
」（
徳
川
美
術
館
蔵
。
什
器
旧
原
簿
第
三
号
。
江
戸
時
代
後

期
の
成
立
で
あ
る
が
、
明
治
期
ま
で
用
い
ら
れ
朱
の
加
筆
が
あ
る
）に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
「
楽
之
御
書
物　

一
箱
」
に
含
ま
れ
る
一
冊
と
し
て
、
幕
末
以
前
か
ら
尾
張
家
に
伝

来
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
「
楽
之
御
書
物
」
は
、
幕
末
〜
明
治
に
か
け
て

の
尾
張
家
当
主
・
十
四
代
慶
勝（
一
八
二
四
〜
八
三
）の
所
持
品
目
録
で
あ
る
「
御
取
分

御
道
具
帳
」（
徳
川
美
術
館
蔵
。
什
器
旧
原
簿
第
八
号
。
明
治
期
の
編
集
）に
よ
る
と
、
次
の
通

り
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
楽
之
御
書
物　
　
　
　
　

一
箱

　

御
本
類　

拾
一
冊

　

書
付
類　

三
（
弐
）包

こ
の
「
御
本
類　

拾
一
冊
」
だ
け
で
は
、
ど
の
よ
う
な
書
物
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
大
正
年
間
に
、
将
来
の
美
術
館
設
立
構
想
や
売
立
を
視
野
に
入
れ

て
行
っ
た
、
尾
張
家
伝
来
品
の
整
理
の
際
に
作
成
さ
れ
た
蔵
帳
「
御
器
物
目
録
」（
徳
川

美
術
館
蔵
。
什
器
原
簿
第
一
号
。
明
治
十
三
年
か
ら
調
査
着
手
と
あ
り
）に
よ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
楽
譜
類
で
あ
っ
た
と
判
明
す
る
。
各
作
品
の
上
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
記
号
Ａ
か
ら

Ｇ
は
、
筆
者
が
付
し
た
。

Ａ
、
観
応
笛
譜　
　
　
　
　
　
　
　

五
帖（
※
現
存
。
個
人
蔵
）

Ｂ
、
笙
譜　

林
重
弘
所
持　
　
　
　

三
帖

Ｃ
、
篳
篥
譜　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
帖（
※
本
譜
に
該
当
）

Ｄ
、
和
琴
譜　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
帖

Ｅ
、
箏
譜　

四
辻
殿
ヨ
リ
来
ル　
　

一
帖

Ｆ
、
四
辻
殿
ヨ
リ
来
譜
等　
　
　
　

一
包
三
枚

Ｇ
、
箏
之
譜
・
和
琴
之
譜　
　
　
　

三
帖

右
の
う
ち
、
Ｇ
の
「
箏
之
譜
・
和
琴
之
譜　

三
帖
」
は
、
尾
張
家
三
代
綱
誠
正
室
の

瑩
珠
院
新
君（
一
六
五
四
〜
九
二
）が
所
持
し
た
と
判
明
す
る
譜
で
あ
る（
挿
図
9
）。
ま
た

Ｂ
・
Ｄ
・
Ｅ
・
Ｆ
の
い
ず
れ
も
現
存
し
、
当
館
が
所
蔵
す
る
譜
で
あ
る
。
Ｃ
の
譜
が
、

本
稿
で
扱
っ
た
本
譜
に
該
当
す
る
。
す
な
わ
ち
Ｇ
も
含
め
て
、
幕
末
の
段
階
で
は
こ
れ

ら
楽
譜
は
一
括
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
Ｇ
を
除
く
楽
譜
一

冊
一
冊
の
来
歴
や
伝
来
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
し
Ｃ
の
本

譜
は
、
同
じ
く
尾
張
家
伝
来
の
雅
楽
器
の
内
、
製
作
年
代
が
鎌
倉
〜
室
町
時
代
に
ま
で

遡
る
と
考
え
ら
れ
る
篳
篥（
景
仁
作　

徳
川
美
術
館
蔵
）が
一
管
あ
り（
挿
図
10
）、
こ
の
楽



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

九
六

器
と
と
も
に
尾
張
家
に
入
っ
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
だ
け
に
留
め
て
お
き

た
い
。

尾
張
家
に
は
、
紀
伊
徳
川
家
十
代
治は

る
と
み宝（

一
七
七
一
〜
一
八
五
二
）や
彦
根
井
伊
家
十
二

代
直な

お
あ
き亮（

一
七
九
四
〜
一
八
五
〇
）に
並
ぶ
程
の
雅
楽
器
収
集
で
知
ら
れ
た
歴
代
は
存
在
せ

ず
、
ま
た
田
安
徳
川
家
初
代
で
「
楽
曲
考
」「
楽
曲
考
附
録
」「
俗
楽
問
答
」
な
ど
雅
楽

書
を
著
し
た
宗む

ね
た
け武
に
比
肩
す
る
研
究
を
残
し
た
歴
代
も
い
な
い
。「
楽
之
御
書
物
」
を

手
元
に
置
い
て
所
蔵
し
て
い
た
十
四
代
慶
勝
は
、
笛（
龍
笛
）を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
、

自
身
が
筆
写
し
た
龍
笛
譜
一
冊
が
蓬
左
文
庫
に
現
存
す
る
ほ
か
、
笛
そ
の
も
の
や
、
こ

の
笛
を
収
め
て
い
た
と
見
ら
れ
る
、慶
勝
自
身
が
楽
器
を
レ
リ
ー
フ
し
た
箱
が
あ
る（
徳

川
美
術
館
蔵
）。
た
だ
し
篳
篥
の
楽
譜
は
、
笛
と
記
譜
法
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
た
め
、

（
4
）

慶
勝
に
は
理
解
不
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
本
譜
が
尾
張
家
に
お
い
て
、
実
際
の
演
奏
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
、
全

く
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
譜
に
は
江
戸
時
代
末
期
に
は
、
伝
承
が
途
絶
え
た
廃
絶
曲
の

「
皇
帝
破
陣
楽
」「
団
乱
旋
」
が
含
ま
れ
て
い
る
ほ
か
、
盤
渉
調
「
蘇
合
香
」
や
「
万
秋

楽
」
の
よ
う
な
、
複
数
の
楽
章
か
ら
な
る
大
曲
は
相
伝
者
も
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
上

演
機
会
も
稀
と
な
れ
ば
、
本
譜
を
用
い
た
奏
楽
の
機
会
は
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測

さ
れ
る
。
特
に
宮
中
の
祭
祀
専
用
音
楽
「
御
神
楽
」
は
、
尾
張
の
楽
人
に
と
っ
て
は
未

知
の
領
域
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
　
　

二　

本
譜
の
成
立
と
安
倍
季
村

本
譜
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
半
と
後
半
と
で
筆
跡
が
変
わ
る
だ
け
で
は
な
く
、

前
半
の
楽
曲
の
由
来
や
演
奏
法
の
解
説
な
ど
が
、
後
半
に
較
べ
る
と
よ
り
詳
し
い
と
い

う
、
楽
譜
自
体
の
内
容
に
相
違
が
み
ら
れ
る
点
を
指
摘
し
た
。
本
章
で
は
本
譜
の
収
録

曲
を
手
が
か
り
に
本
譜
の
成
立
、
な
か
ん
ず
く
本
譜
後
半
の
書
写
に
当
た
っ
た
人
物
の

特
定
ま
で
も
視
野
に
い
れ
て
、
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

本
譜
が
収
め
る
唐
楽
と
高
麗
楽
は
、
一
部
国
産
の
楽
曲
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
外
来
の
音
楽
で
あ
り
、
舞
楽
や
管
絃
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
鑑

賞
用
と
い
う
音
楽
の
性
格
は
似
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
神
楽
は
内
裏
・
内
侍
所
で
演

奏
さ
れ
る
宮
中
祭
祀
専
用
の
歌
舞
で
あ
り
、
唐
楽
・
高
麗
楽
と
は
性
格
を
異
に
す
る
一

分
野
を
な
し
て
い
る
。

神
楽
は
、
正
し
く
は
「
御
神
楽
」
と
称
す
る
、
歌
曲（
合
唱
曲
と
独
唱
曲
）に
神
楽
笛
・

篳
篥
と
和
琴（
六
絃
の
楽
器
）・
笏
拍
子（
打
楽
器
）で
伴
奏
さ
れ
る
一
大
歌
曲
で
あ
る
。
途

中
神
楽
の
進
行
役
で
あ
る
人に

ん
ち
ょ
う長が
、
歌
曲
を
伴
奏
に
舞
を
見
せ
る
。
唐
楽
・
高
麗
楽
の

挿図9　箏・和琴の譜

挿図10　篳篥　景仁作



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

九
七

伴
奏
で
舞
わ
れ
た
舞
楽
は
、
大
勢
の
観
衆
の
前
で
上
演
さ
れ
る
の
に
対
し
、
神
楽
は
神

前
で
の
奉
納
演
奏
の
み
で
あ
っ
た
。
奉
納
の
際
も
、
演
奏
す
る
公
卿
・
殿
上
人
や
楽
人

の
居
並
ぶ
神
楽
舎
は
周
囲
を
幕
で
覆
い
、
開
か
れ
て
い
る
の
は
、
奉
納
の
対
象
で
あ
る

神
前
の
み
で
、
観
衆
の
観
覧
を
全
く
想
定
し
て
い
な
い
、
神
楽
の
演
奏
自
体
が
神
事
と

い
う
、
特
殊
な
芸
能
で
あ
る
。
内
裏
・
内
侍
所
で
は
毎
年
十
二
月
に
行
わ
れ
る
恒
例

の
御
神
楽
の
他
、
臨
時
の
御
神
楽
が
行
わ
れ
、
ま
た
勅
命
で
畿
内
諸
社
に
奉
納
演
奏
さ

れ
る
際
も
、
内
侍
所
御
神
楽
に
準
じ
る
形
式
で
公
卿
・
殿
上
人
や
楽
人
が
参
向
し
、
演

奏
が
行
わ
れ
た
。

神
楽
の
歌
曲
や
楽
器
の
伝
承
は
堂
上
公
家
諸
家
と
京
都
・
大
内
楽
所
が
中
心
で
あ
っ

た
こ
と
、
特
に
神
楽
の
篳
篥
は
大
内
楽
所
を
構
成
す
る
地
下
楽
家
の
う
ち
、
篳
篥
を
家

（
5
）

た
頻
度
の
高
か
っ
た
安
倍
家
の
人
物
が
、
平
生
の
奏
楽
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
入
手
し

た
古
い
楽
譜
に
必
要
な
神
楽
諸
曲
や
唐
楽
・
壱
越
調
の
大
曲
二
曲
、
さ
ら
に
高
麗
楽
を

補
っ
て
書
写（
挿
図
11
）し
た
、
座
右
に
備
え
る
た
め
の
手
沢
譜
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。続

い
て
、
本
譜
後
半
の
書
き
継
ぎ
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
を
特
定
す
べ
く
、

収
録
曲
か
ら
さ
ら
に
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
。

巻
末
の
年
紀
・
応
永
九
年
当
時
に
神
楽
以
外
に
も
、
唐
楽
・
壱
越
調
の
大
曲
「
皇

帝
破
陣
楽
」「
団
乱
旋
」
二
曲
の
相
伝
を
受
け
て
い
た
人
物
を
、
室
町
時
代
初
期
に

活
躍
し
た
安
倍
家
の
人
物
の
中
か
ら
特
定
し
て
い
く
と
、
同
家
の
季
村（
一
三
三
一
〜

一
四
一
九
）が
該
当
人
物
に
上
が
っ
て
く
る
。
雅
楽
を
代
々
伝
承
し
て
き
た
楽
家
歴
代
の

業
績
を
調
べ
て
い
く
こ
と
は
、
特
に
江
戸
時
代
以
前
の
人
物
の
場
合
相
当
困
難
で
あ
る

が
、
安
倍
家
の
場
合
、
季
村
の
末
裔
で
あ
る
季
昌
氏（
一
九
四
三
〜
）が
、
同
家
伝
来
の

史
料
を
も
と
に
安
倍
家
歴
代
の
業
績
を
紹
介
さ
れ
た
。
以
下
季
昌
氏
の
著
作
に
一
部
検

討
を
加
え
つ
つ
、
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

本
譜
後
半
の
書
き
継
ぎ
が
、
壱
越
調
の
「
皇
帝
破
陣
楽
」「
団
乱
旋
」
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
点
に
、
ま
ず
は
注
目
し
た
い
。
こ
の
二
曲
は
唐
楽
の
な
か
で
も
多
楽
章
か
ら
成

る
「
大
曲
」
で
、
唐
楽
の
「
中
曲
」「
小
曲
」
を
全
て
習
得
し
た
最
後
に
師
か
ら
伝
授

さ
れ
る
曲
で
あ
る
。
な
か
で
も
壱
越
調
「
皇
帝
破
陣
楽
」「
団
乱
旋
」
の
二
曲
と
盤
渉

調
「
蘇
合
香
」「
万
秋
楽
」
の
二
曲
は
「
四
箇
大
曲
」
と
呼
ば
れ
重
要
視
さ
れ
た
が
、

江
戸
時
代
以
前
に
前
者
の
二
曲
が
廃
絶
し
た
た
め
、
壱
越
調
の
「
春
鶯
囀
」
と
平
調
の

「
皇
麞
」
が
「
四
箇
大
曲
」
に
加
え
ら
れ
た
。
大
曲
は
長
大
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
演

奏
上
も
秘
伝
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
演
奏
頻
度
は
少
な
く
、
笙
や
笛（
龍
笛
）だ
け
で

は
あ
る
が
、
季
村
の
在
世
中
に
こ
れ
ら
大
曲
の
相
伝
を
証
明
す
る
状
が
残
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
二
曲
の
相
伝
を
証
明
す
る
、
篳
篥
の
証
明
状
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
篳
篥
の

（
6
）

（
7
）

挿図11　本譜　神楽と高麗楽

の
芸
と
し
て
伝
え
て
い
た
安
倍
家
が
独

占
し
、
秘
匿
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
神

楽
を
含
む
本
譜
後
半
の
書
写
に
は
、
安

倍
家
の
人
物
が
関
わ
っ
た
可
能
性
を
考

慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

唐
楽
・
高
麗
楽
を
収
録
す
る
楽
譜

に
、
神
楽
を
収
録
す
る
と
し
た
ら
、
神

楽
譜
を
巻
頭
も
し
く
は
巻
末
に
配
置
し

て
別
格
に
扱
う
か
、
あ
る
い
は
唐
楽
・

高
麗
楽
と
は
別
冊
に
し
て
、
容
易
な
他

見
を
避
け
る
配
慮
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
と
こ
ろ
が
本
譜
で
は
、
唐
楽
・

高
麗
楽
と
と
も
に
神
楽
を
収
録
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
曲
を
演
奏
し



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

九
八

場
合
に
も
、
証
明
状
の
発
行
を
含
む
相
伝
の
儀
式
な
り
手
続
き
が
あ
っ
た
と
考
え
る
方

が
自
然
の
た
め
、
本
譜
に
こ
の
二
曲
の
譜
を
記
入
す
る
こ
と
の
出
来
た
の
は
、
こ
れ
ら

大
曲
の
相
伝
を
受
け
、
ま
た
実
際
の
演
奏
に
参
加
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
季
昌
氏
の
著
書
に
は
次
の
通
り
あ
る
。

「
安
倍
季
村
」

神
楽
道
楽
道
を
父
季
景
よ
り
相
伝
し
ま
し
た
。
篳
篥
の
弟
子
に
は
、
楊
梅
中
将
兼

邦
朝
臣
が
お
り
、
こ
の
人
に
は
特
別
に
神
楽
も
相
伝
し
ま
し
た
。
旧
例
に
従
い
長

男（
季
英
）に
帰
伝
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
伝
授
し
ま
し
た
。

元
弘
元
年（
一
三
三
一
）　　

生
誕
。
父
は
季
景
。
母
は
藤
原
忠
興
女
。

（
中
略
）

明
徳
五
年（
一
三
九
四
）三
月
十
五
日　
　
　

興
福
寺
常
楽
会（
中
略
）

応
永
二
十
六
年（
一
四
一
九
）八
月
三
日　
　

死
去 

八
十
九
歳 

法
名
雲
光

右
に
挙
げ
た
明
徳
五
年
三
月
十
五
日
の
興
福
寺
常
楽
会
で
は
「
皇
帝
破
陣
楽
」
が
、

翌
日
興
福
寺
で
行
わ
れ
た
法
華
会
で
は
「
団
乱
旋
」
が
奏
さ
れ
、
季
村
が
両
日
と
も
篳

篥
で
参
加
し
た
こ
と
が
同
家
の
「
常
楽
会
日
記
」
を
引
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

巻
末
の
年
紀
に
あ
る
応
永
九
年
時
点
で
、
季
村
は
「
皇
帝
破
陣
楽
」「
団
乱
旋
」
二
曲

を
手
沢
譜
に
記
入
す
る
に
充
分
な
資
格
を
満
た
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
安
倍

家
に
は
、
季
村
の
祖
父
に
当
た
る
季
氏（
一
二
七
三
〜
一
三
五
八
）の
編
纂
に
よ
る
「
篳
篥

抄
」
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
季
村
も
祖
父
の
「
篳
篥
抄
」
か
ら
大
曲
二
曲
を
筆
写
し
、

自
身
の
手
沢
譜
に
書
き
加
え
る
こ
と
に
は
、
さ
ほ
ど
労
を
要
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
事
実
、
本
譜
の
高
麗
楽
譜
は
、「
篳
篥
譜
」
巻
第
七
か
ら
の
引
用
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
高
麗
楽
の
曲
名
の
表
記（
用
字
）も
「
篳
篥
抄
」
を
写
し
て
い
る
。

（
8
）

（
9
）

ま
た
、
本
譜
前
半
の
収
録
曲
を
検
討

し
て
い
く
と
、
前
半
の
記
主
も
ま
た
、

大
内
楽
所
に
関
わ
り
の
あ
っ
た
人
物
の

可
能
性
が
高
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

本
譜
の
収
録
曲
の
内
、
例
え
ば
平
調

「
万
歳
楽
」
は
最
初
に
楽
拍
子
曲
を
挙

げ
た
あ
と
、
続
い
て
「
同
曲
」
と
し
て

只
拍
子
曲
を
挙
げ
て
い
る（
挿
図
12
）。

楽
拍
子
と
只
拍
子
と
の
違
い
は
拍
の
打

ち
方
に
あ
り
、
楽
拍
子
は
同
じ
拍（
例

え
ば
四
分
の
四
拍
子
）を
繰
り
返
す
の
に

対
し
、
只
拍
子
の
場
合
は
二
種
類
の
拍

（
た
と
え
ば
四
分
の
四
拍
子
と
四
分
の
二
拍

子
）が
交
互
に
登
場
す
る
混
合
拍
子
で

あ
る
。「
万
歳
楽
」
は
代
表
的
な
舞
楽

挿図12　本譜　万歳楽　只拍子

曲
で
あ
る
と
と
も
に
、
管
絃
で
も
し
ば
し
ば
奏
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
天
皇
主
催
の

管
絃
の
会
「
御
遊
」
の
記
録
を
ま
と
め
た
『
御
遊
抄
』
や
多
く
の
公
卿
の
日
記
に
曲
名

が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。「
万
歳
楽
」
の
場
合
、
舞
楽
の
伴
奏
は
楽
拍
子（
延

八
拍
子
）で
奏
さ
れ
、
管
絃
の
演
奏
で
は
只
拍
子（
延
只
八
拍
子
）で
奏
さ
れ
る
の
が
例
で

あ
っ
た
。

「
万
歳
楽
」
以
外
に
も
、
同
一
曲
を
楽
拍
子
・
只
拍
子
の
二
通
り
の
演
奏
が
可
能
な

曲
と
し
て
、
本
譜
で
は
次
の
曲
を
挙
げ
て
い
る
。

〔
平
調
〕
慶
雲
楽
・
甘
洲
・
夜
半
楽

〔
盤
渉
調
〕
蘇
合
香
序
四
帖
・
宗
明
楽
・
採
桑
老 （

10
）

（
11
）



尾
張
徳
川
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伝
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篥
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九
九

〔
双
調
〕
春
庭
楽

舞
楽
の
伴
奏
は
多
く
の
場
合
、
絃
楽
器
で
あ
る
琵
琶
と
箏
を
除
い
た
三
管（
笙
・
篳

篥
・
龍
笛
）と
三
鼓（
鞨
鼓
・
太
鼓
・
鉦
鼓
）で
演
奏
さ
れ
る
が
、
管
絃
で
は
絃
楽
器
が
加

え
ら
れ
る
。
ま
た
舞
楽
の
伴
奏
の
場
合
に
は
、
舞
の
手
足
の
動
き
に
合
わ
せ
て
拍
節
を

よ
り
強
調
し
た
演
奏
と
な
る
が
、
管
絃
の
演
奏
は
舞
楽
の
伴
奏
よ
り
は
緩
や
か
な
速
度

で
、
楽
曲
の
進
行
に
し
た
が
っ
て
各
楽
器
が
合
奏
に
参
加
し
て
い
く
。
平
安
時
代
末
か

ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
大
内
楽
所
の
楽
人
・
藤
原
孝
道
著
『
木
師
抄
』
に
よ

る
と
、「
楽
を
し
出
す
事
。
先
笛
。
次
に
鞨
鼓
。
次
に
大
鼓
。
し
や
う
こ
。
初
拍
子
よ

り
笙
つ
く
。
む
か
し
は
初
拍
子
よ
り
な
に
も
一
度
に
付
け
て
。
さ
が
り
た
る
を
失
礼
と

申
し
け
り
。
笙
の
次
に
ひ
ち
り
き
。
比
巴
。
箏
に
て
あ
る
べ
し
。
篳
篥
は
さ
が
る
こ
と

も
あ
り
。
あ
な
が
ち
ま
づ
つ
く
べ
か
ら
ず
。
箏
は
比
巴
よ
り
後
に
つ
く
べ
け
れ
ど
も
。

宮
。
一
の
人
。
大
臣
。
大
将
。
花
し
よ
く
の
人
々
。
御
箏
に
て
お
は
し
ま
さ
ば
。
我
ら

以
下
の
比
巴
ひ
き
は
。
上
臈
の
箏
を
さ
き
に
つ
け
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
あ
り
、
管
絃
の

演
奏
と
舞
楽
の
伴
奏
と
で
合
奏
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
舞
楽
は
、

内
裏
の
行
事
で
演
奏
を
担
当
し
た
大
内
楽
所
以
外
に
も
、
大
和
の
東
大
寺
・
興
福
寺
や

春
日
社
で
舞
楽
を
奏
し
た
南
都
楽
所
や
、
摂
津
天
王
寺
で
舞
楽
を
奏
し
た
天
王
寺
楽
所

が
あ
る
。
特
に
南
都
楽
所
は
、
内
裏
で
舞
楽
を
行
う
場
合
、
右
方
の
高
麗
楽
を
担
当
し

た
大
内
楽
所
と
と
も
に
左
方
の
唐
楽
を
担
当
し
、
交
流
も
密
で
あ
っ
た
が
、
神
楽
や
管

絃
の
演
奏
に
加
わ
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
公
卿
・
殿
上
人
に
接
す
る
機
会
が
多
か
っ

た
大
内
楽
所
の
楽
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
南
都
楽
所
や
天
王
寺
楽
所
の
楽
人
に
は
、

内
裏
の
神
楽
は
未
知
の
分
野
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
内
楽
所
の
楽
人
の
筆
写
と
い
う

特
色
は
、
神
楽
の
諸
曲
を
収
め
た
本
譜
後
半
に
よ
り
顕
著
に
表
れ
て
い
る
が
、
管
絃
用

の
二
種
類
の
譜（
楽
拍
子
譜
と
只
拍
子
譜
）の
二
種
類
を
収
録
し
た
本
譜
前
半
も
ま
た
、
内

裏
で
の
奏
楽
に
備
え
た
大
内
楽
所
の
楽
人
の
筆
写
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
ほ
か
、
大
内
楽
所
の
楽
人
の
演
奏
と
、
南
都
楽
所
の
楽
人
の
演
奏
と
の
間
で
、

違
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
箇
所
が
あ
る
の
で
、
併
せ
て
紹
介
す
る
。

盤
渉
調
曲
「
白
柱
」
の
曲
名
に
続
い
て
記
さ
れ
た
、
奏
法
に
関
す
る
註
記
の
な
か
に
、

「
京
様（
大
内
楽
所
）」
と
「
奈
良
様（
南
都
楽
所
）」
の
二
通
り
の
奏
法
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

白
桂

（
マ
マ
）

拍
子
九
、
新
楽
、
或
十
一
拍
子
児
女
子
、
号
奈
良
様
、
又
十
小
曲
、
又
大
曲
、
或

十
拍
子
、
号
京
様
ト
、
我
朝
ニ
ハ
元
明
天
皇
御
即
位
ノ
時
奏
此
楽
也

 

（
以
上
の
句
読
点
は
、
筆
者
が
補
っ
た
）

以
上
、
本
譜
が
収
録
す
る
曲
の
内
容
を
手
が
か
り
に
、
本
譜
が
大
内
楽
所
の
楽
人
の

筆
写
に
よ
る
こ
と
、
な
か
ん
ず
く
後
半
は
大
内
楽
所
の
楽
人
で
あ
る
安
倍
季
村
の
筆
写

に
よ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
、
神
楽
や
壱
越
調
の
大
曲
二
曲
、
さ
ら
に
は
同
一
曲
を

楽
拍
子
・
只
拍
子
の
二
通
り
に
収
録
し
た
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
し
た
。
た
だ
し
、

収
録
曲
に
つ
い
て
は
疑
問
も
残
る
。
ま
ず
唐
楽
六
調
子
の
う
ち
、
黄
鐘
調
と
太
食
調
の

諸
曲
を
収
録
し
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
調
子
に
属
す
る
曲
の
演

奏
頻
度
が
、
そ
れ
以
外
の
壱
越
調
・
平
調
・
双
調
・
盤
渉
調
に
較
べ
て
著
し
く
低
い

わ
け
で
は
な
く
、
黄
鐘
調
に
は
「
喜
春
楽
」「
桃
李
花
」「
央
宮
楽
」「
西
王
楽
」な
ど
、

太
食
調
に
は
「
万
歳
楽
」
と
共
に
祝
賀
に
演
ぜ
ら
れ
た
「
太
平
楽
」
や
「
打
球
楽
」「
抜

頭
」「
還
城
楽
」
な
ど
舞
楽
の
名
曲
が
数
多
く
あ
る
。
し
た
が
っ
て
黄
鐘
調
・
太
食
調

の
諸
曲
を
意
図
的
に
除
外
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者

に
は
こ
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
合
理
的
な
理
由
も
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
意
図

も
明
ら
か
で
は
な
い
。
さ
ら
に
疑
問
を
挙
げ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
壱
越
調
曲
も
「
皇
帝

（
12
）

（
13
）
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一
〇
〇

破
陣
楽
」「
団
乱
旋
」
の
大
曲
二
曲
以
外
に
、
同
じ
く
大
曲
の
「
春
鶯
囀
」
の
ほ
か
「
賀

殿
」「
迦
陵
頻
」「
胡
飲
酒
」
な
ど
舞
楽
・
管
絃
の
名
曲
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
収
録

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
謎
で
あ
り
、
や
は
り
推
測
の
域
を
超
え
る
ほ
ど
の
理
由
も
考
え

ら
れ
ず
、
そ
の
意
図
も
明
ら
か
に
は
し
が
た
い
。

　
　
　

お　

わ　

り　

に

以
上
の
章
で
、
尾
張
家
伝
来
の
雅
楽
譜
の
一
つ
、
篳
篥
譜
の
概
要
と
特
色
・
伝
来
、

そ
し
て
本
譜
の
成
立
と
書
写
に
当
た
っ
た
一
人
と
し
て
推
測
さ
れ
る
安
倍
季
村
の
存
在

に
つ
い
て
記
し
た
。
要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

本
譜
は
一
冊
の
冊
子
本（
折
帖
装
）で
あ
る
が
前
半
と
後
半
に
分
か
れ
、
前
半
は
平
調

曲
の
目
録
か
ら
双
調
「
柳
花
苑
」
ま
で
、
後
半
は
壱
越
調
の
大
曲
「
皇
帝
破
陣
楽
」
か

ら
神
楽
、
そ
し
て
高
麗
楽
を
収
録
す
る
。
神
楽
を
唐
楽
と
高
麗
楽
と
の
間
に
挟
む
の

が
、
大
き
な
特
徴
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
。
後
半
の
書
写
年
代
は
、
巻
末
の
年
紀
に
あ
る

と
お
り
応
永
九
年（
一
四
〇
二
）当
時
と
見
て
よ
く
、
前
半
は
そ
れ
を
遡
る
鎌
倉
〜
南
北

朝
時
代
と
推
定
さ
れ
る
。
前
半
・
後
半
と
も
に
京
都
の
大
内
楽
所
に
属
し
た
人
物
に
よ

る
書
写
に
か
か
り
、
特
に
後
半
は
神
楽
の
篳
篥
を
家
の
芸
と
し
て
独
占
し
て
い
た
安
倍

家
の
当
主
・
季
村
に
よ
る
筆
写
と
推
定
さ
れ
る
。
季
村
の
手
沢
譜
で
あ
っ
た
時
に
後
半

部
の
書
写
を
手
が
け
、
な
か
ん
ず
く
安
倍
家
以
外
に
は
秘
し
て
い
た
神
楽
諸
曲
の
譜
面

を
収
録
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。

尾
張
家
に
入
っ
た
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
幕
末
の
尾
張
家
十
四
代
慶
勝
の
所

持
が
確
認
出
来
る
。
ま
た
本
譜
は
、
篳
篥
の
古
管（
景
仁
作
）と
共
に
尾
張
家
に
入
り
、

伝
来
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

雅
楽
に
限
ら
ず
邦
楽
全
般
に
い
え
る
の
は
、
実
際
の
演
奏
で
は
暗
譜
を
重
視
し
、
楽

註（
1
）　

第
五
章
「
尾
張
徳
川
家
ゆ
か
り
の
文
庫
と
典
籍
」「
第
二
章　

徳
川
美
術
館
」（
愛
知
県
史

編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
知
県
史　

別
編　

文
化
財
4　

典
籍
』
愛
知
県　

平
成
二
十
七
年
三

月
三
十
一
日
）。

（
2
）　

舞
楽
は
唐
楽
曲
を
左
方
、
高
麗
楽
曲
を
右
方
と
し
て
、
左
右
一
対
で
演
奏
さ
れ
る
の
が
例

で
あ
り
、
舞
楽
に
も
奏
さ
れ
る
唐
楽
曲
に
は
、
対
応
す
る
高
麗
楽
曲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

（
3
）　

狛
近
真
著
『
教
訓
抄
』
は
『
続
群
書
類
従　

第
十
九
輯
上
』（
続
群
書
類
従
完
成
会　

昭
和

二
年
二
月
五
日
・
同
三
十
二
年
一
月
十
五
日
訂
正
三
版
）所
収
の
他
、『
古
代
中
世
芸
術
論　

日
本
思
想
体
系
二
三
』（
岩
波
書
店　

一
九
七
三
年
十
月
二
十
五
日
第
一
刷
）が
あ
る
。

（
4
）　

福
井
久
蔵
『
諸
大
名
の
學
術
と
文
藝
の
研
究
』（
厚
生
閣　

昭
和
十
二
年
五
月
十
八
日
）に

は
「
上
流
の
趣
味
と
し
て
音
楽
に
ふ
さ
は
し
き
も
の
な
る
こ
と
い
ふ
ま
で
も
な
し
。
能
楽
は

武
家
の
式
樂
と
な
り
た
れ
ば
、
大
小
の
諸
侯
多
少
こ
れ
を
嗜
ま
ざ
る
な
し
。（
中
略
）さ
れ
ど

所
謂
雅
楽
に
至
つ
て
は
之
を
嗜
む
も
の
多
か
ら
ず
」
と
あ
る（「
第
十
二　

諸
侯
と
藝
術
」）。

（
5
）　

一
条
兼
良（
一
四
〇
二
〜
八
一
）編
『
公
事
根
源
』（『
日
本
文
学
全
書　

第
二
十
二
編
』
博

文
館　

明
治
二
十
五
年
二
月
六
日
）に
は
、
十
二
月
の
「
内
侍
所
御
神
楽
」
の
項
目
を
挙
げ

て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

主
上
行
幸
あ
り
。（
中
略
）内
侍
所
の
ま
へ
に
、
主
殿
寮
幔
を
引
き
て
、
官
人
庭
燎
を
た

く
。
本
末
の
座
二
行
に
設
け
た
り
。
近
衛
の
召
人
う
し
ろ
に
あ
り
。
人
長
末
に
横
座
な

り
。
次
第
に
座
に
つ
く
。
人
長
進
み
て
膝
突
な
ど
し
か
せ
、鳴
高
に
な
ど
い
ま
し
め
て
、

譜
は
あ
く
ま
で
も
備
忘
を
目
的
と
す
る
。
今
回
、
本
稿
で
は
楽
譜
に
記
録
さ
れ
た
音
楽

そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
近
年
、
恐
ら
く
は
平

安
時
代
の
最
盛
期
を
凌
ぐ
と
思
わ
れ
る
、
有
史
以
来
の
雅
楽
人
気
も
あ
っ
て
か
、
装
束

や
楽
器
・
楽
譜
・
楽
書
も
含
め
、
様
々
な
分
野
で
雅
楽
が
脚
光
を
集
め
、
研
究
も
盛
ん

に
な
り
つ
つ
あ
る
。
今
後
は
本
譜
の
成
立
や
内
容
に
関
す
る
検
討
と
共
に
、
音
楽
面
で

の
研
究
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
大
方
の
御
指
摘
・
御
批
判
を
願
い
つ

つ
、
本
稿
の
筆
を
置
く
こ
と
と
す
る
。



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

一
〇
一

次
第
に
め
す
。
笛
、
篳
篥
、
本
末
の
歌
和
琴
次
第
に
、
膝
突
に
つ
き
て
仕
う
ま
つ
る
。

人
長
仰
す
る
に
随
ひ
て
、
笛
、
和
琴
、
拍
子
本
に
さ
ぶ
ら
ふ
。
末
の
拍
子
、
篳
篥
は
末

に
つ
く
。
和
琴
は
位
に
よ
ら
ず
、
本
の
座
の
上
に
着
す
。（
中
略
）こ
の
御
神
楽
は
、
一

条
院
の
御
時
よ
り
は
じ
ま
る
。
隔
年
に
お
こ
な
は
る
。
承
保
よ
り
行
は
る
。
年
々
の
事

に
な
り
に
け
り
。
寿
永
の
乱
に
よ
て
、
内
侍
所
西
海
に
渡
御
な
り
て
、
三
年
を
へ
て
、

事
故
な
く
都
へ
帰
り
参
り
し
時
は
、
三
ヶ
夜
の
御
神
楽
な
ど
あ
り
き
。
そ
れ
は
別
し
て

臨
時
に
行
は
る
。
大
方
神
楽
の
お
こ
り
は
、
天
照
大
神
の
、
天
の
岩
戸
を
さ
し
て
籠
り

給
ひ
し
時
、
諸
神
の
祈
り
申
さ
れ
け
る
に
、
天
鈿
目
命
、
ま
さ
き
を
鬘
と
し
て
、
ひ
か

げ
を
手
襷
に
し
て
、
謡
ひ
舞
ひ
、
庭
火
を
た
き
し
、
い
に
し
へ
よ
り
は
始
る
事
な
れ
ば
、

我
朝
の
風
俗
、
神
代
の
縁
起
、
他
に
こ
と
な
る
べ
き
に
や
。

（
6
）　

安
倍
季
昌
『
雅
楽　

篳
篥　

千
年
の
秘
伝
』
た
ち
ば
な
出
版　

平
成
二
十
年
八
月
三
十

日
。
た
だ
し
今
回
参
看
し
、
引
用
し
た
一
部
に
は
、
若
干
の
誤
記
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
筆
者
が
傍
証
史
料
に
当
た
り
、
一
部
訂
正
を
加
え
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

（
7
）　

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
の
中
に
、「
皇
帝
破
陣
楽
」「
団
乱
旋
」
二
曲
を

伝
授
し
た
伏
見
宮
初
代
栄
仁
親
王（
一
三
五
一
〜
一
四
一
六
）か
ら
王
子
彦
仁
王
へ
宛
て
た
証

明
状（
応
永
七
年
〈
一
四
〇
〇
〉
四
月
二
十
五
日
付
）や
王
子
で
三
代
と
な
っ
た
貞
成
親
王
宛

の
証
明
状（
応
永
十
八
年
四
月
二
十
六
日
付
）が
残
さ
れ
て
い
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
編
『
図
書

寮
叢
刊　

伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成　

一
』
明
治
書
院　

平
成
元
年
三
月
二
十
五
日
。

（
8
）　

安
倍
季
昌
氏
の
著
書
に
よ
れ
ば
、
文
和
元
年（
一
三
五
二
）十
一
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ
た

陽
禄
門
院
三
十
三
回
御
忌
の
記
録
を
引
い
て
、
こ
の
日
舞
楽
「
団
乱
旋
」
が
行
わ
れ
た
こ
と

と
、
季
村
が
篳
篥
を
奏
し
た
と
あ
る
が
、
文
和
元
年
の
こ
の
日
に
陽
禄
門
院
が
薨
去
し
た
た

め
、
至
徳
元
年（
一
三
八
四
）の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（
9
）　

安
倍
季
氏
「
篳
篥
抄
」
と
の
照
合
に
当
た
っ
て
は
、
季
氏
の
子
孫
で
あ
る
安
倍
季
良
編

「
新
撰
篳
篥
抄
」
八
冊（
安
倍
季
資
筆
写
。
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）を
参
看
し
た
。
季
良
の
「
新

撰
篳
篥
抄
」
は
、
季
氏
の
「
篳
篥
抄
」
に
、
江
戸
時
代
後
期
ま
で
に
加
え
ら
れ
た
管
絃
曲
の

「
渡
わ
た
し
も
の
き
ょ
く

物
曲
」
を
増
補
し
た
譜
で
あ
り
、
骨
子
は
季
氏
の
「
篳
篥
譜
」
と
同
じ
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
曲
名
の
表
記（
用
字
）も
同
じ
で
あ
る
た
め
、
本
譜
の
収
録
曲
と
の
対
照
に
は
最
適
で

あ
る
。

　

本
譜
の
収
録
曲
と
の
比
較
の
た
め
、
以
下
「
新
撰
篳
篥
譜
」
の
収
録
曲
を
参
考
に
掲
げ
る

（
＊
印
は
「
渡
物
曲
」、
☆
印
は
室
町
時
代
以
降
の
「
渡
物
曲
」
を
示
す
。
な
お
多
楽
章
の
大

曲
や
数
楽
章
か
ら
成
る
曲
、
ま
た
楽
拍
子
・
只
拍
子
の
譜
が
揃
う
場
合
も
、
煩
を
避
け
て
割

愛
し
た
）。

巻
第
一

〔
壱
越
調
〕
皇
帝
破
陣
楽
・
団
乱
旋
・
春
鶯
囀
・
玉
樹
後
庭
花
・
賀
殿
・
迦
陵
頻
・
廻
盃
楽
・

胡
飲
酒
・
河
曲
子
・
北
庭
楽
・
詔
応
楽
・
壱
弄
楽
・
一
金
楽
・
承
和
楽
・
河
水
楽
・
菩
薩
・
酒

胡
子
・
酒
清
子
・
飲
酒
楽
・
壱
団
嬌
・
武
徳
樂

〔
沙
陀
調
〕　
（
※
現
行
で
は
壱
越
調
に
分
類
さ
れ
る
）陵
王
・
新
羅
陵
王
・
最
涼
州
・
弄
槍
楽
・

沁
河
鳥
・
壱
徳
塩
・
安
楽
塩
・
十
天
楽
・
曹
波

巻
第
二

〔
平
調
〕
三
台
塩
・
皇
麞
・
万
歳
楽
・
慶
雲
楽
・
廻
忽
・
甘
州
・
相
府
連
・
五
常
樂
・
裹
頭
楽
・

勇
勝
・
永
隆
楽
・
陪
廬
・
春
楊
柳
・
夜
半
楽
・
扶
南
・
郎
君
子
・
小
娘
子
・
林
歌
＊
・
鶏
徳
・

青
海
波
＊
・
越
天
楽
＊
・
送
秋
楽
・
偈
頌

巻
第
三

〔
太
食
調
曲
・
乞
食
調
曲
・
性
調
曲
〕（
※
現
行
で
は
太
食
調
に
含
む
）

太
食
調
…
散
手
破
陣
楽
・
傾
盃
楽
・
賀
王
恩
・
太
平
楽
・
打
球
楽
・
天
人
楽
・
庶
人
三
台
・
仙

遊
霞
・
輪
鼓
褌
脱
・
長
慶
子
・
感
恩
多

乞
食
調
…
秦
皇
破
陣
楽
・
還
城
楽
・
放
鷹
楽
・
蘇
芳
菲
・
抜
頭

性
調
…
長
命
女
児
・
千
金
女
児
・
安
弓
子
・
王
昭
君

巻
第
四

〔
双
調
〕
春
庭
楽
・
柳
花
苑
・
和
風
楽

〔
双
調
・
渡
物
曲
〕
春
鶯
囀
＊
・
賀
殿
＊
・
鳥
＊
・
廻
盃
楽
＊
・
蘭
陵
王
＊
・
胡
飲
酒
＊
・
酒

胡
子
＊
・
武
徳
樂
＊
・
北
庭
楽
＊
・
新
羅
陵
王
＊
・
皇
仁
＊
・
地
久
＊
・
蘇
合
急
＊
・
千
秋
楽

＊
・
青
海
波
＊
・
菩
薩
＊
☆
・
十
天
楽
＊
☆
・
胡
飲
酒
序
＊
☆

巻
第
五

〔
黄
鐘
調
〕
喜
春
楽
・
赤
白
桃
李
花
・
長
生
楽
・
西
王
楽
・
応
天
楽
・
清
上
楽
・
安
城
楽
・
感

城
楽
・
聖
明
楽
・
弄
殿
楽
・
河
南
浦
・
央
宮
楽
・
赤
白
蓮
華
楽
・
海
青
楽
・
散
吟
打
球
楽
・
蘇

合
急
＊
・
青
海
波
＊
・
千
秋
楽
＊
・
越
天
楽
＊



尾
張
徳
川
家
伝
来
「
篳
篥
譜
」
に
つ
い
て

一
〇
二

〔
水
調
〕（
現
行
で
は
黄
鐘
調
に
含
む
）泛
龍
舟
・
拾
翠
楽
・
重
光
楽
・
平
蛮
楽
・
鳥
＊
・
輪
臺

＊
・
白
柱
＊
・
拾
翠
楽
破

巻
第
六

〔
盤
渉
調
曲
〕
蘇
合
香
・
萬
秋
楽
・
秋
風
楽
・
鳥
向
楽
・
宗
明
楽
・
蘇
莫
者
・
剣
気
褌
脱
・
輪

台
・
青
海
波
・
採
桑
老
・
白
柱
・
竹
林
楽
・
千
秋
楽
・
越
殿
楽
・
感
秋
楽
・
承
秋
楽
・
遊
字
女
・

鶏
明
楽
・
長
元
楽
・
五
常
楽
＊

巻
第
七

〔
高
麗
壱
越
調　

篳
篥
平
調
〕
新
鳥
蘇
・
古
鳥
蘇
・
進
走
禿
・
退
走
禿
・
皇
仁
庭
・
狛
桙
・
阿

夜
岐
理
・
都
志
・
帰
徳
侯
・
志
岐
伝
・
崑
崙
・
甘
酔
楽
・
新
靺
鞨
・
新
河
浦
・
狛
龍
・
吉
簡
・

胡
蝶
・
仁
和
楽
・
延
喜
楽
・
埴
破
・
納
曽
利
・
胡
徳
楽

〔
狛
双
調　

篳
篥
黄
鐘
調
〕
地
久
・
蘇
志
磨
・
登
天
楽
・
白
浜

〔
狛
平
調　

篳
篥
下
無
調
〕
林
歌

　

な
お
巻
第
八
に
は
神
楽
の
記
録
や
次
第
を
載
せ
る
が
、
篳
篥
譜
そ
の
も
の
は
「
祢
取
・
附
物

等
之
譜
、
依
秘
事
注
別
巻
」
と
あ
り
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
10
）　
『
続
群
書
類
従　

第
十
九
輯
上
』
続
群
書
類
従
完
成
会　

昭
和
二
年
二
月
五
日
・
同

三
十
三
年
一
月
十
五
日
訂
正
三
版
。『
御
遊
抄
』
は
内
裏
の
公
式
行
事
と
し
て
行
わ
れ
、
記

録
に
残
さ
れ
た
管
絃
の
会（
御
遊
）を
清
暑
堂（
新
天
皇
即
位
後
に
開
催
さ
れ
た
管
絃
の
御

遊
）・
内
宴
・
中
殿
御
会
・
朝
覲
行
幸
・
御
賀
・
御
産
・
御
元
服
・
御
着
袴
・
御
書
始
・
御

会
始
・
臨
時
御
会
・
臨
時
行
幸
及
び
御
幸
・
立
后
・
任
大
臣
・
臨
時
客
に
区
分
し
、
そ
れ

ぞ
れ
年
代
順
に
掲
げ
た
記
録
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
楽
器
と
演
奏
者
名
、
演
奏
曲
名
が
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
御
遊
の
中
で
も
最
も
格
式
が
高
い
と
さ
れ
た
清
暑
堂
御
遊
で
は
、
寛
治
元
年

（
一
〇
八
七
）に
開
催
さ
れ
た
堀
河
天
皇（
一
〇
七
九
〜
一
一
〇
七
）の
清
暑
堂
御
遊
、
保
安
四

年（
一
一
二
三
）に
開
催
さ
れ
た
崇
徳
天
皇（
一
一
一
九
〜
六
四
）の
清
暑
堂
御
遊
以
降
、「
万

歳
楽
」
の
演
奏
が
定
着
し
た
。

（
11
）　

楽
拍
子
と
只
拍
子
の
奏
法
の
差
違
に
つ
い
て
は
、
寺
内
直
子
「
雅
楽
唐
楽
曲
の
変
奏
に
関

す
る
一
考
察　
『
仁
智
要
録
』
に
お
け
る
「
同
曲
」
に
つ
い
て
」（
東
洋
音
楽
学
会
編
『
東
洋

音
楽
研
究
』
第
五
十
六
号　

東
洋
音
楽
学
会　

一
九
九
三
年
一
月
二
十
日
）を
参
看
し
た
。

（
12
）　
『
群
書
類
従　

第
十
九
輯
』
続
群
書
類
従
完
成
会　

昭
和
八
年
十
二
月
二
十
日
・
同

三
十
四
年
十
月
二
十
日
訂
正
三
版
。

（
13
）　

大
神
基
政
編『
懐
竹
抄
』に
は
堀
河
天
皇
の
談
話
と
し
て「
人
々
集
テ
恒
ニ
シ
テ
遊
ニ
ハ
。

楽
拍
子
ヲ
ス
ベ
シ
。
只
拍
子
ノ
楽
ヲ
弾
物
ニ
合
テ
。
ナ
ダ
ラ
カ
ニ
聞
ケ
ル
様
ニ
吹
コ
ト
。
更

叶
間
敷
也
。
サ
レ
バ
只
拍
子
楽
ヲ
バ
。
別
ノ
習
ナ
カ
ラ
ン
輩
ニ
ハ
。
タ
ヤ
ス
ク
吹
セ
ン
料
ニ
。

御
前
ノ
御
遊
ニ
モ
常
ニ
ハ
楽
拍
子
ヲ
用
也
ト
云
々
」
と
あ
る
。
ま
た
藤
原
孝
道
著
『
雑
秘
要

録
』
に
よ
る
と
、「
楽
人
舞
人
は
ま
ひ
に
す
る
を
楽
拍
子
と
し
り
。
た
ゞ
の
お
り
の
を
た
ゞ

び
や
う
し
と
い
ふ
め
り
。
ま
こ
と
に
は
の
び
て
か
こ
を
二
づ
つ
う
ち
た
る
ぞ
只
拍
子
。
お
な

じ
ま
く
ば
り
に
う
つ
ぞ
楽
拍
子
と
は
管
絃
者
方
に
は
し
り
た
る
」
と
あ
る
。『
懐
竹
抄
』『
雑

秘
要
録
』
と
も
に
『
群
書
類
従　

第
十
九
輯
』
続
群
書
類
従
完
成
会　

昭
和
八
年
十
二
月

二
十
日
・
同
三
十
四
年
十
月
二
十
日
訂
正
三
版
。

（
美
術
館　

學
藝
員
）



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
〇
三

「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

香
　
山
　
里
　
絵

　

は　

じ　

め　

に

一　

大
曽
根
邸
・
小
牧
山
の
寄
贈
式（
昭
和
五
年
十
月
十
日
）

二　

財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会

三　

美
術
館
設
計
概
要

四　

懸
賞
募
集

五　

懸
賞
審
査
と
設
計
図
面

　

お　

わ　

り　

に

　
　
　

は　

じ　

め　

に

昭
和
六
年（
一
九
三
一
）十
二
月
十
四
日
、
同
月
三
日
出
願
の
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎

明
会（
現
在
の
公
益
財
団
法
人
徳
川
黎
明
会
）設
立
が
文
部
大
臣
よ
り
認
可
さ
れ
た
。
尾
張

徳
川
家
十
九
代
義
親（
一
八
八
六
〜
一
九
七
六
）は
同
日
文
部
省
に
出
頭
し
、
学
務
局
長
・

赤
間
信
義（
一
八
八
九
〜
一
九
四
二
）に
面
会
し
挨
拶
を
述
べ
た
。
こ
こ
に
財
団
法
人
尾
張

徳
川
黎
明
会
は
設
立
さ
れ
、
徳
川
義
親
が
初
代
会
長
に
就
任
し
た
。

（
1
）

設
立
当
時
の
理
事
は
義
親
の
長
男
で
あ
る
徳
川
義
知（
後
の
尾
張
徳
川
家
二
十
代
、

一
九
一
一
〜
九
三
）、
昭
和
四
年
よ
り
尾
張
徳
川
家
家
令
に
就
任
し
、
財
団
設
立
の
中
心

人
物
と
し
て
尽
力
し
た
鈴
木
信
吉（
生
歿
年
未
詳
）、
徳
川
生
物
学
研
究
所
所
長
・
服
部

廣
太
郎（
一
八
七
五
〜
一
九
六
五
）、
そ
し
て
鈴
木
信
吉
と
共
に
尾
張
徳
川
家
事
務
所
で
奔

走
し
て
き
た
家
扶
・
五
味
末
吉（
生
歿
年
未
詳
）で
あ
る
。
同
時
に
こ
の
四
人
が
副
会
長

（
義
知
）、
専
務
理
事（
鈴
木
信
吉
）、
常
務
理
事（
服
部
廣
太
郎
・
五
味
末
吉
）に
委
嘱
さ
れ
た
。

昭
和
六
年
十
一
月
の
尾
張
徳
川
家
御
相
談
人
会
に
お
い
て
徳
川
美
術
館
・
徳
川
生
物

学
研
究
所
・
蓬
左
文
庫
と
総
務
部
と
い
う
三
機
関
一
部
で
構
成
さ
れ
る
財
団
の
設
立
は

裁
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
よ
り
一
年
以
上
前
の
昭
和
五
年
九
月
十
三
日
に
徳
川
美
術
館
設

立
は
御
相
談
人
会
で
可
決
さ
れ
、
続
い
て
十
月
の
名
古
屋
人
口
百
万
突
破
記
念
祝
賀
会

に
際
し
て
発
表
さ
れ
新
聞
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
。「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
の
設

計
懸
賞
も
ま
た
財
団
設
立
に
先
ん
じ
て
公
募
さ
れ
た
。

（
2
）



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
〇
四

　
　
　

一　

大
曽
根
邸
・
小
牧
山
の
寄
贈
式（
昭
和
五
年
十
月
十
日
）

大
正
九
年（
一
九
二
〇
）一
月
に
義
親
の
博
物
館
構
想
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
か
ら
十
年

を
経
て
、
ま
だ
そ
の
念
願
は
果
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
明
治

二
十
三
年（
一
八
九
〇
）よ
り
御
相
談
人
と
な
り
、
明
治
四
十
二
年
か
ら
御
相
談
人
長
を

務
め
た
第
二
十
四
代
内
閣
総
理
大
臣
・
加
藤
高
明（
一
八
六
〇
〜
一
九
二
六
）の
急
逝
が
あ

る
。
尾
張
徳
川
家
十
八
代
義
禮（
一
八
六
三
〜
一
九
〇
八
）の
時
代
以
来
、
尾
張
徳
川
家
の

運
営
方
針
に
重
要
な
指
針
を
与
え
て
き
た
加
藤
が
亡
く
な
り
、
尾
張
徳
川
家
家
令
も
空

席
が
長
く
続
い
た
。
昭
和
四
年（
一
九
二
九
）に
愛
知
銀
行
で
も
名
声
が
高
か
っ
た
鈴
木

信
吉
を
家
令
に
迎
え
て
、
美
術
館
設
立
構
想
は
一
気
に
現
実
化
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ

る
。昭

和
五
年
九
月
十
三
日
の
御
相
談
人
会
に
お
い
て
大
曽
根
邸
敷
地
の
一
部
の
寄
附
と

共
に
徳
川
美
術
館
設
立
が
可
決
さ
れ
た
。

　
　
　
　

一
財
団
法
人
徳
川
美
術
館
ヲ
設
立
ス
ル
コ
ト

美
術
館
敷
地
ハ
名
古
屋
別
邸
敷
地
壱
萬
参
千
弐
百
四
拾
四
坪
余
ノ
内
今
回
名
古
屋

市
ニ
寄
附
セ
ン
ト
ス
ル
土
地
ノ
東
南
ニ
接
続
ス
ル
土
地
約
参
千
坪
ヲ
分
割
ス
ル
モ

ノ
ト
ス

　
　
　
　
　

実
行
ニ
際
シ
坪
数
増
減
ヲ
生
ス
ル
見
込

　
　
　
　

理
由

美
術
館
ハ
徳
川
家
伝
来
ノ
美
術
品
ヲ
永
遠
ニ
保
存
シ
且
美
術
ノ
研
究
ニ
資
ス
ル
ノ

目
的
ヲ
以
テ
建
設
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
年
来
ノ
企
図
ナ
リ
シ
ニ
付
今
回
名
古
屋
市
ニ
名

古
屋
別
邸
并
ニ
其
庭
園
ヲ
寄
附
ス
ル
ノ
機
会
ニ
之
ヲ
実
行
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

（
3
）

（
4
）

但
美
術
品
ノ
建
築
ハ
耐
震
、
耐
火
、
防
盗
、
及
美
術
品
ノ
永
久
保
存
ヲ
必
要
ト
ス

ル
重
大
ノ
仕
様
ヲ
要
ス
ル
ニ
付
専
門
大
家
及
経
験
ア
ル
技
師
等
ノ
意
見
ヲ
参
酌
シ

テ
充
分
研
究
ノ
上
着
手
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

こ
こ
に
記
さ
れ
る
通
り
、
こ
の
時
の
構
想
に
は
徳
川
生
物
学
研
究
所
や
蓬
左
文
庫
は

入
っ
て
お
ら
ず
、「
財
団
法
人
徳
川
美
術
館
」
と
し
て
単
独
で
考
え
ら
れ
て
い
た
。
建

て
る
場
所
は
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
た
も
の
の
、
建
築
に
つ
い
て
「
専
門
大
家
」
や
「
経
験

ア
ル
技
師
等
」
の
意
見
を
聞
く
と
し
て
お
り
、
建
築
方
針
は
殆
ど
決
定
し
て
い
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

同
日
の
御
相
談
人
会
の
審
議
項
目
に
は
、
こ
の
日
可
決
さ
れ
た
名
古
屋
別
邸
敷
地
の

寄
附
と
美
術
館
設
立
を
い
つ
発
表
す
る
か
と
い
う
内
容
の
項
目
が
あ
る
。

　
　
　
　

前
記
寄
附
行
為
及
美
術
館
設
立
ノ
義
社
会
之
発
表
ノ
時
期
ニ
関
ス
ル
件

一
名
古
屋
市
ニ
寄
附
行
為
并
ニ
財
団
法
人
徳
川
美
術
館
建
設
ノ
大
体
方
針
決
定
ス

レ
ハ
来
ル
昭
和
五
年
十
月
一
日
ニ
之
ヲ
社
会
ニ
発
表
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　

理
由

左
記
名
古
屋
市
長
ノ
意
見
ニ
依
ル

一
徳
川
家
ヨ
リ
名
古
屋
別
邸
建
物
及
其
庭
園
ヲ
名
古
屋
市
ヘ
寄
附
申
出
ア
レ
ハ

名
古
屋
市
ハ
徳
川
家
ノ
趣
旨
ヲ
尊
重
シ
テ
喜
ン
デ
御
受
ケ
ス
ル

一
其
場
合
ニ
徳
川
美
術
館
ヲ
設
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
同
時
ニ
発
表
サ
レ
タ
シ

一
毎
年
十
月
一
日
ハ
名
古
屋
紀
年
祝
日
ニ
付
当
日
発
表
サ
レ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
ス

こ
れ
に
よ
る
と
既
に
名
古
屋
市
長
は
土
地
の
寄
附
及
び
徳
川
美
術
館
設
立
に
つ
い
て

承
諾
し
て
お
り
、
そ
の
発
表
の
日
取
り
は
市
長
の
意
見
に
よ
り
十
月
一
日
と
さ
れ
た
。

（
5
）

（
6
）



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
〇
五

名
古
屋
市
は
明
治
二
十
二
年
十
月
一
日
に
市
政
施
行
し
た
た
め
、
毎
年
十
月
一
日
は
祝

日
と
さ
れ
て
い
た
。

御
相
談
人
会
の
時
点
で
十
月
一
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
発
表
は
十
月
十
日
に
延
期
さ

れ
た
。
名
古
屋
市
の
人
口
が
百
万
人
を
超
し
た
こ
と
を
祝
し
て
祝
賀
会
が
開
か
れ
る
こ

と
と
な
り
、
そ
こ
に
義
親
と
夫
人
米
子
も
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

発
表
前
日
の
十
月
九
日
午
前
八
時
、
東
京
朝
日
新
聞
社
・
東
京
日
日
新
聞
社
・
報
知

新
聞
社
・
時
事
新
報
社
・
国
民
新
聞
社
・
読
売
新
聞
社
・
都
新
聞
社
・
中
外
商
業
新
報

社
・
中
央
新
聞
社
・
や
ま
と
新
聞
社
・
東
京
毎
夕
新
聞
社
・
新
聞
連
合
通
信
社
・
日
本

電
報
通
信
社
・
新
愛
知
東
京
本
社
・
名
古
屋
新
聞
東
京
本
社
・
萬
朝
報
社
の
十
六
社
に

対
し
て
、
速
達
で
同
日
夕
方
の
招
集
通
知
が
送
ら
れ
た
。
こ
の
日
五
時
に
麻
布
本
邸
に

集
ま
っ
た
記
者
達
を
前
に
義
親
は
御
相
談
人
で
あ
る
阪
本
釤
之
助（
一
八
五
七
〜
一
九
三

六
）立
会
の
下
、
大
曽
根
邸
の
寄
附
・
美
術
館
建
設
、
小
牧
山
寄
附
に
関
し
て
説
明
し
、

同
時
に
説
明
資
料
が
配
付
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

今
回
社
会
奉
仕
の
目
的
を
以
て
大
曽
根
邸
を
名
古
屋
市
に
寄
附
し
、
大
曽
根
邸
脇
に

美
術
館
を
建
設
し
、
ま
た
小
牧
山
も
小
牧
町（
現
・
愛
知
県
小
牧
市
）に
寄
附
す
る
。
尾

張
徳
川
家
は
苦
難
の
時
も
あ
っ
た
が
質
素
と
倹
約
の
家
訓
に
よ
り
自
分
の
代
に
は
順
調

に
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
営
利
事
業
に
関
係
し
て
い
な
い
も
の
に
と
っ
て
財
産
が
多
い

こ
と
は
考
え
も
の
で
あ
る
、
必
要
以
上
に
望
ん
で
は
い
け
な
い
。
維
新
後
の
尾
張
徳
川

家
を
取
り
巻
く
周
囲
の
変
化
を
受
け
家
の
規
模
を
縮
小
し
、
維
新
当
時
の
緊
張
し
た
心

持
ち
に
帰
り
た
い
と
思
う
。
そ
の
具
体
的
事
業
と
し
て
、
第
一
に
大
曽
根
邸
を
寄
附
す

る
。
大
曽
根
邸
は
二
代
光
友
の
誕
生
し
た
建
物
も
現
存
し
、
ま
た
隠
居
後
に
光
友
が
居

住
し
た
尾
張
徳
川
家
の
由
緒
あ
る
別
邸
で
あ
る
。
光
友
歿
後
家
老
の
成
瀬
・
石
河
・
渡

辺
の
三
家
に
下
付
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
に
な
り
二
家
よ
り
返
上
さ
れ
た
。
大
曽
根
邸

の
建
物
は
義
禮
が
名
古
屋
に
永
住
す
る
に
あ
た
り
、
文
部
省
の
技
師
久
留
正
道
に
設
計

さ
せ
て
明
治
三
十
二
年
に
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
建
物
を
御
料
材
を
使
い
建
築
さ
せ
、
そ

の
建
坪
は
六
百
坪
、
庭
園
は
六
千
四
百
五
十
坪
で
あ
る
。
名
古
屋
市
は
人
口
百
万
を
超

え
る
に
至
っ
た
が
人
口
が
稠
密
に
な
る
に
従
っ
て
市
民
は
緑
樹
と
土
に
親
し
む
こ
と
が

で
き
な
く
な
る
。
人
々
の
安
息
の
場
と
し
て
ま
た
建
築
物
が
都
合
よ
く
利
用
さ
れ
れ
ば

嬉
し
い
。
第
二
に
什
宝
で
あ
る
。
こ
れ
は
将
来
永
久
に
鑑
賞
研
究
の
対
象
と
す
る
た
め

に
美
術
館
を
建
設
す
る
と
発
表
し
て
か
ら
そ
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
が
、
財
団
法
人
に

し
て
寄
贈
す
る
こ
と
と
し
た
。
第
三
は
小
牧
山
で
あ
る
。
小
牧
山
は
徳
川
家
発
祥
の
由

緒
あ
る
地
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
公
有
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
し
た
。
第
四
に
生
物
学

研
究
所
で
、
こ
れ
に
歴
史
に
関
す
る
研
究
室（
徳
川
林
政
史
研
究
室
）を
附
属
さ
せ
財
団
法

人
に
し
て
寄
贈
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
整
理
準
備
に
は
月
日
が
か
か
る
と
は
思
う
が
実

行
に
か
か
る
。
こ
う
し
て
家
を
縮
小
す
る
こ
と
に
よ
り
財
産
の
大
部
分
は
失
う
け
れ
ど

も
心
は
軽
く
な
る
。
自
分
達
の
生
活
の
分
だ
け
残
し
、
自
分
自
身
は
身
軽
に
な
っ
て
従

来
通
り
研
究
を
続
け
て
い
く
、
ま
た
出
来
る
な
ら
ば
幼
少
期
か
ら
希
望
し
て
い
た
探
検

を
行
い
た
い（
資
料
1
・
2
）。

四
つ
の
事
業
の
内
、
大
曽
根
邸
と
美
術
館
の
建
築
は
前
述
の
御
相
談
人
会
で
、
小
牧

山
の
寄
附
は
昭
和
五
年
十
月
二
十
五
日
の
郵
送
に
よ
る
御
相
談
人
会
で
可
決
さ
れ
て
い

る
が
、
生
物
学
研
究
所
と
林
政
史
研
究
室
を
財
団
に
入
れ
る
決
議
記
録
は
こ
の
時
点
で

は
確
認
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
発
表
直
前
に
財
団
構
想
が
急
速
に
ふ
く
ら
ん
だ
こ
と
を

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

集
ま
っ
た
記
者
に
は
晩
餐
が
供
せ
ら
れ
、
同
夜
義
親
は
名
古
屋
に
向
け
て
出
発
し

た
。
こ
の
日
の
夕
刊
か
ら
各
紙
は
こ
の
報
道
に
多
く
の
紙
面
を
割
い
た
。

翌
十
日
朝
七
時
四
十
五
分
、
大
曽
根
邸
奥
書
院
に
て
寄
贈
式
が
行
わ
れ
た
。
当
日
朝

六
時
二
十
分
に
名
古
屋
駅
に
列
車
で
到
着
し
た
義
親
と
元
名
古
屋
市
長
で
あ
る
阪
本
釤

之
助
は
大
曽
根
邸
に
到
着
後
す
こ
し
の
休
憩
を
は
さ
み
、
寄
贈
式
に
臨
ん
だ
。
家
令
鈴

（
7
）

（
8
）

（
9
）



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
〇
六

木
信
吉
と
御
相
談
人
阪
本
釤
之
助
・
横
井
時
儀
の
立
ち
会
い
の
下
、
名
古
屋
市
長
・
大

岩
勇
夫
、
小
牧
町
長
・
宮
地
太
郎
を
前
に
義
親
は
「
今
回
考
ふ
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
こ
の

別
邸
を
名
古
屋
市
に
、
小
牧
山
を
小
牧
町
に
寄
附
致
し
ま
す
か
ら
御
自
由
に
御
利
用
下

さ
い
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
大
岩
市
長
及
び
宮
地
町
長
か
ら
謝
辞
が
述

べ
ら
れ
、
三
分
ほ
ど
で
式
は
終
了
し
た
と
い
う
。
終
わ
っ
て
か
ら
義
親
は
菩
提
寺
建
中

寺（
名
古
屋
市
東
区
）に
奉
告
に
向
か
っ
た
。

十
日
・
十
一
日
の
二
日
間
、
名
古
屋
市
人
口
百
万
突
破
記
念
式
典
参
列
者
先
着
二
千

人
に
対
し
て
大
曽
根
邸
で
什
器
陳
列
が
行
わ
れ
人
気
を
博
し
た
と
い
う
。
目
録
に
よ
れ

ば
左
記
の
作
品
が
展
示
さ
れ
た
。

　
　
　
　

書　

院

床
掛
物

　

後
水
尾
天
皇
宸
筆　

永
忠
二
大
字

　

光
格
天
皇
宸
筆　
　

菅
原
道
眞
画
像
御
讃

　

明
治
天
皇
宸
筆　
　

御
製
短
冊

　

後
醍
醐
天
皇
宸
筆　

吉
野
切
四
葉
張
込
帖

　

机　
　
　
　
　
　
　

初
音
蒔
絵

　

文
鎮

床　

脇

　

源
氏
物
語
五
拾
四
帖　
　

持
明
院
基
輔
卿
筆

　
　
　

外
題
近
衛
基
煕
公
筆

棚
　

香　

炉　

青
磁
阿
古
陀
形　

蓋
摘
玉
取
獅
子

　

硯　

箱　

刑
部
梨
地
不
二
模
様
銀
覆
輪
金
銀
金
貝
蒔
絵

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

　

料
紙
箱　

梨
地
鶴
松
模
様
青
貝
入
肉
付
蒔
絵

　

花　

入　

唐
銅　

小
杵
折

出
書
院

　

盆　

石　

銘
夢
浮
橋

　
　
　
　

陳
列
品

徳
川
家
康
画
像
掛
物　

狩
野
安
信
筆

同　
　
　

手
翰
掛
物

豊
臣
秀
吉
手
翰
掛
物

加
藤
清
正
手
翰
掛
物

豊
臣
秀
吉
具
足

徳
川
家
康
熊
毛
植
黒
糸
威
具
足

松
平
忠
吉
銀
箔
置
白
糸
威
具
足

徳
川
義
直
黒
塗
黒
糸
威
具
足

螺
鈿
飾
太
刀
拵　
　

備
前
國
吉
用
付

黄
金
造
野
太
刀
拵　

備
前
國
長
光
付

白
金
造
野
太
刀
拵　

吉
用
付

糸
巻
太
刀
拵　
　
　

信
國
付

兵
庫
鎖
太
刀
拵　
　

延
壽
國
資
付

刀
拵　
　
　
　
　
　

貞
宗
付

脇
指
拵　
　
　
　
　

左
付

合
口
拵　
　
　
　
　

來
國
俊
付

小
サ
刀
拵　
　
　
　

南
泉
一
文
字
付

薙　

刀　
　

梨
地
葵
紋
幸
葵
牡
丹
蒔
絵

（
17
）



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
〇
七

陣
太
鼓

燗　

鍋

馬　

氈

鞍　

鐙

軍
配
団
扇

白
熊
采
配

鞭軍　

扇

馬　

鎧

狩　

箙

孫
ノ
手

白
銅
鉦

螺馬　

面　

錫
叩
塗　

早
瀬
吉
政
作

笈　
　
　

小
螺
付

螺真
珠
団
扇　

朝
鮮
製

金　

台　

子

純
金
釜

同　

風　

炉

同　

水　

指

同　

𣏐　

建

同　

火　

箸

同　

蓋　

置

（
18
）（

19
）

（
20
）（

21
）

同　

建　

水

同　

茶　

入

同　

茶　

碗

同　

天
目
台　
　

同　

棗

同　

硯　

箱　

同　

沈　

箱

同　

香　

炉

同　

香　

炉

同　

香　

合

同　

香　

盆

同　

小
香
盆

同　

薫
物
壺

同　

香
匙
火
筋
建

同　

炷
空
入

同　

炷
空
入

同　

皿

同　

盃

同　

薬
鍋

同　

薬
茶
碗

同　

同
上
小

名
古
屋
東
照
宮
祭
礼
図
九
巻　

森
高
雅
筆

挟　

箱　
　

初
音
蒔
絵

駕　

輿　
　

梨
地
菊
折
枝
蒔
絵



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
〇
八

蓑　

箱　
　

同　

上

茶
弁
当　
　

同　

上

こ
の
寄
贈
式
と
報
道
を
以
て
美
術
館
建
設
計
画
は
本
格
的
に
再
始
動
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
　
　

二　

財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会

「
財
団
法
人
徳
川
美
術
館
」
か
ら
始
ま
っ
た
財
団
構
想
は
、
前
章
で
述
べ
た
通
り
、

十
月
十
日
の
発
表
直
前
に
徳
川
生
物
学
研
究
所
・
徳
川
林
政
史
研
究
室（
現
在
の
徳
川
林

政
史
研
究
所
）を
含
ん
だ
構
想
へ
と
ふ
く
ら
ん
で
い
た
。

徳
川
生
物
学
研
究
所
は
大
正
三
年（
一
九
一
四
）に
義
親
が
東
京
帝
国
大
学
理
科
大
学

を
卒
業
し
た
と
同
時
に
自
邸
内
に
植
物
学
研
究
室
を
開
設
し
、
大
正
五
年
末
に
荏
原
郡

平
塚
村
小
山
の
土
地
を
購
入
し
て
建
物
を
建
築
、
そ
の
後
大
正
六
年
に
徳
川
生
物
学
研

究
所
と
改
称
し
た
。
大
正
十
四
年
に
は
『
徳
川
生
物
学
研
究
所
輯
報
』
第
一
号
を
刊
行

し
、
活
発
な
研
究
活
動
を
行
っ
て
い
た
。

徳
川
林
政
史
研
究
室
も
ま
た
義
親
が
大
正
十
二
年
に
自
邸
内
に
開
設
し
て
い
る
。
義

親
は
理
科
大
学
入
学
前
の
明
治
四
十
四
年
に
「
木
曽
林
政
史
」
を
卒
業
論
文
と
し
て
東

京
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
学
科
を
卒
業
し
、
研
究
室
開
室
後
は
助
手
を
指
揮
し
て
研
究

を
進
め
て
い
た
。

こ
の
二
つ
に
加
え
財
団
構
想
に
は
蓬
左
文
庫
が
加
わ
っ
た
。
駿
河
御
譲
本
二
百
四
十

九
冊
を
始
め
、
江
戸
時
代
に
収
蔵
さ
れ
た
図
書
・
記
録
類
七
万
冊
、
そ
の
後
の
蒐
集
や

謄
写
に
よ
る
旧
尾
張
藩
史
料
や
諸
家
の
寄
贈
・
寄
託
し
た
図
書
・
記
録
類
、
刊
行
物
等

二
万
冊
を
納
め
た
文
庫
の
建
設
は
、
こ
こ
で
突
如
登
場
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
什
宝
整
理

（
22
）

（
23
）

で
は
書
籍
と
什
宝
は
区
分
せ
ず
に
ほ
ぼ
同
時
に
整
理
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
拙
稿

「
徳
川
義
親
の
美
術
館
設
立
想
起
」
に
記
し
た
通
り
、
明
治
四
十
三
年
か
ら
大
正
は
じ

め
に
か
け
て
の
什
宝
整
理
は
書
籍
も
含
ん
で
お
り
、
大
正
二
年
に
図
書
目
録
が
完
成
し

て
い
る
。

東
京
に
蓬
左
文
庫
を
建
築
す
る
構
想
が
ど
の
段
階
で
加
え
ら
れ
た
か
は
確
認
出
来
な

い
が
、
昭
和
五
年
以
降
、
多
く
の
図
書
館
が
参
考
と
し
て
調
べ
ら
れ
、
特
に
名
古
屋
市

図
書
館
で
は
聞
取
調
査
も
行
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
ま
た
徳
川
生
物
学
研
究
所

で
も
移
管
に
先
立
ち
、
所
長
を
始
め
と
す
る
職
員
へ
の
聞
取
調
査
が
行
わ
れ
た
。

昭
和
六
年
六
月
十
九
日
、
鈴
木
信
吉
か
ら
各
御
相
談
人
宛
に
「
財
団
法
人
尾
張
徳
川

黎
明
会
」
の
寄
附
行
為
の
案
文
が
送
ら
れ
た（
資
料
3
）。
金
額
、
什
宝
・
図
書
の
点
数
、

土
地
建
物
の
時
価
額
等
は
全
て
空
欄
と
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
六
月
の
時
点
で

す
で
に
財
団
設
立
時
と
同
様
七
章
と
附
則
で
構
成
さ
れ
る
三
十
三
條
の
寄
附
行
為
が
成

立
し
、
基
本
構
成
は
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
寄
附
行
為
案
文
が
「
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
」
の
名
称
の
初
出
で
あ
る
。

寄
附
行
為
の
送
状
に
「
追
テ
財
団
法
人
ノ
名
称
ハ
阪
本
氏
ニ
御
考
慮
ヲ
煩
シ
タ
ル
モ
ノ

ニ
候
右
申
添
置
キ
候
」
と
の
追
書
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
尾
張
徳
川
黎
明
会
」
の
名
称

は
漢
文
の
素
養
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
た
阪
本
釤
之
助
に
よ
る
こ
と
が
判
明
す

る
。寄

附
行
為
に
は
適
宜
修
正
が
加
え
ら
れ
、
昭
和
六
年
十
一
月
に
は
設
立
趣
意
書
、
寄

附
行
為
、
寄
附
目
録
、
美
術
館
・
生
物
学
研
究
所
・
文
庫
の
建
築
設
計
概
要
と
工
事
見

積
書
、
向
こ
う
二
年
間
の
事
業
計
画
概
要
書
と
収
支
予
算
見
積
書
が
添
え
ら
れ
て
、
財

団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
設
立
が
御
相
談
人
会
で
審
議
さ
れ
承
諾
を
得
た
。
こ
れ
が
昭

和
六
年
十
二
月
三
日
に
文
部
省
に
提
出
さ
れ
、
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
財
団
法
人
尾
張

徳
川
黎
明
会
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
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（
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「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
〇
九

　
　
　

三　

美
術
館
設
計
概
要

財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
設
立
に
際
し
て
設
立
趣
意
書
、
寄
附
行
為
と
共
に
提
出

さ
れ
た
美
術
館
設
計
概
要
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　

美
術
館
建
築
設
計
概
要

一
、
本
美
術
館
ハ
美
術
品
ヲ
蔵
ス
ヘ
キ
倉
庫
ト
其
一
部
ヲ
陳
列
ス
ヘ
キ
陳
列
館
ト

ヲ
合
セ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
倉
庫
ト
陳
列
館
ト
ハ
別
棟
ナ
ル
モ
事
務
室
、
美
術

品
加
工
室
研
究
室
其
他
附
属
室
ヲ
中
間
ニ
配
置
シ
相
互
ヲ
連
絡
ス
、
煖
房
及

乾
燥
用
汽
罐
室
ハ
相
当
距
離
ヲ
有
ス
ル
別
棟
ト
ス

二
、
本
建
築
様
式
ハ
周
囲
ノ
環
境
ニ
調
和
ス
ヘ
キ
様
ニ
日
本
趣
味
ヲ
加
味
シ
タ
ル

耐
震
耐
火
構
造
ト
ス
主
要
材
料
は
鉄
骨
鉄
筋
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」
ニ
シ
テ
市

街
地
建
築
物
法
規
ニ
依
リ
且
ツ
甲
種
防
火
地
区
ニ
適
合
ス
ル
構
造
ト
ス

三
、
美
術
品
陳
列
館

（
イ
）大
要

美
術
品
陳
列
館
ハ
東
西
ニ
長
キ
建
物
ニ
シ
テ
平
屋
建
ナ
リ
、
南
側
ニ
正
面
入

口
ト
ナ
ル
ヘ
キ
車
寄
、
玄
関
ヲ
設
ケ
下
足
置
場
、
守
衛
詰
所
、
入
場
券
売
場

等
ヲ
附
ス
、
北
側
ニ
ハ
左
右
ニ
二
小
室
ヲ
突
出
セ
シ
ム
、
陳
列
室
ハ
右
ノ
小

室
ト
、
大
室
ト
ノ
三
室
ト
ス

大
室
ハ
梁
間
三
十
尺
桁
行
九
十
尺
、
小
室
ハ
梁
間
二
十
尺
桁
行
三
十
尺
ナ
リ
、

小
室
ト
小
室
ト
ヲ
連
絡
ス
ル
「
ベ
ラ
ン
ダ
ー
」
ニ
ハ
非
常
口
ヲ
有
ス
、
大
室

ノ
周
囲
ニ
ハ
凹
所
ヲ
作
リ
コ
ヽ
ニ
物
品
ヲ
陳
列
ス

中
央
ニ
ハ
硝
子
張
リ
「
ケ
ー
ス
」
ヲ
配
置
ノ
予
定
ナ
リ
此
室
ノ
光
線
ハ
高
側

窓
ヨ
リ
取
リ
入
ル
、
窓
ニ
ハ
光
線
調
節
ノ
鉄
板
ヲ
付
シ
防
火
兼
用
ト
ス
、
小

室
ハ
側
光
線
ト
シ
小
工
藝
品
ヲ
陳
列
ス

（
ロ
）外
観

腰
廻
り
御
影
石
ト
シ
大
部
分
ヲ
貼
付
瓦
ト
ス
、
蛇
腹
其
他
絵
様
彫
刻
ハ
「
テ

ラ
カ
ッ
タ
」
ヲ
使
用
ス

（
ハ
）内
部

床
ハ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
床
上
ニ
「
ウ
ッ
ド
ブ
ロ
ッ
ク
」
或
ハ
「
リ
ノ
リ
ウ
ム
」

等
ヲ
敷
ク
、
壁
及
天
井
共
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」
主
体
ニ
木
材
ヲ
以
テ
雑
作
シ

豊
ニ
日
本
趣
味
ヲ
発
揮
セ
シ
ム

（
ニ
）屋
根

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ニ
テ
和
風
方
形
或
ハ
切
妻
ト
シ
軒
出
ヲ
多
ク
シ
其
上
ヲ

瓦
或
ハ
銅
板
ニ
テ
葺
ク

四
、
倉　

庫

（
イ
）大
要

倉
庫
ハ
南
北
ニ
長
ク
梁
間
三
十
尺
桁
行
九
十
尺
七
拾
五
坪
ヲ
二
階
建
ト
ス

是
ヲ
外
廓
ト
シ
外
壁
ト
約
二
尺
五
寸
位
隔
テ
ヽ
内
側
ニ
木
製
ノ
内
廓
ヲ
作
ル

入
口
ノ
他
ハ
外
ニ
通
ス
ル
窓
ヲ
付
セ
ス

（
ロ
）外
観

陳
列
館
ト
調
和
ヲ
計
リ
腰
廻
リ
御
影
石
ト
シ
大
部
分
ヲ
貼
付
瓦
ト
ス
、
蛇
腹

其
他
ニ
多
少
「
テ
ラ
カ
ッ
タ
」
ヲ
使
用
ス

（
ハ
）内
部

前
記
木
造
内
部
ノ
内
側
周
囲
及
中
央
ニ
押
入
、
戸
棚
ヲ
作
リ
美
術
品
ヲ
整
理

配
列
ス
、
天
井
及
コ
ン
ク
リ
ー
ト
梁
柱
等
ハ
「
ト
マ
テ
ッ
ク
ス
」
様
ノ
材
料

ニ
テ
張
リ
ク
ル
ム
事
床
ハ
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」
ノ
上
ニ
板
張
ト
ス
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（
ニ
）屋
根

陳
列
館
屋
根
ニ
準
ス

五
、
事
務
室
其
他
附
属
室

（
イ
）大
要

本
建
築
物
ハ
倉
庫
ト
陳
列
場
ト
ノ
中
間
ニ
ア
リ
中
央
ニ
両
棟
ニ
通
ス
ル
□
（
廊
）下

ヲ
設
ケ
事
務
室
、
美
術
加
工
室
、
研
究
室
、
宿
直
室
、
便
所
、
玄
関
、
非
常

口
等
ヲ
配
置
シ
地
階
ニ
小
使
室
、
小
倉
庫
等
ヲ
設
ク
、
柱
壁
体
床
等
ノ
主
要

構
造
ハ
陳
列
館
及
倉
庫
ニ
準
ス
、
間
口
四
十
五
尺
奥
行
四
十
五
尺
ナ
リ

（
ロ
）外
観

腰
廻
リ
御
影
石
、
上
部
貼
付
ト
シ
倉
庫
陳
列
館
等
ニ
調
和
善
キ
モ
ノ
ト
ス

（
ハ
）内
部

床
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」
ニ
「
ウ
ッ
ド
、
ブ
ロ
ッ
ク
」
或
ハ
リ
ノ
リ
ウ
ム
敷
ト

ス
和
室
ハ
普
通
床
ヨ
リ
約
一
尺
二
寸
位
高
ク
シ
テ
畳
敷
ト
ス
壁
及
天
井
ハ
漆

喰
塗
ト
ス
、
和
室
天
井
ハ
杉
柾
板
ヲ
用
フ

便
所
ハ
床
腰
共
タ
イ
ル
貼
リ
其
他
ノ
仕
上
ハ
前
同
様
ト
ス

（
ニ
）屋
根

鉄
筋
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」
造
ト
シ
和
風
ニ
軒
出
ヲ
多
ク
シ
其
上
ヲ
葺
ク
材
料

ハ
陳
列
館
ニ
準
ス

六
、
附
帯
設
備

（
イ
）乾
燥
装
置

倉
庫
ハ
窓
ヲ
有
セ
ス
乾
燥
セ
ル
新
鮮
ナ
ル
空
気
ヲ
送
リ
テ
室
内
ヲ
乾
燥
ス
ル

ト
同
時
ニ
空
気
ノ
浄
化
ヲ
ナ
ス

（
ロ
）煖
房
装
置

陳
列
室
及
事
務
室
ノ
煖
房
ハ
温
水
煖
房
ト
ス

（
ハ
）便
所

水
洗
式
ト
シ
汚
物
ハ
市
下
水
ニ
放
流
ス

（
ニ
）消
火
設
備

陳
列
館
前
庭
及
後
庭
ニ
市
水
道
ノ
消
火
栓
ヲ
設
備
ス

（
ホ
）倉
庫
及
陳
列
館
ニ
ハ
適
当
数
ノ
避
雷
針
ヲ
設
備
ス

徳
川
美
術
館
は
陳
列
館
と
倉
庫
の
二
棟
に
分
か
れ
る
が
、
そ
の
間
に
事
務
室
や
美
術

品
加
工
室
・
研
究
室
等
を
は
さ
み
行
き
来
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
暖
房
や
機

関
室
は
安
全
の
為
、
建
物
か
ら
離
れ
て
別
棟
で
作
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
建
物

は
「
周
囲
ノ
環
境
ニ
調
和
」
し
「
日
本
趣
味
ヲ
加
味
」
す
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
耐

震
耐
火
構
造
と
し
、
市
街
地
建
築
物
法
規
の
甲
種
防
火
地
区
に
適
合
す
る
構
造
と
す

る
。
陳
列
館
は
東
西
に
長
い
平
屋
建
で
南
側
の
正
面
入
口
に
は
車
寄
せ
を
付
し
た
玄

関
、
そ
し
て
下
足
場
・
守
衛
詰
所
・
入
場
券
売
場
が
設
け
ら
れ
る
。
展
示
室
は
大
室
一

室
と
小
室
二
室
の
三
室
構
成
、
北
側
の
小
室
二
室
の
間
に
ベ
ラ
ン
ダ
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
大
室
は
梁
間
三
十
尺
、
桁
行
九
十
尺
、
小
室
は
梁
間
二
十
尺
、
桁
行
三
十
尺
で
あ

る
。
ガ
ラ
ス
張
り
の
ケ
ー
ス
が
配
置
さ
れ
、
大
室
は
高
窓
か
ら
、
小
室
は
横
窓
か
ら
採

光
、
窓
に
は
光
線
調
節
の
鉄
板
が
つ
け
ら
れ
、
防
火
の
機
能
も
果
た
し
て
い
る
。
床
は

「
ウ
ッ
ド
ブ
ロ
ッ
ク
」
又
は
「
リ
ノ
リ
ウ
ム
」
を
敷
く
予
定
で
あ
り
、
壁
や
天
井
は
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
上
に
木
材
で
造
作
し
「
日
本
趣
味
ヲ
発
揮
」
す
る
。
建
物
の
外
観
は
御

影
石
と
貼
付
瓦
、
彫
刻
は
「
テ
ラ
カ
ッ
タ
」
を
使
用
す
る
。
屋
根
は
和
風
の
方
形
又
は

切
妻
と
し
、
瓦
葺
ま
た
は
銅
板
葺
き
が
予
定
さ
れ
た
。

倉
庫
は
南
北
に
長
く
、
庫
内
は
展
示
室
の
大
室
と
同
じ
梁
間
三
十
尺
、
桁
行
九
十
尺

の
二
階
建
構
造
で
あ
る
。
外
観
は
陳
列
室
と
の
調
和
を
第
一
に
考
え
、
腰
廻
り
に
御
影

石
を
使
用
し
、
そ
れ
以
外
を
貼
付
瓦
・
蛇
腹
・「
テ
ラ
カ
ッ
タ
」
を
使
用
す
る
。
収
蔵
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庫
内
に
は
押
入
・
戸
棚
が
作
ら
れ
「
ト
マ
テ
ッ
ク
ス
」
の
よ
う
な
材
料
で
梁
柱
は
張
ら

れ
、
床
は
板
張
り
と
す
る
。
収
蔵
庫
は
窓
を
設
け
ず
、
乾
燥
装
置
の
新
鮮
な
乾
い
た
空

気
を
入
れ
る
こ
と
と
す
る
。
事
務
所
に
は
事
務
室
・
美
術
加
工
室
・
研
究
室
・
宿
直
室

等
が
設
け
ら
れ
専
用
の
玄
関
を
有
し
、
地
下
に
は
小
使
室
や
小
倉
庫
が
あ
る
。
構
造
は

陳
列
館
と
倉
庫
に
準
じ
る
。
和
室
は
床
を
一
尺
二
寸
高
く
し
畳
敷
、
壁
は
漆
喰
、
天
井

は
杉
柾
板
と
す
る
陳
列
室
と
事
務
室
は
温
水
暖
房
で
あ
る
。
陳
列
館
に
は
消
火
栓
を
配

し
、
ま
た
避
雷
針
を
つ
け
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
概
要
で
美
術
館
の
工
事
見
積
額
は
陳
列
館
建
設
費
五
万
五
千
百
六
十
円
、
倉

庫
建
設
費
四
万
五
千
円
、
陳
列
用
ケ
ー
ス
を
含
む
陳
列
館
内
設
備
費
二
万
二
千
円
と

い
っ
た
内
訳
の
総
額
十
八
万
千
六
百
三
十
七
円
五
十
銭
で
あ
る
。

　
　
　

四　

懸
賞
募
集

前
章
の
美
術
館
設
計
概
要
で
、
美
術
館
の
建
物
は
具
体
的
な
様
子
を
見
せ
て
い
る
。

こ
れ
が
御
相
談
人
会
に
提
出
さ
れ
る
一
ヶ
月
前
、
昭
和
六
年
十
月
に
美
術
館
の
設
計
図

案
懸
賞
募
集
が
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

尾
張
徳
川
美
術
館
建
築
図
案
懸
賞
募
集
規
定

第
一
條　

尾
張
徳
川
美
術
館
ノ
建
築
設
計
図
案
ハ
本
規
定
ニ
依
リ
之
ヲ
募
集
ス

第
二
條　

本
美
術
館
ハ
尾
張
徳
川
伝
来
ノ
美
術
品
ヲ
蔵
ス
ベ
キ
倉
庫
ト
其
一
部
ヲ

陳
列
ス
ベ
キ
陳
列
館
ト
合
セ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
略
図
ノ
如
ク
倉
庫
ト
陳

列
館
ト
ハ
別
棟
ト
ナ
ス
ベ
キ
事（
挿
図
1
）

第
三
條　

本
美
術
館
ノ
建
築
地
ハ
名
古
屋
市
東
区
徳
川
町
徳
川
別
邸
東
隣
本
館
敷

地
約（
三
千
坪
）内
ニ
建
設
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

第
四
條　

本
建
築
様
式
ハ
周
囲
ノ
環
境
ニ
調
和
ス
ベ
キ
事
ハ
勿
論
耐
震
耐
火
構
造

タ
ル
ベ
シ
尚
市
街
地
建
築
物
法
規
ニ
依
リ
且
甲
種
防
火
地
区
ニ
適
合
ス

ル
構
造
タ
ル
ベ
シ

（
周
囲
ノ
環
境
ハ
写
真
ニ
依
リ
想
像
ア
リ
タ
シ
）（
挿
図
2
）

第
五
條　

本
倉
庫
ハ
特
殊
設
備
ヲ
ナ
シ
窓
ヲ
付
セ
ザ
ル
方
法
ナ
レ
バ
内
部
ノ
構
造

ハ
問
ハ
ズ
、
美
術
品
陳
列
館
ニ
調
和
シ
タ
ル
外
観
ノ
ミ
ヲ
考
慮
ス
レ
バ

可
ナ
リ
建
物
ハ
二
階
建
ナ
ル
モ
高
サ
ハ
略
図
ニ
示
ス
如
シ

第
六
條　

本
美
術
品
陳
列
館
ニ
陳
列
ス
ベ
キ
方
法
ハ
略
図
ノ
通
リ
周
囲
ノ
凹
所
ニ

物
品
ヲ
陳
列
シ
尚
中
央
ニ
ハ
硝
子
張
ケ
ー
ス
ヲ
置
ク
コ
レ
ニ
適
当
ナ
ル

採
光
方
法
ヲ
考
慮
サ
レ
度
シ
、
但
シ
北
側
ニ
突
出
ス
ル
二
小
室
ハ
側
光

線
ト
ス

第
七
條　

平
面
図
ハ
適
宜
変
更
設
計
ス
ル
モ
差
支
ナ
シ
、
但
シ
全
体
ノ
建
坪
及
各

室
ノ
面
積
等
ハ
大
差
無
キ
様
考
慮
サ
レ
度
シ

建
築
費
ハ
設
備
費
ヲ
除
キ
約
十
二
万
円
位
ナ
リ

第
八
條　

応
募
図
案
ハ
左
ノ
図
面
及
書
類
ヲ
具
備
ス
ル
事

一
、
平
面
図　
　

縮
尺
百
分
之
壱

二
、
立
面
図　
　

南
側
及
東
側
二
面　

縮
尺
百
分
之
壱

三
、
断
面
図　
　

美
術
品
陳
列
場
二
面　

縮
尺
百
分
之
壱

四
、
透
視
図　
　

ワ
ッ
ト
マ
ン
全
紙
半
切
大

五
、
説
明
書　
　

設
計
ノ
要
旨
及
材
料
構
造
ノ
概
略
ヲ
簡
明
ニ
記
載
ス

ル
事

第
九
條　

応
募
図
案
ハ
左
記
期
日
迄
ニ
東
京
市
麻
布
桜
田
町
五
○
番
地
徳
川
邸
内

美
術
館
懸
賞
係
ヘ
到
着
ス
ル
ヲ
要
ス　

昭
和
六
年
十
二
月
十
五
日
正
午

第
十
條　

応
募
図
案
ハ
審
査
ノ
上
入
選
者
四
名
ニ
対
シ
左
記
ノ
通
リ
賞
金
ヲ
贈
呈

（
29
）

（
30
）
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挿図1　尾張徳川美術館建築設計図案懸賞募集　平面図（昭和六年十月）

挿図2　尾張徳川美術館建築設計図案懸賞募集　美術館敷地鳥瞰図（昭和六年十月）
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第
十
九
條　

当
選
図
案
ト
雖
モ
其
実
行
ニ
当
リ
取
捨
変
更
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
二
十
條　

当
選
セ
ザ
ル
図
案
ハ
当
家
ノ
費
用
ヲ
以
テ
返
送
ス

第
二
十
一
條　

応
募
図
案
ノ
保
管
及
返
送
ニ
関
シ
充
分
ノ
注
意
ヲ
払
フ
ベ
キ
モ
万

一
之
レ
ヲ
損
傷
ス
ル
コ
ト
ア
ル
モ
当
家
ハ
総
テ
其
責
ニ
任
ゼ
ズ

設
計
者
心
得

図
面
及
書
類
ノ
作
製
ハ
左
ノ
方
法
ニ
拠
ル
コ
ト

一
、
各
図
面
ハ
総
テ
製
図
原
紙
ニ
描
キ（
墨
入
ハ
任
意
）透
視
図
ハ
着
色
ス
ベ
シ
又

立
面
図
ハ
着
色
蔭
影
ヲ
附
ス
ル
モ
差
支
ナ
シ

二
、
図
面
及
書
類
ニ
ハ
各
葉
毎
ニ
総
テ
署
名
ニ
代
フ
ル
暗
号
ヲ
記
シ
別
ニ
暗
号
ノ

ミ
表
記
シ
タ
ル
甲
乙
二
様
ノ
封
筒
ヲ
用
ヒ
甲
封
筒
ニ
ハ
応
募
者
ノ
住
所
氏
名

ヲ
明
記
セ
ル
紙
片
ヲ
封
入
シ
乙
封
筒
ニ
ハ
還
付
ヲ
受
ク
ベ
キ
者
ノ
住
所
氏
名

ヲ
明
記
セ
ル
紙
片
ヲ
封
入
シ
図
面
及
書
類
ト
共
ニ
一
括
シ
テ
適
当
ナ
ル
容
器

ニ
納
メ
厳
封
ヲ
施
シ
表
面
ニ
ハ
宛
名
及
応
募
者
ノ
暗
号
及
応
募
図
案
タ
ル
コ

ト
ヲ
表
示
ス
ル
文
字
ノ
外
ハ
記
載
ス
ベ
カ
ラ
ズ

三
、
本
規
定
ニ
付
テ
ノ
質
疑
ハ
書
面
ヲ
以
テ
第
九
條
記
載
ノ
係
宛
ニ
問
合
セ
ラ
レ

タ
シ

懸
賞
で
は
尾
張
徳
川
家
か
ら
準
備
さ
れ
た
二
百
分
の
一
の
縮
尺
に
よ
る
平
面
図
を
元

に
、
外
観
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
建
物
の
構
造
は
前
項
と
ほ
ぼ
同
様

で
あ
り
、
真
南
向
の
玄
関
と
車
寄
せ
か
ら
は
下
足
場
、
守
衛
詰
所
を
経
て
東
西
に
長
い

陳
列
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
縦
三
十
尺
、
横
三
十
尺
の
陳
列
室
の
床
面
に
対
し
て
周

囲
に
奥
行
き
四
尺
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
が
、
玄
関
正
面
に
は
「
書
院
床
」
が
あ
る
。
陳
列

室
の
北
側
に
小
陳
列
室
二
室
と
ベ
ラ
ン
ダ
が
あ
る
。
陳
列
室
の
西
側
に
は
事
務
所
棟
が

あ
り
、
専
用
の
玄
関
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
事
務
所
棟
の
西
に
隣
接
し
て
倉
庫
が
設
け

（
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ス一
等
賞　

五
百
円　

一
名

二
等
賞　

参
百
円　

一
名

三
等
賞　

壱
百
円　

二
名

　
　
　
　

尚
若
干
名
ノ
選
外
佳
作
ヲ
採
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
十
一
條　

応
募
図
案
ハ
左
記
審
査
員
之
レ
ヲ
審
査
ス

東
京
帝
室
博
物
館
総
長　
　
　
　
　
　

大
島
義
脩

東
京
帝
室
博
物
館
復
興
翼
賛
会
理
事　

山
脇
春
樹

工
学
士　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
江
新
太
郎

工
学
士　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
村　

朗

工
学
士　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邊　

仁

第
十
二
條　

審
査
ノ
結
果
ニ
対
シ
テ
ハ
説
明
ヲ
求
メ
又
ハ
異
議
ノ
申
立
ヲ
為
ス
コ

ト
ヲ
得
ス

第
十
三
條　

審
査
ノ
結
果
ハ
昭
和
六
年
十
二
月
二
十
五
日
迄
ニ
入
選
者
ニ
通
知
ス

第
十
四
條　

審
査
ニ
関
与
ス
ル
モ
ノ
ハ
応
募
シ
若
シ
ク
ハ
応
募
者
ニ
幇
助
ヲ
与
フ

ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
十
五
條　

応
募
図
案
ニ
シ
テ
左
記
各
項
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ハ
無
効
ト
ス

　

一
、
他
人
ノ
意
匠
ヲ
其
儘
模
倣
シ
タ
リ
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ

　

二
、
本
規
定
ニ
違
反
セ
リ
ト
認
メ
タ
ル
モ
ノ

第
十
六
條　

応
募
ニ
要
ス
ル
一
切
ノ
費
用
ハ
応
募
者
負
担
ト
ス

第
十
七
條　

賞
金
ハ
之
レ
ヲ
当
選
者
ニ
贈
呈
シ
、
若
シ
本
人
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ

相
続
人
ニ
贈
呈
ス

第
十
八
條　

当
選
図
案
ニ
ツ
キ
応
募
者
ノ
有
ス
ル
一
切
ノ
権
利
ハ
当
選
ト
同
時
ニ

当
家
ニ
帰
属
ス
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懸
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一
一
四

ら
れ
、蔵
前
を
通
じ
て
入
庫
で
き
る
。
倉
庫
は
二
層
と
な
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

地
盤
よ
り
五
尺
の
高
さ
に
一
階
床
を
定
め
天
井
高
七
尺
で
あ
る
こ
と
が
、
平
面
図
の
左

脇
に
略
図
に
よ
り
示
さ
れ
る
。

建
設
地
は
大
曽
根
邸
東
隣
の
敷
地
約
三
千
坪
で
あ
り
、
周
囲
の
環
境
に
調
和
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
環
境
を
示
す
た
め
要
項
に
は
「
鳥
瞰
図
」
と
書
か
れ
た
写
真

が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
写
真
に
は
美
術
館
予
定
地
が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
左
側
に
は

尾
張
徳
川
家
大
曽
根
邸
の
書
院
が
写
り
、
建
設
予
定
地
に
は
藤
棚
で
あ
ろ
う
か
、
柱
が

何
本
も
立
ち
並
ぶ
上
に
植
物
が
這
う
様
子
が
見
ら
れ
、
木
々
の
密
集
し
た
場
所
で
は
な

く
す
こ
し
開
か
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

建
築
費
予
算
と
し
て
懸
賞
で
提
示
さ
れ
た
の
は
十
二
万
円
、
①
平
面
図
②
立
面
図
③

断
面
図
④
透
視
図
⑤
設
計
の
要
旨
及
び
材
料
構
造
の
概
略
に
関
す
る
説
明
書
の
五
点
の

提
出
が
求
め
ら
れ
た
。
審
査
員
は
東
京
帝
室
博
物
館（
現
在
の
東
京
国
立
博
物
館
）総
長
・

大
島
義
脩
、
東
京
帝
室
博
物
館
復
興
翼
賛
会
理
事
・
山
脇
春
樹
、
工
学
士
・
大
江
新
太

郎
、
工
学
士
・
藤
村
朗
、
そ
し
て
義
親
の
学
習
院
初
等
科
に
お
け
る
同
級
生
で
あ
る
工

学
士
・
渡
邊
仁
が
あ
た
り
、
一
等
一
名
に
は
五
百
円
、
二
等
一
名
に
は
三
百
円
、
三
等

二
人
に
は
百
円
、
他
に
選
外
佳
作
が
若
干
名
選
ば
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
審
査
に

厳
正
を
期
す
る
た
め
、
図
面
に
は
署
名
や
名
前
を
書
き
込
む
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
暗
号

の
み
が
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。
懸
賞
案
の
提
出
先
は
尾
張
徳
川
家
麻

布
桜
田
町
邸
で
あ
っ
た
。

前
章
の
設
計
概
要
と
比
較
す
る
と
、
設
計
概
要
で
用
い
ら
れ
た
「
日
本
趣
味
」
の

言
葉
が
、
懸
賞
募
集
で
は
省
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
設
計
概
要
で
は
「
本
建

築
様
式
ハ
周
囲
ノ
環
境
ニ
調
和
ス
ヘ
キ
様
ニ
日
本
趣
味
ヲ
加
味
シ
タ
ル
耐
震
耐
火
構

造
ト
ス
」
と
さ
れ
、
ま
た
陳
列
室
内
部
も
「
日
本
趣
味
ヲ
発
揮
セ
シ
ム
」
と
さ
れ
て
い

（
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た
が
、
こ
の
懸
賞
募
集
で
は
「
周
囲
ノ
環
境
ニ
調
和
ス
ベ
キ
事
ハ
勿
論
耐
震
耐
火
構
造

タ
ル
ベ
シ
尚
市
街
地
建
築
物
法
規
ニ
依
リ
且
甲
種
防
火
地
区
ニ
適
合
ス
ル
構
造
タ
ル
ベ

シ
」
と
の
記
述
と
な
り
、
周
囲
の
環
境
を
知
ら
し
め
る
べ
く
写
真
を
添
付
す
る
方
策
が

採
ら
れ
た
。

こ
れ
は
東
京
帝
室
博
物
館
の
懸
賞
設
計
の
応
募
拒
否
声
明
の
影
響
と
推
定
さ
れ
る
。

東
京
帝
室
博
物
館
は
大
正
十
二
年
関
東
大
震
災
で
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
設
計
の
本

館
が
倒
壊
し
、
昭
和
三
年
六
月
十
日
昭
和
天
皇
即
位
を
記
念
し
て
大
礼
記
念
帝
室
博
物

館
復
興
翼
賛
会
が
設
立
さ
れ
た
。
四
つ
の
委
員
会
が
組
織
さ
れ
十
分
な
検
討
を
加
え
た

中
で
行
わ
れ
た
東
京
帝
室
博
物
館
の
懸
賞
設
計
は
、
昭
和
五
年
十
二
月
十
七
日
よ
り

昭
和
六
年
四
月
三
十
日
ま
で
募
集
さ
れ
二
百
七
十
三
案
の
提
出
が
あ
っ
た
。
第
一
次

審
査
、
第
二
次
審
査
の
下
審
査
を
経
て
本
審
査
で
二
回
の
鑑
別
が
行
わ
れ
、
擬
賞
候
補

図
案
を
選
抜
、
投
票
に
よ
り
入
選
案
と
選
外
佳
作
が
選
ば
れ
た
。

こ
の
設
計
懸
賞
に
あ
た
り
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
に
よ
り
応
募
拒
否
声

明
が
あ
っ
た
。「
我
々
ハ
現
ニ
公
募
サ
レ
ツ
ヽ
ア
ル
東
京
帝
室
博
物
館
ノ
懸
賞
設
計
ニ

対
シ
応
募
シ
ナ
イ
事
ヲ
声
明
ス
ル
」
と
し
た
こ
の
声
明
は
、
東
京
帝
室
博
物
館
の
懸
賞

募
集
の
中
で
「
日
本
趣
味
を
基
調
と
す
る
東
洋
式
」
と
指
定
さ
れ
た
様
式
を
「
偏
狭
な

る
個
人
的
趣
味
」
と
み
な
し
、
そ
れ
を
掲
げ
た
建
築
設
計
競
技
は
審
査
に
信
任
を
置
け

な
い
と
し
た
。
当
時
の
懸
賞
設
計
で
「
帝
冠
様
式
」
ば
か
り
が
選
ば
れ
る
中
で
、
審
査

に
新
聞
記
者
や
建
築
団
体
代
表
者
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
、
応
募
図
案
を
公
開
す
る
こ

と
、
審
査
員
は
公
募
の
精
神
を
徹
底
す
る
こ
と
、
募
集
規
程
を
厳
格
に
適
用
す
る
こ

と
、
そ
し
て
外
観
の
み
で
は
な
く
建
築
機
能
を
重
視
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
東
京
帝
室

博
物
館
の
建
築
は
渡
邊
仁
が
選
ば
れ
、
昭
和
六
年
六
月
に
は
日
本
建
築
協
会
か
ら
『
東

京
帝
室
博
物
館
建
築
設
計
懸
賞
入
選
図
案
集
』
が
発
行
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
懸
賞
設
計
の
直
後
に
行
わ
れ
た
徳
川
美
術
館
の
設
計
懸
賞
で
は
「
日
本

（
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趣
味
」
の
言
葉
が
外
さ
れ
た
懸
賞
募
集
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

五　

懸
賞
審
査
と
設
計
図
面

『
美
術
館
懸
賞
応
募
設
計
図
控
帳
』
に
は
、
懸
賞
案
が
十
二
月
七
日
か
ら
麻
布
桜
田

町
の
尾
張
徳
川
邸
に
到
着
し
始
め
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
後
に
昭
和
七
年
四
月

一
日
に
家
従
心
得
と
な
る
織
田
昇
が
こ
の
懸
賞
の
受
領
担
当
者
で
あ
っ
た
。
書
留
・
普

通
郵
便
と
は
別
に
本
邸
に
持
参
す
る
者
も
お
り
、
北
海
道
か
ら
鹿
児
島
、
そ
し
て
大

連
や
台
湾
な
ど
か
ら
も
応
募
が
あ
っ
た
。
応
募
数
は
最
終
的
に
合
計
百
八
十
三
通
と

な
り
、
そ
の
内
、
十
二
月
十
五
日
正
午
の
締
切
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
四
通
を
除
く

百
七
十
九
通
の
審
査
が
行
わ
れ
た
。

十
二
月
十
八
日
に
審
査
員
会
議
が
開
催
さ
れ
、
当
選
者
は
以
下
の
通
り
と
さ
れ
た
。

第
一
等　
　
　

名
古
屋
市　

佐
野
時
平

第
二
等　
　
　

東
京
府　

小
野
武
雄

第
三
等
一
席　

東
京
市
外　

岸
田
日
出
刀

第
三
等
二
席　

東
京
府　

吉
岡
永
吉

選
外
佳
作　
　

東
京
府　

長
砂
松
三
郎

同　
　
　
　
　

神
奈
川
区　

雪
野
元
吉

同　
　
　
　
　

東
京
府　

原
田
恒
三
郎

同　
　
　
　
　

横
浜
市　

宮
崎
光
二
郎

同　
　
　
　
　

東
京
府　

桂
井
幸
治

残
念
な
が
ら
こ
の
懸
賞
に
当
た
り
ど
の
よ
う
な
意
見
の
下
に
選
ば
れ
た
の
か
、
そ
の

（
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内
容
を
記
し
た
記
録
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー
事
務
所
の
小
野
武
雄（
一
八
八
三
〜
歿
年
未
詳
）、
東
京
帝
国
大
学
教
授

で
あ
る
岸
田
日
出
刀（
一
八
九
九
〜
一
九
六
六
）、
上
高
地
帝
国
ホ
テ
ル
の
設
計
で
知
ら

れ
る
吉
岡
永
吉（
生
歿
年
未
詳
）、
宮
内
省
内
匠
寮
に
務
め
帝
室
博
物
館
の
実
施
設
計
を

行
っ
た
と
さ
れ
る
雪
野
元
吉（
一
八
九
七
〜
一
九
四
五
）な
ど
の
名
前
も
あ
る
が
、
第
一

等
に
選
ば
れ
た
佐
野
時
平
を
は
じ
め
と
す
る
五
人
の
経
歴
は
不
明
で
あ
る
。『
建
築
雑

誌
』
第
四
十
六
輯
五
百
五
十
三
号（
一
九
三
二
年
一
月
）の
「
財
団
法
人
尾
張
徳
川
美
術

館
建
築
設
計
図
案
懸
賞
当
選
者
決
定
」
に
よ
れ
ば
佐
野
時
平
・
吉
岡
永
吉
・
長
砂
松
三

郎
・
原
田
恒
三
郎
は
「
准
員
」
と
記
さ
れ
、
宮
崎
光
二
郎
・
桂
井
幸
治
に
至
っ
て
は
そ

の
よ
う
な
肩
書
き
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
日
本
建
築
学
会
は
学
士
で
あ
り
和
洋
両
方
の

建
築
に
二
年
半
従
事
し
た
会
員
を
正
会
員
と
し
、
学
士
で
な
く
建
築
学
科
の
内
の
一
科

目
以
上
に
関
す
る
職
業
又
は
売
買
に
従
事
し
て
い
る
者
を
准
員
と
し
て
い
た
。
佐
野
時

平
を
始
め
と
す
る
四
人
は
学
士
で
は
な
く
、
実
際
に
建
築
に
従
事
す
る
職
業
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

入
選
し
た
九
人
を
除
く
百
七
十
通
の
図
面
は
年
明
け
一
月
十
二
日
に
応
募
者
の
元
に

返
送
さ
れ
、
尾
張
徳
川
家
に
は
九
名
の
入
選
図
面
が
残
さ
れ
た
。

入
選
し
た
九
名
計
三
十
八
枚
の
図
面
は
東
京
目
白
の
尾
張
徳
川
家
の
蔵
内
に
保
管
さ

れ
て
き
た（
表
1
）。
保
管
状
態
は
か
な
り
悪
く
、
長
期
間
に
わ
た
り
包
紙
も
な
く
丸
め

ら
れ
て
お
り
、
周
囲
が
破
れ
て
い
る
図
面
も
多
々
あ
る
。
透
視
図
・
平
面
図
・
立
面

図
・
断
面
図
と
い
っ
た
図
面
は
あ
る
が
説
明
書
は
な
い
。
説
明
書
は
図
面
と
は
別
に
保

管
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
図
の
表
面
に
は
暗
号
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
名
前

は
な
く
、
殆
ど
の
図
面
に
は
裏
面
に
鉛
筆
で
番
号
や
入
選
の
等
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。

第
一
等
に
選
ば
れ
た
佐
野
時
平
の
暗
号
で
あ
る
「
一
」
と
書
か
れ
た
図
面
は
五
枚
、

そ
の
内
訳
は
透
視
図（
図
1
）、
平
面
図
が
二
枚
、
正
面
・
側
面
の
立
面
図（
図
2
）、
断

（
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六

順　位 住　所 名　前 暗号 現存
図面

図面の種類
（法量：㎝）

第　一　等 名古屋市西区新屋敷町一七 佐 野 時 平 「一」 5枚 透視図（59.5×46.8）（図1）
立面図・側面図（65.5×94.4）（図2）
断面図（68.8×51.0）
一階平面図（68.8×51.0）
二階平面図（68.8×51.0）

第　二　等 東京府下井萩町上井草一四五八 小 野 武 雄 「葵」 4枚 透視図（63.0×45.4）（図3）
断面図（76.3×56.2）
一階平面図（76.3×56.2）
立面図（76.3×56.2）

第三等一席 東京市外上大崎四七〇 岸田日出刀 「徳」 5枚 透視図（68.6×50.8）（図4）
立面図（68.6×50.8）
断面図（68.6×50.8）
平面図（68.6×50.8）
配置図（68.6×50.8）

第三等二席 東京府下入新井町新井宿長田一〇 吉 岡 永 吉 「碧」
（○印）

4枚 透視図（95.5×74.6）（図5）
正面図・側面図（95.5×74.6）
平面図（95.5×74.6）
断面図（95.5×74.6）

選 外 佳 作 神奈川区青木町上台一〇五 雪 野 元 吉 「黎明」 4枚 透視図（54.7×76.5）（図6）
立面図（54.7×76.5）（部分・図7）
断面図（54.7×76.5）
平面図（54.7×76.5）

選 外 佳 作 東京府下砂町本砂町一二五二 桂 井 幸 治 「暁」 7枚 透視図（65.0×43.6）（図8）
立面図（68.6×33.0）
東側立面図（68.6×33.0）
断面図（68.6×33.0）
一階平面図（68.6×33.0）
二階平面図（68.6×33.0）
地階平面図（68.6×33.0）

選 外 佳 作 東京府下荏原郡馬込町一〇七六 原田恒三郎 「東」 4枚 透視図（51.2×72.5）（図9）
正面図（53.5×76.3）
側面図（53.5×76.3）
平面図（53.5×76.3）

選 外 佳 作 横浜市中区御所山町二一 宮崎光二郎 「鳳」 3枚 透視図（50.4×67.4）（図10）
平面図（76.2×56.0）
断面図・側面図（96.0×62.0）

選 外 佳 作 東京府下荏原町小山四六九 長砂松三郎 「碧」
（定規引きの文字）

2枚 透視図（51.0×68.2）（図11）
正面図・側面図・平面図・断面図

（78.5×112.0）

表1　現存設計懸賞図面一覧



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
一
七

面
図
で
あ
る
。
佐
野
案
は
本
館
の
大
室
部
分
、
蔵
の
屋
根
な
ど
を
切
妻
の
瓦
葺
と
し
た

デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
。
城
壁
を
思
わ
せ
る
窓
の
な
い
高
い
壁
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
そ
の
上
に

日
本
建
築
を
思
わ
せ
る
構
造
物
が
載
っ
て
い
る
印
象
で
あ
る
。
外
観
は
二
階
建
て
の
よ

う
に
見
え
る
が
、
中
は
折
上
天
井
と
な
り
、
上
部
の
窓
か
ら
採
光
す
る
構
造
と
な
っ
て

い
る
。
玄
関
が
平
屋
根
で
周
囲
に
装
飾
が
施
さ
れ
る
為
か
、
入
口
は
西
洋
風
の
趣
と

な
っ
て
い
る
。

佐
野
は
こ
の
様
式
を
「
金
鯱
と
共
に
数
百
年
の
歴
史
を
物
語
る
で
あ
ら
う
処
の
本
館

の
意
匠
と
し
て（
中
略
）日
本
趣
味
を
採
り
入
れ
た
近
代
東
洋
式
」
に
し
た
と
し
て
い
る
。

展
示
室
南
に
面
し
た
外
壁
に
は
十
六
角
形
に
蟠
龍
が
い
る
よ
う
な
浮
彫
が
施
さ
れ（
挿

図
3
）、
東
洋
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
同
様
の
装
飾
は
展
示
室
側
面
や
収

蔵
庫
南
面
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
浮
彫
と
玄
関
の
上
部
の
み
、
屋
階
の
欄
干
が
区
切
ら

れ
、
彫
刻
に
よ
り
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
。

第
二
等
の
小
野
武
雄
案（
図
3
・
暗
号
「
葵
」）は
屋
根
が
切
妻
で
あ
る
た
め
か
佐
野
案

と
類
似
し
た
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
。
佐
野
と
異
な
る
印
象
を
持
た
せ
る
の
は
玄
関
も

切
妻
屋
根
で
あ
り
、
玄
関
の
脇
に
は
狛
犬
が
配
さ
れ
る
こ
と
、
扉
に
葵
紋
が
付
さ
れ
て

（
48
）

挿図4　小野武雄　立面図　部分

い
る
こ
と（
挿
図
4
）、
そ
し
て
茶
色
い
平
石
を
積
ん
だ
よ
う
な
外
壁
に
四
角
く
窪
み
が

つ
く
ら
れ
、
そ
の
上
部
に
繫
ぎ
文
様
が
施
さ
れ
る
こ
と
、
建
物
の
土
台
部
分
に
換
気
口

が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
屋
根
の
両
脇
に
鴟
尾
が
あ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る（
挿
図

5
）。
佐
野
案
に
比
較
し
て
日
本
的
な
要
素
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

挿図3　第一等　佐野時平　透視図　
部分



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
一
八

第
三
等
一
席
の
岸
田
日
出
刀
案（
図
4
・
暗
号
「
徳
」）は
同
じ
く
瓦
屋
根
で
あ
る
が
、

屋
根
は
寄
棟
と
な
り
軒
は
殆
ど
出
て
い
な
い
。
玄
関
も
ま
た
寄
棟
で
あ
り
瓦
葺
で
あ
る

が
、
玄
関
が
角
柱
で
西
洋
風
の
街
灯
が
両
脇
に
配
さ
れ
て
い
る
た
め
か
、
洋
風
の
印
象

を
も
た
せ
る
。
佐
野
案
と
同
様
に
外
壁
に
は
南
側
に
二
つ
側
面
中
央
に
一
つ
浮
彫
が
施

さ
れ
て
お
り
、
中
に
は
葵
紋
が
配
さ
れ
て
い
る（
挿
図
6
）。
こ
の
葵
紋
と
屋
階
の
欄
干

の
白
色
が
外
壁
の
茶
色
に
対
し
て
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
与
え
て
い
る
。

第
三
等
二
席
の
吉
岡
永
吉
案（
図
5
・
暗
号
「
碧
」）は
陳
列
館
中
央
の
玄
関
上
に
千
鳥

破
風
を
設
け
、
玄
関
回
り
は
土
台
部
分
と
同
じ
石
組
と
し
て
、
重
厚
感
が
あ
る
。
屋
根

両
脇
に
は
金
鯱
が
配
さ
れ
、
名
古
屋
城
を
想
起
さ
せ
る
。
白
壁
の
上
部
は
瓦
葺
と
な
っ

て
い
て
城
壁
の
よ
う
で
あ
る
。
扉
の
中
央
に
は
大
き
く
一
つ
葵
紋
が
配
さ
れ
て
い
る

（
挿
図
7
）。

選
外
佳
作
で
興
味
深
い
の
は
雪
野
元
吉
案（
図
6
・
暗
号
「
黎
明
」）で
あ
る
。
雪
野
元

挿図5　小野武雄　透視図　部分

吉
は
宮
内
庁
内
匠
寮
の
職
員
で
あ
り
、
東
京
帝
室
博
物
館
の
建
築
に
お
い
て
も
実
施
設

計
を
行
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
和
風
要
素
が
一
切
入
ら
な
い
設
計
案
で
入
賞
し

た
。
陳
列
館
の
二
層
風
の
構
造
は
同
じ
だ
が
建
築
物
総
て
が
平
屋
根
で
あ
り
、
中
も
折

上
天
井
で
は
な
い
。
玄
関
は
細
い
緑
色
の
柱
八
本
で
支
え
ら
れ
て
お
り
、
玄
関
上
に
周

囲
が
何
層
に
も
削
ら
れ
た
細
長
い
窓
が
作
ら
れ
蔦
模
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
星
形
の
窓

と
あ
わ
せ
て
モ
ダ
ン
な
印
象
で
あ
る（
図
7
）。

（
49
）

挿図6　岸田日出刀　立面図　部分挿図7　吉岡永吉　立面図　部分



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
一
九

他
の
選
外
佳
作
は
瓦
屋
根
で
あ
る
。
桂
井
幸
治
の
設
計
案（
図
8
・
暗
号
「
暁
」）は
寄

棟
屋
根
に
五
重
塔
の
九
輪
の
よ
う
な
飾
り
が
屋
根
に
二
つ
ず
つ
つ
い
て
い
る
。
避
雷
針

で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
外
壁
は
上
下
と
角
の
柱
が
白
色
、
中
央
が
茶
色
と
素
材
と

色
の
変
化
は
あ
る
が
装
飾
は
な
い
。
玄
関
正
面
の
扉
に
は
大
き
く
葵
紋
が
描
か
れ
て
い

る
。
原
田
恒
三
郎
の
設
計
案（
図
9
・
暗
号
「
東
」）も
寄
棟
屋
根
の
中
央
と
左
右
に
二
つ

大
き
さ
の
違
う
九
輪
の
よ
う
な
装
飾
が
あ
る
。
こ
の
設
計
案
で
は
屋
根
の
四
周
に
あ
る

組
物
が
特
徴
的
で
あ
る（
挿
図
8
）。
組
物
が
強
い
印
象
を
与
え
る
た
め
か
、
下
足
室
と

詰
所
の
星
形
の
窓
を
除
い
て
壁
に
は
装
飾
は
な
く
、
そ
こ
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
宮
崎
光
次
郎
の
設
計
案（
図
10
・
暗
号
「
鳳
」）は
陳
列
館
の
緑
の
瓦
屋
根

に
千
鳥
破
風
を
設
け
て
い
る
。
下
足
室
上
部
も
ま
た
緑
瓦
で
片
流
屋
根
と
し
て
い
て
、

日
本
の
城
郭
建
築
の
よ
う
な
存
在
感
が
あ
る
。
収
蔵
庫
の
外
壁
は
柱
と
頭
貫
の
よ
う
な

凹
凸
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
古
く
か
ら
の
日
本
建
築
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

長
砂
松
三
郎
案（
図
11
・
暗
号
「
碧
」）の
入
口
部
分
は
唐
破
風
と
片
流
屋
根
で
、
石
組
の

壁
面
と
合
わ
さ
っ
て
重
厚
な
外
見
と
な
っ
て
い
る
。
玄
関
の
両
脇
の
窓
は
葵
紋
で
あ

り
、
陳
列
館
屋
根
の
中
央
に
は
法
輪
、
左
右
に
は
金
鯱
が
あ
る
。
倉
庫
側
は
平
屋
根
で

四
隅
に
柱
の
よ
う
な
飾
り
が
造
ら
れ
て
お
り
、
陳
列
館
と
の
対
比
で
陳
列
館
を
大
き
く

見
せ
て
い
る
。

入
選
作
は
雪
野
元
吉
の
設
計
案
を
除
い
て
近
代
建
築
に
瓦
屋
根
を
載
せ
た
、
現
在
呼

ば
れ
る
と
こ
ろ
の
「
帝
冠
様
式
」
で
あ
る
。
こ
の
様
式
で
な
け
れ
ば
懸
賞
で
採
用
さ
れ

な
い
と
い
っ
た
暗
黙
の
了
解
も
あ
り
、
設
計
案
に
日
本
風
の
要
素
を
入
れ
な
い
こ
と
の

方
が
特
異
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
設
計
案
か
ら
は
城
郭
や
寺
院
建
築
と

い
っ
た
日
本
風
の
要
素
を
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
る
か
、
そ
の
試
行
錯
誤
が
見
て
取
れ

る
。そ

の
中
で
佐
野
案
は
募
集
規
定
第
六
条
に
あ
る
「
略
図
ノ
通
リ
周
囲
ノ
凹
所
ニ
物
品

ヲ
陳
列
シ
尚
中
央
ニ
ハ
硝
子
張
ケ
ー
ス
ヲ
置
ク
、
コ
レ
ニ
適
当
ナ
ル
採
光
方
法
ヲ
考
慮

サ
レ
度
シ
」
の
言
葉
に
添
い
、
採
光
方
法
に
十
分
な
注
意
を
払
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
佐

野
の
説
明
書
に
は
「
採
光
は
ア
テ
イ
ツ
ク
ラ
イ
ト
と
な
し
側
入
込
及
中
央
陳
列
ケ
ー
ス

の
採
光
を
苦
慮
し
室
の
高
さ
と
窓
の
位
置
及
び
大
さ
を
採
り
ま
し
た
」
と
あ
る
。
他
の

案
が
ほ
ぼ
均
一
に
上
部
の
窓
を
並
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
佐
野
案
で
は
玄
関
正
面
に

作
ら
れ
る
書
院
棚
の
採
光
を
考
え
た
の
か
玄
関
上
の
窓
は
他
の
窓
と
は
幅
が
異
な
る
三

つ
が
配
さ
れ
て
い
る
。
側
面
に
関
し
て
も
展
示
室
の
幅
に
揃
え
て
窓
が
三
つ
作
ら
れ
て

い
る
。
採
光
は
断
面
図（
挿
図
９
）に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

（
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）

挿図8　原田恒三郎　透視図　部分



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
二
〇

第
一
位
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
佐
野
の
設
計
し
た
外
観
は
必
ず
し
も
実
際
の
建
築

に
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
佐
野
案
か
ら
採
用
さ
れ
て
い
る
外
観
は
採
光
、
折
上
天
井
や

ベ
ラ
ン
ダ
の
欄
干
と
い
っ
た
部
分
に
限
ら
れ
、
実
際
に
建
て
ら
れ
た
徳
川
美
術
館
の
玄

関
は
切
妻
屋
根
と
な
り
、
壁
面
の
法
輪
は
な
く
、
屋
根
に
は
鯱
が
つ
い
た
。

東
京
帝
室
博
物
館
の
懸
賞
募
集
の
際
の
応
募
拒
否
声
明
に
対
し
て
、
東
京
帝
室
博
物

館
の
建
築
設
計
検
討
委
員
会
は
「
翼
賛
会
及
委
員
会
ト
シ
テ
ハ
何
等
問
題
ト
ス
ル
ニ
足

ラ
ズ
黙
殺
シ
テ
可
ナ
リ
ト
ノ
意
見
ニ
一
致
ス
」
と
の
結
論
を
出
し
た
と
い
う
。
そ
の
理

由
と
し
て
東
京
帝
室
博
物
館
懸
賞
に
お
け
る
「
日
本
趣
味
」
と
い
う
方
針
自
体
は
、
日

本
を
中
心
と
し
た
東
洋
古
美
術
が
中
心
と
な
る
施
設
内
容
か
ら
導
か
れ
た
方
針
で
あ
り

「
内
容
ニ
応
ジ
テ
規
定
セ
ラ
ル
」
も
の
で
あ
り
、
個
人
的
な
趣
味
で
は
な
い
と
河
田
氏

は
指
摘
す
る
。

し
か
し
、
徳
川
美
術
館
の
懸
賞
設
計
に
関
し
て
は
、
こ
の
応
募
拒
否
声
明
の
影
響
は

否
め
な
い
。
募
集
の
段
階
で
「
日
本
趣
味
」
と
い
う
言
葉
が
す
べ
て
排
除
さ
れ
た
だ
け

で
は
な
い
。
設
計
概
要
で
日
本
趣
味
が
謳
わ
れ
、
屋
根
は
「
和
風
方
形
或
ハ
切
妻
ト
シ

軒
出
ヲ
多
ク
シ
其
上
ヲ
瓦
或
ハ
銅
板
ニ
テ
葺
ク
」
と
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
何

故
雪
野
案
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
雪
野
案
が
徳
川
美
術
館
の
建
築
に
使
用
さ
れ

た
形
跡
は
な
く
、
雪
野
案
を
入
選
さ
せ
た
の
は
総
て
の
入
選
案
を
「
帝
冠
様
式
」
と
し

な
い
た
め
の
方
策
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
採
光
を
考
え
た
佐
野
案
を
一
位

と
し
た
理
由
は
、
外
観
の
意
匠
で
選
ぶ
の
で
は
な
く
建
築
機
能
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
界
の
主
張
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。

（
51
）

（
52
）

挿図9　第一等　佐野時平　断面図



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
二
一

　
　
　

お　

わ　

り　

に

尾
張
徳
川
家
主
体
で
行
わ
れ
た
「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
の
設
計
懸
賞
は
、
実
施
設
計

を
担
当
し
た
吉
本
與
志
雄
に
引
き
継
が
れ
た
。
実
際
に
建
て
ら
れ
た
建
物
は
懸
賞
で
一

等
を
と
っ
た
佐
野
案
に
必
ず
し
も
基
づ
い
て
は
い
な
い
。
佐
野
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に

感
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
設
計
懸
賞
に
関
わ
る
疑
問
は
ま
だ
残
る
。
私
立
美
術
館
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず

何
故
設
計
懸
賞
と
い
う
形
を
取
っ
た
の
か
、
そ
し
て
渡
邊
仁
や
吉
本
與
志
雄
は
徳
川
義

親
と
共
に
写
真
に
収
ま
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
設
計
懸
賞
で
一
位
に
な
っ
た
佐
野

時
平
の
詳
細
は
何
故
記
録
さ
れ
ず
写
真
も
一
枚
も
な
い
の
か
。
開
館
式
の
ア
ル
バ
ム
に

も
佐
野
時
平
の
姿
は
な
い
。

徳
川
美
術
館
で
は
昭
和
七
年
三
月
一
日
か
ら
職
員
が
雇
用
さ
れ
た
。
当
初
雇
用
さ
れ

た
の
は
主
任
大
口
金
三
郎
・
主
任
代
理
鈴
木
茂
彦
・
野
田
芳
太
郎
・
生
駒
鍾
・
横
井
寿

定
雄
・
内
藤
利
兵
衛
の
六
人
で
あ
る
。
同
年
四
月
五
日
に
は
尾
張
徳
川
家
名
古
屋
別
邸

か
ら
徳
川
美
術
館
に
什
宝
カ
ー
ド
八
十
五
冊
が
引
き
渡
さ
れ
、
作
品
の
管
理
が
引
き
継

が
れ
た
。
美
術
館
建
設
は
昭
和
七
年
九
月
に
着
工
し
、
昭
和
十
年
三
月
八
日
に
竣
工
、

同
年
十
一
月
十
日
の
開
館
に
向
け
て
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。

（
53
）

註（
1
）　
「
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
設
立
許
可
申
請　

尾
張
徳
川
黎
明
会
設
立
者　

申
請
人　

徳
川
義
親　

右
申
請
人
ハ
昭
和
六
年
十
二
月
参
日
別
紙
生
前
処
分
ノ
寄
附
行
為
ヲ
以
テ
尾
張
徳

川
黎
明
会
ヲ
設
立
致
度
候
右
ハ
美
術
及
史
学
並
ニ
生
物
学
ノ
研
究
ニ
資
ス
ル
為
メ
尾
張
徳
川
家

祖
先
伝
来
ノ
什
宝
古
書
ノ
保
存
其
他
美
術
品
及
図
書
ノ
蒐
集
保
管
公
開
ヲ
為
シ
且
之
ニ
関
ス
ル

指
導
奨
励
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
公
益
ニ
関
ス
ル
財
団
ニ
有
之
候
條
財
団
法

人
ト
シ
テ
設
立
ノ
許
可
相
成
度
民
法
第
三
十
四
條
ニ
依
リ
別
紙
寄
附
行
為
ノ
書
面
相
添
此
段
申

請
候
也　

昭
和
六
年
十
二
月
参
日　

右　

徳
川
義
親　

文
部
大
臣
田
中
隆
三
殿
」

「
文
部
大
臣
設
立
許
可
書　

東
専
六
三
六
号　

財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
設
立
者　

侯
爵　

徳
川
義
親　

昭
和
六
年
十
二
月
三
日
附
申
請
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
設
立
ノ
件
民
法
第

三
十
四
條
ニ
依
リ
許
可
ス　

昭
和
六
年
十
二
月
十
四
日　

文
部
大
臣　

鳩
山
一
郎
」

尚
、
提
出
時
点
は
第
二
次
若
槻
内
閣（
一
九
三
一
年
四
月
十
四
日
〜
十
二
月
十
三
日
）、
許
可
書

は
犬
養
内
閣（
一
九
三
一
年
十
二
月
十
三
日
〜
一
九
三
二
年
五
月
二
十
六
日
）の
為
、
文
部
大
臣

が
変
更
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
）　

尾
張
徳
川
家
『
相
議
録
』
相
議
第
三
〇
七
号　

昭
和
六
年
十
一
月
二
十
日
。

（
3
）　

鈴
木
信
吉
は
明
治
三
十
一
年
愛
知
銀
行
に
入
行
、
明
治
四
十
四
年
か
ら
営
業
部
長
と
な

り
、
大
正
八
年
に
取
締
役
と
な
っ
た
。
そ
の
評
判
は
『
続
名
古
屋
百
人
物
評
論
』（
日
本
電
報
通

信
社
名
古
屋
支
局　

大
正
四
年
八
月
五
日
）、『
続
々
名
古
屋
新
百
人
物
』（
珊
々
社　

大
正
十
四

年
三
月
二
十
五
日
）に
掲
載
さ
れ
る
。
名
古
屋
藩
士
の
家
柄
と
い
う
こ
と
で
、
昭
和
四
年
に
尾

張
徳
川
家
の
家
令
と
な
り
、
愛
知
銀
行
を
辞
任
、
そ
の
後
愛
知
銀
行
で
は
昭
和
十
六
年
ま
で
監

査
役
を
務
め
た（『
愛
知
銀
行
四
十
六
年
史
』
東
海
銀
行　

昭
和
十
九
年
三
月
十
五
日
）。
財
団

法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
設
立
に
尽
力
し
た
の
み
に
限
ら
ず
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
本
邸
が
接

収
さ
れ
た
上
、
財
産
没
収
さ
れ
尾
張
徳
川
家
も
財
団
も
経
済
危
機
を
迎
え
る
中
、
本
邸
の
賃
貸

契
約
、
八
雲
産
業
株
式
会
社
設
立
な
ど
、
現
在
の
基
本
と
な
る
体
制
を
整
え
た
。

（
4
）　

尾
張
徳
川
家
『
相
議
録
』
相
議
第
二
九
〇
号　

昭
和
五
年
九
月
十
二
日
。

名
古
屋
別
邸
寄
附
及
敷
地
の
一
部
寄
附
は
以
下
の
通
り
記
さ
れ
て
い
る
。

一
名
古
屋
市
ヘ
名
古
屋
別
邸
建
物
及
其
敷
地
ノ
一
部
ヲ
寄
附
ス
ル
コ
ト

　
　
　
　

一
建
物　

表
書
院
及
奥
書
院
等
約
五
百
四
十
七
坪

　
　
　
　

一
敷
地　

約
七
千
坪

　
　
　
　
　

建
物
及
敷
地
坪
数
ハ
実
行
ニ
際
シ
多
少
増
減
ヲ
生
ス
ル
見
込

　
　
　
　

但
総
敷
地
壱
万
参
千
貳
百
四
十
四
坪
余
ノ
内

　
　
　
　
　

理　

由

輓
近
時
勢
ノ
推
移
ニ
鑑
ミ
社
会
奉
仕
ノ
目
的
ヲ
以
テ
之
ヲ
名
古
屋
市
ニ
寄
贈

シ
専
ラ
公
共
ノ
集
会
所
等
ノ
使
用
ニ
供
セ
ン
ト
ス

但
由
緒
ア
ル
建
物
庭
園
ヲ
永
遠
ニ
保
存
ス
ル
為
ニ
概
要
左
記
條
件
ヲ
附
ス
ル



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
二
二

コ
ト一

現
在
建
物
並
ニ
庭
園
ハ
永
久
ニ
保
存
ス
ル
コ
ト

一
寄
附
者
ガ
使
用
ス
ル
場
合
ニ
ハ
無
償
ニ
テ
貸
与
ス
ル
コ
ト

一
名
古
屋
市
ニ
於
テ
他
日
不
用
ニ
帰
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
寄
附
者
ニ
無
償
ニ

テ
交
付
ス
ル
コ
ト

一
大
曽
根
町
百
五
坪
余
ヲ
名
古
屋
市
ニ
寄
附
ス
ル
コ
ト

別
邸
正
門
ノ
西
約
六
十
間
ノ
所
道
路
ニ
包
マ
ル
ヽ
楕
円
形
ノ
地
所
ニ
シ
テ
中

央
ニ
二
代
瑞
龍
公
御
誕
生
ノ
記
念
樹
ト
称
ス
ル
椿
ア
リ
三
百
余
年
ヲ
経
過
シ

タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
昨
年
天
然
紀
念
物
ニ
編
入
セ
ラ
レ
タ
ル
珍
木
ナ
リ
将
来
市

ニ
テ
保
存
セ
シ
ム
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
此
際
名
古
屋
市
ニ
寄
附
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

（
5
）　

調
査
の
上
重
ね
て
提
案
す
る
項
目
と
し
て
、
左
記
の
通
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る（
尾
張
徳
川

家
『
相
議
録
』
相
議
第
二
九
〇
号　

昭
和
五
年
九
月
十
二
日
）。

一
名
古
屋
別
邸
残
存
敷
地
内
ニ
移
転
ス
ヘ
キ
建
物
及
改
築
修
繕
等
ニ
要
ス
ル
費
用

一
不
用
建
物
ノ
処
分

一
財
団
法
人
徳
川
美
術
館
定
款
及
諸
規
定

一
財
団
法
人
徳
川
美
術
館
ニ
寄
附
ス
ヘ
キ
基
本
財
産
及
美
術
品
目

一
美
術
館
ノ
設
計
及
建
築
費

（
6
）　

前
掲
註（
5
）参
照
。

（
7
）　

人
口
百
万
人
突
破
記
念
四
大
事
業
と
し
て
中
川
運
河
、
名
古
屋
市
公
会
堂
、
堀
留
下
水
処

分
場
、
熱
田
下
水
処
分
場
が
完
成
し
た（『
新
修
名
古
屋
市
史
』
本
文
編
第
十
巻　

名
古
屋
市　

二
〇
〇
一
年
十
月
三
十
一
日
）。

（
8
）　

招
集
通
知
は
以
下
の
通
り（「
名
古
屋
大
曽
根
別
邸
一
部
ノ
土
地
及
び
建
物
名
古
屋
市
ヘ
寄

附
に
関
す
る
書
類
」）。

拝
啓　

時
下
益
々
御
清
祥
の
段
賀
し
奉
り
ま
す
、
扨
早
速
乍
ら
今
九
日
午
後
五
時
よ
り

各
新
聞
通
信
社
の
方
々
の
御
参
集
を
仰
ひ
た
上
、
発
表
申
上
げ
た
い
件
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
御
多
忙
の
折
と
は
拝
察
致
し
ま
す
が
麻
布
区
富
士
見
町
の
拙
邸
迄
御
来
駕
被
下
様

願
ひ
度
く
存
じ
ま
す

敬
具

　
　

十
月
九
日 

徳
川
義
親

（
9
）　

阪
本
釤
之
助
は
尾
張
鳴
尾
の
永
井
家
十
一
代
永
井
匡
威
の
三
男
で
あ
る
。
元
老
院
議
官
阪

本
政
均
に
婿
入
り
し
明
治
三
十
五
年
に
福
井
県
知
事
、
明
治
四
十
二
年
鹿
児
島
県
知
事
、
明
治

四
十
三
年
熊
本
県
知
事
と
な
っ
た
。
明
治
四
十
四
年
七
月
四
日
名
古
屋
市
長
と
な
り
大
正
六
年

ま
で
在
任
し
た
。
そ
の
間
、
明
治
四
十
四
年
八
月
貴
族
院
議
員
と
な
り
、
名
古
屋
市
長
退
職
後

日
本
赤
十
字
社
副
社
長
、
維
新
史
編
纂
会
副
総
裁
と
な
り
、
枢
密
顧
問
官
と
な
っ
た
。
兄
の
永

井
久
一
郎
が
明
治
二
十
三
年
十
二
月
か
ら
大
正
二
年
ま
で
尾
張
徳
川
家
御
相
談
人
を
務
め
て
お

り
、
釤
之
助
も
大
正
九
年
か
ら
御
相
談
人
と
な
っ
た
。
俳
人
と
し
て
知
ら
れ
た
父
・
芝
椿
、
祖

父
・
士
前
に
な
ら
い
三
橋
と
号
し
た
が
、
詩
書
を
得
意
と
し
て
蘋
園
市
長
と
呼
ば
れ
て
親
し
ま

れ
た
。
永
井
荷
風
の
叔
父
に
あ
た
る（『
明
治
の
名
古
屋
人
』、「
御
相
談
人
任
免
記
録
」、
徳
川

米
子
聞
取
調
査
記
録
）。

（
10
）　

名
古
屋
新
聞　

昭
和
五
年
十
月
十
日
夕
刊
。

（
11
）　

建
中
寺
で
の
奉
告
文
は
以
下
の
通
り
。

侯
爵
徳
川
義
親
謹
テ
祖
宗
ノ
英
霊
ニ
告
ス
、
不
肖
父
祖
ノ
家
ヲ
継
承
シ
栄
爵
ヲ
辱
フ
シ

父
祖
ヨ
リ
貽
セ
ラ
ル
資
産
ヲ
保
持
シ
今
日
ノ
地
位
ニ
安
ン
ズ
ル
ヲ
得
ル
モ
ノ
ハ
実
ニ
祖

宗
ノ
余
澤
ニ
シ
テ
不
肖
ノ
常
ニ
惴
々
タ
ル
所
、
唯
祖
先
ノ
遺
訓
ヲ
遵
守
シ
テ
家
名
ヲ
失

墜
セ
ザ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
努
ム
ル
ノ
ミ

今
ヤ
時
勢
ハ
伸
展
シ
文
物
ノ
隆
盛
ハ
美
術
工
藝
ノ
研
究
ヲ
旺
ナ
ラ
シ
メ
祖
先
ガ
蒐
集
セ

ラ
レ
タ
ル
什
宝
ハ
之
レ
ガ
展
観
ヲ
希
望
ス
ル
公
衆
ノ
心
切
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
特
ニ
旧
藩
地

タ
ル
名
古
屋
市
ハ
三
大
都
市
ノ
一
ニ
伍
シ
テ
人
口
百
万
ヲ
突
破
セ
ル
ノ
大
発
展
ヲ
遂
ケ

公
共
ノ
為
ニ
各
種
ノ
建
築
物
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト
多
キ
時
代
ト
ナ
リ
タ
リ
不
肖
目
今
ノ
時

勢
ヲ
熟
慮
シ
社
会
奉
仕
ノ
目
的
ニ
ヨ
リ
父
祖
伝
来
タ
ル
大
曽
根
町
邸
宅
ノ
一
部
ヲ
市
人

ノ
利
用
ニ
供
ス
ル
為
メ
之
ヲ
名
古
屋
市
ニ
寄
附
シ
又
其
隣
接
地
ニ
財
団
組
織
ノ
美
術
館

ヲ
新
設
シ
テ
之
レ
ニ
什
宝
ヲ
寄
附
ス
ル
コ
ト
ヽ
シ
タ
リ
之
レ
旁
々
美
術
家
工
藝
家
ノ
参

考
ニ
資
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
祖
先
ガ
苦
心
蒐
集
セ
ラ
レ
タ
ル
什
宝
ヲ
永
久
ニ
保
護
保
存
ス

ル
所
以
ノ
モ
ノ
ナ
リ
ト
信
ズ

祖
先
発
祥
ノ
地
タ
ル
小
牧
山
ハ
曩
キ
ニ
史
蹟
名
勝
地
ト
シ
テ
指
定
セ
ラ
レ
之
レ
ガ
保
存

ノ
方
法
確
定
セ
ル
ヲ
以
テ
小
牧
町
民
年
来
ノ
切
望
ヲ
客
シ
同
町
民
ニ
管
理
ヲ
委
任
シ
ア

リ
シ
ガ
此
際
之
ヲ
同
町
ニ
寄
附
ス
ル
コ
ト
ヽ
ナ
シ
タ
リ

祖
宗
在
天
ノ
英
霊
希
ク
バ
不
肖
ガ
時
勢
ニ
順
応
ス
ル
ノ
処
置
ト
シ
テ
照
鑒
ア
ラ
セ
ラ
レ



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
二
三

ン
コ
ト
ヲ
謹
テ
告
ス

（
12
）　
『
新
愛
知
』（
新
愛
知
新
聞
社　

昭
和
五
年
十
月
十
日
）に
も
一
部
の
作
品
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
時
の
「
目
録
」
以
外
に
も
美
術
館
開
館
前
の
展
示
目
録
は
十
七
点
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）　

目
録
に
は
「
寛
政
八
年
近
衛
家
ヨ
リ
贈
ラ
レ
シ
モ
ノ
」
の
注
記
が
あ
る
。

（
14
）　

目
録
に
は
「
明
治
八
年
四
月
四
日
当
家
先
々
代
慶
勝
ガ
東
京
浅
草
ノ
邸
ニ
行
幸
ア
ラ
セ
給

ヒ
タ
ル
時
ノ
御
製
ニ
シ
テ
同
年
五
月
七
日
宮
中
ニ
召
サ
セ
ラ
レ
御
下
賜
ノ
モ
ノ
」
の
注
記
が
あ

る
。

（
15
）　

目
録
に
は
「
初
音
蒔
絵
ノ
調
度
品
ハ
寛
永
十
六
年
九
月
将
軍
家
光
ノ
長
女
千
代
姫（
霊
仙

院
）当
家
二
代
光
友（
正
公
、
瑞
龍
院
）ニ
婚
嫁
ノ
時
所
謂
嫁
入
道
具
一
式
皆
源
氏
物
語
初
音
ノ

巻
ノ
「
年
月
を
松
に
ひ
か
れ
て
ふ
る
人
に
今
日
鶯
の
初
音
聞
か
せ
よ
」
ヲ
歌
絵
ト
シ
テ
蒔
絵

ニ
意
匠
シ
製
作
シ
タ
ル
ニ
ヨ
リ
初
音
ノ
称
ア
リ
、
蒔
絵
ハ
幸
阿
弥
長
重
、
歌
ノ
文
字
ハ
梶
井
宮

圓
融
院
、
彫
刻
ハ
法
橋
顕
乗
ナ
リ
、
幸
阿
弥
長
重
ハ
長
晏
ノ
三
男
ニ
シ
テ
其
技
巧
妙
ト
称
セ
ラ

ル
、
慶
安
四
年
歳
五
十
三
ニ
シ
テ
歿
ス
、
屡
々
禁
裏
ノ
御
用
又
幕
府
ノ
命
ニ
依
リ
テ
蒔
絵
ヲ
製

作
ス
、
尾
州
家
初
音
ノ
調
度
ハ
徳
川
時
代
ニ
於
ケ
ル
美
術
工
藝
品
ト
シ
テ
有
名
ナ
リ
」
と
あ
る
。

（
16
）　

目
録
に
は
「
延
宝
五
年（
一
六
七
七
）書
写
」
と
あ
る
。

（
17
）　

目
録
に
は
「
秀
吉
着
用
ノ
モ
ノ
ナ
リ
シ
ガ
大
阪
落
城
ノ
後
当
家
ニ
伝
ハ
リ
タ
リ
」
と
あ

る
。
徳
川
美
術
館
学
藝
部
並
木
昌
史
氏
よ
り
秀
吉
着
用
の
由
緒
で
伝
わ
る
「
花
色
地
日
の
丸
威

胴
丸
具
足
」（
徳
川
美
術
館
）で
は
な
い
か
と
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
18
）　

目
録
に
は
「
徳
川
家
康
ノ
数
十
回
ノ
戦
役
ニ
使
用
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
あ
る
。
燗
鍋
・
馬
氈

も
「
同
上
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
馬
氈
に
つ
い
て
は
「
特
ニ
此
馬
氈
ハ
苦
戦
負
傷
ノ
時
血
痕

附
着
セ
リ
ト
記
録
ニ
見
ユ
レ
ド
モ
今
判
然
セ
ズ
」
と
あ
る
。
ま
た
続
く
鞍
鐙
に
つ
い
て
も
「
家

康
数
回
ノ
戦
役
ニ
使
用
シ
後
義
直
ニ
譲
与
セ
シ
モ
ノ
」
と
あ
り
、
軍
配
団
扇
に
「
同
上
」
と
あ

る
。

（
19
）　

目
録
に
は
「
祖
先
義
直（
敬
公
）所
用
ノ
モ
ノ
」
と
あ
る
。
以
下
、
鞭
・
軍
扇
・
馬
鎧
・
狩

箙
・
孫
ノ
手
・
白
銅
鉦
・
螺
が
「
義
直
所
用
」
と
記
さ
れ
る
。

（
20
）　

目
録
に
「
往
昔
江
戸
戸
山
邸
園
内
世
外
寺
ノ
什
器
ニ
シ
テ
源
義
経
ノ
臣
伊
勢
三
郎
義
盛
ノ

遺
品
ナ
リ
ト
伝
フ
ル
モ
ノ
」
と
あ
る
。
徳
川
美
術
館
学
藝
部
・
並
木
昌
史
氏
よ
り
「
金
銅
装
笈
」

（
徳
川
美
術
館
蔵
）で
は
な
い
か
と
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
21
）　

目
録
に
「
豊
臣
秀
吉
ノ
所
持
品
ナ
リ
ト
伝
フ
ル
モ
ノ
、
純
金
製
ニ
シ
テ
真
珠
大
小
参
百
拾

五
顆
ヲ
両
面
ニ
縫
付
タ
リ
」
と
あ
る
。

（
22
）　

大
正
十
四
年
の
徳
川
生
物
学
研
究
所
職
員
体
制
は
左
記
の
通
り（『
徳
川
生
物
学
研
究
所
輯

報
』
第
一
号　

大
正
十
四
年
）。

　
　

研
究
員　

徳
川
義
親（
所
主
）、
服
部
広
太
郎
、
江
本
義
数
、
大
町
文
衛
、
清
棲
幸
保

　
　

評
議
員　

石
川
千
代
松
、
三
好
学
、
藤
井
健
次
郎
、
柴
田
桂
太
、
谷
津
直
秀

（
23
）　

現
在
二
百
五
十
九
件
千
八
百
六
十
二
冊
で
あ
る
が
、『
蓬
左
文
庫
要
覧
』（
財
団
法
人
尾
張

徳
川
黎
明
会
蓬
左
文
庫　

昭
和
十
三
年
六
月
発
行
）に
は
左
記
の
通
り
あ
る
。

所
謂
駿
河
御
譲
本
は
、
義
直
時
代
集
書
の
内
、
最
も
重
要
な
る
も
の
に
し
て
、
何
れ
も

秘
籍
な
ら
ざ
る
は
無
し
。
元
和
二
年
四
月
、
家
康
の
駿
府
に
薨
ず
る
や
、
其
の
府
庫
の

蔵
書
を
江
戸
及
び
三
家
に
分
譲
の
挙
あ
り
。
同
年
十
一
月
、
蔵
書
中
の
稀
覯
書
を
択
び

て
之
を
楓
山
文
庫
に
収
め
、
爾
余
の
書
を
義
直
、
頼
宣
、
頼
房
の
三
子
に
頒
与
す
。
義

直
夙
に
好
学
の
資
あ
り
、
且
つ
年
長
の
故
を
以
て
善
本
譲
与
の
数
最
も
多
か
り
し
と
伝

ふ
。
こ
の
故
を
以
て
爾
来
駿
河
御
譲
本
を
謂
ふ
者
、
宛
然
尾
州
家
所
蔵
本
を
別
称
す
る

の
観
あ
り
。
藩
庫
亦
是
の
集
書
の
内
容
と
伝
来
の
由
緒
を
重
ん
じ
、
管
掌
殊
に
尊
重
の

意
を
以
て
せ
り
。
請
取
総
部
数
三
百
七
十
七
部
、
冊
数
二
千
八
百
三
十
九
冊
、
内
、
国

書
五
十
一
部
、
漢
籍
二
百
八
十
九
部
、
仏
典
三
十
八
部
、
可
惜
く
は
維
新
の
際
佚
亡
せ

し
も
の
多
く
、
現
存
部
数
都
合
二
百
四
十
九
に
止
ま
る
。

（
24
）　

拙
稿
「
徳
川
義
親
の
美
術
館
設
立
想
起
」（『
金
鯱
叢
書
』
第
四
十
一
輯　

徳
川
黎
明
会　

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
五
日
）。

尚
、『
明
倫
博
物
館
か
ら
徳
川
美
術
館
へ
─
美
術
館
設
立
発
表
と
設
立
準
備
』（『
金
鯱
叢
書
』
第

四
十
二
輯　

徳
川
黎
明
会　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
）及
び
本
論
は
続
編
と
し
て
執
筆

し
た
。

（
25
）　

明
治
四
十
四
年
の
植
松
安
編
「
尊
貴
本
解
題
」
に
は
蓬
左
文
庫
の
名
称
が
使
用
さ
れ
て
い

な
い
が
、
大
正
二
年
発
刊
の
同
編
「
図
書
目
録
」
に
は
発
行
所
と
し
て
「
徳
川
邸
内
蓬
左
文

庫
」
の
名
前
が
あ
り
、
大
曽
根
の
住
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
図
書
目
録
」
の
記
載
が
蓬

左
文
庫
の
初
出
と
推
測
さ
れ
る
と
い
う（
徳
川
美
術
館
・
蓬
左
文
庫
開
館
80
周
年
記
念
「
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
が
語
る
蓬
左
文
庫
の
あ
ゆ
み
」
蓬
左
文
庫　

平
成
二
十
八
年
一
月
五
日
〜
四
月
十

日
）。

　

植
松
安（
一
八
八
五
〜
一
九
四
五
）は
明
治
四
十
一
年（
一
九
〇
八
）に
東
京
帝
国
大
学
文
科
大



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
二
四

学
を
卒
業
し
た
国
文
学
者
で
あ
る
。
明
治
四
十
三
年
の
片
桐
助
作
を
中
心
と
し
た
品
位
鑑
査
に

際
し
て
慰
労
金
を
支
払
っ
て
お
り
、
目
録
は
そ
の
成
果
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
26
）　

参
考
図
書
館
名
と
し
て
牛
込
の
穂
積
男
爵
家
・
牛
込
の
旭
硝
子
株
式
会
社
附
属
図
書
館
・

三
井
合
名
会
社
図
書
館
・
財
団
法
人
清
明
会
の
清
明
文
庫
・
静
嘉
堂
文
庫
・
南
紀（
葵
）文
庫
・

早
稲
田
大
学
図
書
館
・
帝
国
大
学
図
書
館
・
藤
山
興
業
図
書
館
・
宮
内
省
図
書
館
・
李
王
家
図

書
館
・
高
野
霊
宝
館
の
名
前
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
大
正
十
二
年
十
月
一
日
に
鶴
舞
公
園
内
に
開
館
し
た
名
古
屋
市
図
書
館
に
つ
い
て
は

個
々
の
司
書
の
待
遇
・
年
齢
・
経
歴
・
担
当
業
務
ま
で
が
記
さ
れ
、
全
員
が
文
部
省
図
書
館
員

養
成
所
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）　

設
立
趣
意
書
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
参
考
と
し
た
の
か
、
昭
和
六
年
二
月
の
白
鶴
美
術
館

の
設
立
趣
意
書
が
同
時
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
28
）　

尾
張
徳
川
家
『
相
議
録
』
相
議
第
三
〇
七
号　

昭
和
六
年
十
一
月
二
十
日
。

（
29
）　
「
ト
マ
テ
ッ
ク
ス
」
は
王
子
製
紙
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
植
物
繊
維
板
で
あ
る（
王
子
製
紙
苫

小
牧
工
場
原
質
部
「
ト
マ
テ
ッ
ク
ス
に
就
い
て
」『
林
業
指
導
所
月
報
』
北
海
道
林
産
試
験
場

一
九
五
五
年
六
月
）。
昭
和
初
期
建
築
の
建
物
に
つ
き
ト
マ
テ
ッ
ク
ス
を
使
用
す
る
建
物
が
散

見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
多
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
30
）　

前
掲
註（
28
）参
照
。

尚
、
徳
川
生
物
学
研
究
所
工
事
見
積
は
六
万
百
七
円
、
蓬
左
文
庫
工
事
見
積
は
五
万
四
百
四
十

二
円
五
十
銭
と
な
っ
て
い
る
。
建
築
様
式
は
生
物
学
研
究
所
は
「
簡
素
ヲ
旨
ト
シ
タ
ル
近
世

式
」、
文
庫
は
「
簡
素
ニ
シ
テ
品
位
ア
ル
モ
ノ
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
31
）　

こ
の
募
集
規
定
は
『
建
築
雑
誌
』
四
十
五
輯
五
百
五
十
号（
日
本
建
築
学
会　

一
九
三
一

年
十
月
）に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
平
面
図
や
建
設
予
定
地
鳥
瞰
図
が
ど
の
よ
う
に
配
付
さ
れ
た

か
は
不
明
で
あ
る
。

（
32
）　

大
島
義
脩（
一
八
七
一
〜
一
九
三
五
）　

明
治
四
年
丹
波
生
、
八
歳
で
母
の
実
家
で
あ
る
大

島
家
の
養
子
と
な
り
、
明
治
二
十
七
年
帝
国
大
学
文
科
大
学
卒
業
。
四
高
教
授
、
文
部
省
視
学

官
、
明
治
三
十
五
年
か
ら
三
十
七
年
東
京
音
楽
学
校
長（
専
門　

倫
理
学
・
哲
学
）・
旧
制
第
八

高
等
学
校（
現
在
の
名
古
屋
大
学
）の
初
代
校
長（
開
校　

明
治
四
十
一
年
九
月
十
一
日
）・
女
子

学
習
院
院
長
な
ど
を
経
て
帝
室
博
物
館
総
長
と
な
っ
た
。
修
身
の
教
科
書
を
執
筆
し
て
い
る
ほ

か
、「
正
倉
院
御
物
屏
風
に
つ
い
て
」（『
寧
楽
』
十
五
号　

寧
楽
発
行
所　

一
九
三
二
年
）な
ど

の
論
考
も
見
ら
れ
る
。

（
33
）　

山
脇
春
樹（
一
八
七
一
〜
一
九
四
八
）　

明
治
四
年
京
都
生
、
後
に
山
脇
家
の
養
子
と
な

る
。
一
八
九
九
年
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
を
卒
業
、
同
年
文
官
口
頭
試
験
行
政
科
試
験
に
合

格
、
大
蔵
省
に
入
省
。
後
に
農
商
務
省
に
転
じ
大
臣
秘
書
官
・
書
記
官
・
商
務
局
商
事
課
長
・

台
湾
総
督
府
専
売
局
長
・
臨
時
博
覧
会
事
務
官
長
な
ど
を
歴
任
し
た
。
大
正
五
年
山
梨
県
知
事

に
就
任
、
大
正
八
年
に
は
三
重
県
知
事
、
大
正
十
一
年
に
は
栃
木
県
知
事
、
そ
し
て
大
正
十
三

年
に
は
愛
知
県
知
事
と
な
っ
た
。
明
治
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
に
開
催
さ
れ

た
日
本
大
博
覧
会
の
事
務
官
と
な
っ
た
。
昭
和
十
年
十
一
月
、
養
母
・
山
脇
総
子
の
他
界
を
受

け
て
、
山
脇
高
等
女
学
校
の
二
代
校
長
と
な
っ
た
。

（
34
）　

大
江
新
太
郎（
一
八
七
六
〜
一
九
三
五
）　

京
都
府
出
身
、
旧
制
第
三
高
等
学
校
を
経
て
東

京
帝
国
大
学
工
科
大
学
卒
業
、
明
治
四
十
年
日
光
社
寺
大
修
繕
工
事
監
督
、
栃
木
県
技
師
、
大

正
四
年
明
治
神
宮
造
営
局
技
師
な
ど
を
へ
て
内
務
省
技
師（
神
社
局
）と
な
っ
た
。
昭
和
四
年
伊

勢
神
宮
御
造
営
主
任
技
師
、
日
光
東
照
宮
の
修
復
や
明
治
神
宮
の
造
営
に
関
わ
っ
た
。

（
35
）　

藤
村
朗（
一
八
八
七
〜
一
九
五
三
）　

北
海
道
出
身
、
旧
制
第
二
高
等
学
校
を
経
て
明
治

四
十
四
年
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
建
築
学
科
を
卒
業
、
三
菱
に
入
社
。
三
菱
銀
行
本
店
、
丸

の
内
ビ
ル
ヂ
ン
グ
、
丸
の
内
八
重
洲
ビ
ル
ヂ
ン
グ
法
曹
会
館
な
ど
の
建
築
に
従
事
し
、
三
菱
地

所
社
長
に
就
任
し
た
。

（
36
）　

渡
邊
仁（
一
八
八
七
〜
一
九
七
三
）　

明
治
四
十
五
年
七
月
東
京
帝
国
大
学
工
科
大
学
建
築

学
科
卒
業
、
大
正
六
年
逓
信
省
入
省
。
大
正
九
年
渡
邊
仁
建
築
工
務
所
開
設
。
服
部
時
計
店

（
現
在
の
銀
座
・
和
光
）や
東
京
帝
室
博
物
館
な
ど
を
設
計
し
た
。
財
団
設
立
翌
日
に
着
工
す
る

徳
川
生
物
学
研
究
所
、
昭
和
七
年
五
月
二
十
七
日
着
工
の
蓬
左
文
庫（
現
在
の
公
益
財
団
法
人

徳
川
黎
明
会
本
部
）も
渡
邊
仁
設
計
で
あ
る
。

（
37
）　

麻
布
桜
田
町
邸
は
麻
布
富
士
見
町
邸（
旧
長
與
男
爵
邸
、
ヤ
ン
・
レ
ツ
ル
建
築
）を
フ
ラ
ン

ス
大
使
館
使
用
の
為
に
日
本
政
府
に
売
却
し
た
後
、
目
白
本
邸
が
完
成
す
る
ま
で
の
期
間
、
仮

住
居
と
し
て
手
配
し
た
後
藤
新
平
旧
宅
で
あ
る
。
借
用
は
昭
和
六
年
二
月
十
五
日
か
ら
昭
和

七
年
十
一
月
末
日
ま
で
の
一
年
九
ヶ
月
、
建
物
は
ア
ン
ト
ニ
ン
・
レ
ー
モ
ン
ド（
一
八
八
八
〜

一
九
七
六
）設
計
の
洋
館
・
日
本
館
・
土
蔵
・
平
屋
二
棟
・
車
庫
で
あ
っ
た
。

　

尚
、「
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
寄
附
行
為
」
第
三
条
に
あ
る
通
り
、
財
団
の
事
務
所
は

設
立
当
初
か
ら
東
京
府
北
豊
島
郡
高
田
町
大
字
雑
司
ヶ
谷
旭
出
四
十
二
番
地（
現
在
の
公
益
財



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
二
五

団
法
人
徳
川
黎
明
会
、
東
京
都
豊
島
区
目
白
三
丁
目
八
番
地
）に
置
か
れ
た
が
、
設
立
後
一
年

は
目
白
に
勤
務
す
る
職
員
は
い
な
か
っ
た
。
敷
地
内
に
は
、
財
団
設
立
翌
日
の
昭
和
六
年
十
二

月
十
六
日
に
徳
川
生
物
学
研
究
所
建
物
が
着
工（
渡
邊
仁
設
計
、
昭
和
七
年
十
月
八
日
竣
工
）、

昭
和
七
年
五
月
二
十
七
日
に
蓬
左
文
庫
建
物
が
着
工
し
た（
渡
邊
仁
設
計
、
同
年
十
二
月
三
十

日
竣
工
、
現
在
の
財
団
本
部
）。
ま
た
昭
和
八
年
四
月
二
十
七
日
に
は
荏
原
に
あ
っ
た
旧
生
物

学
研
究
所
書
庫
の
移
築
工
事
が
着
手
さ
れ
、
九
月
十
一
日
に
講
堂
と
し
て
竣
工
し
た
。
財
団
総

務
部
は
尾
張
徳
川
家
事
務
所
内
に
家
職
が
兼
務
す
る
形
で
運
営
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
七
年
十
一

月
二
十
八
日
、
麻
布
桜
田
町
邸
か
ら
目
白
に
尾
張
徳
川
家
が
転
居
す
る
に
際
し
て
共
に
移
動

し
、
昭
和
九
年
六
月
以
降
第
二
次
世
界
大
戦
後
ま
で
財
団
敷
地
内
で
は
な
く
目
白
本
邸
北
側
の

尾
張
徳
川
家
事
務
所
内
に
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
個
人
色
を
払
拭
す
る
た
め
に
「
財

団
法
人
黎
明
会
」
に
名
称
変
更
す
る
の
に
前
後
し
て
総
務
部
は
生
物
学
研
究
所
内
に
部
屋
を
構

え
、
昭
和
二
十
五
年
蓬
左
文
庫
を
名
古
屋
市
に
寄
贈
し
て
閲
覧
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、

文
庫
建
物
を
使
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
38
）　

翼
賛
会
に
建
築
設
計
調
査
委
員
会
が
組
織
さ
れ
た
の
が
昭
和
四
年
九
月
十
日
、
そ
の
後
四

つ
の
特
別
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
設
計
競
技
要
項
の
発
表
ま
で
総
会
五
回
、
第
一
部
特
別
委
員

会
十
四
回
、
第
二
部
特
別
委
員
会
十
二
回
、
第
三
部
特
別
委
員
会
四
回
、
第
四
部
特
別
委
員
会

十
三
回
が
持
た
れ
た
と
い
う（
河
田
健
「
東
京
帝
室
博
物
館
建
築
設
計
調
査
委
員
会
第
三
部
特

別
委
員
会
に
つ
い
て
」『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集（
関
東
）』
九
一
八
一　

日
本

建
築
学
会　

二
〇
〇
一
年
九
月
）。

　

尾
張
徳
川
家
も
昭
和
四
年
二
月
に
帝
室
博
物
館
復
興
翼
賛
会
に
一
万
円
の
寄
付
金
を
供
出
し

て
い
る
。
こ
の
寄
付
に
あ
た
り
、
御
親
族
の
翼
賛
会
会
長
で
あ
る
徳
川
家
達
、
紀
伊
徳
川
家
徳

川
頼
貞
が
一
万
円
、
そ
れ
以
外
に
三
井
三
菱
両
家
が
各
三
十
万
円
、
安
田
家
十
五
万
円
、
大
倉

家
十
万
円
、
古
河
家
七
万
五
千
円
、
森
村
・
浅
野
両
家
各
三
万
円
の
寄
附
を
参
考
に
し
て
い
る

（
尾
張
徳
川
家
『
相
議
録
』
相
議
第
二
五
九
号　

昭
和
四
年
二
月
十
三
日
）。

（
39
）　

東
京
帝
室
博
物
館
建
築
設
計
に
対
す
る
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
に
よ
る
応
募

拒
否
声
明（
昭
和
六
年
一
月
五
日
）は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　

声
明
書

我
々
ハ
現
ニ
公
募
サ
レ
ツ
ヽ
ア
ル
東
京
帝
室
博
物
館
ノ
懸
賞
設
計
ニ
対
シ
応
募
シ
ナ
イ

事
ヲ
声
明
ス
ル

Ａ　

理　

由

（
1
）偏
狭
ナ
ル
個
人
的
趣
味
ヲ
意
匠
ノ
規
準
ト
シ
テ
示
シ
、
之
ニ
ヨ
ッ
テ
一
律
ノ
審
査

ヲ
ナ
サ
ン
ト
ス
ル
審
査
方
針
及
ビ
募
集
規
定
ノ
二
部
ニ
反
対
デ
ア
ル
。

（
2
）最
近
数
回
ノ
建
築
懸
賞
設
計
ノ
経
過
ヨ
リ
観
テ
技
術
的
立
場
カ
ラ
該
競
技
ノ
審
査

員
会
ニ
信
任
ヲ
置
ク
事
ガ
出
来
ヌ
。

Ｂ　

希　

望

（
1
）各
新
聞
記
者
及
各
建
築
団
体
代
表
者
ヲ
審
査
ニ
立
会
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
。

（
2
）応
募
図
案
ノ
全
部
ヲ
当
選
前
後
二
回
ニ
ワ
タ
リ
公
開
ス
ル
コ
ト
。

（
3
）審
査
員
ノ
選
定
ニ
モ
設
計
図
案
ノ
選
定
ニ
モ
公
募
ノ
精
神
ヲ
徹
底
セ
シ
ム
ル
コ
ト
。

（
4
）募
集
規
定
ハ
審
査
ニ
当
ッ
テ
厳
格
ニ
適
用
ス
ル
コ
ト
。

（
5
）外
観
ヲ
意
匠
ノ
ミ
ニ
重
キ
ヲ
置
カ
ズ
建
築
機
能
ヲ
重
要
視
ス
ル
コ
ト
。

（
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
、
藤
井
正
一
郎
『
日
本
建
築
宣
言
文
集
』
彰
国
社　

二
〇
一
一

年
九
月
）。

（
40
）　
「
美
術
館
懸
賞
応
募
設
計
図
控
帳
」（
個
人
蔵
）。

（
41
）　
『
建
築
雑
誌
』
第
四
十
六
輯
五
百
五
十
三
号　

日
本
建
築
学
会　

昭
和
七
年
一
月
。

（
42
）　

小
野
武
雄（
一
八
八
三
〜
歿
年
未
詳
）　

大
蔵
省
営
繕
管
財
局
。
建
築
技
師
。
九
段
会
館
、

旧
横
浜
地
方
裁
判
所
本
庁
舎
設
計
。
ガ
ー
デ
ィ
ナ
ー
事
務
所
に
務
め
る
。

（
43
）　

岸
田
日
出
刀（
一
八
九
九
〜
一
九
六
六
）　

福
岡
市
に
士
族
、
裁
判
所
書
記
岸
田
稔
の
次
男

と
し
て
生
ま
れ
る
。
東
京
府
立
第
三
中
学
校
、
第
一
高
等
学
校
理
科
甲
類
を
経
て
、
大
正
十
一

年
に
東
京
帝
国
大
学
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
。
昭
和
四
年
、
東
大
教
授
に
就
任
。
東
大
安
田
講

堂
、
東
大
図
書
館
の
設
計
に
関
わ
る
。
昭
和
二
十
二
年
か
ら
翌
年
ま
で
日
本
建
築
学
会
会
長
。

昭
和
二
十
四
年
に
芸
術
院
賞
受
賞
。
岸
田
研
究
室
に
は
丹
下
健
三
、
前
川
國
男
、
立
原
道
造
、

浜
口
隆
一
が
在
籍
し
た
。

（
44
）　

高
橋
設
計
事
務
所
の
監
督
と
し
て
吉
岡
永
吉（
生
殁
年
不
明
）技
師
の
名
前
が
あ
る
。
昭
和

九
年
燕
山
荘
、
ま
た
上
高
地
帝
国
ホ
テ
ル
を
担
当
し
た
と
い
う（『
松
本
平
タ
ウ
ン
情
報
』
私
の

半
生　

第
九
号　

信
濃
毎
日
新
聞　

発
行
年
不
明
）。

（
45
）　

雪
野
元
吉（
一
八
九
七
〜
一
九
四
五
）　

名
古
屋
生
、
大
正
十
一
年
東
京
美
術
学
校
建
築
学

科
卒
業
、
宮
内
省
内
匠
寮
技
師
。
古
田
智
久
氏
に
よ
れ
ば
臨
時
帝
室
博
物
館
造
営
課
に
属
し
、

帝
室
博
物
館
の
チ
ー
フ
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
、
ま
た
多
く
の
コ
ン



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
二
六

ペ
で
入
賞
を
果
た
し
た
と
い
う（
古
田
智
久
「
東
京
帝
室
博
物
館
の
実
施
設
計
に
つ
い
て
」『
日

本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集（
中
国
）』
九
〇
二
六　

日
本
建
築
学
会　

一
九
九
〇
年
十

月
、
同
「
建
築
家
「
雪
野
元
吉
」
に
つ
い
て
」『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗
概
集（
北

陸
）』
九
〇
八
四　

一
九
九
二
年
八
月
）。

（
46
）　

日
本
建
築
学
会
編
『
日
本
建
築
学
会
八
十
年
略
史
』
日
本
建
築
学
会　

昭
和
四
十
一
年
四

月
五
日
。

（
47
）　

佐
野
時
平
に
つ
い
て
は
学
士
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
名
古
屋
高
等
工
業
学
校
建
築
科（
明

治
三
十
八
年
設
立
）の
出
身
で
あ
る
可
能
性
を
模
索
し
た
が
、
明
治
四
十
一
年
三
月
以
降
の
卒

業
生
名
簿
に
は
名
前
の
記
載
が
な
い
と
い
う
。
同
名
簿
の
照
会
に
つ
き
光
鯱
会
事
務
局
・
水
谷

華
香
氏
に
御
協
力
い
た
だ
い
た
。

（
48
）　
『
建
築
雑
誌
』（
四
十
六
輯
五
五
四
号　

日
本
建
築
学
会　

一
九
三
二
年
二
月
）に
は
説
明
書

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

尾
張
徳
川
美
術
館
建
築
設
計
懸
賞
競
技
一
等
当
選
図
案
説
明
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
選
者　

准
員　

佐
野
時
平
）

建
築
面
積　

陳
列
館　

百
五
十
七
坪（
内
吹
抜
七
十
五
坪
）

　
　
　
　
　

附
属
家　

七
十
八
坪（
内
地
下
室
二
十
四
坪
）

　
　
　
　
　

倉　

庫　

七
十
五
坪

　
　
　
　
　

延
坪
数　

三
百
十
坪

間　

取　

募
集
規
定
添
付
の
略
計
画
に
依
り
た
り
。

様　

式　

金
鯱
と
共
に
数
百
年
の
歴
史
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
処
の
本
館
の
意
匠
と
し

て
、
且
周
囲
の
環
境
を
考
慮
し
日
本
趣
味
を
採
り
入
れ
た
近
代
東
洋
式
と
な

し
猶
防
火
地
区
内
建
築
と
し
て
の
苦
慮
を
い
た
し
ま
し
た
。

採
光
と
換
気
其
他

採
光
は
ア
テ
イ
ツ
ク
ラ
イ
ト
と
な
し
側
入
込
及
中
央
陳
列
ケ
ー
ス
の
採
光
を

考
慮
し
室
の
高
さ
と
窓
の
位
置
及
大
さ
を
採
り
ま
し
た
。
通
気
は
天
井
に
設

け
あ
る
換
気
孔
に
依
る
の
外
、
建
物
四
角
の
換
気
孔
よ
り
二
重
壁
を
通
り
給

気
及
排
気
を
な
す
。
猶
陳
列
室
床
下
の
給
気
口
に
湿
気
を
送
る
装
置
を
な
し

室
内
の
温
度
を
保
つ
と
同
時
に
混
凝
土
壁
内
の
湿
気
を
防
ぐ
も
の
と
す
。

構　

造　

鉄
骨
鉄
金
混
凝
土
造
、
出
入
口
鉄
扉
各
窓
は
鉄
枠
を
用
ふ
る
も
の
と
す
。
外

部
は
石
張
付
仕
上
内
部
腰
大
理
石
張
り
壁
リ
シ
ン
或
は
石
膏
色
付
仕
上
天
井

石
膏
仕
上
と
す
。

補
足
附
記

建
築
費
は
設
備
費
を
除
き
拾
貳
万
円
位
で
出
来
得
る
見
込
な
り
。
本
建
築
設

計
懸
賞
応
募
図
案
は
市
街
地
建
築
物
法
規
並
に
甲
種
防
火
地
区
建
築
物
構
造

其
他
の
諸
規
則
に
抵
触
せ
ざ
る
も
の
と
す
。 

以　

上　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
49
）　

古
田
智
久
「
東
京
帝
室
博
物
館
の
実
施
設
計
に
つ
い
て
」『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演

梗
概
集（
中
国
）』
九
〇
二
六　

日
本
建
築
学
会　

一
九
九
〇
年
十
月
。

（
50
）　

前
掲
註（
48
）参
照
。

（
51
）　

河
田
健
「
東
京
帝
室
博
物
館
の
懸
賞
募
集
に
つ
い
て
」『
日
本
建
築
学
会
大
会
学
術
講
演
梗

概
集（
北
陸
）』
九
一
九
〇　

日
本
建
築
学
会　

二
〇
〇
二
年
八
月
。

（
52
）　

実
施
設
計
を
行
っ
た
吉
本
與
志
雄
の
透
視
図
で
は
玄
関
は
切
妻
と
な
り
両
脇
に
は
狛
犬
が

配
さ
れ
て
お
り
、
第
二
等
の
小
野
武
雄
案
に
近
い
。
ま
た
金
鯱
を
屋
根
に
配
す
る
の
は
選
外
佳

作
の
長
砂
松
三
郎
案
で
あ
り
、
一
位
の
佐
野
時
平
案
の
み
で
は
な
く
、
各
案
の
優
れ
た
と
こ
ろ

が
採
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
53
）　

昭
和
七
年
四
月
五
日
付
徳
川
家
名
古
屋
別
邸
主
任
鈴
木
茂
彦
か
ら
徳
川
美
術
館
主
任
大
口

全
三
郎
宛
の
引
継
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
大
口
は
当
時
既
に
病
気
が
ち
で
あ
り
、
同
年
九

月
七
日
に
他
界
し
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
実
質
作
品
管
理
責
任
者
は
鈴
木
茂
彦
の
ま
ま
で

あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

（
総
務
部　

非
常
勤
學
藝
員
）

資
料
1　

徳
川
義
親
会
見
資
料　

総
括

（
昭
和
五
年
十
月
九
日　

尾
張
徳
川
家
麻
布
桜
田
町
本
邸
）

旧
尾
張
藩
主
徳
川
義
親
侯
は
今
回
社
会
奉
仕
の
目
的
を
以
て
藩
祖
以
来
三
百
年
の
由
緒

あ
る
名
古
屋
大
曽
根
別
邸
の
一
部
を
名
古
屋
市
に
寄
附
し
同
時
に
其
別
邸
の
隣
接
地
に

美
術
館
を
建
設
す
る
こ
と
ゝ
な
り
た
り
、
又
同
家
に
最
も
由
緒
の
深
い
尾
張
の
小
牧
山

も
此
際
小
牧
町
に
寄
附
す
る
こ
と
に
な
り
た
る
由
な
り
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一
二
七

右
に
付
徳
川
侯
爵
は
左
の
如
く
語
る

尾
州
徳
川
家
は
維
新
の
際
、
朝
廷
と
幕
府
の
間
に
立
つ
て
最
も
苦
し
い
位
置
に
あ
つ

た
、
慶
勝
公
の
苦
衷
、
家
は
当
然
亡
ぼ
す
覚
悟
で
を
ら
れ
た
、
併
し
幸
に
も
亡
ぶ
べ
く

し
て
亡
び
ず
に
残
つ
た
か
う
し
た
家
柄
で
あ
る
、
従
つ
て
維
新
以
後
も
か
な
り
苦
し
い

立
場
に
あ
つ
た
と
き
い
て
ゐ
る
、
爾
来
六
十
年
、
幾
多
の
曲
折
波
瀾
は
あ
つ
た
が
私
の

時
に
な
つ
て
は
順
調
に
行
く
様
に
な
つ
た
、
之
れ
は
質
素
と
倹
約
に
よ
つ
て
ゞ
あ
る
、

家
訓
で
あ
る

人
に
と
つ
て
殊
に
営
利
事
業
に
関
係
し
て
ゐ
な
い
も
の
に
と
つ
て
徒
に
財
産
の
多
い
事

は
考
へ
も
の
だ
、
金
銀
は
多
々
益
々
弁
ず
る
様
な
も
の
だ
が
、
其
為
に
人
の
毒
せ
ら
れ

る
事
も
大
き
い
、
慎
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ら
う

財
が
多
く
と
も
贅
沢
に
は
限
り
が
あ
る
、
三
度
の
食
事
を
四
度
し
て
ゐ
る
わ
け
で
な

し
、
金
襴
の
夜
具
に
眠
る
と
い
ふ
の
で
も
な
い
、
一
簞
の
食
、
一
瓢
の
飲
な
ほ
足
ら
ず

と
い
ふ
事
は
な
い
、
一
通
り
豊
か
に
暮
す
事
が
出
来
る
の
は
最
大
幸
福
で
あ
る
、
必
要

以
上
に
望
ん
で
は
い
け
な
い
、
足
不
足
は
心
の
問
題
で
あ
る

か
う
し
た
考
が
数
年
前
か
ら
脳
裡
に
浮
ん
で
来
た
、
様
々
な
思
ひ
、
い
ろ
〳
〵
な
想
が

頭
の
裡
を
往
来
し
た
、
子
孫
の
為
に
多
く
の
財
産
を
残
す
事
は
結
局
家
を
速
か
に
没
落

せ
し
む
る
原
と
な
る
も
の
で
あ
る

廃
藩
と
な
っ
て
、
大
名
の
家
に
養
ふ
べ
き
家
の
子
郎
党
が
な
く
な
つ
た
、
同
時
に
そ
れ

等
の
人
に
よ
り
て
支
へ
ら
る
べ
き
家
の
関
係
が
極
め
て
薄
く
な
つ
た

維
新
後
暫
く
は
昔
の
主
従
関
係
が
残
つ
て
ゐ
て
、
人
々
が
懸
命
に
家
を
守
り
支
へ
て
来

た
が
、
星
霜
こ
ゝ
に
六
十
余
年
、
主
従
の
情
宜
か
次
第
に
失
は
れ
、
家
を
支
へ
る
柱
が

一
本
づ
ゝ
折
れ
た
り
朽
ち
た
り
し
て
失
は
れ
て
い
つ
て
、
中
心
の
柱
の
み
独
り
家
を
支

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
勢
と
な
つ
た
の
で
あ
る
、
弱
い
柱
か
ら
折
れ
て
家
は
潰
れ
て

ゆ
く
、
多
数
の
支
柱
に
よ
り
立
つ
て
ゐ
た
中
心
の
柱
は
弱
い
も
の
だ
つ
た
、
旧
家
の
最

近
没
落
し
て
ゆ
く
の
は
此
為
で
あ
る
、
弱
い
柱
に
は
重
い
も
の
を
載
せ
て
は
い
け
な

い
、
そ
こ
で
い
よ
い
よ
家
を
或
る
程
度
に
縮
少
す
る
事
に
つ
い
て
思
つ
た
、
維
新
当
時

の
緊
張
し
た
そ
の
心
持
に
か
へ
り
た
い
と
思
ふ

茲
に
於
て
実
際
問
題
と
し
て
こ
れ
を
処
置
す
る
の
に

第
一
は
名
古
屋
の
邸
で
あ
る
、
此
土
地
は
祖
先
以
来
由
緒
の
地
で
あ
る
、
従
っ
て
名
古

屋
市
と
も
深
い
因
縁
が
あ
る
、
名
古
屋
市
は
い
よ
〳
〵
発
展
し
て
人
口
百
万
を
超

ゆ
る
に
至
っ
た
が
人
口
の
稠
密
と
な
る
に
従
つ
て
市
民
は
次
第
に
緑
樹
と
土
に
親

し
む
事
が
出
来
な
く
な
る
、
私
は
此
ゆ
か
り
の
地
を
市
に
寄
贈
し
て
、
将
来
永
く

此
侭
に
保
存
さ
れ
、
人
々
の
一
日
の
安
息
の
所
と
な
り
、
又
父
の
時
に
建
て
ら
れ

た
る
建
築
物
が
何
か
に
都
合
よ
く
利
用
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
私
は
大
変
に
喜
ば
し
い

第
二
は
什
宝
で
あ
る
、
こ
れ
は
先
年
将
来
永
久
に
人
々
の
鑑
賞
研
究
の
資
と
す
る
為
に

保
存
及
び
研
究
を
目
的
と
す
る
美
術
館
を
建
設
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
が
時
期
至

ら
ず
其
侭
に
な
つ
た
が
、
今
度
は
更
に
一
歩
を
す
ゝ
め
て
、
こ
の
国
宝
と
も
な
る

べ
き
什
器
の
類
は
、
こ
れ
は
個
人
の
私
蔵
し
て
擅
に
す
べ
き
も
の
で
な
か
ら
う
か

ら
随
分
思
ひ
悩
ん
だ
末
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
遂
に
こ
れ
は
財
団
法
人
と
し
て
寄
贈

し
追
て
は
国
家
の
有
に
帰
せ
し
む
る
積
り
で
あ
る

第
三
は
小
牧
山
で
あ
る
、
こ
れ
は
徳
川
家
発
祥
の
地
で
あ
つ
て
、
こ
ゝ
の
一
戦
は
徳
川

家
の
興
亡
を
決
し
た
も
の
で
あ
る
、
最
も
歴
史
的
に
由
緒
の
あ
る
地
で
あ
る
だ
け

に
、
こ
れ
も
私
一
個
人
の
所
有
と
し
て
な
い
で
公
有
に
し
て
し
ま
ふ
事
に
し
た

第
四
は
私
自
身
創
設
し
た
生
物
学
研
究
所
で
将
来
は
こ
れ
に
歴
史
に
関
す
る
研
究
室
を

附
属
せ
し
め
、
こ
れ
も
財
団
法
人
と
し
て
寄
贈
す
る
積
り
で
あ
る

勿
論
こ
れ
だ
け
の
事
は
直
ち
に
実
行
出
来
る
の
も
、
又
整
理
土
地
建
物
の
準
備
建
築
に

相
当
時
日
を
要
す
る
も
の
も
あ
ら
う
が
い
つ
れ
に
し
て
も
著
々
実
行
に
か
ゝ
る
の
で
あ

る
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一
二
八

か
う
し
て
家
を
縮
少
す
れ
ば
財
産
の
大
部
分
は
失
ふ
け
れ
ど
も
同
時
に
心
も
軽
く
な
る

あ
と
は
私
達
の
生
活
だ
け
れ
ど
も
百
年
の
後
か
分
ら
な
い
と
す
る
と
、
さ
し
当
り
小
供

達
が
ど
う
す
る
か
と
い
ふ
事
を
考
へ
て
お
け
ば
そ
れ
で
充
分
な
の
で
あ
ら
う
、
そ
し
て

私
自
身
は
や
は
り
今
迄
同
様
研
究
室
に
立
て
籠
っ
て
従
来
の
研
究
を
つ
ゝ
け
て
ゆ
く
、

そ
し
て
出
来
る
な
ら
ば
小
供
の
時
か
ら
希
望
で
あ
っ
た
探
検
の
事
業
を
死
ぬ
ま
で
や
つ

て
見
た
い
と
思
っ
て
準
備
を
し
て
ゐ
る
、
こ
れ
は
ど
れ
だ
け
実
現
出
来
る
か
そ
れ
も
知

ら
な
い
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徳
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大
曽
根
屋
敷

（
昭
和
五
年
十
月
九
日　

尾
張
徳
川
家
麻
布
桜
田
町
本
邸
）

尾
州
徳
川
の
別
邸
は
同
家
祖
先
以
来
大
曽
根
屋
敷
と
称
へ
二
代
光
友
の
誕
生
せ
ら
れ
た

建
物
並
に
其
胞
衣
を
埋
め
た
所
の
大
椿
の
樹
も
今
尚
保
存
し
て
居
る
、
且
光
友
は
隠
居

後
此
邸
に
住
居
せ
ら
れ
た
、
然
る
に
薨
去
後
其
地
を
家
老
職
の
成
瀬
、
石
河
、
渡
辺
の

三
家
に
下
附
せ
ら
れ
各
其
下
屋
敷
と
し
て
来
り
し
が
明
治
二
年
成
瀬
、
石
河
両
家
は
之

を
返
上
し
渡
辺
家
の
分
は
一
旦
他
人
の
所
有
と
な
っ
た
が
後
に
再
ひ
之
を
譲
り
受
け
た

の
で
あ
る
、
明
治
二
十
二
年
名
古
屋
城
並
奥
山
町
の
新
邸
が
北
練
兵
場
設
置
の
為
め
に

陸
軍
用
地
と
な
り
し
故
其
家
屋
を
此
処
に
移
し
次
て
先
代
侯
爵
が
名
古
屋
に
永
住
せ
ら

れ
る
事
と
な
つ
た
が
唯
居
室
の
建
物
の
み
で
あ
る
為
め
客
室
を
設
け
る
の
必
要
が
起
り

旧
江
戸
の
市
ヶ
谷
邸
内
に
在
っ
た
建
物
の
図
に
拠
り
今
の
時
代
に
フ
サ
ハ
シ
イ
風
に
建

築
す
る
こ
と
ゝ
な
り
時
の
文
部
省
の
技
師
久
留
正
道
氏
に
設
計
を
託
せ
ら
れ
た
、
久
留

技
師
は
此
種
の
建
築
物
を
参
酌
し
て
設
計
せ
ら
れ
明
治
二
十
八
年
基
礎
工
事
に
着
手
し

て
上
棟
式
を
行
つ
た
の
は
明
治
三
十
二
年
六
月
二
十
八
日
で
あ
る
、
而
て
翌
三
十
三
年

に
至
て
落
成
し
た
其
建
坪
は
正
門
、
書
院
、
奥
書
院
等
で
約
六
百
坪
、
其
敷
地
及
庭
園

は
約
六
千
四
百
五
十
坪
で
あ
る
、
久
留
技
師
は
此
建
物
は
新
し
い
建
築
物
と
し
て
は
関

西
に
於
て
模
範
的
で
善
美
を
尽
し
た
完
備
し
た
も
の
で
あ
る
と
常
々
云
は
れ
た
、
夫
も

其
筈
で
木
材
は
多
く
御
料
局
よ
り
御
払
下
の
良
材
を
用
い
た
、
御
料
局
で
も
木
曽
山
は

昔
時
尾
州
徳
川
家
の
所
有
で
あ
つ
た
関
係
上
特
に
便
宜
を
与
ら
れ
其
他
偶
然
に
も
約

二
百
年
以
前
よ
り
鈴
木
摠
兵
衛
氏
に
貸
地
し
て
あ
る
同
氏
貯
木
場
の
池
底
か
ら
遠
き
昔

に
埋
没
し
て
居
た
白
鳥
御
材
木
方
の
見
事
な
檜
の
大
材
鉄
輪
を
以
て
固
く
締
め
た
も
の

を
発
見
し
た
の
を
買
受
け
是
等
の
無
節
も
の
を
用
ひ
た
の
で
あ
る
か
ら
今
日
で
は
中
々

得
難
い
材
が
使
用
し
て
あ
る
、
又
庭
石
は
丁
度
日
清
戦
争
後
で
第
三
師
団
に
於
て
六
連

隊
の
兵
営
を
拡
張
せ
ら
れ
る
時
て
其
庭
園
を
取
払
は
る
ゝ
必
要
が
生
じ
た
、
即
ち
旧
名

古
屋
城
二
之
丸
の
庭
園
で
徳
川
家
に
縁
故
が
あ
る
か
ら
と
云
ふ
の
で
此
庭
石
を
下
附
せ

ら
れ
た
、
夫
故
非
常
な
大
き
な
石
が
惜
気
も
な
く
用
ひ
て
あ
る
、

此
建
物
は
大
正
天
皇
の
尚
皇
太
子
に
ま
し
ま
す
時
明
治
四
十
三
年
の
共
進
会
当
時
台
臨

を
仰
い
だ
聖
蹟
で
庭
中
に
は
御
手
植
の
松
も
あ
る
、

邸
の
東
北
丘
上
に
あ
る
東
屋
敷
と
称
ふ
る
建
物
は
徳
川
家
二
代
光
友
の
呱
々
の
声
を
挙

げ
ら
れ
た
る
家
屋
で
あ
る
、
門
前
道
路
の
中
央
に
あ
る
大
椿
は
即
ち
光
友
の
胞
衣
を
埋

め
た
所
で
此
大
椿
は
昭
和
四
年
愛
知
県
よ
り
天
然
記
念
樹
に
指
定
せ
ら
れ
た
、

小
牧
山
は
世
人
の
知
る
如
く
我
祖
東
照
公
が
天
正
十
二
年
に
織
田
信
雄
掩
護
の
為
め
に

此
山
を
陣
地
に
定
め
頂
上
を
本
営
と
し
て
遂
に
秀
吉
を
し
て
和
を
講
ぜ
し
め
た
る
所
謂

発
祥
の
地
と
し
て
徳
川
家
に
最
も
由
緒
深
き
山
で
あ
る
、

斯
く
夫
々
由
緒
あ
る
物
で
は
あ
る
が
徳
川
家
に
て
は
時
世
の
推
移
に
鑑
み
て
断
然
之
を

旧
藩
地
の
名
古
屋
市
及
小
牧
町
に
寄
附
し
て
専
ら
公
共
の
用
に
供
せ
ん
と
て
今
回
の
挙

に
出
て
た
る
な
り
、

資
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財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
寄
附
行
為
案（
昭
和
六
年
六
月
十
九
日
）

第
壱
章　

総　

則
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一
二
九

第
一
條　

東
京
市
麻
布
区
桜
田
町
五
拾
番
地
侯
爵
徳
川
義
親
ハ
現
金　
　

円
也
、
並
ニ

別
紙
目
録
記
載
ノ
什
宝　
　
　

点
此
価
額
金　
　
　

也
図
書　
　

冊
此
価
額

金　
　

円
也
土
地
建
物
此
価
額
金　
　

円
也　

合
計
金　
　

也
ヲ
寄
附
シ
財
団
法
人
ヲ
設
立
ス

第
貮
章　

名
称
及
事
務
所

第
二
條　

本
財
団
法
人
ハ
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
ト
称
ス

第
三
條　

本
財
団
法
人
ハ
事
務
所
ヲ
東
京　
　
　

ニ
置
キ
生
物
学
研
究
所
、
文
庫
、
並

ニ
美
術
館
ヲ
左
ノ
場
所
ニ
置
ク

東
京　
　
　

生
物
学
研
究
所
及
文
庫
名
古
屋
市
東
区
大
曽
根
町　
　

美
術
館

第
参
章　

目
的
及
事
業

第
四
條　

本
財
団
法
人
ハ
美
術
及
史
学
並
ニ
生
物
学
ノ
研
究
ニ
資
ス
ル
為
メ
尾
張
徳
川

家
祖
先
伝
来
ノ
什
宝
古
書
ノ
保
存
其
他
美
術
品
及
図
書
ノ
蒐
集
保
管
公
開
ヲ

為
シ
且
ツ
之
ニ
関
ス
ル
指
導
奨
励
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス

第
五
條　

本
財
団
法
人
ハ
前
條
ノ
目
的
ヲ
達
成
ス
ル
為
メ
左
ノ
事
業
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

一
、
美
術
館
及
宝
庫
ヲ
建
設
シ
尾
張
徳
川
家
祖
先
伝
来
ノ
什
宝
及
美
術
品
ノ
保

存
其
他
一
般
美
術
品
ノ
蒐
集
保
存
陳
列
ヲ
為
ス
コ
ト

二
、
書
庫
ヲ
建
設
シ
尾
張
徳
川
家
祖
先
伝
来
ノ
古
書
ノ
保
存
並
ニ
史
学
ニ
関
ス

ル
参
考
書
及
其
他
ノ
図
書
ノ
蒐
集
及
古
書
ノ
複
製
出
版
並
ニ
史
学
ニ
関
ス
ル

研
究
報
告
ノ
発
刊
ヲ
為
ス
コ
ト

三
、
生
物
学
研
究
所
ヲ
建
設
シ
生
物
学
ニ
関
ス
ル
研
究
調
査
報
告
ノ
発
表
刊
行

及
生
物
学
ニ
関
ス
ル
研
究
員
ノ
養
成
指
導
ヲ
為
ス
コ
ト

第
四
章　

資　

産

第
六
條　

本
財
団
法
人
ノ
資
産
ハ
設
立
者
ノ
寄
附
シ
タ
ル
第
一
條
掲
記
ノ
財
産
及
寄
付

金
品
並
ニ
之
ヨ
リ
生
ス
ル
収
入
ヲ
以
テ
組
成
ス

第
七
條　

前
條
ノ
資
産
中
金　
　

円
也
ハ
之
ヲ
基
本
金
ト
シ
設
立
者
ノ
指
定
ニ
基
キ
左

記
ノ
通
リ
之
ヲ
分
配
ス

　

尾
張
徳
川
美
術
館
ノ
分
金　
　
　

円
也

　

尾
張
徳
川
文
庫
ノ
分
金　
　
　
　

円
也

　

尾
張
徳
川
生
物
学
研
究
所
ノ
分
金　
　

円
也

基
本
金
ハ
之
ヲ
費
消
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
八
條　

本
財
団
法
人
ノ
資
産
ハ
専
務
理
事
之
ヲ
管
理
シ
基
本
金
ハ
国
債
其
他
確
実
ナ

ル
有
価
証
券
ヲ
買
入
レ
又
ハ
確
実
ナ
ル
銀
行
若
ク
ハ
信
託
会
社
ニ
預
入
又
ハ

信
託
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
章　

会　

計

第
九
條　

本
財
団
法
人
ノ
会
計
年
度
ハ
毎
年
四
月
一
日
ニ
始
マ
リ
翌
年
三
月
三
十
一
日

ニ
終
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
條　

本
財
団
法
人
ノ
経
費
ハ
基
本
金
及
事
業
ヨ
リ
生
ス
ル
収
入
寄
付
金
其
他
ノ
収

入
ヲ
限
度
ト
シ
テ
之
ヲ
支
弁
シ
若
シ
剰
余
金
ア
ル
時
ハ
之
ヲ
基
本
金
ニ
編
入

シ
又
ハ
次
年
度
ニ
繰
越
ス
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
條　

本
財
団
法
人
ノ
歳
入
出
予
算
ハ
各
事
業
別
ニ
担
当
ノ
各
常
務
理
事
之
ヲ
作

成
シ
専
務
理
事
ハ
之
ニ
依
リ
総
括
予
算
ヲ
作
リ
理
事
会
ノ
決
議
ヲ
経
テ
毎

会
計
年
度
開
始
一
ヶ
月
前
迄
ニ
会
長
ニ
提
出
シ
評
議
員
会
ノ
議
決
ヲ
経
テ

之
ヲ
定
ム

第
十
二
條　

本
財
団
法
人
ノ
決
算
ハ
年
度
終
了
後
各
事
業
別
ニ
担
当
ノ
各
常
務
理
事
直

ニ
決
算
報
告
書
及
事
業
報
告
書
ヲ
作
成
シ
専
務
理
事
ハ
之
ニ
依
リ
テ
総
括

決
算
報
告
書
ヲ
作
リ
各
事
業
報
告
書
ト
共
ニ
監
事
ノ
審
査
ニ
附
シ
タ
ル
上

評
議
員
会
ノ
承
認
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

第
六
章　

役
員
及
役
員
会



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
三
〇

第
十
三
條　

本
財
団
法
人
ニ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

一
、
会　

長　
　

一　

名

一
、
理　

事　
　

三
名
乃
至
五
名

一
、
監　

事　
　

一
名
乃
至
二
名

一
、
評
議
員　
　

若
干
名

第
十
四
條　

会
長
ハ
理
事
ト
シ
設
立
者
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
設
立
者
死
亡
後
ハ
其
ノ
家
督

ヲ
相
続
シ
タ
ル
者
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ

第
十
五
條　

会
長
ノ
委
嘱
ニ
依
リ
副
会
長
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

副
会
長
ハ
理
事
ト
シ
会
長
ヲ
補
佐
シ
会
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
代
理
ス

第
十
六
條　

会
長
ハ
本
財
団
法
人
ノ
事
務
ヲ
統
理
シ
且
ツ
之
ヲ
代
表
ス

第
十
七
條　

理
事
、
監
事
及
評
議
員
ハ
会
長
之
ヲ
委
嘱
ス
其
ノ
解
嘱
亦
同
シ

第
十
八
條　

理
事
、
監
事
ハ
評
議
員
ヲ
兼
ヌ
ル
コ
ト
ヲ
得
、
又
兼
任
者
ニ
非
サ
ル
モ
評

議
員
会
ニ
出
席
シ
テ
意
見
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
九
條　

理
事
中
ニ
専
務
理
事
一
名
常
務
理
事
若
干
名
ヲ
置
ク

専
務
理
事
及
常
務
理
事
ハ
会
長
ノ
指
名
ニ
依
リ
之
ヲ
定
ム

第
二
十
條　

専
務
理
事
ハ
会
長
ヲ
補
佐
シ
本
財
団
法
人
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ
事
務
ヲ
総
括

処
理
ス

専
務
理
事
事
故
ア
ル
時
ハ
会
長
ノ
指
名
シ
タ
ル
常
務
理
事
又
ハ
理
事
其
ノ

職
務
ヲ
代
理
ス

第
二
十
一
條　

常
務
理
事
ハ
会
長
ノ
委
嘱
ニ
依
ル
事
業
ヲ
担
当
ス

第
二
十
二
條　

監
事
ハ
本
財
団
法
人
ノ
財
産
及
理
事
ノ
業
務
執
行
ノ
状
況
ヲ
監
査
ス

第
二
十
三
條　

理
事
、
監
事
及
評
議
員
ノ
任
期
ハ
各
参
年
ト
ス
但
再
任
ヲ
妨
ゲ
ズ
、
補

欠
ニ
係
ル
役
員
ノ
任
期
ハ
前
任
者
ノ
残
任
期
間
ト
ス

第
二
十
四
條　

理
事
及
監
事
ハ
任
期
満
了
ノ
場
合
ト
雖
後
任
者
ノ
就
任
ス
ル
迄
猶
ホ
其

ノ
職
務
ヲ
行
フ

第
二
十
五
條　

理
事
会
ハ
理
事
ヲ
以
テ
組
織
シ
随
時
会
長
之
ヲ
招
集
ス

理
事
会
ノ
議
長
ハ
会
長
之
ニ
当
ル
、
会
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
副
会
長
又

ハ
専
務
理
事
之
ニ
代
ル

第
二
十
六
條　

評
議
員
会
ハ
評
議
員
ヲ
以
テ
組
織
シ
随
時
会
長
之
ヲ
招
集
ス

評
議
員
会
ノ
議
長
ハ
会
長
之
ニ
当
ル
会
長
事
故
ア
ル
時
ハ
副
会
長
又
ハ

専
務
理
事
之
ニ
代
ル

第
二
十
七
條　

理
事
会
及
評
議
員
会
ハ
各
現
在
員
半
数
以
上
ノ
出
席
ヲ
以
テ
成
立
シ
議

事
ハ
出
席
者
ノ
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
ス
書
面
ニ
因
ル
表
決
ヲ
許
サ
サ

ル
モ
代
理
人
ニ
依
ル
委
任
出
席
並
ニ
議
決
権
ノ
行
使
ヲ
妨
ケ
ズ
可
否
同

数
ナ
ル
ト
キ
ハ
議
長
ノ
決
ス
ル
処
ニ
ヨ
ル

第
二
十
八
條　

評
議
員
会
ニ
於
テ
議
決
ス
ベ
キ
事
項
左
ノ
如
シ

　
　

一
、
歳
入
出
予
算
及
決
算

　
　

二
、
事
務
処
理
上
並
ニ
各
事
業
経
営
上
重
要
ナ
ル
事
項

　
　

三
、
寄
付
行
為
ノ
変
更
其
他
理
事
ニ
於
テ
必
要
ト
認
メ
タ
ル
事
項

第
二
十
九
條　

本
財
団
法
人
ニ
有
給
ノ
事
務
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得
其
任
免
ハ
別
ニ
定
ム

ル
財
団
法
人
尾
張
徳
川
黎
明
会
規
定
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
七
章　

寄
附
行
為
ノ
変
更
及
解
散

第
三
十
條　
　

本
財
団
法
人
ハ
評
議
員
三
分
ノ
二
以
上
ノ
同
意
ニ
依
リ
且
ツ
主
務
官
庁

ノ
認
可
ヲ
得
テ
本
寄
付
行
為
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
一
條　

本
財
団
法
人
ハ
前
條
ニ
規
定
シ
タ
ル
寄
付
行
為
ノ
変
更
ト
同
一
ノ
方
法

ニ
依
リ
本
財
団
法
人
ヲ
解
散
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
前
項
解
散
ノ
場
合
ニ
於
ケ

ル
残
余
財
産
ハ
評
議
員
会
ノ
決
議
及
主
務
官
庁
ノ
認
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
他

ノ
公
益
事
業
ニ
寄
附
ス



「
尾
張
徳
川
美
術
館
」
設
計
懸
賞

一
三
一

附　
　

則

第
三
十
二
條　

本
財
団
法
人
ハ
理
事
会
ノ
決
議
ヲ
経
テ
目
的
遂
行
ニ
必
要
ナ
ル
諸
規
定

及
其
ノ
施
行
細
則
ヲ
制
定
ス

第
三
十
三
條　

本
財
団
法
人
設
立
当
時
ノ
理
事
ノ
氏
名
住
所
左
ノ
如
シ



Toward the Establishment of the Tokugawa Art Museum 3: Proposal for the Architecture 
of the “Owari Tokugawa Art Museum”

KŌYAMA-HAYASHI Rie
Following “Toward the Establishment of the Owari Tokugawa Art Museum” 1 and 2 

on Kinko Sōsho 41st and 42nd, this article introduces the various plans submitted at the 
proposal for the Architecture of the “Owari Tokugawa Art Museum” in 1931.  This proposal 
was held before the establishment of the Owari Tokugawa Reimeikai Foundation (now the 
Tokugawa Reimeikai Foundation).

On September 13, 1930, the establishment of the Tokugawa Art Museum was determined 
at the senior executive adviser meeting (Gosōdan’nin-kai) of Owari Tokugawa Family.  Also 
the contribution of the Ōzone residence and Mount Komaki was decided at this meeting.  On 
October 10, the presentation ceremony of three donations was held at the Ōzone residence.

At first the conception presented was “Tokugawa Art Museum Foundation.”  As the idea 
was expanded gradually, the foundation includes other three organizations: the Tokugawa 
Research Institute of Biology (Tokugawa Seibutsugaku Kenkyūjo, 1914–1970), the Tokugawa 
Laboratory for the History of Forestry (now the Tokugawa Institute for the History of 
Forestry, established in 1923), and the Hōsa Library.

The proposal started on October 1931, and 179 plans were submitted before the deadline.  
The winner are as follows: first prize Sano Tokihira, second prize Ono Takeo, third prize 
first place Kishida Hidetō, third prize second place Yoshioka Eikichi , honorable mention 
Nagasuna Matsusaburō, Yukino Motokichi, Harada Tsunesaburō, Miyazaki Kōjirō and 
Katsurai Kōji.  Although the architecture style was not specified in applicant guidelines, 
most of the plans were “Teikan” (Imperial Crown) Style, which was most popular in that 
period, a reinforced concrete building with a Japanese tiled roof.  Considering the trouble 
on the occasion of the proposal of the Tokyo Imperial Museum (now the Tokyo National 
Museum) in June 1931, guidelines and selection were strictly coordinated and diagram were 
drawn from the all winner plans.



with the selection of the Bentendō which enshrines the water deity.  From this, it would 
seem possible that this work was made to give prominence to the religious site of the 
Bentendō.

Next, the essay focuses on the fact that the work was produced using existing pictures 
of the Toyama-sō residence as a reference.  In addition, the work does not accurately 
depict the actual scenery of the Toyama residence.  The reason for this is that Kanō School 
paintings of gardens were meant to depict idealized images of gardens rather than being 
based on actual scenes.  Daimyōs commissioned idealized images of their own gardens in 
order to make them into famous places.  In this work, the scenery was altered to reflect a 
preference for seclusion and retirement from the world in the Toyama-sō residence.

Finally, this work depicts minute changes in nature in a kind of expression not seen in 
other Kanō School works.  This seems to be a new style of expression that Korenobu was 
experimenting with for depicting the daimyō’s gardens.

Hichiriki-fu: A Book of Music Passed Down in the Owari Tokugawa Family
NAMIKI Masashi

Passed down within the Owari Tokugawa family, the Hichiriki-fu is a book of music for 
the hichiriki instrument, a reed instrument used in gagaku court music.  The single-volume 
folding book consists of 149 pieces of music: 94 pieces of tōgaku (music of ancient Chinese 
origin), 21 pieces of kagura (music of ancient Japanese origin performed at Shintō rituals), 
and 34 pieces of komagaku (music of ancient Korean origin).  The compendium is divided into 
two separate parts: the first half, from the beginning to the piece titled “Ryūkaen,” and the 
second half, from the “Ōdai-hajinraku” suite to the end.  At the end of the book, it is dated 
7th Month, 19th Day of 1402, at the beginning of the Muromachi period.  It is considered that 
this was the date when the second half was copied.  From the handwriting, it would appear 
that the first half was probably written earlier, perhaps some time between the Kamakura 
and Nanbokuchō periods, from the 13th through the 14th century.

The editor of this collection of music is unknown, but the inclusion of kagura pieces and 
two taikyoku (suites containing several movements) in the last half of the book suggests 
that the second half was probably copied by the court musician Abe Suemura (1331–1419).  
A member of a family of ōuchi-gakuso (court musicians), Suemura played hichiriki at the 
mikagura ceremony of the Imperial Court and also appeared in historical records performing 
taikyoku.  Furthermore, the first half of Hichiriki-fu, records both bugaku (court music and 
dance) and instrumental versions of the same piece, so it is possible that it was also copied 
by a court musician.

The Hichiriki-fu was passed down in the Owari Tokugawa family, but the date it was 
acquired is not known. It can be confirmed, however, that the book was part of the collection 
of the 14th-generation lord of Owari, Tokugawa Yoshikatsu (1824–1883).   In addition, this 
book of music may have been acquired by the Owari Tokugawa family together with an old 
hichiriki instrument (made by Keinin) that is currently also in the Tokugawa Art Museum 
collection.



early museum staff must have arbitrarily decided that the portrait was painted at the time 
of the Battle of Mikatagahara.

Essentially, this portrait should be explained as an homage produced in the course of 
the deification of Ieyasu that was advanced by the Tokugawa administration.  Since his 
grimacing features present a wrathful look and his pose with one leg folded and one hand 
held to his cheek suggest the contemplative half-lotus position, this portrait should be 
understood not as an historical image that represents the scene of a specific battle, but 
rather as a portrait of Ieyasu as an idol of worship.

The Newly Discovered Festival of Nagoya Tōshōgū Shrine Screens
YOSHIKAWA Miho

The festival of Tōshōgū Shrine in Nagoya is said to have begun on the 17th day of 4th 
Month, 1618 to honor the deified Tokugawa Ieyasu.  Though interrupted on occasion, it 
continued to be held on the 17th day of the 4th month of the lunar calendar from the Meiji 
Restoration until 1945 with a magnificent procession that paraded the environs of the castle.  
Several paintings depicting the festival processions in the Edo period are known, however, 
the majority of depictions of this almost 400-year-old festival are from the mid-Edo period 
and later.

First, this article introduces the compositional and iconographic details of the festival 
procession that is depicted in the recently discovered Festival of Nagoya Tōshōgū Shrine 
screens (Private Collection, hereafter “the work”), and compares them with other historical 
records and paintings. Through this analysis, it can be said that, although the work presently 
forms a pair of six-panel folding screens, inconsistencies in the ordering of the panels 
indicates that it was originally a pair of eight-panel folding screens.  A theory of what the 
reconstructed image might look like with the correct ordering of panels is also proposed.  In 
addition, the period of the procession depicted is estimated to be between 1672 and 1690, and 
it is proposed that the date of production of the work also falls within that range.

Furthermore, considering the distinctive composition of this work, which includes no 
background scenery and depicts the procession advancing in three separate levels, it seems 
to be based on an earlier handscroll work that also influenced it strongly.

Many of the surviving paintings depicting the Nagoya Tōshōgu Shrine Festival are in 
handscroll format and date from the mid-Edo period and later.  Of the festival depictions, the 
current work is the only large-format painting mounted as screens and it can also be posited 
as the oldest surviving work depicting this subject, making it a very valuable resource.

Kanō Korenobu’s Eight Scenes of the Toyama-sō: Edo Kanō School Representations of 
Gardens

USUDA Daisuke
The handscroll Eight Scenes of the Toyama-sō (The Tokugawa Art Museum, hereafter “the 

work”), by Kanō Korenobu (1753–1808), depicts the gardens of the Toyama residence of the 
Owari Tokugawa family in Edo.  The artist, Korenobu, was the seventh-generation head of 
the Kobikichō Kanō School, which served the Tokugawa shogunate.

The scroll depicts eight scenic spots within the Toyama-sō residence: Ōhara, Bōkakyō, 
Gosensui, Omachiya, Ryōrindō, Garyūkei, and Bentendō.  They are all selected from the 
vicinity of the pond (Gosensui) at the center of the gardens.  Furthermore, the scroll ends 



clarified.
First, the Akita domain made a plan in advance for the purpose of using forest resources 

to deliver a steady supply of charcoal and firewood continuously to the Ani Copper Mine. 
At the same time, the Akita domain placed both the firewood business of the villagers and 
charcoal production used daily by the villagers under their own control. 

Second, the Ani Copper Mine and submontane villages had mutual dependent relationship 
through their trade in charcoal and firewood. 

Third, the above relationship between the Ani Copper Mine and villages was organized 
on an unstable foundation and they bitterly competed for the limited forest resources. Also 
wooden “ofuda” (posted signs indicating some official order or status) issued by the Akita 
domain had an important implication for submontane villages. This “ofuda” proclaimed that 
the specified villages were accorded exclusive use of the forest. 

As per the above, the system of utilization of forest resources in the submontane district 
of the Ani Copper Mine was strongly affected by the production of charcoal and firewood 
used by the mine.

Articles

Mysteries of the Portrait of Tokugawa Ieyasu at the Battle of Mikatagahara
HARA Fumihiko

The Portrait of Tokugawa Ieyasu at the Battle of Mikatagahara (known as “Shikamizō,” 
the Tokugawa Art Museum) is a unique image that has no analogous counterpart.  It is 
known as a portrait that Ieyasu commissioned from an official painter immediately following 
his defeat at the battle in deliberate self-admonishment over the conceit that had led to 
his crushing loss.  The portrait is widely considered to be direct evidence of Ieyasu’s 
temperament.  However, no mention of the commissioning of such a portrait appears in 
any of the various historical records documenting the Battle of Mikatagahara, and the story 
would appear to be no more than an anecdote that has been passed down solely within the 
Owari Tokugawa family.

In this article, the stories addressing this portrait within the historical records that have 
been passed down in the Owari Tokugawa family are examined first.  From these, it is 
established that the portrait entered the family in the trousseau of Yorihime (1757-1804) 
of the Kii Tokugawa in 1780 on the occasion of her marriage as official wife to Tokugawa 
Haruyuki (1760-1793), the son of the 9th Owari Tokugawa lord Munechika (1733-1799).  At 
this time, it was designated simply as a portrait of Ieyasu.  Also, in an Owari Tokugawa 
family record of 1880, it is posited, without clear grounds, as a portrait from the Battle 
of Nagashino and continued to be ascribed to this period until the establishment of the 
Tokugawa Reimeikai Foundation in 1930.  It was only in a newspaper article of 1931, the 
year following the opening of the Tokugawa Art Museum, that the portrait was attributed 
to the Battle of Mikatagahara, forming the basis for the currently known anecdote, which 
became widely known through the declarations of 19th-generation lord of Owari, Tokugawa 
Yoshichika (1886-1976), and others.  In other words, having no historical basis for an 
attribution, the impression of the image took precedence and it can be concluded that the 



Third, Noro Buzaemon continued to plant “Byōbu-san,” as well as discouraging the 
villagers from cutting it down, even during the Meiji era (1868-1912).  He had specifically 
defined “Byōbu-san” as “a local specialty which protects from natural calamities caused by 
wind and sand erosion for everyone concerned with agricultural cultivation.”

As per the above, the methods by which Noro Buzaemon emphasized “Byōbu-san” were 
evident. 

Research Note

An introduction of selected articles of “Genkeisama-godai-gokiroku (a chronicle of Tokugawa 
Yoshinao, the first head of the Owari Tokugawa clan)”

KAWASHIMA Kōichi
Tokugawa Yoshinao, the first head of the Owari Tokugawa clan, was born in Osaka 

in 1600 as the ninth son of Tokugawa Ieyasu. Several of Yoshinao’s chronicles have been 
produced since the Edo era as he was the first lord of the Owari clan.

One of the substantial chronicles is titled "Genkeisama-godai-gokiroku," consisting of 36 
volumes, which is now in possession of the Tokugawa Institute for the History of Forestry. 
This chronicle is considered to have been produced as an Owari clan’s official record written 
by various persons.

The articles will introduce the specific details of this chronicle, especially focusing on the 
five following subjects; 1) the relationship between Tokugawa Yoshinao and the shogunate 
family, 2) the relationship with other daimyo (samurai lords), 3) the relationship with the 
Imperial Court, 4) the relationship with Owari clan's subordinate warriors, and 5) the local 
circumstances of Owari region.

Additionally, articles indicating Yoshinao’s learning and philosophy are included. He had 
a profound knowledge of Confucianism and Shintoism and wrote several books including 
“Ruijū-Nihongi” (a chronological compilation of “Six National Histories”) and “Jingi-hōten” (a 
book about the Gods of historic shrines in Japan with the colorful illustrations of their sacred 
treasures).

This chronicle provides many articles for us to learn about the process of the Owari clan’s 
organizational settings such as how the Owari clan organized the groups of subordinate 
warriors and how all the official types of workload were set up, in addition to the personal 
relationship centering on Yoshinao. The description of local circumstances of Owari region 
at the beginning of Modern Era is also notable.

Introduction of Historical Material

A study of the use system of forest resources in the submontane district of the Ani Copper 
Mine
 -The act of transforming into print and annotating ancient documents of the Minato family, 
who held the positioning of a Kimoiri (similar to a village headman) in Arase village of the 
Akita domain territory -

HAGA Kazuki
WATANABE Keiichi

KATŌ Morihiro
The purpose of this study is to print, publish and annotate ancient documents that were 

transmitted to the Minato family. As the result of this study, the following have been 



Finally, this study examines specific examples of the illegal logging in the Ohayashi. As 
the result of this study, arrest of illegal loggers by the “Hayashimi” and the details of the 
investigation conducted by the responsible government officer were clarified. Moreover 
several cases of punishment of these illegal loggers, which had not been clarified in previous 
studies, were confirmed. 

From the above, it can be concluded that the Takashima domain had in fact not 
disregarded the illegal logging in the Ohayashi, but had methodically enforced the 
regulations, paying sufficient attention to halt the illegal logging and prevent re-occurrences. 

A study of forestry administration reform implemented by the Akita domain in the 19th century 
-Under the keyword, “Sanrin-toritate”-

HAGA Kazuki
This study examines the basic policies of forestry administration reform implemented by 

the Akita domain during the 19th century, based on the key word, “Sanrin-toritate” (literally 
"forest patronage"). Through this study, the following were clarified:

First, the Akita domain commenced forestry administration reform under the slogan 
“Sanrin-toritate” aimed at recovery of forest resources, motivated out of a strong sense of 
crisis over erosion of forest resources.

Second, as the basic policy of forestry administration reform, the Akita domain emphasized 
a) an investigation of the current situation of the forest resources and compiling records; b) 
protection from illegal logging of coniferous trees; c) encouragement of afforestation; and d) 
preventing waste of forestry resources through ingenuity in lumbering methods.

Third, when the Akita domain initiated various policies for forest administration reform, it 
emphasized the views in accordance with the actual experiences of middle- and low-ranked 
government officials.

Fourth, the Akita domain mainly adhered to “Sanrin-toritate” as its main policy for several 
years right after initiation of the forestry administration reform. As an example, the Akita 
domain reduced the tax rates, which had been fixed for a long time, to promote afforestation.

Fifth, the Akita domain asked the government officials to emphasis continuation of the 
forestry administration reform and required that greater efforts be applied to “Sanrin-toritate," 
because some government officials began to slacken in their duties after some 20 years had 
passed from the start of the forestry administration reform.

A study of “Byōbu-san” and Noro Buzaemon in the Tsugaru district
KAYABA Masahito

This study examines thought and action of Noro Buzaemon (1836-1902), who was 
entrusted with the planting of a coastal barrier of trees, called “Byōbu-san,” that were 
planted for the purpose of controlling soil erosion on the west coast of the Tsugaru 
Peninsula. Through this study, the following were clarified:

First, the planting of the “Byōbu-san” trees began in 1683 and was continued by the Noro 
family for several generations.

Second, by around the middle of 19th century, various issues had been seen in “Byōbu-san” 
and in order to cope with this, the Hirosaki domain began a real restoration of “Byōbu-san” 
from 1855. The person chosen at this time was Noro Buzaemon, the ninth-generation head of 
the Noro family.



found an opportunity to reform the clan, as a result of separating Tokugawa Mochinaga 
from the clan, who was the 15th head of the clan and was the cause for internal conflicts 
since Bunkyū era (1861~1864), and of replacing him to the head of Hitotsubashi Tokugawa 
family, one of the three branches in the shogunate family, in close coordination with Shogun 
Tokugawa Yoshinobu and the shogunate ministers.

Second, the Owari clan after resolving the treatment of Tokugawa Mochinaga, united 
to promote reforms under Tokugawa Yoshikatsu, who was the 14th head of the clan and 
the real father of the current head Yoshinori. Subordinate warriors insisted on the idea 
of Imperialism while they shared the idea of supporting the shogunate as a member of 
Gosanke (the three independent branches of Tokugawa families). However, those who began 
to distrust the shogunate around 1867 and approached the Satsuma clan became separated 
from those who tried to support the shogunate as a part of the family.

Third, Tokugawa Yoshikatsu had an intention to support the shogunate as he was the 
head of Gosanke, and he was distrustful of the anti-shogunate group in his clan.

Fourth, Yoshikatsu’s distrust prevented him from taking the leadership, though the anti-
shogunate group expected Yoshikatsu’s leadership to show the presence of the Owari clan 
in the central political scene. As the result, the Owari clan was placed in a minor position in 
the central political scene.

Fifth, the political changes in Kyoto triggered a shakeup in the Owari clan; the pro-
shogunate group was dismissed by the anti-shogunate group. After this incident, the anti-
shogunate group took the initiative in the Owari clan, materialized Yoshikatsu’s will, and led 
the clan to participate in the Restoration of Imperial Rule.

A restudy of the negative evaluation of Ohayashi oversight conducted by the Takashima domain 
in Shinano-no-kuni in the Edo period, as an example of enforcement against illegal logging

SAKAMOTO Tatsuhiko
This study examines the actual conditions of enforcement against illegal logging of 

Ohayashi (forests under the shogunate’s direct control) in the Takashima domain. In previous 
studies, it was concluded that the Takashima domain had tended to neglect illegal logging of 
Ohayashi because offenders were not severely punished. But this study comes to a different 
conclusion.

A study had initially been conducted of the men known as “Hayashimi” who patrolled 
Ohayashi in order to prevent illegal logging. As the result of this study, it was pointed 
out that these “Hayashimi” gained importance at the beginning of the 19th century due to 
increase of logging in the Ohayashi. It was also pointed out that there were various means 
of replacing these “Hayashimi,” even though in general, their succession was based on a 
hereditary system.

According to a study of management of Ohayashi by the Takashima domain, it was 
clarified that the Takashima domain had regarded uncontrolled Ohayashi as problem and 
issued orders to pursue the culprits when it became known from a government official who 
had been dispatched by the Takashima domain, that illegal logging was occurring. And as 
the Takashima domain punished “Hayashimi” when the robbing of Ohayashi occurred, it 
was also recognized that the Takashima domain had paid attention to enforcement against 
illegal logging. As the “Hayashimi” was also punished when illegal logging occurred, it was 
determined that neglect of duty was unacceptable. 



since “Gekkōinden-gonenpu” contained some episodes which suggested her connection with 
the Akō forty-seven warriors.

Forth, in terms of Ejima incident, the study found out the possibility of positive acts of 
Gekkōin. The study confirmed that the incident was developed to a serious one with a 
consensus from the shogunate ministries to protect the authority of shogunate when the 
Shogun himself was still a child and to correct the corruption and deviation that started at 
Shogun Tsunayoshi, of Ō-oku, the inner palace of Shogun. The study also referred to then as 
a very popular odoriko (a dancer), Gekkōin’s previous career.

Fifth, the study clarified how she spent her daily life in later years in the Fukiage palece.
Sixth, the study found out that, when the record was written down, the editors of 

“Tokugawa-jikki” selected the resources to reflect what a biological mother of Shogun should 
be and they did not refer to the facts that she was once a servant to the Asano clan and she 
was a dancer.

A study on the exchanges among Tokugawa Naritaka (the 12th head of the Owari Tokugawa 
clan) and the other samurai lords as well as on the characteristics of his ruling of his land 
in the middle of the 19th century

SHIRANE Kōin
Tokugawa Naritaka, son of the 11th Shogun Ienari, was appointed as the 12th head of the 

Owari Tokugawa clan. This appointment caused much criticism among subordinate warriors 
in the clan since it was considered as an imposition by the shogunate due to their own 
convenience just like two previous adoptive successions by the direct relatives of Ienari such 
as Naritomo and Nariharu.

Naritaka, facing chronic financial difficulties and frequent natural disasters, implemented 
emergency countermeasures based on his understanding of the land through inspecting Gifu 
and Inuyama regions and on receiving the reports on Kiso region. Naritaka also valued the 
blood relationships broadened after the succession of the 10th head Naritomo. Naritaka in his 
Edo mansion actively conducted political and cultural exchanges among the samurai lords of 
equal status, the relative samurai lords, the samurai lords having domain of one province or 
more, and the samurai lords serving the Tokugawa family hereditarily.

Naritaka’s reign lasted for about seven years and the succession issue arose again, 
which was settled by the succession of young Toshitsugu. In realizing this succession, the 
Owari clan’s ministers kept in close contact with the shogunate ministers in order to avoid 
complains coming from the subordinate warriors, because they had to accept the adoption of 
their head from the shogunate family for four generations.

There was a concern over Yoshitsugu’s ruling of the clan since he was very young.  
Teishin’in, Naritaka’s wife, supported Yoshitsugu to govern the clan with the religious power 
of the Buddhist dharma by inviting Naritaka’s deity. 

A study of the internal affairs and political trends of the Owari Tokugawa clan in 1867
FUJITA Hideaki

This study examines the internal affairs and political trends of the Owari Tokugawa clan 
before its participation in the Restoration of Imperial Rule on December 9 in the 3rd year of 
the Keiō era (January 3 in 1868 in Western calendar).

As the result of the study, the following five findings were identified. First, the Owari clan 



Summaries

Articles

A study on the ranking of Monzeki, Gosanke, Gosankyō, daimyo or samurai lords, and shogunate 
ministers expressed by the use of words by Shogun, emphasizing on the introduction and 
analysis of “Gyoi-no-furi (a record of ceremonial programs and Shogun’s spoken words in them)” 
in the years 1792-1795.

FUKAI Masaumi
This study closely examines how the ranking of the daimyo or samurai lords, and the 

shogunate officials was reflected on the words spoken by Shogun in several ceremonies. As 
the result of the study, the following was found.

The highest rankings among those all related to the Shogun families were Nikko-monzeki 
(the Imperial Prince in holy orders and the head of Nikkozan-Rinnōji temple) and Gosanke 
(the three independent branches of Tokugawa families). Shogun used polite expressions to 
them. Those followed by the Gosanke were Mr. Maeda, the head lord of the Kaga Kanazawa 
clan and the Tamari-no-ma-zume daimyo (samurai lords on duty in the Tamari-no-ma room). 
They could meet with Shogun at Goza-no-ma room, closest to Shogun’s daily living space 
while Shogun spoke to Tamari-no-ma-zume in commanding tone. There was a difference 
in the tone of speech by the official rankings and positions. Daimyo with the ranking over 
Jijū class (the forth official ranking) could meet with Shogun by himself and Shogun directly 
spoke to him; however, Shodaibu people (the fifth official ranking) met with Shogun in a 
group and Shogun did not speak to them at all. Among those with official positions, there 
was a difference between those higher than Jijū and those lower than Jijū In conclusion, it 
can be said that the Shogun’s choice of words was based on the family rankings.

A study about Gekkōin (or Gakkōin), the biological mother of the 7th Shogun Ietsugu
MATSUO Mieko

This study presents some issues about Gekkōin, the biological mother of the 7th Shogun 
Ietsugu and discusses these issues with introducing the newly found record “Gekkōinden-
gonenpu (a chronicle of Gekkōin)”. The results are as follows:

First, what has been told about Gekkōin was examined and the opinions about her by  
“Tokugawa-jikki (official chronicle records of the Tokugawa shogunate)” and “San’nogaiki (a 
record of the Shoguns for three generations from Tsunayosi to Ietsugu)” were found to be 
substantially different. In consideration to some aspects of Gekkōin described in plays and 
novels, the fact was established that Gekkōin once was a servant to the Asano clan in Akō.

Second, this study pointed out that the articles in the newly found record “Gekkōinden- 
gonenpu” were similar to those in “Kendō-kikigaki (a story heard from a mother)” quoted to 
“Tokugawa-jikki”; and the study examined the story tellers and the recorders.

Third, this study examined Gekkōin’s age, background, and her siblings with various 
accounts. In terms of her relationship with the Asano clan in Akō, it was assumed to be true 
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